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２９ 木 （議案調査） 質問通告内容事前調整期限 

３０ 金 （議案調査） 請願受付締切 

１２． １ 土   

２ 日   

３ 月 本会議（開議、一般質問、散会）  

４ 火 
本会議（開議、一般質問、散会） 

議会運営委員会 
陳情受付締切 

５ 水 本会議（開議、一般質問、議案・請願委員会付託、散会） 会派･議員提出決議案等締切 

６ 木 （議案調査）  

７ 金 （議案調査）   

８ 土    

９ 日    

１０ 月 
常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務、文教厚生、環境生活、農水経済〕 
  

１１ 火 
常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務、文教厚生、環境生活、農水経済〕 
  

１２ 水 

常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務、環境生活、農水経済〕 

常任委員会 

〔文教厚生〕 

  

１３ 木 
常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務〕 
  

１４ 金    



月 日 曜 内    容    等 備     考 

１５ 土    

１６ 日                           

１７ 月 離島・半島地域振興特別委員会   

１８ 火 

予算決算委員会（分科会長報告、採決） 

議会運営委員会 

九州新幹線西九州ルート整備特別委員会 

  

１９ 水 
総合交通対策特別委員会 

観光振興等対策特別委員会 
  

２０ 木 

本会議（議案採決） 

開議、発議第192号、質疑・討論、採決、委員長審査

結果報告、質疑・討論、採決、意見書上程、質疑・

討論、採決、議会閉会中委員会付託事件の採決、知

事あいさつ、議長あいさつ、閉会 
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・弁護士派遣について  ····························································································  73 

福祉保健部長答弁  ····························································································  73 

山田朋子議員質問  ·······························································································  73 

・がん患者への支援について  ··················································································  73 

（妊よう性温存療法への支援について）  ···································································  73 

福祉保健部長答弁  ····························································································  74 

山田朋子議員質問  ·······························································································  74 

・アピアランスケアへの支援について  ······································································  74 

福祉保健部長答弁  ····························································································  75 

山田朋子議員質問  ·······························································································  75 

・就労支援・両立支援について  ···············································································  75 

福祉保健部長答弁  ····························································································  75 

山田朋子議員質問  ·······························································································  75 

・さまざまな病気で両立支援を行っている企業に対して、入札の加点でポイントを 

つけることが検討できないのかどうか  ···································································  76 

土木部長答弁  ··································································································  76 

山田朋子議員質問  ·······························································································  76 

・受動喫煙防止対策について  ··················································································  76 

（保護者向けの喫煙の実態調査について）  ································································  76 

教育委員会教育長答弁  ······················································································  76 

山田朋子議員質問  ·······························································································  77 

・乳幼児健診での尿中コチニン測定について  ·····························································  77 

こども政策局長答弁  ·························································································  77 

山田朋子議員質問  ·······························································································  77 

・♯7119救急安心センター事業について  ···································································  77 

（事業の必要性と実施について）  ············································································  77 

危機管理監答弁  ·······························································································  78 
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山田朋子議員質問  ·······························································································  79 

・子どもたちの学びを応援する取り組みについて（ユニバーサルデザイン教育について）  ···  79 

（色覚チョークの導入について）  ············································································  79 

教育委員会教育長答弁  ······················································································  79 
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一、散  会  ···········································································································  80 

第８日目（１２月４日）本会議 

一、議事日程  ···········································································································  81 

一、出席議員  ···········································································································  82 

一、欠席議員  ···········································································································  82 

一、説明のため出席した者  ························································································  82 

一、開  議  ···········································································································  83 

 

△県政一般に対する質問 

 

一、小林克敏議員質問  ·······························································································  83 

・平成31年度当初予算編成について  ·········································································  83 

（長崎県の財政状況について）  ···············································································  83 

総務部長答弁  ··································································································  84 

小林克敏議員質問  ·······························································································  84 

・平成31年度当初予算の要求状況について  ·······························································  84 

・財源不足の圧縮について  ·····················································································  84 

・財政構造改革のための総点検の加速化について  ······················································  84 

総務部長答弁  ··································································································  84 

小林克敏議員質問  ·······························································································  84 

知事答弁  ········································································································  85 

小林克敏議員質問  ·······························································································  85 

・長崎空港対策について  ························································································  85 

（長崎空港24時間化の推進について）  ······································································  86 

企画振興部長答弁  ···························································································  86 

小林克敏議員質問  ·······························································································  86 

企画振興部長答弁  ···························································································  87 

小林克敏議員質問  ·······························································································  87 

企画振興部長答弁  ···························································································  87 

小林克敏議員質問  ·······························································································  88 

企画振興部長答弁  ···························································································  88 

小林克敏議員質問  ·······························································································  88 

・空港運営の民間委託について  ···············································································  89 

企画振興部長答弁  ···························································································  89 

小林克敏議員質問  ·······························································································  90 
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企画振興部長答弁  ···························································································  90 

小林克敏議員質問  ·······························································································  90 

知事答弁  ········································································································  91 

小林克敏議員質問  ·······························································································  91 

・外国人材の活用について  ·····················································································  92 

知事答弁  ········································································································  92 

小林克敏議員質問  ·······························································································  92 

産業労働部政策監答弁  ·····················································································  92 

小林克敏議員質問  ·······························································································  92 

・農業の就労支援について  ·····················································································  92 

農林部長答弁  ··································································································  93 

小林克敏議員質問  ·······························································································  93 

・技能実習生の受け入れ課題について  ······································································  93 

農林部長答弁  ··································································································  93 

小林克敏議員質問  ·······························································································  93 

農林部長答弁  ··································································································  93 

小林克敏議員質問  ·······························································································  93 

農林部長答弁  ··································································································  94 

小林克敏議員質問  ·······························································································  94 

農林部長答弁  ··································································································  94 

小林克敏議員質問  ·······························································································  94 

農林部長答弁  ··································································································  94 

小林克敏議員質問  ·······························································································  95 

知事答弁  ········································································································  95 

小林克敏議員質問  ·······························································································  95 

・在日外国人犯罪について  ·····················································································  95 

警察本部長答弁  ·······························································································  96 

小林克敏議員質問  ·······························································································  96 

・県内就職促進について  ························································································  96 

（若者定着課の設置について）  ···············································································  96 

知事答弁  ········································································································  96 

小林克敏議員質問  ·······························································································  97 

・高校生の県内就職率について  ···············································································  97 

産業労働部政策監答弁  ·····················································································  97 

小林克敏議員発言  ·······························································································  97 

一、休  憩  ···········································································································  98 

一、再  開  ···········································································································  98 

一、宅島寿一議員質問  ·······························································································  98 

・スマート行政について（ペーパーレス化に向けた取り組みについて）  ························  98 

（県のペーパレス化に向けた取り組みについて、実績はどうなっているのか）  ···············  98 
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・人材・予算・時間の捻出と有効活用について  ·························································  98 

（県庁舎移転に伴い、オフィス環境も変化しており、そういった観点も念頭においた 

ＩＣＴの活用など、ＩＣＴのさらなる利活用について、今後どう取り組んでいこうと 

考えているのか）  ·······························································································  98 

・人口減少対策について（市町との連携について）  ···················································  99 

（人口減少対策について、次年度は市町とどのような連携事業を考えているのか） ········  99 

・空き家活用対策について  ·····················································································  99 

（空き家が多くあるのに、なぜ活用が進まないのか）  ················································  99 

・離島・半島地域の振興について（外国人観光客の誘客について）  ·····························  100 

（長崎香港線を活用し、今後インバウンドをどのように拡大していく予定なのか） ········  100 

・旅館・ホテルにおける人材確保対策について  ·························································  100 

（旅館・ホテルの人材育成について、県はどのように取り組んでいるのか）  ·················  100 

・産業振興について（企業誘致の推進について）  ······················································  100 

（総合計画における実績及び今後どのように企業誘致に取り組んでいくのか）  ··············  101 

・サービス産業の振興について  ···············································································  101 

（サービス産業の振興について）  ············································································  101 

・農林水産業の振興について（スマート農業の推進について）  ···································  101 

（施設園芸における環境制御技術導入のこれまでの成果と今後の取り組みについて）  ····  102 

・スマート水産業の推進について  ············································································  102 

（スマート水産業に関する現在までの成果と今後どのように取り組んでいこうと 

考えているのか）  ·······························································································  102 
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― 午前１０時 ０分 開会 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、平成30年11月定例会を開会い

たします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 この際、知事より、新任の幹部職員の紹介を

いたしたい旨、申し出があっておりますので、

これを受けることにいたします―知事。 

〇知事(中村法道君) さきの平成30年9月定例

県議会以降に発令いたしました幹部職員をご紹

介いたします。 

 福祉保健部政策監 中田克己君でございます。

（拍手） 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 次に、会期の決定をい

たします。 

 本定例会の会期は、本日より12月20日までの

24日間とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、24日間と決定されました。 

 次に、会議録署名議員の指名をいたします。 

 本定例会の会議録署名議員につきましては、

野本三雄議員及び山田博司議員を指名いたしま

す。 

 この際、ご報告いたします。 

 先般、全国都道府県議会議長会より、次の各

議員が、永年勤続功労者として表彰されました

ので、ご報告申し上げます。 

 議員在職40年以上、宮内雪夫議員、同じく在

職25年以上、三好德明議員、同じく在職20年以

上、野本三雄議員、吉村庄二議員、中山 功議

員、同じく在職15年以上、橋村松太郎議員、渡

辺敏勝議員、坂本智徳議員、瀬川光之議員、同

じく在職10年以上、浅田眞澄美議員、以上でご

ざいます。 

 また、長崎県議会議員表彰規程により、長崎

県議会議員特別功労者として、議員在職40年を

迎えられた宮内雪夫議員を、また、長崎県議会

議員表彰規程により、長崎県議会議員永年勤続

者として、議員在職20年を迎えられた野本三雄

議員、吉村庄二議員、中山 功議員、同じく在

職15年を迎えられた橋村松太郎議員、渡辺敏勝
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議員、坂本智徳議員、瀬川光之議員を表彰する

こととなりました。 

 心から、お祝い申し上げます。 

 まことにおめでとうございます。 

 なお、小職も、在職15年以上により、全国都

道府県議会議長会表彰を受賞し、また、長崎県

議会議員永年勤続者として、受賞することとな

りましたので、ご報告いたします。 

 次に、知事より、知事専決事項報告書が先に

配付いたしましたとおり提出されておりますの

で、ご報告いたします。 

 次に、予算決算委員会に付託いたしておりま

した認定第1号「平成29年度長崎県一般会計決

算及び各特別会計決算の認定について」、認定

第2号「平成29年度長崎県港湾整備事業会計決

算の認定について」、及び認定第3号「平成29年

度長崎県交通事業会計決算の認定について」は、

既に審査を終了されておりますので、この際、

委員長の報告を求めることにいたします。 

 髙比良委員長－30番。 

〇予算決算委員長(髙比良 元君)〔登壇〕 予

算決算委員会の審査結果について、ご報告いた

します。 

 平成30年9月定例会において、本委員会に付

託されました認定第1号「平成29年度長崎県一

般会計決算及び各特別会計決算の認定につい

て」ほか2件については、去る10月17日から10

月26までの期間中、6日間にわたり審査を行い、

認定第1号「平成29年度長崎県一般会計決算及

び各特別会計決算の認定について」は、起立採

決の結果、認定すべきものと決定されました。 

 また、認定第2号「平成29度長崎県港湾整備

事業会計決算の認定について」及び認定第3号

「平成29年度長崎県交通事業会計決算の認定に

ついて」は、いずれも異議なく、認定すべきも

のと決定されました。 

 決算審査に当たっては、予算が議決の趣旨及

び目的に沿って適正かつ効率的に執行されたか、

また、事業の実施効果が十分であったかを検証

するとともに、今後の財政運営及び事業の実施

に当たって改善すべき事項に着目し、監査委員

の監査結果及び決算関係資料をもとに、理事者

からの説明を受け、慎重に審査を実施いたしま

した。 

 まず、決算の状況でありますが、平成29年度

の一般会計決算額は、歳入が約7,332億3,000万

円、歳出が約7,127億5,000万円となっており、

差引収支では、約204億8,000万円の剰余金が生

じております。 

 なお、翌年度へ繰り越すべき財源約195億

7,000万円を控除した実質収支は、約9億1,000

万円の黒字となっております。 

 また、一般会計における歳入決算額及び歳出

決算額は、前年度に比べ、それぞれ2.5％、

2.3％の増となっておりますが、その主な要因

として、歳入については、県庁舎建設整備基金

の取り崩しの増等に伴う繰入金の増などによる

ものであり、歳出については、県庁舎建設整備

費の増や新幹線整備事業負担金の増などであり

ます。 

 次に、本県の財政状況については、厳しい財

政状況の中、持続可能な財政運営を目指し、平

成28年度から取り組んでいる「長崎県行財政改

革推進プラン」に基づいて、徹底した経費の節

減と効率的な事業執行に努めるなど、財政健全

化の取組を進めております。 

 そのような中、先に公表された「中期財政見

通し」では、平成30年度当初予算編成時の歳出

削減等により、財源不足額が圧縮され、平成29

年度の見込みより、一定収支が改善されている
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ものの、今後の基金残高の動きを見ると、基金

の減少幅が拡大しており、収支は大幅に悪化す

る見通しとなっております。 

 加えて、平成29年度末の県債残高は1兆2,589

億円となっており、また、県税などの自主財源

に乏しく、歳入の多くを地方交付税や国庫支出

金に依存せざるを得ない財政構造となっており

ます。 

 今後、社会保障関係経費など義務的経費の増

加も予想される状況においては、引き続き、効

率的な事業の執行、事業の重点化及び徹底した

経費の節減に取り組んでいく必要があります。 

 このような情勢を踏まえ、本委員会における

主な論議のうち、特に重要な指摘事項について、

ご報告いたします。 

 まず、収入未済の縮減についてであります。 

 一般会計及び特別会計を合わせた収入未済の

総額は約31億6,000万円と、前年度と比較して

約2億6,000万円減少しておりますが、いまだ多

額の債権が回収されていない状況にあります。 

 この債権のうち県税については、個人県民税、

軽油引取税、自動車税で収入未済額が減少し、

調定額に占める割合が改善するなど、徴収対策

による一定の効果は見られますが、なお収入未

済の残高は約14億3,000万円で、全体の約45％

を占めております。 

 そのため、引き続き、長崎県地方税回収機構

やファイナンシャルプランナーの活用等により、

さらなる収入未済の縮減に努めるようにとの指

摘がありました。 

 次に、税外の未収金回収については、債務者

の実態把握など適正な債権管理を行うとともに、

貸付時の厳正な審査を行うなど、新規未収金を

発生させないよう努め、また、部局横断的組織

である未収金対策検討会議において、現状分析

や課題整理、情報共有等を行い、引き続き、収

入未済の縮減に努めるようにとの指摘がありま

した。 

 なお、不納欠損の総額は約1億3,000万円で、

前年度に比較して約2,800万円減少いたしてお

ります。不納欠損処分は、やむを得ない事由で

一定の基準を満たす場合に行われておりますが、

安易に不納欠損が生じることのないよう、時効

の中断等必要な措置を適切に講じ、回収に努め

るようにとの指摘がありました。 

 次に、予算繰越の縮減についてであります。 

 平成29年度の繰越額は約511億4,000万円と、

前年度と比較して約13億8,000万円増加いたし

ております。 

 繰越発生の主な理由は、「国の計画決定が遅

れたもの」、「地元との調整等に不測の日時を要

したもの」であり、本庁及び地方機関に繰越縮

減のための推進員を配置するなどの取組を行っ

ておりますが、繰越が常態化することがないよ

う、計画的・効率的な事業執行に努め、ゼロ県

債などの活用により早期の事業執行に取り組み、

引き続き、繰り越しの縮減に努めるようにとの

指摘がありました。 

 次に、未利用地の有効活用についてでありま

す。 

 未利用地については、平成29年度末で16万

7,000平方メートルあり、部局横断的組織であ

る「県有財産管理運用本部会議」において有効

活用策や処分方針等を決定しておりますが、さ

らなる収支改善のためにも、現状をこれまで以

上に精査し、市町等とも連携のうえ、有効活用

の促進を図るとともに、活用が見込まれない未

利用地については、引き続き、民間への売却も

含め、積極的に処分及び活用に努めるようにと

の指摘がありました。 
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 以上、今回指摘を行いましたそれぞれの事項

については、知事をはじめ、理事者において、

格段の努力と改善を図るよう強く求めるもので

あります。 

 以上をもちまして、平成29年度決算審査にお

ける予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、認定第1号

について、質疑・討論に入ります。 

 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君)〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。 

 ただいま議題となりました認定第1号「平成

29年度長崎県一般会計決算及び各特別会計決算

の認定について」は、以下の理由で認定できま

せん。来年度の事業見直しを求めます。 

 1、石木ダム事業関連決算額2億9,974万円。 

 当初予算10億円に対して決算が約3億円、事

業への県民合意が得られていない結果です。 

 「長崎県と佐世保市は、佐世保市水道の保有

水源を恣意的に過小評価している」との指摘が

あります。安定水源を許可水利権の1日7万

7,000立方メートルだけとしていますが、相浦

川の慣行水利権2万2,500立方メートルと岡本水

源1,000立方メートルを加えると、佐世保市水

道の実際の保有水源は1日10万500立方メートル

あります。 

 一方、佐世保市水道の1日最大取水量は8万立

方メートル程度ですから、差し引き約2万立方

メートルの余裕水源を抱えています。したがっ

て、「水源が不足しているという話は事実では

ない」との指摘です。 

 佐世保市の水は足りています。人口減少が進

む中、佐世保市に新たな水源は必要ではなく、

石木ダムは不要です。事業を進めることは、水

没予定地に現に生活している13世帯、約60人を

強制的に収用することにつながり、絶対に認め

られません。 

 2、長崎新幹線事業関連決算額133億4,575万円。 

 さきの9月定例会で、中村知事は、武雄温泉

～長崎の総事業費5,009億円が、さらに1,188億

円増額となることを明らかにしました。フリー

ゲージトレインを断念した長崎新幹線がフル規

格となれば、新鳥栖～武雄温泉は6,000億円か

かることを国土交通省が試算しています。実現

の見通しがないのに予算だけが膨らんでいく長

崎新幹線事業は、凍結、中止すべきです。 

 指摘したいことは、長崎県の厳しい財政状況

が続き、苦しい予算編成を強いられる状況にあ

りながら、これらの事業は見直しの対象から外

されていることです。予算決算委員会の最終日、

「平成31年度長崎県予算編成方針」が発表され

ました。 

 この中では、本県の財政状況は極めて厳しく、

そのために分野を問わず、事業、施設、職員配

置のあり方そのものまで踏み込んで検討する。

各部局へ配分する経費についても、5％、10％

など、それぞれ削減するとしています。しかし、

石木ダム、長崎新幹線事業は、削減対象経費に

含まれていません。長崎県の厳しい財政状況だ

からこそ、全ての事業を見直すべきです。 

 そのほか、カジノを含む統合型リゾート導入

検討事業決算額342万円、諫早湾干拓関連事業

決算額21億4,097万円、議員の海外視察決算額

1,848万円などは来年度見直してください。 

 見直した事業の財源で、子どもの医療費助成

年齢を就学前から、せめて中学校卒業まで拡大

してください。高すぎる国民健康保険税を引き

下げるために長崎県が財政支援をしてください。
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交流人口を増やす事業以上に、定住人口を増や

す事業が、県民に見える予算編成を要望いたし

ます。 

 安倍政権のもとで、県民の暮らしは深刻です。

日本共産党長崎市議団が行った市民アンケート

によれば、最近の暮らし向きは6割の方が「悪

くなった」と回答を寄せ、負担が大きいと思う

ものに、6割の方が、税金、国保税、社会保険

料を挙げています。国の悪政から県民を守る防

波堤の役割が、長崎県には求められています。 

 長崎新幹線や石木ダムより、県民の暮らし優

先の予算編成を求め、反対討論といたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中島浩介議員－26番。 

〇２６番(中島浩介君)（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議の中島浩介でございます。 

 会派を代表いたしまして、認定第1号「平成

29年度長崎県一般会計決算及び各特別会計決算

の認定について」、賛成の立場で意見を申し述

べます。 

 平成29年度決算につきましては、各分科会で

慎重に審査された結果、いずれも、原案のとお

り認定すべきものと決定し、10月26日に分科会

長報告がなされ、本日、委員長報告が行われた

ところでございます。 

 まず、前回審査である平成28年度予算決算委

員会決算審査報告書における3つの指摘事項に

対する県の対応でありますが、1点目の収入未

済の縮減については、その多くを占める県税に

おいて、長崎県地方税回収機構の活用などによ

り、個人県民税の収入未済額は対前年度から約

1億1,700万円縮減し、併せて徴収率についても

0.4ポイントアップするとともに、コンビニエ

ンスストア納付のさらなる拡大など、納税環境

の整備にも努められています。 

 また、県税以外についても、未収金対策検討

会議におきまして、債権回収管理会社への委託

事例の実績の検証など収入未済の縮減に向けた

取組を推進されております。 

 2点目の予算繰越の縮減については、平成29

年度の一般会計における繰越額は、前年度とほ

ぼ同額の約507億円となっており、この中には、

国の事業決定の遅れなども含まれておりますが、

県としても、今後も事業の進捗管理の徹底を図

り、予算繰越の一層の縮減に努めていくとされ

ております。 

 3点目の未利用地の有効活用については、「県

有財産管理運用本部会議」において、有効活用

策や処分方針などの決定を行うとともに、売却

可能な未利用地に係る情報を広く提供するなど、

着実に対策が講じられております。 

 以上のように、いずれの指摘に対しても、是

正及び改善に積極的に取り組まれ、評価できる

ものでありますが、一方で、この3つの項目は、

毎回、同様の指摘がなされており、長い間、進

展しないものも含め、今後の継続的な対応が重

要であると考えます。 

 一方、平成29年度の実施事業については、

「長崎県総合計画チャレンジ2020」、並びに

「長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

基づき、有人国境離島法関係の交付金などを活

用しながら、交流人口の拡大や雇用の確保のた

めの各種施策が力強く展開されており、本県へ

の移住者数や企業誘致などによる雇用計画数な

ど、具体的な成果があらわれているものもあり

ますが、人口減少に歯止めをかけるまでには至

っておらず、今後も施策の強化が必要であると

考えます。 

 また、直近の「中期財政見通し」においては、

今後も公債費の増加が見込まれるなど、非常に

厳しい財政状況が続くことから、平成33年度以
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降は、基金に依存しない財政運営を目指して

「行財政改革推進プラン」に積極的に取り組む

とともに、財政構造改革のための総点検を進め

られている県の姿勢は、評価されるべきであり

ます。 

 県におかれましては、財政構造改革を一層進

めつつ、国の施策や有利な財源措置を積極的に

活用しながら、「人、産業、地域が輝く たくま

しい長崎県づくり」の実現に向けて、全力を挙

げて取り組まれることを強く望むものでありま

す。 

 以上、賛成意見を申し述べ、議員各位のご賛

同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

して、賛成の討論とさせていただきます。（拍

手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。 

 認定第1号は、委員長報告のとおり認定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、認定第1号は、委員長報告のとおり

認定されました。 

 お諮りいたします。 

 認定第2号及び認定第3号は、質疑・討論を省

略し、直ちに採決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 認定第2号及び認定第3号については、委員長

報告のとおり認定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第2号及び認定第3号は、委員長

報告のとおり認定されました。 

 次に、議会運営委員会より、お手元に配付い

たしておりますとおり、発議第191号「長崎県

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例案」の提出があってお

りますので、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第191号は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 発議第191号は、原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、発議第191号は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、知事より、第121号議案乃至第148号議

案の送付がありましたので、これを一括上程い

たします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 本日、ここに、

平成30年11月定例県議会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

 説明に入ります前に、去る10月29日、高円宮

家の絢子女王殿下と守谷 慧様とのご結婚の式

典がめでたく行われましたことに、県民の皆様

とともに、心からお祝いを申し上げます。 

 また、去る10月19日に逝去されました名誉県

民の下村 脩博士に対しまして、県民の皆様と

ともに謹んで哀悼の意を表します。 

－ 8－



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第１日目（１１月２７日） 

－ － 9 

 下村博士は、長崎医科大学附属薬学専門部を

卒業後、世界的な科学者としてご活躍され、生

命科学の発展に卓越した功績を上げられました。

特に、分子生物学分野におけるオワンクラゲの

緑色蛍光タンパク質の発見等により、平成20年

にはノーベル化学賞や文化勲章を受けられるな

ど、県民に大きな夢と誇りを与えていただきま

した。 

 そのご功績に改めて深謝いたしますとともに、

安らかなご冥福を心からお祈り申し上げます。 

 なお、お別れの会を、来る12月2日に、長崎

大学中部講堂におきまして、県、佐世保市、長

崎大学の合同で執り行うこととしております。 

 去る10月22日、「故 高田 勇元長崎県知事 

県民お別れの会」を執り行いました。 

 当日は、在りし日の高田元知事を偲び、ご功

績に感謝申し上げ、哀悼の誠を捧げました。本

県選出国会議員の皆様並びに県議会をはじめ、

県民の皆様には多数ご参列を賜り、厚くお礼を

申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、当面する諸課題に

ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。  

（平成31年度の重点戦略） 

 本県においては、人口減少や県民所得の低迷、

地域活力の低下といった構造的な課題に直面す

る中、「人、産業、地域が輝く たくましい長崎

県づくり」を基本理念とする県の総合計画に基

づき、県民所得向上対策をはじめ各種施策の推

進に力を注いでまいりました。 

 その結果、雇用創出数や県外からの移住者数

は目標を上回って推移するとともに、農業産出

額は7年連続で増加し、観光消費額やクルーズ

船の入港数も過去最高を記録するなど、具体的

な成果も見えはじめておりますが、人口減少を

はじめとする本県の構造的課題の解決までには

至っていないところであります。 

 また、平成29年度においては、合計特殊出生

率、高校生や大学等の学生の県内就職率が前年

を下回るとともに、外国人延べ宿泊者数の伸び

率が九州各県よりも低いなどの課題も見受けら

れることから、これまで以上に力強い戦略を推

進していく必要があると考えております。 

 そのため、「長崎県総合計画チャレンジ

2020」の4年目となる平成31年度においては、

今年度実施した施策評価等の結果も踏まえ、こ

れまでの事業を改めて検証し、一層の選択と集

中を図りつつ、新たな視点や発想を取り入れな

がら、「人に生きがいを」、「産業に活力を」、

「暮らしに潤いを」与えられるような施策を戦

略的かつ分野横断的に展開してまいりたいと考

えております。 

 具体的には、人口減少対策を本県の最重要課

題と位置づけ、「移住促進対策」、「雇用の場の

確保と若者の県内定着対策」、「結婚・出産・子

育て支援」、「集落維持・活性化対策」などを重

点的に推進するとともに、県民所得の向上、離

島地域の振興などに総力を結集して取り組み、

県民の皆様に具体的な成果としてお示しできる

よう全力を傾注してまいります。 

 それでは、平成31年度の重点戦略の素案に掲

載した主な施策について、総合計画で実現を目

指す5つの将来像に沿って、ご説明いたします。 

 1 交流でにぎわう長崎県 

 本年7月の「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」の世界文化遺産登録等を契機に、

国内外からの需要を取り込みながら、さらなる

交流拡大を図り、本県経済の活性化につなげて

いく必要があると考えております。 
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 そのため、海外への戦略的な情報発信に努め、

本県ブランド力の向上や誘客拡大を図るととも

に、観光産業の高度化を推進するため、将来の

担い手となる人材の育成や他産業と連携したサ

ービス向上への取組を支援してまいります。 

 また、世界遺産来訪者への対応については、

構成資産を案内する観光ガイドの確保やスキル

アップなど、受入体制のさらなる充実を図って

まいります。 

 文化・スポーツの交流については、日本の生

活・文化に大きな影響を与えた隠元禅師などを

通じた中国との交流拡大を図るとともに、ラグ

ビーワールドカップ2019公認チームのキャンプ

受け入れ等に万全を期してまいります。 

 このほか、新幹線については、2022年度の開

業効果を最大限に高めるための体制づくりや機

運醸成に努めるほか、移住対策については、

「ながさき移住サポートセンター」を通じたき

め細かなサポートの充実に加え、ＵＩターン者

による創業や事業継承、地域における雇用拡大

を支援するとともに、本県からの人口流出が最

も多い福岡への効果的な情報発信など、人口増

につながる施策の充実・強化を図ってまいりま

す。 

 2 地域のみんなが支えあう長崎県 

 人口減少、少子・高齢化が進む中、県民一人

ひとりが様々な分野で役割を担い、互いに支え

あいながら、いつまでも健康で、生きがいを持

って活躍できる社会を実現していくことが重要

であると考えております。 

 そのため、健康長寿日本一の長崎県づくりに

ついて、優良事例の表彰に加え、市町や企業、

地域などで健康づくりの成果を競いあうなど、

県民が健康づくりを楽しくはじめ、楽しく継続

できる仕組みを工夫するとともに、健康づくり

を実践いただく機会の拡大に努めてまいります。 

 また、地域で高齢者等の日常生活の困りごと

への助けあい活動などに取り組む、元気な高齢

者団体等を支援するほか、地域包括ケアシステ

ムの早期構築に向けて、モデル地区や先進地域

における取組を県内全域へ展開してまいります。 

 さらに、ＩＣＴやＩｏＴなどの活用を図りな

がら、行政、地域住民、関係団体、民間事業者

等による多重的な見守り体制を構築するととも

に、若年性認知症の方々のサポート強化、障害

者など配慮が必要な方々への支援に努めてまい

ります。 

 女性の活躍推進については、性別による固定

的役割意識の改革、女性の家事・育児負担の軽

減に向けた啓発強化に取り組むほか、企業にお

ける男女が働きやすい職場環境づくりを推進し

てまいります。 

 このほか、今後不可欠となる地域住民主体に

よる集落維持の仕組みづくりに向け、地域運営

組織の立ち上げや小さな拠点づくりを進める市

町の活動を部局横断的に支援する体制整備を推

進してまいります。 

 3 次代を担う「人財」豊かな長崎県 

 合計特殊出生率をさらに高め、人口の自然減

に歯止めをかけるためには、若い世代が希望ど

おりに結婚、妊娠・出産し、安心して子育てが

できる社会を実現していく必要があると考えて

おります。 

 こうした社会の実現に向け、行政、企業・団

体、地域住民が一体となった活動を展開しなが

ら、これまでの個人への結婚支援に加え、職縁

結婚の活性化に向け、企業間の交流を新たに支

援してまいります。 

 また、子育て施策については、育児負担の軽

減のため、子育て世代に対し、地域における育
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児支援や男性の家庭参画等にかかる情報発信の

充実を図るとともに、保育人材の確保に向けた

保育士・保育所支援センターの機能強化、待機

児童対策、子育て支援員研修の充実等に努めて

まいります。 

 一方、若者の県内定着の促進については、高

校生、大学等の学生ともに県内就職率が低下し

ている現状を踏まえ、既存事業のさらなる深化

に加え、新たな対策を積極的に講じていく必要

があると考えております。 

 そのため、人材確保に向け企業が実施する雇

用環境の改善や社員の人材育成を支援するとと

もに、ＳＮＳ等を活用した県内企業の魅力発信

の強化、学生と企業が直接触れあう交流機会の

拡充を図るほか、本県出身者が多く進学する福

岡や首都圏等の学生に対し、県内企業を知る

様々な機会を提供してまいります。また、高校

生の県内就職に対する意識のさらなる醸成や中

学生へのキャリア教育の充実を図るなど、人口

流出の抑制に向け全力を傾注してまいります。 

 このほか、産業人材の確保に向け、介護や農

業分野における外国人材の受入環境の整備、漁

業後継者の技術習得の支援等に努めるほか、学

校教育については、児童生徒の学力の基盤とな

る読解力の育成、グローバル化に対応するため

の英語力の向上に努めてまいります。 

 4 力強い産業を創造する長崎県 

 県民所得の向上や良質な雇用の場の創出に向

け、造船業に次ぐ基幹産業の創出や、県内産業

の底上げ・成長につながる施策の充実・強化を

図っていく必要があると考えております。 

 そのため、本県が強みを持つ半導体関連企業

や、金融機関などのバックオフィス等の立地・

拡大を支援し、良質な雇用の場を創出するとと

もに、海洋エネルギー関連産業分野における県

内企業の参画や企業群育成、航空機関連産業の

サプライチェーン構築等を推進してまいります。 

 併せて、食料品製造業の付加価値向上に向け

た企業の規模拡大の支援や、サービス産業の底

上げを図るための計画段階からの伴走支援を実

施してまいります。 

 また、創業や事業承継を増やすため、市町、

国の事業引継ぎ支援センター、移住サポートセ

ンター等との連携を強化するとともに、創業希

望者と廃業予定者の広域的なマッチングを促進

してまいります。 

 一方、元気で豊かな農林水産業を実現するた

めには、地域別の施策展開計画や産地計画を基

軸とし、水産業や農業の収益性向上、経営力強

化に向けた施策を積極的に推進していくことが

重要であります。 

 水産業については、漁業者への経営指導等の

充実、担い手の確保・育成に努めるとともに、

漁業法の改正等を踏まえ、養殖における漁場再

編、新規参入、産地強化を推進するほか、水産

物のさらなる輸出拡大に向け、新たな輸送ルー

トや新規販路の開拓、生産者と加工業者が連携

した販売力の強化等に取り組んでまいります。 

 農業においては、農業所得のさらなる向上に

向け、スマート農業の推進等による露地・施設

園芸、畜産の生産性向上やコスト縮減、規模拡

大に必要な農地集積や基盤整備、新規就農者な

どの担い手確保に力を注ぐとともに、本県産の

花卉、茶の輸出拡大や販路開拓、長崎和牛の販

路拡大、ブランド化を推進してまいります。 
 5 安心快適な暮らし広がる長崎県 

 有人国境離島法の施行から3年目を迎え、国

境離島地域において継続的な居住が可能となる

環境整備をさらに推進していく必要があると考

えております。 
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 そのため、関係市町とともに、同法に基づく

交付金を最大限活用し、雇用機会の拡充、住民

の航路・航空路運賃の低廉化、農水産品等の輸

送コストの負担軽減、滞在型観光の促進に努め

るとともに、しまの優れた地域資源のさらなる

活用や地域商社の機能強化に向けた支援等を実

施してまいります。 

 また、九州新幹線西九州ルートをはじめ、高

規格幹線道路、地域高規格道路などの交通ネッ

トワークの整備、県内空港の活性化、道路や橋

梁等の老朽化対策の計画的な実施など、社会資

本整備の着実な推進やインフラ資産の適正な管

理に努めてまいります。 

 このほか、県民の皆様が、長崎で暮らしてよ

かったと実感できる「安全・安心日本一の県づ

くり」の実現に向け、近年大規模な地震や集中

豪雨など自然災害が頻発する中、県民の安全・

安心に直結する自然災害防止事業などの防災・

減災対策、通学路等におけるブロック塀の除却

を推進するほか、女性や若者の消防団加入促進

などにより地域防災力の充実を図ってまいりま

す。また、行政や企業、関係団体、地域住民に

よる連携を強化し、犯罪や交通事故のないまち

づくりや、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられる環境の整備等に力を注いでま

いります。 

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進） 

 ＩＲ区域の整備については、去る10月4日、

佐世保市において「九州・長崎ＩＲ推進決起大

会」を開催いたしました。当日、来賓としてご

出席いただいた石原 進九州経済連合会副会長

からは、「九経連としても佐世保でＩＲが実現

できるよう一緒に活動したい」との心強いお言

葉をいただきました。 

 こうした中、去る10月25日に大分県で開催さ

れた、九州・山口各県の知事、経済団体のトッ

プが参加する九州地域戦略会議において、本県

から、ＩＲ導入に向けた取組について報告を行

い、さらなる連携強化について協力を求めたと

ころ、関係者の皆様から、ＩＲは、九州全体に

大きな観光振興効果があることから、九州一体

となって取り組んでいく旨の賛意が示されたと

ころであります。 

 本県が目指す九州・長崎ＩＲの実現には、

「オール九州」としての誘致体制づくりが不可

欠であり、引き続き、あらゆる機会を通じて理

解と協力を求め、九州各県や経済界との連携が

より強固なものとなるよう努めてまいります。 

 また、ＩＲの推進に当たっては、県民の皆様

にＩＲについて理解を深めていただくことが重

要であることから、昨年度に引き続き、県民セ

ミナーを県内各地で開催する予定としており、

導入による経済効果や依存症対策など、ＩＲに

係る正確な情報をわかりやすくお伝えしたいと

考えております。 

 今後とも、県議会や県民の皆様のご意見を伺

いながら、佐世保市と連携し、本県へのＩＲ導

入実現を目指してまいります。 

（九州新幹線西九州ルートの整備促進） 

 九州新幹線西九州ルートについては、去る10

月30日、武雄温泉～長崎間で最も長い新長崎ト

ンネルが貫通するなど、2022年度の開業に向け

て工事の進捗が図られております。 

 一方、西九州ルートの整備事業費については、

当初計画から約1,188億円の増額が見込まれて

いることから、県としては、国に対し、事業費

増加の要因や詳細な内容について説明を求め、

確認作業を進めるとともに、地方負担の軽減方

策や開業時期の遵守等について要請してまいり

たいと考えております。 
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 また、去る11月6日から7日にかけて、県議会

九州新幹線西九州ルート整備特別委員会を中心

として、西九州ルートのフル規格による整備、

事業費増加に対する十分な財政措置等について、

政府・与党への要望活動が行われたところであ

ります。 

 引き続き、本県選出国会議員や県議会の皆様、

関係自治体等と連携を図りながら、西九州ルー

トのフル規格による整備の実現に向け、全力を

傾注してまいります。 

（国際定期航空路線の開設） 

 県においては、経済団体等と連携し、本県経

済の活性化に寄与する国際定期航空路線の積極

的な誘致活動を行っておりますが、このたび、

東南アジアや日本の主要都市などに就航してい

る香港エクスプレス社による、長崎〜香港間の

新規開設が決定しました。 

 長崎空港を発着する国際定期航空路線は、上

海、ソウルに続いて3路線目となり、来年1月19

日から週3便の運航が予定されております。 

 香港については、本年9月に中国本土と高速

鉄道が連結されるとともに、先月にはマカオ等

と繋がる港珠澳大橋も開通したことから、今後、

香港はもとより、マカオ、広東など広い範囲か

ら本県への観光客等の増加が見込まれるところ

であります。 
 また、ＬＣＣ（格安航空会社）ならではの低

廉な航空運賃に加え、同社の乗り継ぎ便の利用

によりベトナムやタイ等への渡航が可能となり、

県民の皆様の利便性が高まるものと期待してお

ります。 
 県としては、今回の就航を契機として、本県

の魅力を幅広く発信し誘客拡大に努めるととも

に、香港等との経済や文化など幅広い分野での

交流促進に力を注いでまいります。 

（中国との交流促進） 
 去る10月25日、中国人民対外友好協会及び中

国日本友好協会のお招きにより、溝口県議会議

長とともに、中国北京市で開催された「日中平

和友好条約締結40周年記念レセプション」に出

席してまいりました。中国を訪問中の安倍総理

や李克強首相をはじめ多くの要人が列席される

中、今回、本県が招待を受けたことは、これま

で、中国との友好交流に積極的に取り組んでき

た実績を高く評価されたものと考えており、大

変光栄に存じております。 

 また、去る10月26日、長崎市において、中国

駐長崎総領事館などとの共催により、「日中平

和友好条約締結40周年 長崎と中国の友好交流

記念レセプション」を開催いたしました。 

 当日は、郭燕中国駐日本国臨時代理大使、本

県選出国会議員や県議会の皆様をはじめ、日中

双方の関係者約450名が出席し、長年にわたり

本県と中国との友好交流にご尽力いただいた、

故高田 勇元長崎県知事、故兪雲登長崎華僑総

会名誉会長に対し感謝状を贈呈するとともに、

日中の学生による交流事業の成果発表等が行わ

れ、両国の友好を一層深める機会となりました。 

 引き続き、これまで先人が築いてこられた中

国との友好と信頼の絆を大切にしながら、さら

なる交流拡大に努めてまいります。 

（健康長寿日本一の県づくり） 

 人生100年時代を迎えようとする中、県民の

皆様の健康寿命を延ばしていくためには、家庭、

職場、学校など全てのライフステージにおいて

健康づくりを進めていく必要があります。 

 こうした中、去る11月3日、市町や関係団体

等で構成する「健康長寿日本一長崎県民会議総

会｣を開催し、これまでの分析結果等を踏まえ、

食事や運動など生活習慣の改善、健診の受診率
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向上、地域や職場における絆の強化など、本県

の健康づくりにおける課題や対策の方向性につ

いて共有するとともに、県民の皆様に実践いた

だきたい活動をわかりやすく提示しながら、今

後、官民一体による県民運動として推進してい

くことを決定したところであります。 

 引き続き、市町や関係団体、企業等との連携

を図りながら、多くの県民の皆様に健康づくり

を実践いただくための環境を整備するなど、健

康長寿日本一に向け力を注いでまいります。 

（平和行政の推進） 

 去る11月14日と15日の2日間、長崎市におい

て、核兵器保有国や非保有国の有識者で構成さ

れる「核軍縮の実質的な進展のための賢人会

議」が開催され、安全保障や軍縮にかかる中・

長期的課題等について活発な議論が行われまし

た。 

 また、去る11月16日から18日までの3日間、

県や長崎市、国内外のＮＧＯ（非政府組織）等

の主催による「核兵器廃絶－地球市民集会ナガ

サキ」を5年ぶりに長崎市で開催し、世界に向

けた平和のメッセージとして「長崎アピール」

が採択されました。 

 核軍縮の進め方をめぐり意見の対立が顕在化

する中、このような会議が被爆地長崎で開催さ

れることは、大変意義深いことであります。 

 現在、被爆者の高齢化に伴い、被爆体験の風

化が懸念されることから、世代を超えて被爆の

実相をしっかりと語り継いでいくとともに、世

界のより多くの人々に被爆地を訪問いただき、

原爆の悲惨さや非人道性を理解してもらうこと

により、核兵器のない世界の早期実現を目指し

ていく必要があると考えております。 

 今後とも、「長崎を最後の被爆地に」との強

い思いで、一日も早い核兵器の廃絶と世界恒久

平和の実現に努めてまいります。 

（諫早湾干拓事業の開門問題） 

 去る10月18日、吉川農林水産大臣が来県され、

諫早湾干拓事業の現地視察及び長崎県関係者と

の意見交換が行われました。 

 意見交換においては、私から、国が開門しな

い方針を明確に示されたことについて、お礼を

申し上げるとともに、「開門しない方針のもと

開門問題の早期解決を図っていただきたいこ

と」、「開門することなく真の有明海再生に向け

てご尽力いただきたいこと」、「しっかりとした

調整池の環境対策に取り組んでいただきたいこ

と」を要望いたしました。 

 併せて、諫早湾干拓事業の経緯や、農業、漁

業等の現状を説明するとともに、調整池や自然

干陸地など、諫早湾干拓事業により創出された、

新たな地域資源の積極的な利活用が進められて

いることを報告したところであります。 

 また、地元関係者の方々からも、国の開門し

ないとの方針に対する感謝の言葉が述べられ、

開門しない方向で開門問題の早期解決が図られ

ることを強く望む意見が出されました。 

 大臣からは、「開門によらない基金による和

解を目指すことが、開門問題解決の裁量の方策

という方針のもと対応していく。有明海の再生

を着実に進め、調整池の水質改善にもしっかり

と取り組んでいく」とのお話がありました。 

 県としては、引き続き、今後の推移を見極め、

県議会や関係者の皆様とともに、適切に対処し

てまいります。 

（県庁舎の跡地活用） 

 県庁舎の跡地活用については、岬の教会や長

崎奉行所などが置かれ、その後も長崎のまちの

中心としての役割を果たしてきた歴史的に重要

な土地であるとともに、まちなかに立地する大

－ 14 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第１日目（１１月２７日） 

－ － 15 

変貴重な県民の財産であることを念頭に、「賑

わいを創出する広場」、「交流・おもてなしの空

間」、「質の高い文化芸術ホール」の3つの方向

性に沿った主要機能を、限られた敷地内にどの

ような形で配置することが可能か等について、

長崎市との間で調整を行ってまいりました。 

 これを踏まえ、県庁舎の跡地活用については、

長い岬の先端に位置し、様々な歴史の舞台とな

った場所であったことをうかがい知ることので

きる石垣を保存・顕在化することを基本として、

石垣の上に、イベント開催が可能な一定の面積

を確保した広場、歴史等の情報発信を行う交

流・おもてなしの空間、質が高く、利用者が使

いやすい文化芸術ホールの3つの主要機能を効

果的に配置し、相乗効果を発揮させるとともに、

出島を含む周辺地域との連携や景観の調和にも

配慮しつつ、交流人口の拡大や賑わいの創出に

つなげていくという、県庁舎跡地整備の基本的

な考え方を整理したところであります。 

 県としては、この基本的な考え方について、

今議会においてご議論いただき、また、関係者

の皆様からのご意見も踏まえながら、整備の方

針を決定してまいりたいと考えております。 

（教育大綱及び教育振興基本計画の策定） 

 知事と教育委員会で構成する総合教育会議に

おける議論等を踏まえ、本県の教育等に関する

総合的な施策の根本となる方針として、新たな

教育大綱「豊かに育て ながさきの子どもたち」

を策定いたしました。 

 私は、人口減少や少子・高齢化の進行、グロ

ーバル化や技術革新の進展など、本県を取り巻

く環境が大きく変化していく中で、産業や地域

の活性化をはじめ、全ての基本となるのは、そ

れを支える人材の育成であると考えております。 

 そのため、大綱においては、「ふるさと長崎

への愛着と誇りを持ち、地域社会や産業を支え

る人材の育成」、「確かな学力を身に付け、自ら

の能力を充分に発揮できる人材の育成」など6

つの柱を定め、本県の将来を担う子どもたちの

育成や、その成長を支える環境づくりを推進す

ることとしております。 

 また、本県教育の振興のための施策に関する

基本的計画として、県議会や県民の皆様、有識

者による懇話会等からのご意見をお聞きしなが

ら、「第三期長崎県教育振興基本計画」を取り

まとめ、本議会に計画案を提出しております。 

 計画案では、新たな教育大綱を踏まえ、学

校・家庭・地域が連携・協働しながら、子ども

たち一人ひとりの可能性を伸ばし、これからの

変革の時代をたくましく生き抜く力や、新たな

価値を創造する力を育むこと等により、我が国

やふるさと長崎の未来を担う人材の育成を目指

すこととしております。 

 今後、教育大綱や基本計画に盛り込まれた方

針や具体的施策について、県民の皆様への周知

を図り、ご理解とご協力をいただきながら、関

係部局が緊密に連携し、教育行政の推進に全力

を尽くしてまいります。 

（離島航路の運休問題） 

 上五島地域を中心に運航する株式会社五島産

業汽船においては、経営上の都合により、10月

2日から、同社が運航する全ての航路を運休し

ておりましたが、鯛ノ浦～長崎航路について、

新たに設立された五島産業汽船株式会社により、

10月19日から船舶1隻による運航が開始されま

した。 

 また、11月16日から、新上五島町の町有船1

隻の指定管理を受け、2隻体制による1日3往復

の運航となり、輸送力が強化されたところであ

ります。 
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 有川～佐世保航路においても、航路運休の影

響により、離島から本土へ日帰りで出向く際の

本土地域での滞在時間が短くなるなどの影響が

生じておりましたが、11月1日から、九州商船

株式会社において、早朝・夕方の便を設定する

ダイヤ改正が行われ、利便性の改善が図られて

おります。 

 このほか、有川～佐世保航路を含む離島航路

を対象として、10月末から観光客向けに販売し

ております、離島での体験プログラムが利用で

きるクーポンが付いた「企画乗船券」について、

今月16日から、鯛ノ浦～長崎航路を対象に追加

し、同航路の利用促進に努めているところであ

ります。 

 離島航路は、住民の生活や物資の輸送、交流

人口の拡大等に必要不可欠な交通手段であり、

県としては、引き続き、地元自治体の考え方も

踏まえ、国等の関係機関と連携しながら、利用

者の利便性等が確保されるよう、適切に対処し

てまいります。 

（幹線道路の整備） 

 交流人口の拡大等を支える規格の高い道路整

備のうち西九州自動車道の伊万里松浦道路につ

いては、昨年の今福インターから調川インター

間の供用に続き、来月15日に、松浦インターま

でが開通することとなりました。今回の開通に

より、伊万里松浦道路の県内区間7.1キロメー

トルのすべてが完成することとなり、観光や水

産業をはじめ地域経済のさらなる活性化が期待

されるところであります。 

 本県選出国会議員の皆様をはじめ、県議会並

びに地元自治体の方々のご尽力に対し、心から

感謝申し上げます。 

 また、九州横断自動車道の長崎多良見インタ

ーから長崎芒塚インター間の4車線化について

も、去る11月20日、最後の未完成橋梁である日

見夢大橋の渡り初め式が開催されるなど、今年

度の完成供用に向け、順調に整備が進められて

おります。 

 今後も、産業の振興や地域の活性化に資する

幹線道路の整備を積極的に推進してまいります。 

（企業誘致の推進） 

 去る11月22日、長崎市に立地しているトラン

スコスモス株式会社と、佐世保市における新た

な事業拠点の開設に関する立地協定を締結いた

しました。同社は、企業から受託した給与事務

や経理などのバックオフィス業務を行っており、

来年1月頃から業務を開始し、3年間で約400名

を雇用する予定とされております。 

 また、10月31日には、平成27年に佐世保市に

立地した双葉産業株式会社が、新たに自動車用

内装品の生産を行う第3工場の増設を決定され

ました。今回の増設を含めた同社の雇用計画数

は約350名となります。 

 さらに、11月15日には、東京都に本社を置く

株式会社ペイロールが、長崎市への立地とクレ

インハーバー長崎ビルへの入居を決定されまし

た。同社は、企業から給与計算業務を受託する

企業であり、来年7月頃から事業を開始し、3年

間で135名を雇用する予定とされております。 

 なお、クレインハーバー長崎ビルへの入居は、

今回の立地決定で3フロア目となります。 

 今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に

つながるよう、地元自治体や関係機関と連携を

図りながら企業誘致の推進に力を注いでまいり

ます。 

（障害者雇用の拡大） 

 県では、障害者雇用率の算定に係る不適切な

取り扱いが判明し、その結果、法定雇用率を下

回ったことから、障害者雇用の拡大に向けた取
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組について検討を進め、先般、対応策の取りま

とめを行い、併せて、上田副知事をはじめ、歴

代の人事課長に対して処分を行ったところであ

ります。 

 今後の対応としては、障害者採用における受

験資格について、従来の身体障害者に加え、知

的障害者や精神障害者を追加するなどの見直し

を行い、来年4月の採用に向け、追加の採用試

験を実施することとしております。 

 また、庁内業務を集約した「ワークサポート

オフィス（仮称）」を設置するとともに、障害

者雇用に係る職員相談窓口の設置など、障害者

の方々が働きやすい環境整備を進めることとし

ております。 

 今後、一刻も早く法定雇用率の達成に努める

とともに、県全体における障害者雇用の推進に

ついても、全力で取り組んでまいります。 

（スポーツの振興） 

 去る9月29日から10月9日まで、福井県で開催

された「第73回国民体育大会」において、本県

は、陸上成年男子の山本凌雅選手、レスリング

成年男子の松坂誠應選手、山岳成年女子チーム

が優勝するなどの活躍を見せましたが、総合成

績は昨年の24位から大きく順位を落とし41位と

いう厳しい結果となりました。 

 今後、しっかりと課題の整理を行い、県体育

協会や各競技団体をはじめ、関係の皆様と一体

になって、競技力の向上に努めてまいります。 

 また、同じく福井県で10月13日から15日まで

開催された「第18回全国障害者スポーツ大会」

において、本県選手団は、16個の金メダルを含

む31個のメダルを獲得いたしました。 

 障害者スポーツにおける本県選手の活躍は、

県民に勇気と感動を与え、障害者の社会参加へ

の意欲を高めるものであり、今後とも、障害者

スポーツの裾野拡大と選手・指導者の育成強化

に努めてまいります。 

 次に、議案関係について、ご説明いたします。 

 まず、補正予算でありますが、今回は、災害

及び国の補正予算への対応に要する経費、給与

改定及び職員給与関係既定予算の過不足の調整、

その他緊急を要する経費について編成いたしま

した。 

 一般会計34億6,070万5,000円の増額、特別会

計3,027万8,000円の増額、企業会計257万6,000

円の減額補正をしております。 

 この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,047億6,833万

7,000円となり、前年同期の予算に比べ、237億

3,731万7,000円の減となっております。 

 次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いて、ご説明いたします。 

 第132号議案「長崎県立長崎図書館設置条例

の一部を改正する条例」は、大村市立図書館と

の合築により整備する長崎県立長崎図書館の設

置及びその管理に関する事項を定めようとする

ものであります。 

 第139号議案「契約の締結の一部変更につい

て」は、一般県道諫早外環状線道路改良工事に

ついて、工事内容の一部変更に伴い、契約金額

を変更しようとするものであります。 

 第142号議案「公の施設の指定管理者の指定

について」は、百花台公園及び百花台森林公園

の管理を行う指定管理者を指定しようとするも

のであります。 

 第147号議案は、長崎県教育委員会の委員の

任命について議会の同意を得ようとするもので

あります。 

 委員といたしまして、黒田隆雄君を任命しよ

うとするものであります。 
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 第148号議案は、長崎県公安委員会の委員の

任命について議会の同意を得ようとするもので

あります。 

 委員といたしまして、川口博樹君を任命しよ

うとするものであります。 

 いずれも適任と存じますので、ご決定を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、教育委員会委員を退任されます小尾重

厚君、公安委員会委員を退任されます川添忠彦

君には、在任中、多大のご尽力をいただきまし

た。この機会に厚くお礼申し上げます。 

 その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。  

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 なにとぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご

決定を賜りますよう、お願い申し上げます。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 ただいま上程いたしました議案のうち、第

147号議案「長崎県教育委員会の委員の任命に

ついて議会の同意を求めることについて」、及

び第148号議案「長崎県公安委員会の委員の任

命について議会の同意を求めることについて」

は、質疑・討論を省略し、直ちに採決すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第147号議案は、原案のとおり、委員

として、黒田隆雄君に同意を与えることにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、第147号議案は、原案のとおり同意

を与えることに決定されました。 

 次に、第148号議案は、原案のとおり、委員

として、川口博樹君に同意を与えることにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、第148号議案は、原案のとおり同意

を与えることに決定されました。 

 次に、議会運営委員会より、発議第192号

「長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例案」が、お手

元に配付いたしておりますとおり提出されてお

りますので、これを上程いたします。 

 本日の会議は、これにて終了いたします。 

 明日から12月2日までは、議案調査等のため

本会議は休会、12月3日は、定刻より本会議を

開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午前１１時 ８分 散会 ― 
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４０番 野 本 三 雄 君

４１番 小 林 克 敏 君

４２番 田 中 愛 国 君

４３番 三 好 德 明 君

４４番 八 江 利 春 君

４５番 宮 内 雪 夫 君

４６番 溝 口 芙美雄 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

欠 席 議 員（１名） 

１４番 吉 村   洋 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 里 見   晋 君

統 轄 監 濱 田 厚 史 君

総 務 部 長 古 川 敬 三 君

県 民 生 活 部 長 木 村 伸次郎 君

環 境 部 長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 沢 水 清 明 君

企 画 振 興 部 長 柿 本 敏 晶 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

土 木 部 長 岩 見 洋 一 君

農 林 部 長 中 村   功 君

水 産 部 長 坂 本 清 一 君

産 業 労 働 部 長 平 田 修 三 君

危 機 管 理 監 豊 永 孝 文 君

福 祉 保 健 部 

こども政策局長 
園 田 俊 輔 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君
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交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 廣 田 義 美 君

文化観光国際部政策監 田 代 秀 則 君

産業労働部政策監 下 田 芳 之 君

教 育 委 員 会

教 育 長
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 堀 江 憲 二 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 平 松 喜一朗 君

公安委員会委員 片 岡 瑠美子 君

警 察 本 部 長 國 枝 治 男 君

監 査 事 務 局 長    亮 二 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任)
寺 田 勝 嘉 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 古 謝 玄 太 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

警察本部総務課長 杉 町   孝 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

総 務 課 長 高 見   浩 君

議 事 課 長 篠 原 みゆき 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 増 田 武 志 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 これより、一般質問を行います。 

 中島 義議員－38番。 

〇３８番(中島義君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議の中島 義でございま

す。 
 この議場で初めての質問となります。一括質

問をさせていただきますので、よろしくお願い

をいたします。 

 1、県政重点事業について。 

 (1) 人口減少対策。 

 新幹線長崎ルートも重要な事業でありますけ

れども、後日、八江特別委員会委員長がしっ

かりと質問をさせていただきますので、まず

は人口減少対策について、お尋ねをいたしま

す。 

 中村知事におかれましては、知事就任以来、

「人・産業・地域が輝く たくましい長崎県づ

くり」を基本理念とし、人口減少や県民所得の

低迷、地域活力の低下といった本県の課題に真

正面から向きあい、さまざまな施策を推進して

こられたところであります。 

 特に、人口減少対策につきましては、全国の

地方創生の動きを先取りする形で、危機意識を

持たれ、これまで良質な雇用の場の創出、若者

定着、移住対策など、さまざまな取組を進めら

れております。 

 知事におかれましては、先般、「平成31年度

長崎県重点戦略（素案）」をお示しになり、そ

の中においても人口減少対策を重要課題と位置

づけられておりますが、私自身も、この課題に

向きあい重点的に取り組んでいくことが、何よ

りも必要であると考えております。 

 今年4月に「国立社会保障・人口問題研究

所」がまとめた将来推計人口によると、2045年

の本県は98万2,000人で、県の「長期人口ビジ

ョン」と比べ約12万人少ないと推計されており

ます。2060年に100万人規模の人口維持を掲げ
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る県にとって、大変厳しい見通しとなっている

との記事が記載されておりました。 

 そこで、次年度における人口減少対策につい

て、どのようなことに重点を置き推進されてい

くのか、お伺いをいたします。 

 次に、今年度から、人口減少対策の強化のた

め統轄監が配置され、次年度当初予算要求にお

いても特別の配慮がなされるとお聞きをいたし

ておりますが、どのような視点、考え方で事業

の推進に当たられるのか、お尋ねをいたします。 

 本県においては、死亡者数が出生数を上回る

自然減と、転入者よりも転出者の方が多い社会

減と両方が重なっていて、現在も急速に人口減

少が進行している状況であります。 

 そのうち自然減については、希望どおりに出

産をしていただける環境整備が非常に大事であ

りますが、我が国では、諸外国と比較して、結

婚された夫婦から生まれる子どもがほとんどで

ある状況であり、まずは、いかに独身者の皆さ

んが希望する結婚を実現できるかが大事であろ

うと考えております。 

 そこで、次年度、どのように結婚支援策を強

化していこうとされているのか、お伺いをいた

します。 

 また、社会減については、若年層の県外流出

が、その大きな要因となっておりますが、県内

高校卒業生の約6,500人、県内大学卒業生の約

1,800人が転出しております。平成29年度の県

内就職率は、高校生61.6％、大学生が42.7％と

大変厳しい状況にあります。 

 ただ、こうした状況にあるものの、人口減少

を止めるには、若者を県内にとどめなければな

らず、なぜ若者が県外に出て行くのか、その理

由を、できるものから一つひとつつぶしていく

対策を打つことが必要であると考えますが、具

体的にどのように取り組んでいくのか、お伺い

をいたします。 

 2、複合観光施設（ＩＲ）について。 

 長崎ＩＲを九州全体の構想とするための九州

知事会議等での合意について、お尋ねをいたし

ます。 

 本年7月に成立したいわゆる「ＩＲ整備法」

で、ＩＲを整備できるのは全国3カ所が上限と

されております。 

 既に誘致を表明している大阪府・市、和歌山

県に加えて北海道、東京都、横浜市、愛知県名

古屋市などで検討の動きがあるなど、区域認定

をめぐって大変厳しい地域間競争が予想されて

いるところであります。 

 この地域間競争を勝ち抜くために、長崎ＩＲ

は、九州のＩＲとして、九州知事会や九州経済

界など関係者が一体となった取組が必要と考え

ますが、現在、長崎ＩＲについての九州知事会

議等における受け止めはどうなっているのか、

お尋ねをいたします。 

 次に、ＩＲ来場者の交通対策の検討について、

お伺いをいたします。 

 4月に公表された長崎ＩＲ基本構想有識者会

議取りまとめによりますと、ハウステンボス地

域にＩＲが実現した場合の経済波及効果として、

建設投資で約3,700億円、運営で2,600億円と推

計されているほか、雇用見込数3万8,000人、年

間約740万人の集客が見込まれているところで

あります。740万人の来場者見込に現在のハウ

ステンボス来場者約280万人を加えると、年間

1,000万人強が、この地域を訪れることになり

ます。 

 このような予測の中、特に、各地域から訪れ

る来場者の交通対策が重要と考えますが、現在、

どのような検討を行っているのか、お伺いをい
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たします。 

 次に、ハウステンボスへのアクセス道路、東

彼杵道路について、お伺いをいたします。 

 東彼杵道路については、県北地域から長年に

わたって要望が出されており、国道205号の慢

性的な渋滞、事故・災害時の遮断リスク、長崎

空港への速達性の欠如等のため、候補路線から

計画段階評価への早期着手が要望されてきたと

ころであります。 

 県、佐世保市、経済界が一体となって誘致の

ＩＲ整備に伴い、国道205号のハウステンボス

から川棚町、東彼杵町の交通量が増えることが

想定されます。この課題解決としては、東彼杵

道路の整備が必要不可欠であると思われますが、

今後の見通しについて、お伺いをいたします。 

 3、県庁舎跡地の活用について。 

 県庁舎跡地の活用については、これまで二度

にわたる懇話会の提言を踏まえ、県においては、

平成28年の2月定例会で、「賑わいを創出する広

場」、「交流・おもてなしの空間」、「質の高い文

化・芸術ホール」の3つの活用策の方向性を示

されております。 

 今回、この方向性に沿った3つの主要機能の

跡地敷地内での配置等について、長崎市との間

で協議を行い、県庁舎跡地整備の基本的な考え

方を整理したとの知事説明がありました。 

 そこで、知事にお尋ねをいたします。 

 県としては、何を目指して、県庁舎跡地をど

う活用していこうと考えているのか、お伺いを

します。 

 次に、跡地の賑わいの創出に向けての考え方

について、お聞きいたします。 

 県庁舎が移転して、間もなく1年が経過し、

周辺の商店街が疲弊しているとの報道もありま

す。 

 長崎市との調整を重ね、県として県庁舎跡地

整備の基本的な考え方を整理されたのですから、

跡地の賑わいの創出に向けて、早く整備の方針

を決めるべきと思いますが、知事のお考えをお

伺いいたします。 

 4、農業の振興について。 

 さらなる農業振興の今後の取組について、お

尋ねをいたします。 

 本県にとって農林業は、就業機会の提供や生

活に必要な所得確保など、地域経済や社会の発

展に大きな役割を果たす重要な基幹産業であり、

特に農業は、基盤整備や集荷施設の整備等を進

めることで、平成28年度の農業産出額は1,582

億円と7年連続で増加をし、ここ10年の伸び率

は全国2位となっており、今後とも生産拡大や

所得向上が期待されるところであります。 

 一方で、農業従事者は、高齢化による減少が

進んでおり、この10年間で約9,000人減少して

おり、75歳以上の割合は全体の27％、さらに減

少が加速することが危惧される中、このままで

は部会員や栽培面積の減少による産地規模の縮

小、地域農業、農村、農地の維持、存続が懸念

されるところであり、この状況を打破するため

にも、もうかる農業を実現し、若者に魅力ある

農業としてアピールしていくことが重要である

と考えます。 

 県では、もうかる農業を実践するため、「チ

ャレンジ園芸1,000億円」、「チャレンジ畜産600

億円」をスローガンに掲げ、目標達成に向けて

さまざまな施策を講じていると聞いております

が、園芸1,000億円を達成するためには、本県

の貴重な農地、特に、県全体の農地の約半分を

占める水田をいかに有効活用していくかが重要

と考えます。 

 水田を有効活用することで、農業産出額、農
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業所得の向上を図りながら農地を守っていくこ

とも可能であると考えますが、県として、水田

をどのように有効活用していこうとお考えなの

か、お伺いをいたします。 

 また、畜産600億円を達成するためには、長

崎和牛の生産拡大とブランドの向上が必要と考

えますが、肥育農家の経営状況を見ますと、子

牛価格の高止まりが続いていることから、依然

として厳しい状態が続いており、現状維持が精

いっぱいの状況であると聞いております。 

 県として、肥育農家の経営安定や長崎和牛の

生産拡大に向けて、どのように取り組んでいこ

うとされるのか、お伺いをいたします。 

 次に、技能実習生の現状について、お尋ねを

いたします。 

 農林部が目指している園芸1,000億円や畜産

600億円を達成するためには、雇用型経営体の

育成を推進し、経営規模の拡大を進めることに

より農業所得の向上を図る必要がありますが、

経営規模の拡大に必要な労働力の不足が深刻な

課題となっております。 

 こうした中、農業の現場では、労働力確保対

策の一つとして、雇用形態により外国人材が農

業技術を取得する技能実習生を活用している実

態があると聞いております。 

 一方、国においては、労働力不足を解消する

新たな手段として、外国人材受け入れのため、

在留資格を創設する「出入国管理及び難民認定

法」の改正案の審議が行われているところであ

りますが、その質疑の中で、技能実習生の賃金

や労働時間等の待遇に関する話題が出ておりま

す。 

 また、県においては、外国人材を人材派遣会

社が雇用し農業現場に派遣するといった新たな

仕組みが検討されていると聞いております。 

 そこで、本県の農業分野における技能実習生

の現状と、労働力確保に向けた県の対応方策に

ついて、お伺いをいたします。 

 次に、千綿女子高等農学園廃止後の跡地の利

活用について、お尋ねをいたします。 

 千綿女子高等農学園については、平成15年3

月の閉園後、県は、その跡地の活用方法を長年

検討され、利活用を公募されてきたところであ

りますが、いまだ、その有効活用に至っていな

い状況であります。 

 県は、農業生産による地域の農業振興への貢

献等を条件として、11月まで活用事業者を募集

したと聞いておりますが、応募状況と今後の手

続について、県の考え方をお伺いいたします。 

 さらに、これまで跡地活用事業者がなかなか

決まらない状況を踏まえますと、東彼杵町の人

口減少対策のためにも、例えば、宅地としての

活用も検討されてはどうかと考えますが、併せ

て県の考えをお伺いいたします。 

 5、石木ダム建設促進について。 

 石木ダム建設については、これまで申し上げ

てきたとおり、40年以上の長きにわたり、県と

佐世保市、そして川棚町が取り組んでいる県の

重要課題であります。 

 近年、昨年の九州北部豪雨や本年7月の西日

本豪雨など全国各地で豪雨災害が頻発しており

ますが、このような異常気象の顕在化は、豪雨

災害だけでなく、酷暑や少雨といった現象も引

き起こしており、安定水源に乏しい佐世保市に

おいては、本年8月23日に「渇水対策本部」が

設置され、佐世保市民に対し節水の呼びかけが

なされる状態となっております。 

 このように、いつ起きても不思議ではない自

然災害から県民を守るといった治水事業の目的

は当然ですが、県北地域の中核都市である佐世
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保市において、このように日常的に水の心配を

しなければならない状態では、人口減少対策や

若者の流出抑制のために必要な企業誘致や雇用

確保といった施策も思うに任せず、そういった

県北地域の振興といった観点からも、事業採択

から40年以上を経過した現在、より一層、石木

ダムは必要不可欠なものとなっております。 

 また、先般、7月9日には、事業に反対されて

いる方々が、国を被告として提訴されている事

業認定取消訴訟の第1審判決において、長崎地

裁は、本件起業地が事業の用に供されることに

よって得られる公共の利益は、原告らの失われ

る利益に有益していると認め、原告の請求を棄

却する判決を行っており、県においても、依然

として事業に反対する方々の妨害行為が続く中、

事業の早期完成に向け、現在行われている付替

県道工事の進捗に全力で取り組んでおられるも

のと理解いたしております。 

 そこで、現在の付替県道工事の進捗状況と、

石木ダム建設事業に対し、今後どのように取り

組んでいくのか、知事のお考えをお伺いします。 

 以上で、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 中島 義議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 まず、人口減少対策について、どのようなこ

とに重点を置きながら推進していくのかとのお

尋ねでございます。 

 本県では、これまでも国の地方創生の動きに

先行して、さまざまな人口減少対策を講じてき

たところであり、移住や雇用の場の創出など、

一部の施策においては成果が見られつつありま

す。 

 しかしながら、若年層を中心とした転出超過

に依然として改善傾向が見られず、初婚年齢や

未婚率の上昇など、さまざまな課題があり、い

まだ人口減少に歯止めをかけるまでには至って

いないところから、さらに対策を強化しなけれ

ばならないものと考えております。 

 このため、平成31年度の「県重点戦略素案」

においても、人口減少対策を最重要課題と位置

づけ、「移住促進対策」、「雇用の場の確保と若

者の県内定着対策」、「結婚・出産・子育て支

援」、「集落維持・活性化対策」などに部局横断

的に取り組むこととしております。 

 具体的には、国が検討しております移住支援

策や創業支援策を最大限活用するとともに、地

場産業の振興等に資する雇用拡充や事業承継に

対する支援、移住者の住宅確保対策などに県と

市町が連携しながら総合的な移住・定住促進策

として展開してまいりたいと考えております。 

 また、若者の県内定着では、若者に選ばれる

良質な雇用の場の創出に向けて、勤務条件の改

善など採用力向上に取り組む県内企業を支援す

るほか、県内就職に対する意識向上につながる

よう早い段階から学生と企業との交流機会を設

けるとともに、教員、保護者等に対して工夫を

凝らしながら直接訴えかけてまいります。 

 加えて、本県出身の学生が多い福岡や首都圏

における情報発信、大学と連携して県内就職を

働きかける体制の強化など、これまで十分に施

策が及んでいなかった県外の本県出身者に対す

る取組も充実を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 さらに、自然減対策として、若い世代が安心

して結婚、出産、子育てできるよう、行政、企

業、県民が一体となって応援する取組を展開し

ながら、職場単位での出会いの場の創出に向け
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て新たな企業間交流の仕組みを構築するなど、

結婚支援を充実させてまいります。 

 このほか、地域住民が主体となる集落維持・

活性化対策を加速させるため、地域運営組織の

立ち上げや、その担い手となる人材育成などに

対し、市町と連携しながら地域の実情に応じた

新たな支援策を講じてまいります。 

 平成31年度は、「県総合計画」が4年目を、そ

してまた、「県まち・ひと・しごと創生総合戦

略」が最終年度をそれぞれ迎えますことから、

より具体的な成果をお示しするとの強い思いの

もと、人口減少対策に全力を傾注してまいりま

す。 

 次に、県庁跡地の活用に当たって、何を目指

し、どう活用していこうとしているのかとのお

尋ねであります。 

 県庁舎跡地は、岬の教会や長崎奉行所、4代

にわたる県庁舎などが置かれ、長崎のまちの歴

史を象徴する場所でありますとともに、出島に

隣接し、長崎駅や長崎港とまちなかをつなぐ位

置にある土地であります。 

 また、この土地は、中心部に残された大変貴

重な土地であり、県民にとって大切な財産であ

り、県全体の活性化につながるよう活用すべき

であると認識をいたしております。 

 これらを踏まえ、県庁舎跡地においては、県

民をはじめ観光客も集い、憩える、今まで長崎

のまちにはなかった新たな賑わいの場を創出し

たいと考えているところであります。 

 跡地にかかる懇話会の提言を受けて、県とし

ても、3つの主要機能について検討を進めてま

いりました。 

 その後、ホールについては、長崎市からの提

案もあり、市との協議を進めてきたところであ

り、使いやすさや質の高さなどホールに求めら

れる機能を確保したうえで、3つの主要機能を

配置できることなど、県と市で一定の共通認識

を得るに至りました。 

 これらをもとに、この土地の歴史を今日に伝

える石垣を保存、顕在化することを基本とした

うえで、出島や周辺地域との連携、景観の調和

にも配慮しつつ、イベント開催が可能な一定の

面積を確保した広場を跡地活用の中心に据え、

歴史・観光情報の発信などを行う「交流・おも

てなしの空間」、質が高く、利用者が使いやす

い「文化・芸術ホール」の3つの主要機能を石

垣上に効果的に配置し最大限の相乗効果を発揮

させることなど、県としての基本的な考え方を

整理いたしました。 

 今後は、県議会でご議論をいただいたうえで、

また、関係者の皆様からのご意見も踏まえなが

ら、整備の方針を決定してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、跡地の活用については、早く整備の方

針を決めるべきではないかとのお尋ねでござい

ます。 

 県庁が移転した後、周辺地域において賑わい

が低下しつつあり、関係の皆様方が大変心配さ

れているというお話は私もお聞きしているとこ

ろであります。 

 今般、県として、県庁舎跡地整備の基本的な

考え方を整理してお示しし、まずは議会のご意

見をお伺いしたいと考えているところでありま

す。 

 県庁舎跡地の活用に向けては、新たな賑わい

の場の創出につながるよう、県議会でのご議論

を踏まえて整備の方針をできるだけ早く決定し

てまいりますとともに、さらに施設の具体的な

配置や機能、規模、事業スキームなどについて

も必要な検討、調整を行ったうえで整備に着手

－ 26 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第７日目（１２月３日） 

－ － 27 

できるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、石木ダムの建設促進についてのお尋ね

でございます。 

 石木ダムは、川棚川の抜本的な治水対策及び

佐世保市の慢性的な水源不足解消のために必要

不可欠な事業であります。 

 過去に幾度も大きな災害を経験した本県とい

たしましては、県民の安全・安心を守ることは、

行政として最大の責務であり、一日も早いダム

の完成が必要であると考えております。 

 また、佐世保市の水道水源確保につきまして

は、市民生活のみならず、県北地域全体の発展

のためにも重要であり、佐世保市からも事業推

進の強い要望を受けているところであります。 

 現在進めております付替県道工事につきまし

ては、現場の安全を確保しながら切れ目なく工

事を進めるため、先月、債務負担行為を活用し、

新たな工区の契約を行ったところであります。 

 併せて、さらなる事業の進捗を図るため、国

に対し、必要な予算の確保をお願いしていると

ころであります。 

 今後とも、石木ダムの早期完成を目指し、土

地収用の手続を進めてまいりますとともに、事

業に反対する地権者の方々からの協力が得られ

るよう、佐世保市及び川棚町と一体となって事

業推進に全力を注いでまいりたいと考えている

ところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 統轄監。 

〇統轄監(濱田厚史君) 人口減少対策の強化の

ため、どのような視点や考え方で事業構築に当

たっているのかとのお尋ねがございました。 

 「人口減少対策に横串を刺せ」とのご指示を

踏まえ、部局横断的に推進することで、より大

きな効果が期待できる5つの重点テーマを設定

し、統轄監グループと関係部局から成るプロジ

ェクトチームにおいて施策の検討を進めてまい

りました。 

 プロジェクトチームでは、特に、3つの視点、

すなわちデータやエビデンスに基づいた検証と

施策立案に努めること、庁内はもとより市町や

民間事業者等との連携を強化し「オール長崎」

での取組とすること、そして将来の本県の姿を

思い描きつつ今打つべき施策を考えること、こ

の3点に重きを置いて検討を重ね、重点テーマ

ごとに事業構築を図っているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 自然減対策と

して、次年度、どのように結婚支援策を強化し

ていくのかとのお尋ねですが、県では、これま

で「長崎県婚活サポートセンター」による相談

業務や、お見合いデータマッチングシステムの

運営のほか、地域の仲人さんである「縁結び

隊」によるお引き合わせや婚活イベントによっ

て出会いの場を提供する「ながさきめぐりあい

事業」など、結婚を希望する個人の出会いを支

援する取組を行ってまいりました。 

 次年度におきましては、これらの支援に加え、

初婚率の低下要因の約4割を占める職場や仕事

関係などの職縁結婚の活性化のため、市町とと

もに、企業や団体に属する独身グループ同士の

交流を促進する取組について検討を進めている

ところであります。 

 併せて、若い世代が希望どおりに結婚、妊娠、

出産し、安心して子育てができる社会の実現に

向け、企業、団体による結婚・子育て応援宣言

や、県民による婚活ボランティア活動への参加

など、行政、企業、団体及び県民が一体となっ
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た取組を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 社会減対策

としての若者を県内にとどめるためにどのよう

に取り組んでいくのかとのご質問について、お

答えいたします。 

 若者の県内就職に向けた取組を現在進めてい

るところですが、県内企業の情報や本県の暮ら

しやすさが十分に伝わっていないと考えられる

ことから、学生・生徒はもちろん、教職員や保

護者に対しても、企業の魅力や本県で暮らすこ

とのメリットを発信していくこととしておりま

す。 

 特に、大学生に対しましては、より多くの学

生に対して県幹部が直接働きかけを行うことと

しており、去る5月に長崎大学で、10月には県

立大学で、いずれも知事が講演を行ったところ

であり、今後の実施につきましても大学側と調

整をしているところでございます。 

 また、大学生が就職活動前の早い段階から企

業と直接交流する機会を充実させることで、企

業を身近に感じ、企業の良さを理解していただ

きますよう取り組んでまいります。 

 また、それに加えまして、県内企業が、採用

面で県外企業に対して競争力をつけていくこと

が重要と考えております。 

 そのため、福利厚生や待遇などの勤務条件の

改善、人材育成など入社後に個人の成長を促す

社内制度の充実、学生・生徒の興味を惹くＰＲ

方法の習得など採用力の向上を図り、学生・生

徒に選ばれる企業となるよう支援してまいりま

す。 

 今後も、若者の意見を積極的に取り入れなが

ら、現在の事業を検証し、県内就職率の目標達

成に向けて、関係部局や教育機関、市町、経済

団体などと連携して全力で取り組んでまいりま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) ＩＲにつきまし

て、2点お答えをいたします。 

 まず、九州知事会議等における長崎ＩＲの受

け止めはどうかとのお尋ねでございます。 

 本県が導入を目指しているＩＲは、ＩＲをゲ

ートウェイとして観光客の周遊促進やインバウ

ンドの拡大につながるものであり、九州が一体

となった取組が必要であることから、去る10月

24日に大分県で開催された「九州地方知事会

議」において、本県から改めて連携強化につい

て協力を要請し、4回目となる九州へのＩＲ誘

致にかかる特別決議が行われたところでありま

す。 

 さらに翌25日には、各県知事に九州経済界の

トップを加えて開催された「九州地域戦略会

議」においても同様の協力要請を行ったところ

でありまして、ＩＲは、九州全体に大きな観光

振興効果が見込まれることから、九州一体とな

って取り組んでいく必要がある旨の賛意をいた

だいたところであります。 

 次に、ＩＲが実現した場合の交通対策につい

て、どのような検討をしているのかとのお尋ね

でございます。 

 ＩＲ来場者の交通対策は、ＩＲ実現に向けて

解決すべき重要な課題と認識をいたしておりま

す。 

 ＩＲの実現により、年間約1,000万人の来場

が見込まれる中、「長崎ＩＲ基本構想有識者会

議」での取りまとめにおきましても、一次交通

から二次交通までの陸路、海路、空路における

交通アクセスの強化の方向性が示されているこ

とから、実態調査を実施しながら、必要な交通
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対策の検討を行っているところでございます。 

 具体的には、今年のゴールデンウィークに

「ハウステンボス来場者交通実態調査」を実施

したところであり、その結果によりますと、来

場者の交通手段は、県内、九州、中国、四国か

らは自家用車、近畿からは自家用車及びＪＲ、

中部、関東は長崎空港からのバスの利用者が多

くなっております。 

 現在、その実態調査結果に基づいて、交通イ

ンフラ及び各手段別の輸送能力の現状分析を行

いますとともに、ＩＲ導入後の交通手段別需要

増加量を予測する新たな調査に着手したところ

でございます。 

 引き続き、長崎ＩＲの競争力強化に向けて、

「長崎空港のネットワーク強化」、「大村湾の海

上交通路整備」、「施設近辺交通対策」などの検

討を進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 東彼杵道路の今後の

見通しについてのお尋ねですが、国道205号に

つきましては、人流、物流の拠点である長崎空

港との連絡やハウステンボスへのアクセスなど

本県の経済活動を行ううえで重要な路線であり、

ＩＲの誘致が実現した場合においては、さらに

必要性が増すものと考えております。 

 しかしながら、朝夕の通勤時間帯を中心に交

通混雑が発生しているほか、事故や災害により

通行止めとなった際には波佐見町経由の迂回を

余儀なくされるなど、さまざまな課題があるこ

とを認識しております。 

 このため、高速性や定時性を確保し、地域間

の連携強化や交流促進を目的とする東彼杵道路

の早期整備が望まれているところです。 

 このような中、今年10月に行われた国の財政

制度等審議会では、社会資本整備分野の重点課

題が審議され、有料道路事業を活用した4車線

化整備や維持管理の検討などが提案されました。 

 このことを踏まえ、東彼杵道路の早期整備を

行うためには、有料道路事業を活用することも

一つの手法として考えられることから、今後、

その可能性について、沿線自治体と協議、調整

を行い、国に対して、早期に計画段階評価に取

り組んでいただけるよう働きかけてまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 農業の振興について、

4点お答えいたします。 

 まず、県として、水田をどのように有効活用

していこうと考えているのかとのお尋ねでござ

います。 

 本県の水田地帯においては、75歳以上の農業

者の割合が、県平均の27％を超える32％と高齢

化が進むとともに、経営規模は0.6ヘクタール

と小規模であり、機械費用等の生産費が高く、

さらに、水稲後の作付が約2割となっており、

水田が有効に活用されていないというふうに考

えております。 

 このような中、農業所得の向上に向けて、水

田でのもうかる農業を実現するためには、うま

い米づくりに加え、市場ニーズが高いブロッコ

リーや加工用キャベツ、タマネギ、飼料作物な

どを組み合わせた営農類型の導入と担い手の育

成が重要と考えております。 

 このため、今年度から県内に12のモデル地区

を選定し、規模縮小や離農意向者、集落営農法

人など担い手の意向を把握し、担い手への農地

集積や将来の営農計画に沿った農地条件整備な

ど、水田農業の再構築に向けた話し合いを支援

していくこととしております。 

 そのうえで、農地の交換や期間借地など、地
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域内の調整により水稲や園芸作物の団地化を図

り、集落営農法人等担い手が所得を向上するこ

とで、地域内の雇用創出や新規就農者等の確保

など水田地域の活性化につなげてまいりたいと

考えております。 

 次に、肥育牛経営の安定と長崎和牛の生産拡

大に向けた県の取組についてのお尋ねでござい

ます。 

 本県における肥育牛経営は、近年の子牛価格

の高騰など経営環境が厳しいことから規模縮小

が進行しており、飼養頭数は、子牛価格高騰前

の平成26年の約2万6,000頭から、平成30年には

約2万3,000頭と12％減少し、戸数についても、

高齢の小規模農家を中心に23％減少している状

況にあります。 

 このため県では、農業近代化資金活用などの

資金繰り対策や、経営内で子牛生産を行う一貫

生産の推進など、重点指導農家等に対して経営

安定対策に取り組んできた結果、飼養頭数の減

少幅は年々縮小しておりますが、子牛価格の高

止まりにより依然として減少傾向にあります。 

 県としましては、今後も引き続き、資金繰り

や一貫生産の推進などの経営対策に加え、新長

崎型肥育技術の普及、拡大によるコスト縮減対

策、超音波画像診断装置を活用した飼養管理の

改善や、うまみ成分を向上させるための改良の

推進などの肉質向上対策に努めるとともに、長

崎和牛銘柄推進協議会による県内外、海外での

指定店の拡大や情報発信など、生産流通販売対

策に努め、長崎和牛の生産拡大に向け、生産者

や関係機関、団体等と一体となって取り組んで

まいります。 

 次に、本県の農業分野における技能実習生の

現状及び労働力確保に向けた県の対応方策につ

いてのお尋ねでございます。 

 本県における農業分野の技能実習生の数は、

長崎労働局の集計によりますと、昨年10月末時

点で459人でございまして、国籍別ではベトナ

ム52％、中国19％、フィリピン5％などとなっ

ております。 

 そのうち274人を受け入れております県内の

監理団体に確認しましたところ、賃金について

は各団体とも県の最低賃金762円以上に設定さ

れております。 

 また、失踪者については、直近1年間で、約

5％に当たる15人とのことでございます。 

 全国的に技能実習生の失踪事案の発生がある

中、昨年度、国においては、技能実習制度の見

直しが行われ、人権侵害行為等に対する技能実

習生の保護体制などが強化されたところであり、

外国人材の安定確保に際しては十分な処遇が重

要と考えております。 

 このため、本県においては、現在準備を進め

ております「農業サービス事業体」による外国

人材の派遣において、賃金や労働時間などの就

業条件を国内人材と同様とし、生活面では、宿

舎の提供はもとより、地域関係者による受入市

町連絡協議会を設置し、地域ぐるみでの交流を

行うなど、外国人材が安心して暮らせる環境の

整備などに取り組むこととしております。 

 次に、千綿女子高等農学園廃止後の跡地の利

活用について、応募状況と今後の手続、また、

宅地としての活用の検討についてのお尋ねでご

ざいます。 

 平成30年10月5日から11月30日にかけて、農

業生産による地域の農業振興への貢献等を条件

として活用事業者を募集したところ、県外の事

業者から1件の応募があったところでございま

す。 

 今後は、応募資料を精査したうえで、地元で
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ある東彼杵町の関係者や有識者等から構成され

る「千綿女子高等農学園跡地活用事業者選定検

討会」を来年1月に開催し、公募条件と周辺へ

の影響等も含めて検討し、応募事業者の適否に

ついて2月をめどに県としての結論を出したい

と考えております。 

 なお、検討の結果、事業者として不適と判断

された場合には、跡地の有効活用を図るために

も、用途の制限を解除することも検討してまい

りたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中島 義議員－38番。 

〇３８番(中島義君) 統轄監にお尋ねをしま

すけれども、今回の平成30年度の県政世論調査

の結果を見ても、やはり県民の方は、人口減少

対策を大変重要視されているわけですね。そ

の中で、さっき3つ挙げられましたけれども、

5つのプロジェクトをつくってですね。 

 やはり人口減少をまず止めることは、結婚を

していただくことですよ、少子化がまず問題な

んですから。いろんな調査の中で、将来結婚を

したいという方が9割近くはおいでになるわけ

です。そうした方々に、まず結婚をしてもらう

と。結婚をしていただければ、自然と子どもは

授かるわけですから。 

 そういう結婚支援にどれだけ力を入れていこ

うとされているのか。 

 それと、端的にできることは、高校生が県外

の大学に、あるいは県外に就職、そういう若い

方たちを、県外に行く人たちをとにかく県内に

とどめると。まず端的にできることは、私はそ

こだと思います。 

 どういうふうにして、結婚支援策を進めてい

こうとされているのか、お伺いをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 統轄監。 

〇統轄監(濱田厚史君) 議員ご指摘のとおりと

考えておりまして、したがいまして、私のもと

に設置をいたしました5つのプロジェクトチー

ムの中では、今のご指摘に関しましては、1つ

は結婚、出産、子育て支援の強化というプロジ

ェクトチーム、若者の県内定着ということに関

しましては、雇用の場の確保と若者の県内定着

対策の強化というプロジェクトチームを立ち上

げまして、関係部局で検討を進めてまいったと

ころでございます。 

 結婚につきましては、本県の場合、女性の未

婚率がやや高いというようなこともございます

ので、結婚について県民運動的に盛り上げて、

結婚、出産、子育て支援を県全体で取り組んで

いく、そうしたことに重点を置きつつ、かつ、

先ほど、こども政策局長からも答弁がございま

したけれど、企業による取組もですね。企業間

交流の事業などといった新たな施策についても

考えているところでございます。 

 また、子育て支援の強化ということが、結婚

し、子どもを持つということには重要だという

ふうに考えていますので、保育人材の確保など

についても新たな事業の立ち上げということを

検討をしているところでございます。 

 また、若者の県内定着ということに関しまし

ては、先ほども担当政策監から答弁がございま

したけれども、県内企業はどのようなところが

あるのかということを高校生や大学生に十分知

っていただくということが大変重要かなという

ふうに考えていますので、そうした企業と学生

との交流機会の増加とか、また、県内の企業そ

のものにも、処遇の改善とか、学生に魅力を周

知するといったことが重要だろうというふうに

考えていますので、そうした企業の取組を支援

する新たな事業などを検討しているところでご

ざいまして、こうした事業構築を図ることによ
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りまして、議員のご指摘がございましたような

ことにもしっかりと対応して人口減少に少しで

も歯止めをかける取組を強化してまいりたいと、

このように考えているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中島 義議員－38番。 

〇３８番(中島義君) 私は、ずっと人口減少

対策で言いますけれど、まず少子化が問題です

から、人口減少は。 

 今、適齢者の方々がなかなか結婚をしていた

だけない。その理由は、適当な相手にめぐりあ

えないとか、いろんな理由があるというような

ことで、それぞれ企業も含めて、めぐりあいを

していただくような対策を打つということは大

変いいことですけれども、とにかく、まずは何

をやるにしてもですね。 

 例えば、なんで若者が県外に行くのか、その

理由がいろいろあると思うんですよ。あるいは

県外の大学に進学をする、その理由もいろいろ

あるでしょう。 

 しかし、長崎県内の大学にも県外の人が結構

来ているじゃないですか、長崎の大学を選んで。

しかし、その方々は、卒業したら大半が長崎を

出て行かれる。長崎県の子どもたちは、県外に

進学したら、ほとんどが県外の企業に就職をす

ると。 

 いろんな、それぞれ理由があると思うんです。

その一つひとつを、その理由をよく精査をして、

さっき申し上げましたようにつぶしていく、理

由を。 

 例えば、若い人たちにめぐりあいがなかなか

難しいというなら、さっきおっしゃったように、

企業にもいろんなお願いをしながら、めぐりあ

いの場をつくっていただく。 

 私らが若いころは、飲み会とか、いろんなサ

ークルの中で結構、男女は出会いがあったんで

すよ。今だってあると思いますよ、これだけ男

女一緒にいるんですから。一つひとつをつぶし

ていく対策をぜひ打ってほしい、そう思います。 

 そして統轄監、人口減少によって、どういう

影響を与えるのか、ぜひお聞かせをいただきた

いと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 統轄監。 

〇統轄監(濱田厚史君) 人口減少の影響という

ことにつきましては、もう改めて申し上げるこ

とはございませんけれども、地域の活力が低下

をするということが第一だろうというふうに思

いますし、加えまして、コミュニティといった

ものの崩壊というようなこと、そういう意味で、

その地域に暮らす方々の生活の質といったよう

なものへの影響、さまざまな多面的な影響が出

てくるものだというふうに考えておりますので、

人口は、その地域の活力そのものでもあろうか

というふうに思いますので、いかにそれを維持

していくかということは極めて重要な課題だと

いうふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中島 義議員－38番。 

〇３８番(中島義君) とにかく、人口減少が

続く中で長崎県が掲げる、2045年ですか、100

万人規模の維持に向けて、しっかりと取り組ん

でいただきたいと思います。 

 それから、今でも地域の人たちは困っていま

す、渋滞で。もし、ハウステンボスにＩＲ誘致

が決まれば、1,000万人の方々が訪れるとなれ

ば、本当に想像しがたいです、これは。交通量

が。 

 幸いにして西九州道路が完全供用されますと、

福岡からは向こうでお見えになるでしょう。で

すから東彼杵道路、西九州道路、国道205号を

含めて大変重要な交通の要となるわけですから、

ぜひ早急な整備をやっていただくように検討を
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お願いいたしたいと思います。 

 石木ダムですけれども、1年前にも質問させ

ていただきました。今回もですね。 

 付け替え道路は、かなりの進捗を見ています。

昨年、現場に行った時には、重機の下に反対者

の方が座り込んで、重機が動くことができない

ように反対されていましたけれども、今回は付

替道路のところに座り込んでおいでになって、

あまり妨害活動はあっていませんでした。 

 本当に石木ダムは、ハウステンボスのＩＲも

そうです。佐世保が栄えなければ県北の発展は

ないんだと。 

 水はふんだんにありますよと。水がないとこ

ろに、いつ断水になるか、制限給水になるかと

いうところに人は住みたくないですよ。人口を

増やすためにも、水はふんだんにあるべきです。 

 それと、西九州道路が完全に供用開始をされ

ますと、これからは県北なんですよ。福岡に近

い県北が、これからは中心になって発展をして

いく。そのためには石木ダムが絶対に必要なん

です。佐世保の人口を増やすことも。 

 そして、いろんな企業に、水がふんだんにあ

りますと、水の心配は全くありませんと、どん

な企業でも来てくださいと言えるような環境を

つくらなければだめです。 

 本当に何回も申しますけれど、今からは、西

九州道路が全て供用開始になれば、県北地域な

んです。ぜひ石木ダムを、反対派の方と十分に

協議をしながら、理解をしていただいて、早急

につくるべきです。 

 水がふんだんにあれば、企業は来るんでしょ

う。企業に来てもらいたい。そして税収が増え

れば、いろんな福祉に使えるじゃないですか。

ダムを造ることにお金を使うなとか、いろいろ

言われますけれども、ダムを造って、いろんな

方々に、企業に来ていただいて佐世保の人口を

増やすことによって、税収も増えるんです。そ

して、その税収をうまく福祉に使えばいいじゃ

ないですか。 

 ぜひ知事に、石木ダム建設についてのお考え

方をいま一度、お伺いをいたしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほどもお答えいたしま

したように、そしてまた、なおかつ、これまで

もさまざまなご議論をいただいた時に申し上げ

てまいりましたように、石木ダムの建設は、地

域の安全・安心の確保、あるいは将来にわたる

発展のためには必要不可欠な事業であると、繰

り返し申し上げてまいりましたし、今もその考

え方は変わりないところであります。 

 議員ご指摘をいただきましたように、さまざ

まな企業誘致活動を推進する中で、水があれば、

こういった企業の誘致の可能性もあるのにと大

変残念な思いをしたことも再三あったわけであ

ります。 

 そういうことで、地域にとって、やはり欠か

せない水の確保を図る手段としてダムによる以

外にないという状況でありますので、しっかり

これからも早期完成に向けて、地権者の皆様方

のご理解が得られるよう、全力を注いでまいり

たいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 坂本智徳議員－35番。 
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〇３５番(坂本智徳君)（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。 

 自由民主党、対馬市選出の坂本智徳でござい

ます。 

 言うまでもないことではございますが、来年

4月には現在の任期4年間が終了するわけでござ

います。月日の経過するのは非常に早いもので

あるというふうに実感をいたしております。 

 一方で、この4年間を振り返って考えてみた

時に、果たして、県民や、とりわけ地元対馬の

振興や市民の皆様の安心・安全な暮らしにお役

に立つことができたのかな、貢献することがで

きたのかどうか、自問自答の毎日でございます。 

 今任期中、最後である今回の一般質問におい

ては、対馬市が現在抱えている課題についても

触れさせていただき、少しでも前に進むことを

期待しておりますので、理事者の皆様方の明瞭、

そして簡潔なご答弁をよろしくお願いを申し上

げます。 

 それでは、質問通告に基づき、質問に入らせ

ていただきます。 

 1、人口減少対策について。 

 (1) 人口減少対策。 

 先ほど、自由民主党・県民会議の中島 義議

員より、同じく人口減少対策についてのご質問

がございましたが、できるだけ重複しないよう

にしたいと存じます。 

 中村知事におかれましては、県内経済の活性

化に向けて人口減少対策や有人国境離島対策、

県民所得向上対策等を含め、地域課題に対応す

るため、「人に生きがいを」、「産業に活力を」、

「暮らしに潤いを」の3つの基本姿勢を掲げ、

各種施策に積極果敢に取り組まれております。 

 知事は、平成27年度に策定した「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づき、企業誘致

や若者の県内定着促進、移住施策の推進、合計

特殊出生率の引き上げなど、人口減少対策のた

め、いずれも困難な課題に真摯に向きあい、精

力的に取り組まれております。 

 しかしながら、それぞれの施策を見ていきま

すと、雇用創出数や移住者数については、目標

を上回って推移するなど、一定の成果も生じつ

つあるところではございますが、平成29年度に

おいては、県における社会減は、日本人でマイ

ナス6,348人となっており、全体としては、残

念ながら、人口減少に歯止めがかかっていると

は言いがたい状態でございます。 

 このような中、国全体を見ますと、東京一極

集中の傾向は継続しておりまして、平成29年度

の東京、埼玉、千葉、神奈川のいわゆる東京圏

の転入超過数は約12万人となっていることから、

国においては、東京圏から地方へ6年間で6万人

のＵＩＪターンを目標として新たな移住者に対

する支援策の構築などが検討されているところ

でございます。 

 知事は、本定例会の冒頭、所信表明におきま

して、移住施策について、「ＵＩターン者等に

よる創業や事業継承、地域における雇用拡大を

支援するとともに、本県からの人口流出が最も

多い福岡県への効果的な情報発信など、人口増

につながる施策の充実、強化を図ってまいりま

す」と、こう述べられました。 

 今後、本県においては、国の動向を踏まえつ

つ、どのような人口減少対策、特に、移住施策

に取り組まれるつもりなのか、お尋ねをいたし

ます。 

 (2) 国境離島新法。 

 自由民主党離島振興特別委員長の衆議院議員

谷川弥一代議士をはじめ、本県選出国会議員の

皆様の多大なるご尽力によって、一昨年、悲願
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でありました「国境離島新法」が成立し、昨年

4月に施行されたところであります。 

 県や関係市町におかれましては、特定有人国

境離島地域の人口の社会増を目指し、新たな雇

用の場の創出をはじめ、島民の皆様の航路、航

空路運賃や、しまの産品の輸送コストの負担軽

減、滞在型観光の促進など、法に掲げる関連施

策の推進に懸命に取り組まれてきたものと思い

ます。 

 施行から1年半余りが経過する中、これらの

施策の推進によって、関係地域の人口の社会減

の抑制にも一定の成果が見られるところであり

ます。 

 例えば、私の地元であります対馬市では、平

成29年において、人口の社会減が200人程度改

善するなど、非常に大きな効果が生じており、

地元で開催された有識者懇話会や若手の意見交

換会などに参加させていただく中で、国境離島

新法関連の施策により、移住、定住の効果が出

ていると実感しているところであります。 

 そこで、この好調な流れをさらに確実なもの

にしていくため、来年度、どのように取り組ん

でいこうと考えておられるのか、お尋ねをいた

します。 

 2、道路の整備について。 

 (1) 国県道の整備。 

 対馬の道路整備については、国道382号をは

じめ、主要地方道厳原美津島線などの主要路線

の整備を順次行っていただいておりますが、特

に、国道382号においては、地域の産業、経済、

文化の活性化や地域間交流を担っていることか

ら、鋭意整備に取り組まれているものと考えて

おります。 

 これまでの整備により、島民の利便性や安全

性は格段に向上しているものと考えております

が、このような中、去る9月29日に台風24号の

豪雨による土砂崩れのため、大船越地区におい

て、道路の交通止めが、およそ10時間発生する

という事態が生じております。国道382号の浦

底地区から雞知地区間は、対馬の上と下を結ぶ

唯一の道路となっており、仮に長時間の通行止

めが生じた場合、島民の生活や経済活動に大き

な影響を及ぼすこととなります。 

 11月8日の長崎新聞においても、「交通インフ

ラの弱点」として迂回路がないことを指摘され

たところであります。 

 そこで、当区間について、県としての考え方

をお尋ねをいたします。 

 (2) 市道整備への支援。 

 言うまでもなく、対馬は、南北に非常に長い

島であり、幹線道路としての国県道に加え、こ

れを補完する多くの重要な市道があります。こ

れらの市道は、市民の日常生活においてのみな

らず、国県道で交通止めが起きた際の代替道路

としても重要な役割を担うものであります。 

 これらの市道を着実に整備していくためには、

必要な予算の確保が重要であり、県としても何

らかの支援ができないのか、お尋ねをいたしま

す。 

 3、水産業振興について。 

 (1) 磯焼け対策。 

 先日、対馬島内の漁協組合長と意見交換をす

る機会がありましたが、その際、多くの組合長

さんから磯焼けの話をお伺いしました。 

 近年、対馬の北東部や浅茅湾以外のほとんど

の海域で海藻が非常に少なくなり、カジメは、

対馬のごく一部にしか生えていないなど、磯焼

けが進行しているとのことでありました。 

 磯焼けについては、対馬のみならず、県内各

地の沿岸域で磯焼けが顕著になり、「魚が少な
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くなった」などの声を多く聞いております。 

 この磯焼けに対して、県ではどのように取り

組まれているのか。また、対馬地区での取り組

み内容についてお尋ねをいたします。 

 (2) マグロの資源管理。 

 クロマグロについては、現在、国際ルールに

基づき資源管理が行われているところでありま

すが、特に、30キログラム未満の小型魚への依

存度が高い我が国では、資源管理に伴う漁獲制

限に対して、関係漁業者が強いられている苦労

は大変なものであり、マスコミ等でも盛んに取

り上げられているところであります。 

 本県の中で小型マグロの漁獲が最も多い対馬

市においても、これまで他県がクロマグロを先

に漁獲したことによって、枠を残したままで漁

獲制限を受ける事態となり、また、定置網に入

ったクロマグロを逃がす作業が負担となってい

ること、あるいは大量のクロマグロが沿岸に来

遊すればスルメイカの群れが散らばって釣れな

くなること等々、いろいろな影響が生じている

と伺っておるところであります。 

 沿岸漁業で漁獲するクロマグロについては、

本年7月に、自主規制から法律に基づく管理に

移行したとのことでありますが、浜を回ります

と、いまだ制度に関する多くの我慢や不満の声

を聞きます。 

 漁業者は、資源管理の必要性は十分に理解さ

れ、経営が厳しい中でも将来の資源回復に希望

を持って必死に協力しているところであります。

しかしながら、漁業全般が低迷している状況で

は、クロマグロの資源管理の負担を少しでも改

善してほしいとの訴えは、十分に理解できるも

のであります。 

 これまで、県においても、漁業関係者と連携

して現場の声を聞き、国に繰り返し要望してい

ただいているところではございますが、その結

果として、これまでの県からの要望等に対し、

国の施策にどのように反映されたのか。また、

どのような課題が残っているのか、お尋ねをい

たします。 

 3、林業の振興について。 

 (1) 担い手対策。 

 森林は、国土の保全や水源の涵養、地球温暖

化防止などの公益的機能を有しており、これら

の機能を持続的に発揮させるためには、植える、

育てる、使う、また植えるといった健全な森林

整備と木材利用を循環させることが重要である

と考えております。 

 また、県内の充実した森林資源を活用して、

地域に優良な雇用の場を創出し、持続可能な森

林経営を実現するためには、担い手の確保によ

り木材生産量を底上げし、さらには、木材の需

要拡大を進めることが重要な課題であると考え

ております。 

 こうした課題を解決するためには、森林資源

を活用して持続的かつ効率的な森林経営を担う

森林組合や民間林業事業体を育成することで、

地域に雇用の場を確保し、林業従事者の所得向

上などの就業環境整備を進め、林業への担い手

を確保する必要があると考えておりますが、今

後、担い手対策における県のお考えをお尋ねい

たします。 

 (2) 県産材を活用した公共建築物等の木造・

木質化。 

 県においては、7年後には県産材の生産量を

28万立方メートルにまで増加させる計画と聞い

ておりますが、今後は、少子・高齢化、人口減

少による住宅着工戸数の減少が見込まれます。 

 そのような中、県産材需要をさらに拡大する

ためには、公共建築物に加え、事務所や店舗な
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どの民間施設、例えば、ＣＬＴ建築物などの推

進に取り組む必要があります。 

 これから県産材の生産量が倍増する中で、い

かに県内需要を高めていくのかが重要な課題で

あり、それがひいては林業の振興、地域の活性

化につながると考えておりますが、県は、これ

からの県産材の需要拡大をどのように進めてい

くのか、お尋ねをいたします。 

 5、外国人観光客の受け入れ対策について。 

 (1) 対馬における「九州オルレ」コースの認

定。 

 離島地域や半島地域等の条件不利地域を多く

抱える本県では、人口減少と、それに伴う地域

活力の低下が課題となっており、観光振興によ

って、国内外からの交流人口の拡大を図り、地

域の活力を維持することが重要であります。 

 対馬においては、近年、特に、韓国人観光客

の増加が顕著であり、昨年の外国人入国者数は、

前年比37％増の約36万人を記録しております。

この流れをさらに加速させるためには、対馬を

訪れた韓国人観光客に満足していただき、再度、

来訪してもらうことが重要であり、そのために

は島内において観光資源の磨き上げやトイレの

整備、通信環境の改善等の受け入れ対策を進め

る必要があると考えます。 

 例えば、韓国の済州島では、自然を楽しみな

がら歩くトレッキングコースを指す「オルレ」

という言葉があり、多くの韓国人が海岸線や山

などの自然、民家の路地などを身近に感じなが

ら歩くオルレを楽しんでおります。 

 九州でも、平成24年度にオルレの姉妹版であ

ります「九州オルレ」の認定がはじまり、現在

は九州全ての県に認定コースが存在し、本県で

は2つのコースが認定を受けております。 

 そういった中で、韓国から多くの観光客が訪

れる対馬には、残念ながら、いまだにオルレと

して認定されたコースがありません。対馬に存

在する非常に魅力的なトレッキングコースが韓

国で知名度が高いオルレとして認定されれば、

韓国人観光客のさらなる誘客拡大につながるこ

とが期待されます。 

 そこで、今後、対馬市が「九州オルレ」の認

定に向けた取組を進める場合には、県としても

積極的に支援をしていただけないか、そのご見

解をお尋ねいたします。 

 (2) 「万関憩いの広場」トイレの増設及び洋

式化。 

 対馬を訪れる韓国人観光客の多くは、厳原―

比田勝間を移動しておりますが、移動距離が長

いことから、道路沿いにあり、観光スポットで

もあります「万関憩いの広場」に大型バスなど

で立ち寄るケースが多く見られます。韓国人観

光客の増加に伴い、当広場の利用者も増えてい

るものと思われますが、トイレの基数も少ない

うえに、和式便器しか設置されていない状況で

あります。観光客をおもてなしするうえで、当

広場のトイレは重要な施設であり、利用者に応

じたトイレの増設が必要であると考えます。 

 また、高齢者も外国人も利用しやすいユニバ

ーサルデザインといった観点から洋式化も必要

であると考えます。 

 そこで、トイレの増設や洋式化などの必要性

について、県はどのような認識をお持ちなのか、

お尋ねをいたします。 

 (3) 通信インフラの整備。 

 対馬島内の観光スポットや宿泊先などでは、

スマートフォンなどをＷｉ－Ｆｉ接続してイン

ターネットの情報収集を行っているようであり

ますが、韓国人観光客の中には、「通信速度が

遅い」、「通信が途中で切れる」といった声をよ
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く聞いており、不満を持っている方も大勢いる

のではないかと思っております。 

 原因というのは、いろんな要素があると思い

ますが、多くの方が同時に利用しても十分な通

信速度を確保できるような情報通信基盤のイン

フラ整備が必要ではないかと考えております。 

 そこで、多くの外国人観光客に喜んでいただ

き、快適な通信環境を提供するために、その基

盤であります通信インフラの整備、改善として、

県はどのような対応が可能なのか、お尋ねをい

たします。 

 6、教育行政について。 

 (1) 道徳教育。 

 我が国の学校における道徳教育は、教育基本

法及び学校教育法に定められた教育の根本精神

に基づき、自己の生き方を考え、主体的な判断

のもとに行動し、自立した人間として他者と共

に、よりよく生きるための基盤となる道徳性を

養うことを目標に、昭和33年、小中学校におい

て道徳の時間が設けられ、長年、この道徳の時

間を要として学校の教育活動全体を通じて行う

ことを基本的な考え方として取り組まれてきま

した。 

 そのような中、近年になり、全国的に発生し

ている深刻ないじめ問題の解消や未然防止、さ

らには、急速に進展するグローバル化の中で、

未来をたくましく生き抜くための資質、能力の

育成等に寄与する道徳教育の重要性が再認識さ

れ、道徳教育の抜本的な充実を目的として、平

成27年3月の学校教育施行規則改正により、道

徳の教科化が行われたと認識いたしております。 

 つまり今回の道徳の教科化では、児童生徒が

現実の困難な問題に直面した際、自ら主体的に

対処することのできる実効性ある力を育成する

ことが求められていると思いますが、本年度か

ら全面実施されている小学校では、また、次年

度から全面実施される中学校では、どのような

授業が実践され、どのような評価がなされるの

か、お尋ねをいたします。 

 一方で、先ほども述べたとおり、道徳教育は、

特別の教科、道徳の時間だけで行うものではな

く、それを要とした学校の教育活動全体を通じ

て行うものであります。 

 そこで、道徳の教科化に伴い、道徳教育全般

を通して、どのような児童生徒を育てようとし

ているのか、併せてお伺いをいたします。 

 (2) 離島留学制度。 

 本県では、全国に先駆けて、平成15年度から

離島留学制度を五島高校、壱岐高校、対馬高校

の3校で導入し、今年の4月からは、五島南高校

と奈留高校を新たに加え、島内、県内はもとよ

り、全国各地から子どもたちを受け入れ、島の

豊かな教育環境のもとで学習や部活動に取り組

み、自分の夢の達成に向け、多くの高校生が充

実した高校生活を送っております。 

 当初から導入した3校のうち五島高校では、

陸上や柔道、剣道の専門的な技術やスポーツに

ついて幅広く学ぶことにより、スポーツ人材の

育成や地域スポーツの活性化を目指す取組を行

っております。 

 また、壱岐高校では、歴史学、考古学の専門

性を高め、当該専門分野で活躍できる人材や、

実践的な中国語の力を身につけ、日中の架け橋

となる人材の育成に向けた取組を行っておりま

す。 

 さらに、対馬高校では、全国の公立高校で唯

一、韓国語、韓国文化を専門的に学習できる学

校として、高校卒業後は韓国の大学に留学する

など、国際交流の場での活躍が期待されている

ところであります。 
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 いずれの学校も、近年、県教育委員会や各実

施校の取組によって入学者が増加していると聞

いておりますが、それでも設定した募集定員を

十分に満たしていないという課題もあります。 

 そこで、制度導入から15年が経過しようとす

る中で、当初に導入した3校で学んだ生徒たち

は、離島留学制度における学びを活かして、ど

のようなところに進学、就職しているのか、お

尋ねをいたします。 

 また、離島留学制度では、どのような人材を

育てていこうとしているのか、今後のあるべき

姿について、お尋ねをいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終了し、再質問を

対面演壇席からさせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 坂本智徳議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 まず、人口減少対策について、どのように取

り組んでいこうとしているのか。とりわけ移住

促進対策について、どう考えているのかとのお

尋ねでございます。 

 人口減少対策につきましては、これまでも県

政の最重要課題と位置づけ、良質な雇用の場の

創出やＵＩターンの促進、結婚・出産・子育て

支援をはじめとする少子化対策等の推進に全力

を注いでまいりました。 

 しかしながら、いまだ人口減少に歯止めをか

けるまでには至っておらず、さらに対策を強化

しなければならないと考えているところであり、

このような状況に迅速に対応するため、部局の

垣根を越えて横断的に人口減少対策に取り組む

ことといたしております。 

 来年度に取り組む重点戦略においては、今後

の社会減対策として、引き続き、地場産業の振

興や企業誘致等による良質な雇用の場の創出に

努めてまいりますとともに、本県出身者が多い

福岡圏や首都圏におけるターゲットを絞った情

報発信の強化やＵターン就職の促進、移住者の

ニーズに沿った住宅確保対策など、部局の垣根

を超えて総合的な施策の推進に力を注いでまい

りたいと考えております。 

 さらに、東京一極集中是正のため、国におい

て検討されております移住支援策を最大限活用

してまいりますとともに、地場産業の振興に資

する雇用拡充やＵＩターン者などによる地域課

題の解決につながる創業や事業承継に取り組む

市町を積極的に支援するなど、新たな対策を検

討してまいりたいと考えております。 

 引き続き、市町や民間事業者とも一体となっ

て、人口減少の抑制に全力を尽くしてまいりた

いと考えております。 

 次に、クロマグロの資源管理について、要望

活動等の結果、国の施策にどのように反映され、

どのような課題が残っているのかとのお尋ねで

あります。 

 クロマグロの資源管理につきましては、県と

しても、水産庁を交えた意見交換、漁業協同組

合長会や定置網業者会などで漁業者の意見を伺

い、これまでに4回、国へ要望書を提出するな

ど、機会あるごとに、漁獲枠配分への配慮や支

援措置の充実等を訴えてきたところであります。 

 その結果、資源管理に伴う減収を補塡する収

入安定対策の拡充や操業自粛に伴い生じた残枠

を翌期以降に上乗せする措置など、本県が求め

た制度の改善が進められているところでありま

す。 

 また、小型魚への依存度が高い対馬に対して

は、操業自粛の中で本年6月に養殖用種苗とし

て特別に約2トンが配分されますとともに、今
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期には、前期の残枠の一部として、小型魚約

100トンが追加配分されております。 

 今後も、漁業者の意見を丁寧に伺いながら、

いまだ課題として残されております我が国への

漁獲枠の増枠、クロマグロに依存しない漁法へ

の転換支援、やむを得ない休漁に対する補償な

ど、制度を遵守する本県の漁業者のさらなる負

担軽減を国に求めてまいりたいと考えていると

ころであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 私の方から

は、国境離島新法の関係について、お答え申し

上げたいと思います。 

 国境離島新法関連施策、あるいは移住効果が

実感できる中で、この好調な流れを確実なもの

にするための来年度の取組についてのお尋ねで

ございます。 

 国境離島地域の振興につきましては、新法が

目指す人口が定常的に社会増となる状態を実現

できるよう、国の交付金を最大限に活用し、雇

用機会の拡充をはじめとする関連施策に積極的

に取り組んでまいりました。 

 この結果、毎年、約1,000人の社会減が続い

てきた中、平成29年度における社会減は、640

人と350人を超える改善となっており、移住者

の増加とも相まって新法による効果があらわれ

てきているものと考えております。 

 本年度の状況でございますが、人口減少対策

として特に重要な雇用機会拡充事業について、

昨年度の358人に加え、新たに310人の雇用の場

の創出が見込まれているほか、移住者数につき

ましても、9月末時点で258人と前年度の同時期

と比較して100人を超える増加となっておりま

す。 

 この結果、平成30年度における社会減の動向

についても、県の計画で定めた目標を上回る状

況で推移しているところであります。 

 来年度ににおきましては、雇用機会拡充事業

について、これまでの採択事業者のフォローア

ップや島外の事業者の掘り起こしにも力を入れ

てまいります。 

 加えまして、採択事業者を招いた都市部での

就職面談会の開催の充実など、移住施策と連携

した人材確保策にも一層積極的に取り組み、現

在の流れが持続的なものとなるよう、引き続き、

市町と一体となり県関連施策を推進してまいり

たいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 私の方から3点お答

えいたします。 

 まず、国道382号の迂回路のない浦底地区か

ら雞知地区間の考え方についてのお尋ねですが、

対馬の国道382号における浦底地区から雞知地

区間は、上島と下島を結ぶ迂回路がない唯一の

道路であることから、通行止めなどが発生した

場合、地域への影響は大きなものと考えており

ますが、地形的制約から迂回路の確保が困難な

状況にあります。 

 このため、当区間においては、未然の災害防

止対策として、現道の日常点検や維持管理を確

実に行うことが重要であると考えております。 

 また、9月に発生した土砂崩壊のような突発

的な災害に対応するためには、現道における道

路改築や、のり面防災対策などを適切に行って

いくことにより、災害に強い道路となるよう、

しっかりと取り組んでまいります。 

 次に、市道整備への支援についてのお尋ねで

すが、南北に長い対馬において、市道は、幹線
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道路である国県道を補完するとともに、市民の

日常生活において重要な役割を果たしておりま

す。 

 市道を含めた道路整備につきましては、計画

的に進めていく必要があるため、国の補助予算

を積極的に活用するなど、予算の確保に努めて

いるところであります。 

 近年の国の公共事業予算は、横ばい状況であ

りますが、効率的に市道が整備されるように、

市と十分に意見交換を行い、優先度の高い事業

について確実な予算の確保ができるように、市

とともに国に働きかけてまいります。 

 次に、「万関憩いの広場」のトイレについて、

増設及び洋式化が必要ではないかとのお尋ねで

すが、国道382号の簡易パーキングである「万

関憩いの広場」については、近年の韓国人観光

客の増加に伴い、観光スポットの休憩場所とし

ての利用も高まっており、適切な維持管理に努

めているところです。 

 しかしながら、大型観光バスが到着した際に、

施設の数が不足していることや、誰もが利用し

やすい施設が望まれていることから、トイレの

増設や洋式化など、施設の充実が必要であると

認識しております。 

 そのため、今後、利用状況等を精査し、施設

の改善手法等について検討してまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君) 磯焼けに対して、長

崎県ではどのように取り組んでいるのか、また、

対馬地区ではどのように取り組んでいるのかと

のお尋ねでございました。 

 藻場は、水産生物の産卵や育成場など、重要

な役割がありますが、食害生物や海水温の上昇

などにより、本県では25カ年で約4割の藻場が

消失している状況にございます。 

 このため、県では、平成27年度から平成37年

度までの藻場回復の目標や、その実現に向けた

具体的な取組方針を内容とした「長崎県藻場回

復ビジョン」を策定し、ハード、ソフトの取組

を一体的に推進しているところでございます。 

 具体的には、藻場造成のための石材やブロッ

ク等を設置するとともに、「藻場見守り隊」を

漁協ごとに組織し、地域における食害生物の駆

除などの藻場回復活動を支援しております。 

 対馬地区におきましては、水産基盤整備事業

によりまして、平成27年度から平成29年度まで

に、藻場機能を有した増殖場103ヘクタールを

整備しているところであります。 

 また、国の水産多面的機能発揮対策事業や、

離島漁業再生交付金事業による海藻種苗の投入

や食害生物の駆除などにより、現在、こうした

取組を30団体が行っているところであります。 

 引き続き、漁業者、漁協、市町と連携して藻

場回復の推進に努めてまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 林業振興について、

2点お答えいたします。 

 林業への担い手対策に対する県の考え方につ

いてのお尋ねでございます。 

 森林資源が伐期を迎える中で、林業事業体の

労働生産性の向上により、事業量を拡大し、林

業専業作業員の所得向上につなげ、さらなる民

間の参入や作業員の確保を図っていくという好

循環を生み出すことが重要であると考えており

ます。 

 具体的には、林業事業体への高性能林業機械

等の導入支援、機械・技術研修の開催、森林施

業プランナーによる施業集約化の促進など、労

働生産性の向上に取り組むとともに、社会保険

制度等の加入支援、給料を得ながら現場研修が
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できる国の「緑の雇用制度」を活用した労働環

境改善に取り組むことで、林業専業作業員の年

収500万円の確保につなげてまいりたいと考え

ております。 

 これらの取組と併せ、建設業等異業種からの

参入を促進し、森林整備を実施する事業体を30

者から43者へ増やすとともに、若い労働力を確

保するための教育機関や関係団体と連携した就

業説明会の開催やインターンシップ等に取り組

み、林業専業作業員の400名確保を目指してま

いります。 

 次に、県は、これからの県産材の需要拡大を

どのように進めていくのかとのお尋ねでござい

ます。 

 県と市町では、これまで県産材の需要拡大を

目的として、県産材の利用促進方針を策定し、

公共建築物の木造・木質化を積極的に促進した

結果、公共施設における県産材の利用実績は、

平成23年度から平成29年度までに、学校や幼稚

園、福祉施設など122件で、利用量は約4,600立

方メートルとなっております。 

 県では、今後、さらなる需要拡大に向けて公

共建築物に加え、民間施設の木造化を提案する

ため、県内建築士などを対象とした木造建築の

テキスト作成やＣＬＴ建設物についての構造計

算講習会などを開催し、木造設計の普及促進に

努めることといたしております。 

 また、明確な品質や性能が保証されたＪＡＳ

製品を県内製材工場で製造できるよう、認証取

得を支援することで、公共建築物や民間施設で

の利用拡大を進め、林業の振興につなげてまい

りたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 私から

は、九州オルレコースの認定についてのご質問

にお答えをいたします。 

 今後、対馬市が「九州オルレ」の認定に向け

た取組を進める場合の県の支援についてのお尋

ねでございますが、韓国発祥の「オルレ」は、

自然を五感で感じながら自分のペースで歩く、

体験型の観光でございます。現在、「九州オル

レ」として21コースが認定されており、その中

には、本県の平戸コースと南島原のコースも含

まれております。 

 自然が豊富な対馬は、「九州オルレ」に適し

ていると考えられ、新たなコースが認定されれ

ば、議員ご指摘のとおり、韓国人観光客のさら

なる増加につながるものと期待されております。 

 今後、対馬市が「九州オルレ」の認定に向け

て取組を進める際には、現地調査を踏まえた必

要な助言等を行っていくとともに、認定後につ

いても、市と連携いたしまして情報発信やセー

ルスなど、誘客促進を図ってまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 観光客の方が利用す

るＷｉ－Ｆｉ接続時に起きる通信速度低下に係

る通信インフラの整備についてのお尋ねでござ

います。 

 Ｗｉ－Ｆｉ接続によるインターネット利用に

つきましては、利用する場所や電波の受信状況、

利用サービスの内容により、通信状況が悪くな

ることがございまして、これを改善するために

は、情報通信基盤の整備、改善が必要でござい

ます。 

 対馬市におきましては、主に通信速度低下が

見られますのは、市が整備したケーブルテレビ

のインターネット接続サービスの利用でござい

ます。夕方の時間帯などには利用者の増加や動

画配信サイトなど、大容量のデータ通信が集中

することもあり、通信量に見合う回線容量の不
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足や設備への負荷が通信速度低下につながって

いるものと考えられるところでございます。 

 これらに対応するため、市におかれましては、

平成29年度から通信回線容量の増幅、平成30年

度からネットワーク機器の改修を行うなど、イ

ンターネット通信速度の改善に向けて段階的に

取り組まれているところでございます。 

 県といたしましては、市が現在行っておられ

ます取組の進捗や改善の状況を確認しつつ、必

要がございますれば技術的な助言も行うなど、

通信速度の改善に向け、協力をしてまいりたい

と考えるところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、道徳

教育について、お答えをいたします。 

 特別な教科、道徳における授業内容、評価に

ついてのお尋ねですが、児童生徒が現実の困難

な問題に直面した際、自ら主体的に対処する力

の育成等、道徳の教科化の目的を達成するため

に、道徳科の授業では、道徳的価値の理解にと

どまらず、頭ではわかっているけれど、行動に

移せない人間の弱さや、感じ方や考え方は、人

それぞれ多様であること等についても理解を深

めることが必要であります。 

 そこで、一人ひとりの児童生徒が、答えが一

つではない道徳的な課題を自分の問題と捉え、

その課題に向きあう考え、議論する道徳の自主

性を目指しております。 

 また、その評価に当たっては、授業が児童生

徒にとって自らの成長を実感し、意欲向上の場

となるよう、児童生徒の学習状況や道徳性に係

る成長の様子を継続的に把握し、適切に評価す

ることが大切であります。 

 具体的には、他の児童生徒との比較ではなく、

本人の成長を積極的に受け止め、認め、励ます

ことや、自らの考えを多面的、多角的に深めて

いるかといった点を重視して評価に臨んでいる

ところであります。 

 次に、道徳教育全般を通して、どのような児

童生徒を育てようとしているのかとのお尋ねで

すが、道徳教育では、大きく4つの資質、能力

の育成を目標としております。 

 1点目は、あらゆる生活場面において、自ら

善悪の判断ができる力。2点目は、善を行うこ

とを尊び、悪を憎む心情。3点目は、日々の暮

らしの中で、自分が正しいと思うことを実行し

ようとする実践意欲。4点目が具体的な道徳的

行為を行うことのできる態度であります。 

 総じて言えば、いじめの問題への対応の充実

等が求められる中、また、将来の変化を予測す

ることが困難な時代を迎えるに中に当たって、

自立した一人の人間として、他者とともに、よ

りよい社会と幸福な人生を、自ら力強くつくり

出していこうとする道徳性を持った児童生徒の

育成を目指しているところであります。 

 次に、離島留学制度についてでありますが、

まず、離島留学制度の卒業後の進路についての

お尋ねですが、制度導入当初から離島留学を実

施しております対馬高校、壱岐高校、五島高校

の3校では、各コースの専門性に特化した教育

を行い、グローバル人材や地域振興に資する人

材を育成しております。 

 生徒たちの進路はさまざまですが、例えば、

対馬高校の国際文化交流コースや、壱岐高校の

東アジア歴史・中国語コースでは、韓国語や中

国語の能力を活かして、韓国や中国の大学など

に進学している生徒も多くおります。その中に

は、大学卒業後、語学力をもとに民間企業に就

職して、日本と韓国、中国との架け橋となって

いる生徒もおります。 
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 一方、島内からの入学者が多い五島高校のス

ポーツコースでは、公務員や民間企業への就職

で地域に残り、地域活性化に貢献している生徒

もおり、概ね、コースで学んだ専門性を活かし

た進路実現を果たしていると考えております。 

 最後に、離島留学制度では、どのような人材

を育てていこうとしているかとのお尋ねですが、

離島留学制度には、しまの教育資源を活用しな

がら交流人口を拡大し、地域活性化を図るとい

う目的があります。このことに基づき、特色あ

る教育活動を展開して、今後もグローバル人材

や地域振興に資する人材の育成を目指してまい

ります。 

 とりわけ島内の生徒にとっては、離島留学生

との交流を通して、多様な価値観と出会い、視

野を広げる一助となっており、学校の活力を生

んでおります。 

 一方で、全国的な離島ブームやＵターン、

Ｉターンが増加している中で、本県の教育を求

めて入学した留学生の目的は、さまざまであり

ます。こうした留学生に新たな学びと環境を提

供することで、自らの将来に夢を抱き、前向き

に生きていく力を身につけさせることも離島留

学の目指すところであります。 

 県教育委員会では、韓国語、韓国文化の学習

ニーズが高まる中で、来年度の募集から対馬高

校の国際文化交流コースを「国際文化交流科」

として定員を増やし、より魅力的な教育活動を

展開してまいります。 

 今後も国境という地の利を活かした取組を充

実させるとともに、しまの有する教育環境のも

と、生徒の夢実現や人間性の涵養を目指し、あ

わせて地域活性化、地域振興に資する事業を展

開してまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 坂本智徳議員－35番。 

〇３５番(坂本智徳君) 多少時間があるようで

ございますので、改めて質問をさせていただき

たいと思います。 

 知事、この本は懐かしい思いで見ておられる

かなと思いますが、皆さん方にもご紹介をさせ

ていただきます。（本を掲示） 

 「財界九州6月号」でございます。あるとこ

ろで大型の本屋さんに入ったら、真っ先にこの

本が、知事の顔が目につきまして、「おっ」と

思い、すかさず買ってしまいました。読ませて

いただきました。 

 一番最初に人口減少問題が出てくるわけであ

りまして、「財界九州6月号」の中で、中村知事

のインタビューの特集記事が掲載されておりま

すので、その一部をご紹介させていただきます。 

 「県全体の人口減少がなかなかとまらないの

は、多極分散型の地形も関係しているようです。

県都である長崎市の企業に就職する際、他の地

域に住んでいらっしゃる方は、長崎市に生活の

拠点を移さねばなりません。長崎市にしても、

福岡市にしても、職を求めて拠点を移す場合、

コストが同じくらいなので福岡に出る人が多く

なっているようです。ですから、コストが同じ

くらいなら長崎で就職してもらえるように、ふ

るさと教育を行わなければならないと思ってお

ります。ふるさとのために頑張ろうという郷土

愛豊かな人材を育てていけば地元に根づいてく

れるはずです」と、このように述べておられま

す。 

 私は、そのこと自体を否定するつもりは毛頭

ございませんが、時間がかかる施策ではないか

な、あるいは即効性に乏しいのではないかとい

うような率直な感想を持っているのですが、こ

のふるさと教育の意義、目的など、基本的な考

え方について、お示しをいただきたいと思いま
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す。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) ふるさと教

育におきましては、生徒たちが、地域課題に向

きあい、主体的にその課題策を考えることで、

地域のあり方だけでなく、自らが地域とどのよ

うに関わっていくかということを考えさせるこ

とが必要であると考えております。 

 つまり、小・中・高と発達段階に応じたさま

ざまな取組を地道に行っていくことによって、

地域を知り、良さに気づき、当事者意識を持た

せることにより、ふるさとに対して何ができる

かを考え、実践する人材を育成することを目的

としております。 

 今後も、地域の課題に向きあい、新しい価値

やアイデアを生み出そうとする、いわゆる企業

家マインドを育成するとともに、地方創生に対

する当事者意識と使命感を培い、故郷のために

頑張ろうという郷土愛豊かな人材の育成に努め

ていきたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 坂本智徳議員－35番。 

〇３５番(坂本智徳君) 教育委員会教育長、あ

りがとうございます。 

 やはり先ほど申し上げましたように、時間が

かかるのかなというふうに思いますが、根気強

くやっていかなければいけないというふうにも

思います。 

 もう一つでございますが、「財界九州6月号」

に知事のインタビュー記事がございますので、

もう一点、ご紹介をさせていただきます。 

 「若者だけではなく、近年は70歳以上の方々

の県外流出も続いております。年老いたご両親

が都市部のお子さんのもとで生活をするためで

す。ただ、環境が大きく異なるため、体調を崩

される方も少なくありません。老後は住み慣れ

た地域で過ごせるように環境づくりも必要だと

感じております」とございます。 

 これについても私は全く同感であり、長崎県

全域どこでも同じような状況にあると思うわけ

であります。揚げ足をとるつもりは毛頭ござい

ませんが、その環境づくりの具体策について、

お示しをいただけませんでしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 私がそのようなことを申

し上げましたのは、ご承知のとおり、人口の社

会増減の現状を考えてみました時に、大体、年

齢層50代後半から60歳代までは定年を挟んで転

入超過になっております。例年にいたしますと、

大体350名ぐらいの皆様方が転入超過という結

果になるわけでありますけれども、ただ、70歳

以上の世代については、また一転して転出超過

になってしまうと。この転出超過数は、定年前

後の転入超過数を上回る形で例年動いているわ

けでありまして、恐らくは都市部に暮らすご家

族の皆様方のもとに移住してしまわれるという

ことに、その主たる要因があるのではなかろう

かと考えているわけであります。 

 ある時、地域の医者の方と意見交換をさせて

いただきましたけれども、地域では、元気で暮

らしていらっしゃった方が、都会に引っ越して

しまわれて、体調を崩されて亡くなってしまわ

れるという話をよく聞くというお話もいただい

たところであります。これは本当に残念なこと

であり、悲しいことであると思っておりまして、

やはり住み慣れた地域で、いつまでも安心して

住み続けていただけるような、そういう環境づ

くりというのが非常に重要になってくるのでは

なかろうかと。 

 これまでも医療、介護の施策の充実であると

か、地域包括ケアシステムの整備等に全力で取
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り組んできたところでありますけれども、これ

からは、さらに地域の皆様方と一緒になって互

いに支え合えるような、場合によっては買い物

支援も受けられる、交通の移動手段も何とか確

保できる。そういう地域を実現していかなけれ

ばいけないものと考えておりまして、それぞれ

の地域に交流する拠点を整備したり、あるいは

地域全体の運営組織を設置したりと。これはま

さに地域コミュニティの活力再生という観点か

らも、そういう機能が求められていると、こう

思っているところであります。 

 場合によっては、都市部で暮らす家族の皆様

方に一定の負担をしていただきながらも、地方

で、住み慣れた地域で暮らし続けていただける

ような、そういう仕組みも、これから具体的な

形で検討していく必要があるのではないかと、

そういう思いを持って、こうした発言をさせて

いただいたところであります。 

〇副議長(徳永達也君) 坂本智徳議員－35番。 

〇３５番(坂本智徳君) まさに同感であります。

今、知事がおっしゃられたような社会が一日も

早くくることを私も願っております。 

 先ほど、70歳以上の方が子どもさんのところ

に、ふるさとを捨てて出て行くと。逆に子ども

たちが、ある一定、自分のまた子どもたち、田

舎におられるおじいちゃん、おばあちゃんにす

れば孫になるわけでしょうけれども、そのお孫

さんに手がかからなくなれば、むしろ逆に生ま

れ育ったところに帰って、本県に帰ってもらう

ような、そういうことも考えていかなければい

けないのではないか。そのためには働く場所が

どうしても必要になってくるわけであります。

まだまだ40代、50代は働き盛りでございますの

で、そういった方に逆に帰ってきてください、

心配せずにもう帰ってきて結構ですよと、お願

いしますよというような社会をつくっていかな

ければいけないというふうにも思います。 

 道路の関係で土木部長に再質問をさせていた

だきますが、先ほど、国道382号の整備につい

て、ご答弁をいただいたところでありますが、

この国道の迂回路のない区間、先ほど、私が紹

介いたしました災害で、道路のがけ崩れで10時

間も車が通れないというようなこと、これが

1日、2日、3日ということになってくると、も

う大変なことでございまして、島が完全に麻痺

してしまう、何にもなくなってしまうわけでご

ざいますので、浅茅湾に橋を架けると、何の心

配もなく迂回路としてできるわけでございます。

予算もかなりかかるでしょうけれども、そうい

ったお考えはございませんか。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) ご提案をいただきま

した浅茅湾を横断する道路構想につきましては、

長大橋などの整備が必要になると考えられます

が、膨大な費用が想定され、通常の交付金の枠

では予算確保が極めて難しいという課題がある

と考えております。 

 現在、対馬市からお聞きしている道路整備の

優先順位におきましても、長大橋建設を現在想

定しているものではありません。 

 一方、対馬市の「地域防災計画」では、上対

馬と下対馬を結ぶ交通の複線化を検討するとと

もに、災害時における浅茅湾内の船舶による交

通手段についても検討を行うとされております

が、現在、具体的な計画が定められておらず、

今後、船舶輸送も含め、対馬市や関係部局とと

もに検討を進めていく必要があると考えており

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 坂本智徳議員－35番。 

〇３５番(坂本智徳君) 部長がおっしゃること
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もわからないわけではないです。特に、3県架

橋なんか、まだまだ言わんこっちゃないという

ような中にあって、対馬の浅茅湾に橋を架ける

なんてというようなお考えかもしれませんがね。

そんなことを言っていたら、島民皆さんも、い

わゆる全滅してくださいと言わんばっかりにな

ってしまうようなところもございますので、国

道にどういう整備の仕方があるのか私はわかり

ません、素人ですから。例えば、Ａランク、Ｂ

ランク、Ｃランク、Ｄランクという整備の仕方

があるとすれば、Ａランクでもって整備をして

いただいて、何の心配もないと、大雨が降って

もがけ崩れがないんだというような整備の仕方

で、1本しかない国道を、浦底から比田勝方面

は、ご承知のとおり主要地方道がございますの

で2つの道があるわけですけれども、先ほど言

いましたように、浦底までは1本ですから、対

馬のことをよくご存じならばわかられると思い

ますが、ぜひひとつ、そういったことがないよ

うに改良をお願いしたいと、改めてお願いを申

し上げます。 

 時間が1分少々ありますけれども、これで私

の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(徳永達也君) 午前中の会議は、これ

にてとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１５分 休憩 ― 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君)（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。 

 自由民主党・県民会議の大久保潔重でござい

ます。 

 早いもので、県議会復帰後3年7カ月が過ぎま

して、今期最後の一般質問になろうかと思いま

す。 

 ご配慮いただきました会派の先輩並びに同僚

議員の皆様、ありがとうございます。 

 また、本日、議会傍聴席にお越しの皆様、

日々の活動を支えてくださる県民の皆様に改め

て感謝しながら、この壇上に立たせていただき

ます。 

 日本の最西端に位置し、離島・半島や中山間

地を多く抱える我が長崎県の地理的、地形的な

ハンディキャップを乗り越え、長崎から地方創

生を成し遂げるべく、力を尽くしてまいる所存

でございます。 

 1、人口減少対策について。 

 (1) 人口ビジョンと県内経済の動向について。 

 ①根拠、妥当性。 

 ご承知のように、本県における最大の課題は

人口減少対策でありますが、「長崎県長期人口

ビジョン」によりますと、2060年に100万人規

模の人口を確保する目標が掲げてありますが、

そもそも現在より大幅な人口減が前提でありま

す。 

 そこで、この予測と目標についての設定根拠

は何か、また、このことが長崎県を長期視野で

見通した時、地域経済にどのような影響を与え

るのか、お示しいただきたいと思います。 

 以降は、一問一答方式により、対面演壇席か

ら質問をさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 大久保議員のご

質問にお答えをいたします。 

 県の長期人口ビジョンの設定に当たっての考
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え方、地域経済への影響等についてのお尋ねで

ございます。 

 人口ビジョンにつきましては、国においても

策定をされており、その中で、合計特殊出生率

を2030年に希望出生率の1.8、2040年には人口

維持に必要な2.07まで回復させることにより、

2060年に1億人程度の人口を確保することを目

指すことが示されているところであります。 

 本県におきましては、こうした国のビジョン

や合計特殊出生率が全国と比べ高水準で推移し

つつあることなど、県内の実情を踏まえるとと

もに、外部有識者の意見も参考にしながら、

2030年に人口維持に必要な水準を上回る県民の

希望出生率2.08の実現を目指してまいりますと

ともに、若者を中心とした社会減の抑制に全力

を注ぎ、2040年に社会移動の均衡を達成するこ

とで、2060年の100万人程度の人口を確保する

ことを目標としているところであります。 

 しかしながら、こうした人口ビジョンに掲げ

る目標を達成した場合においても、一定の人口

減少の進行は避けられないことから、域内消費

の縮小や労働力不足により、各産業分野におけ

る生産活動の縮小が懸念され、ひいては地域経

済に大きな影響を及ぼすおそれがあるものと考

えております。 

 このため、人口が減少する中において、県内

経済の活力を維持できるよう、産業の活性化を

担う多様な人材の育成・確保に努めてまいりま

すとともに、製造業におけるロボット、ＩｏＴ

等の成長産業の創出・育成、スマート農林水産

業の推進、観光関連産業の高度化など、付加価

値の高い産業構造の構築や生産性向上に重点を

置いた各種施策を人口減少対策と連動させなが

ら力強く推進してまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 今、知事からご説明

をいただきました。 

 長崎県の合計特殊出生率、現在1.7というこ

とであります。これは東京に比べますと高い数

値でありますけれども、それをさらに2030年に

は2.08にするという、これもかなり高い目標で

はないかと思います。 

 これはあくまでも自然減対策でありますが、

社会減についても、もう今現在、長崎県は転入

される方よりも転出される方が多いという社会

減の状況の中にあって、2040年には社会移動の

均衡を達成するという、これまた非常に高い目

標を掲げてあるのかなという気がします。これ

だけ達成をしても、やっぱり人口は減っていく

という状況であります。 

 そういう意味では、県政の大きな課題であり

ますので、長崎県政のありとあらゆる政策を自

然減あるいは社会減対策に導入をして、一定人

口減少に歯止めをかけなければいけないのかな

と、このように思っています。 

 一つ申し上げるならば、我が長崎県は、実は、

もう人口のピークは昭和35年、私が生まれる前

です。県内で176万人の人口だったと思います

が、それをピークに、ずっと人口は減少してい

るんです。オールジャパンで言いますと平成22

年がピークでございますので、随分早くから人

口減少になっているという状況であります。 

 そこで、一つの考え方として、人口減少は、

ある程度、認めざるを得ないけれども、むしろ、

長崎県は他の地方自治体とは違って、人口を増

やしましょうという、びっくりするような姿勢

というか、強気の心意気といいますか、逆に、
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それぐらい持ってやることによって、何とかか

んとか人口減少に歯止めがきくのじゃないかな

と、そういうふうに私は思っておりますので、

県庁全体の姿勢として、人口を増やすぞという、

こういう心意気を県民の皆さんにでもＰＲをし

ていただきたいというふうに思っております。 

 それから、人口が減ることによって地域経済

に与える現象ということでありますが、一般的

に考えますと、人口が減ると、当然、消費が落

ちます。消費が縮小すると、当然、生産が縮小

するから雇用の場がなくなる。また、人口が減

ると労働力が不足をします。そして、サービス

が低下すると、当然、それに伴って人口流出が

増えてくるということで、まさにこれは負のス

パイラルが我が長崎県内にも起きるということ

を意味しておりまして、だから、何とか今の時

点で、負のスパイラルに落ち込まないような手

だてをやっていかなければいけないのではない

かというふうに思っております。 

 そこで、県内の経済を議論するうえで、一つ

の指標であります県内総生産（ＧＤＰ）が、例

えば、現在と過去、少なくともこの10年間、ど

のような変化をしたのかということで、県内の

経済の動向を探りたいと思いますので、ご説明

いただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 県内総生産につ

いてのお尋ねでございます。 

 過去10年で比較をしてみますと、平成18年度

は約4兆3,500億円で、その後、景気の動向によ

り、一時、県内総生産が減少したこともありま

したけれども、直近でデータがございます平成

27年度は約4兆3,800億円となっておりまして、

10年間で0.8％の増という状況になっておりま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 県内の人口と県内名

目ＧＤＰのご説明をいただきました。これは平

成18年度と平成27年度の比較ですけれども、人

口は、この10年間で我が長崎県は9万3,000人減

っています。ところが、今の部長の説明であり

ましたように、県内ＧＤＰはこの10年間で、途

中、景気の動向ででこぼこはありますけれども、

ほぼ約4兆3,000億円ということで並んでいるん

ですね。 

 これは私は非常に評価をすべきことだと思う

し、まさに県庁の皆さん、あるいは議会の皆さ

ん、県民の皆さんが総出で取り組んだ結果だろ

うと思います。 

 このことはどういうことかといいますと、人

口は減っているけれども、県内のＧＤＰは横ば

いということは、県民の皆さん一人当たりの

ＧＤＰが上がったということを意味するわけで

ありまして、ここらあたりがこれから非常に大

事なことになるのではないかと思います。人口

が減って経済のパイが縮小されて、それが地域

社会の衰退に結びつけば、だめなわけですから

ね。 

 そうは言っても人口は減るので、じゃ、どう

やって経済を維持するかとなると、県民の皆さ

ん一人当たりのＧＤＰを上げていくか、あるい

は全く違う議論で、幸福指標を導入して、幸せ

度数を高めていくとか、そういう議論もまた今

後は必要になってくるのかなと思います。今回

は幸福指標に関してはやりませんけれども、県

民の皆さん一人当たりのＧＤＰを上げていく、

こういう努力ですね。 

 それから、ＧＤＰというのは労働力と労働生

産性、先ほど知事からも、生産性を上げていく

んだということがありました。これも非常に大
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事だと思います。生産性が上がることによって

県民の皆さんの時間的なゆとりができて、その

ことが即、特に、若い人たちの心のゆとりがで

きて、そのことが所得の増加につながって、そ

して知事が所信表明で言われたような、いわゆ

る結婚・出産・子育てという流れに、その軌道

に乗っていけるように、今まさにその地盤をつ

くる大事な時期ではないかと、このように思っ

ているわけであります。 

 (2) 労働力不足をどう補うか。 

 ①若者。 

 今現在、どういうことが県内で起きているか

ということでありますが、私も県民の皆さんか

ら、いろいろなお声を聞くわけでありますが、

あらゆる分野での労働力不足を耳にするわけで

あります。今後、少子・高齢化、あるいは人口

減少が進めば、この状況は、より加速するので

はないかと、こう思うわけです。本県経済や地

域社会を維持するためには、この労働力不足を

どう補うかというのが、また大きな課題であり

ます。 

 国においても、ずばり、若者対策、女性や高

齢者の対策、それから外国人、さらにはＩｏＴ、

ＩＣＴ、ＡＩなどの生産性を上げていく。さま

ざまな論展があろうかと思いますが、ここでは

生産年齢ど真ん中、まさに若者対策における県

の取組、今日は朝一番に、我が会派の中島 義

議員が質問されましたので重複は避けますけれ

ども、特に、生産年齢ど真ん中の若者に対して、

どう可処分所得を増やしていくのか、あるいは

働き方を、環境をよくしていくのか、その点に

ついて、県の取組をご説明いただきたいと思い

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 若者の県内

定着に向けて、都市部と比較しての暮らしやす

さのアピールの観点からご説明をさせていただ

きますと、本県と東京都の世帯あたりで見まし

た1カ月の収支の平均を比較しますと、収入で

は約10万円東京の方が多いということで差が生

じますけれども、生活コストで見ますと、長崎

県の方が東京よりも安価でありますことから、

収入から支出を引いたトータルの収支バランス

では、東京都との差が約1万4,000円ということ

で、大きな差がなくなり、生涯収支を見まして

も、ほとんど差がないというようなことになり

ます。 

 こういった情報を「なっとく！ながさき」と

いうパンフレットにとりまとめまして、学生と

か、その保護者に配布するなど、長崎での暮ら

しやすさについて、あらゆる機会を通じて紹介

してきたところでございます。 

 また、学生が企業を選択する場合には、給与、

休日などの処遇や福利厚生、キャリアアップの

道筋を示すキャリアパスの整備状況等を重視し

ていることから、勤務条件の改善や人材育成等、

入社後に個人の成長を促す社内制度の充実を図

る企業を支援することなどにより、企業自身の

磨き上げを促すとともに、働きやすい職場づく

りに積極的に取り組む「Ｎぴか認証企業」も増

やしてまいることにしております。 

 今後とも、若者の県内定着促進に向けまして、

若者の求めるものを十分に把握しながら、効果

的な取組を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 非常にいいデータを

お示しいただいたと思います。我が長崎県と都

市部において生涯収支を比較すると、とんとん

になるのではないかという、このＰＲは、ぜひ

していただきたいと思います。 
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 所得では都市部に勝てなくても、いわゆる家

計の中で、いろんな経費を差し引いて、自由に

できるといいますか、可処分所得を考えた時に、

これは長崎県として、生活コストが都市部に比

べて安いということは大きな強みでありますし、

さらには若い人たちのいろんな意味での活動を

支援する、そういう政策を県として重点的に取

り組んでいただきたいというふうに思います。

この可処分所得で変わらないという、こういう

ＰＲをぜひ広めていただきたいと思います。 

 ②外国人。 

 労働力をどう補うかの一つの大きな要素であ

りますけれども、今日午前中も質問が出ました

けれども、今ちょうど、まさに国会で、外国人

就労について、在留資格を新設するという、衆

議院を通過して、今、参議院に議論の場が移っ

ておりますが、入管難民法の改正案ということ

で審議がなされておりますが、外国人に対する

県の考え、そして今、審議中の入管難民法、こ

れはどういったものなのかについて、ご説明い

ただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 現在、国会

で審議されております改正案の主な内容といた

しましては、人材が不足し、その確保が必要な

産業分野において、相当程度の知識や経験また

は熟練した技能を必要とする業務に従事する外

国人の在留資格を創設するとともに、外国人に

対する支援や受け入れに関する各種規定を整備

するものでございます。あわせて在留管理及び

新たな外国人材の受け入れや環境整備の業務を

担う組織として、法務省の外局としまして、出

入国在留管理庁を新設するものとなっているよ

うでございます。 

 現在、この新しい在留資格については、国会

で法案審議中でございまして、今後のスケジュ

ール等、まだ明確にはなっておりませんけれど

も、法案が成立した後に、受け入れ対象となる

産業分野が省令で指定されると聞いております

ので、その分野に該当する各産業界と意見交換

しながら、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 今、ご説明いただき

ました。 

 法案は、恐らく、この臨時国会で成立をする

でしょう。細々したことは、運用については、

今後、省令で定めて、そして新年度、来年の

4月1日から開始ということであります。 

 国においても、どれぐらいの労働力が不足を

して、各それぞれの分野で、どれぐらい外国人

を見込んでいるのかという数字も、まだ出たば

かりですから、もちろん、これを県に置き換え

た時の数字というのはないものかと思いますけ

れども、どれぐらい、どの分野に足らなくて、

どれぐらいの外国人を必要としているのか、そ

ういったものをぜひ次の議会ぐらいにはご提示

していただきたいというふう思います。 

 それで、外国人の就労についてですけれども、

今までも、留学生のアルバイトとか、あるいは

技能実習生という制度があったんです。今回の

入管難民法の改正というのは、これまでの留学

生あるいは技能実習生とどう制度が違うのか、

そこまでご説明いただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 今もござい

ます「外国人技能実習制度」が、開発途上国等

の人材を受け入れまして、技能移転を通じた国

際貢献を目的としたものであるのに対しまして、

今、審議されております新たな在留資格につい
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ては、深刻な人手不足に対応するための制度で

あり、対象となるのは人手不足の産業分野に限

られ、対象となる人材も、その分野において相

当程度の知識または経験を有し、即戦力となり

得る外国人ということにされております。 

 それから、受け入れの際の仕組みといたしま

して、技能実習制度では、送り出し機関や監理

団体が関与することになっておりますけれども、

新たな在留資格におきましては、そのような機

関を通さずに受け入れることができることとさ

れておりまして、受け入れ機関、または国に登

録した支援機関が受け入れをした外国人の生活

上の支援を行うということになっております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) よくわかりました。

今までの技能実習生というのは、送り出し機関

があって、県内でも受け入れる時に、例えば、

協同組合などの監理団体が受け入れて監理をし

ていたわけですね。 

 ところが、今度の新しい入管難民法の新しい

在留制度というのは、これは技能実習生じゃな

いわけですよね。ある意味のワーカーですから。

恐らく、受け入れる雇用主との雇用契約になろ

うかと思うんですけれども、そういった時に、

例えば、大手企業なら、その対応はできると思

います。しかし、我が長崎県の企業はほとんど

中小企業ですから、例えば、もし監理団体が監

理できないとなった時、それぞれの中小企業が

受け入れて、外国人のワーカーの皆さんたちを

フルに監理ができるのかという一つの不安があ

るわけであります。 

 それから、もう一つは、賃金、これも労働者

となれば、日本人の労働者と同じですよね。同

一労働、同一賃金となれば、より給与水準の高

いところに外国人も流れていく。そうすれば、

一番労働力不足が深刻な地方には外国人は来ず

に、全部都市部に行ってしまうかもしれないと、

こういう不安もあるわけでありまして、そこら

あたりを、もうすぐ新年度にはスタートするわ

けですから、よくよく情報収集をしていただい

て、県内のいわゆる就労にしっかり取組をして

いただきたいというふうに思っております。 

 それから、労働力不足対策ということで、高

齢者については、後ほど、健康長寿の項目でさ

せていただきたいと思います。 

 それから、ＩｏＴ、ＩＣＴ、ＡＩなどのいわ

ゆる産業構造改革、これも後々、産業振興の項

目でやらせていただきたいと思います。 

 2、交流人口拡大について。 

 (1) 国際戦略（特にアセアン）とインバウン

ド。 

 ①ベトナムの中部・南部との人的交流につい

て。 

 先ほどの外国人の話でありましたけれども、

我が長崎県においても、これまでの伝統的な日

中友好あるいは日韓友好に加えて、特筆すべき

は、やっぱりベトナムとの交流かなというふう

に思っております。 

 昨年、ベトナム中部のクァンナム省と長崎県

で友好交流関係に対する同意書が締結をされま

した。 

 そして、それを受けて本年６月には、クァン

ナム省の人民評議会、いわゆる向こうの議会の

副議長はじめ、ご一行が来県をされて、この議

場の新築祝いにレリーフを贈呈されたという経

緯があります。傍聴席の皆さん、この議会棟の

1階にそのレリーフが展示してありますので、

どうぞ帰りにご覧になっていただきたいと思い

ます。 

 そして、本年8月には、溝口議長を団長とす
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る訪問団がクァンナム省を訪れて、正式に議会

同士で交流をやっていこうということで締結を

いたしました。その際、私も同行させていただ

きました。 

 この相互交流の発展の先に、留学生、技能実

習生の受け入れ拡大につなげてほしいと、そう

いう思いがあるわけでありますけれども、ベト

ナム中部のクァンナム省はじめ中部の都市、そ

の後の取組について、どうなっているのか、お

示しいただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) ベトナ

ム中部との人的交流でございますけれども、留

学生の受け入れ拡大に向けましては、中部の中

核都市でございますダナン市で開催される「越

日文化交流フェスティバル」において、五島市、

県立大学と連携をいたしました留学等のＰＲブ

ースの出展、またダナン市との共催による「日

本語スピーチコンテスト」の開催のほか、今年

度は、留学生支援センターや県内大学と連携を

いたしまして「留学説明会」を開催し、ダナン

市や周辺地域の学生、教員等に対しまして、留

学生支援内容の紹介や個別相談を行ったところ

でございます。 

 また、技能実習生の受け入れ促進に関しまし

ては、友好交流関係にあるクァンナム省との間

で、有能な技能実習生の送り出し体制及び安

全・安心な受け入れ環境整備をし、安定的な確

保を図るとともに、県内受け入れ企業の将来的

な海外展開を促進するため、協議を行っている

ところでございます。 

 今後とも、留学生や技能実習生の受け入れな

ど、人的交流の拡大に向けまして、友好交流関

係を活かしながら、関係機関と連携をして取り

組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) ベトナムも広い国で

ありまして、北部や南部のホーチミンとかハノ

イというのは、恐らく、我が国においても他の

自治体がどんどんやっているでしょうけれども、

この中部のクァンナム省とかダナンというのは

余りないので、これは長崎県の特筆すべき交流

になるのではないかなというふうに思っていま

す。 

 まだ交流がスタートしたばかりですから、先

ほど答弁にありましたように、お互い人と人、

物と物の交流が進んでいった先に、特に、人と

人の交流においては、送り出しも受け入れも、

それぞれの地方政府がバックボーンになって、

安全・安心に交流ができるような体制を整備し

ていただきたいと思います。 

 ベトナムの最南部、ホーチミンよりも南部に

カマウ省というところがありますけれども、そ

こも恐らく、日本において、ほかの自治体がほ

とんど行っていないのではないかな。実は、そ

のカマウ省と長崎県の商工会連合会は非常にご

縁があって、交流を今まさにスタートしようと

いうようなところでありますので、これは民間

の動きですけれども、こういったところも、ぜ

ひ県行政として、しっかり支援をして、この中

部と南部というのは非常に特徴的な長崎県の交

流になると思いますので、頑張っていただきた

いと思います。 

 ②ラオス国営航空。 

 海外との交流、インバウンドを促進するため

には、成長著しい国々との国際定期航空路線の

開設が極めて重要であります。 

 来年1月には香港の路線が開設ということで、

我が長崎県においても、中国、韓国に次いで国

際路線が何と30年ぶりということで、大変喜ん
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でいるところであります。 

 実は、ベトナムの隣にラオスという国があり

まして、私も個人的に過去に医療支援をしたこ

とがきっかけで、今も交流が続いているんです

けれども、そのラオスという国に行くのに大変

厄介なんです。というのは、そもそも日本から

の直行便がないということであります。 

 本年3月も質問しましたけれども、実は、ほ

んの1年半前に、そのラオス国営航空の関係者

から、成田からラオスの首都ビエンチャンに向

かう飛行機を給油目的で長崎空港に止めて、人

も乗せるんだと、そういうふうな話がひょこっ

と出て、これまた我々の仲間内では盛り上がっ

たわけであります。 

 それが今現在どういう状況になっているのか、

お聞きしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) ラオス

国営航空につきましては、ただいまのとおり、

昨年1月、ビエンチャン～成田線の就航計画表

明以降、同社に対しまして、長崎空港経由につ

いて要望を行うとともに、情報収集に努めてま

いったところでございます。 

 このような中、本年9月に新社長が就任をい

たしまして、11月の現地インタビューにおいて、

日本への就航の際は福岡の可能性が高い旨の発

言があったため、同社に対しまして県の方から

確認をいたしましたところ、現在、ビエンチャ

ン～福岡線を調査中とのことでございました。 

 今後とも、引き続き情報の収集に努めてまい

りたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 今年3月の質問の時

には、まだ国営ラオス航空そのものの経営難と

いうことで、ボールは向こうにあるということ

でありますけれども、その後、人事が一掃され

て新しい体制になって、そして出た方針は、福

岡発着ということでありますね。 

 私も過去において、どうしても私自身の愛郷

心から、長崎空港をその直行便に絡めることが

できないかということで模索もしたわけであり

ます。当時、福岡というのは発着の枠も非常に

多くて、なかなか難しいんじゃないかというこ

ともあったりして、期待をしたんですけれども、

福岡発着ということで話が進んでいるというこ

とでありますから、いずれにしても、同じ九州

から直行便が出るということであれば、これは

ぜひそこを応援したいなと、こう思うわけであ

ります。 

 それで、実は、ラオスという国は、まだ人口

は少ないんですけれども、メコン川という大き

な川が流れていまして、対岸はタイなんです。

ラオスの対岸のタイ東北部のイサーン地区とい

うのは、そこだけで2,224万人の人口があるわ

けでありまして、そこから40～50万人の人々が

日本に旅行に来るかもしれないというようなデ

ータも私は聞いたことがあるんです。 

 そういった時に、ラオスを含めて対岸のイサ

ーン地区の人たちが、将来就航するだろうと思

われる福岡発着の便に乗って40～50万の人たち

が福岡に来れば、その人たちを長崎県として誘

い込みといいますか、とりにいかざるを得ない

というふうに思っています。 

 だから、そういう戦略に早くシフトをしてい

っていただきたいと思うんですけれども、そこ

らあたりの現状はどうなっていますか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) ご指摘

のとおり、仮に、ビエンチャン～福岡路線が開

設をしました場合、福岡からの入り込み、九州
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北部を周遊する、今、議員ご指摘のタイの東北

部、それからラオスからの観光客の増加が一定

期待できるというふうに考えております。 

 その際は、本県の観光の魅力を県単独でアピ

ールするのではなくて、近隣の県と連携をいた

しまして、広域的な観光プロモーションを積極

的に展開することで、インバウンドのさらなる

誘客につなげてまいりたいというふうに考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 恐らく、福岡側も、

これは福岡・ラオス友好協会というのはバック

は福岡貿易会なんですけれども、九経連もあり

ますけれども、タイのイサーン地区からの観光

客を誘致となれば、恐らく、大きく観光プロモ

ーションを打ち出してくると思うんです。熊本

は非常に積極的だという話も聞いておりますの

で、福岡を中心として九州北部で観光プロモー

ション、あるいは九州知事会あたりにそんな提

言が出て、「やるぞ」という時には、ぜひ情報

をしっかり収集していただいて、乗り遅れない

ように、我が長崎県がしっかり観光プロモーシ

ョンに加担をしていただきたいということを要

望させていただきたいと思います。 

 ③特に欧米からのインバウンド。 

 全国的に今、日本を訪れる外国人の観光客は

非常に増えております。 

 本県も、東アジアを中心に順調に増加をして

おりますけれども、先ほど言いますような交流

人口の拡大を図るうえでは、まだまだ外国人観

光客の取り込みが弱いのではないかというふう

に思っております。 

 東アジアのみならず、欧米からの誘客を推進

する必要があると思いますが、県の考えについ

て、お尋ねしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 欧米か

らの訪日客は、滞在日数が長い傾向があるため、

誘客に当たりましては、九州各県との連携によ

る広域周遊を促す視点が重要と考えております。 

 そのため、今年7月には、フランス・パリで

開催をされました「ジャパン・エキスポ」に九

州7県合同でブースを出展いたしまして、九州

の魅力の発信を行ったところでございます。 

 また、来年開催されるラグビーワールドカッ

プでも、欧米からも多くの観戦客や大会関係者

等が九州に来訪することが期待をされているこ

とから、その機を捉えまして、九州各県が連携

した観光プロモーションを熊本市において開催

する予定でございます。 

 今後も、九州各県との連携を深め、欧米から

のインバウンド拡大を図ってまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 2020年は東京オリン

ピックですけれども、その前の年、来年、ラグ

ビーのワールドカップが、九州というのは一つ

の大きな突破口になるのではないかと思います。

ラグビーのファンというのは欧米の方が多いの

で、それをきっかけに呼んでいただいて、気に

入っていただいて、長期滞在をしていただくと。 

 私の経験から言いますと、欧米の方というの

は意外とへんぴなところといいますか、東南ア

ジアやアフリカに行きましても、日本人が余り

行かないようなところに、むしろ欧米の方が来

られて、そして日本で言うところの古い空き家

を長期で借りて、中長期で滞在をしているとい

うような状況が多いわけでありまして、そうい

うことを考えますと、我が長崎県における離

島・半島や中山間地というのは、これは弱みじ

ゃなくて、欧米人にとっては魅力的な場所とし
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て、むしろ、強みになるのではないかと、この

ように考えるわけであります。 

 ぜひ、県内地域へ率先して欧米人を誘客する

必要があると思います。何か取組事例がありま

したから、ご紹介していただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 欧米か

らの旅行者は、アジアからの旅行者と比較をい

たしまして、日本の歴史文化や日常生活への興

味が高く、本県でも、小値賀町の古民家である

とか、東彼杵町の茶畑等での特別な体験を楽し

む事例も増えているところでございます。 

 今後も、市町や関係団体等との連携を図り、

昔ながらの風景や人々の営みが色濃く残る離

島・半島地域や中山間地におきまして、欧米人

にとって魅力のある観光素材を発掘し、誘客に

つなげてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 今、県内の実例のご

紹介がありました。 

 日本の文化に興味を持っている欧米人という

のは非常に多くて、まさに日本の誇る武士道精

神とか、日本人の永久普遍的な倫理観、道徳観

というのは世界でも認められている価値であり

まして、そういったところをぜひあわせて強調

していただいて、取り込みをしていただきたい

というふうに思います。 

 (2) スポーツ振興と地域活性化。 

 ①スポーツコミッション実績と成果について。 

 先ほど、ラグビーの話がありましたけれども、

スポーツを通した交流人口拡大には、県外から

のスポーツ合宿、大会誘致などが必要でありま

す。これらの役割を担う組織として、平成28年

3月に、長崎県にスポーツコミッションが設置

をされました。 

 あれから2年、「長崎県スポーツコミッショ

ン」の実績と成果について、お聞きしたいと思

います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 「長崎県スポー

ツコミッション」ですけれども、長崎国体で蓄

積された各種競技運営のノウハウや整備された

スポーツ施設を活用いたしまして、市町や競技

団体等の意向を踏まえながら、九州大会以上の

大規模大会や大学、社会人、実業団、プロチー

ムの強化合宿を対象として誘致活動を実施いた

しております。 

 主な実績としましては、長崎市での全日本ボ

クシング選手権大会及び西日本学生ソフトテニ

ス選手権大会、諫早市での日本ペタンク選手権

大会をはじめ、東京オリンピックの海外ナショ

ナルチームのキャンプや大村市での日本女子バ

スケットボールリーグ全チームの合同合宿、五

島市での実業団女子陸上競技部合宿などがござ

います。 

 また、かねてから県ボート協会のご協力のも

と、諫早市の本明川下流域におけるボート競技

の合宿誘致を行ってきたところでございますが、

12月2日に「日本ボート協会」の視察を受け、

日本代表チームの強化合宿候補地として検討を

いただくこととなりました。 

 県としましては、今後とも、県スポーツコミ

ッションを中心に、より大規模な大会やトップ

チームの合宿を誘致いたしまして、スポーツツ

ーリズムの推進による地域活性化に取り組んで

まいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 長崎県スポーツコミ

ッション、非常に積極的に頑張られているなと

いう感じがします。私自身は個人的に、ボクシ
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ングをしておりましたから、この社会人の大会

が今年の年末に長崎市であるということであり

ますから、ぜひ皆さん、見に行かれてみてくだ

さい。 

 それと、今、非常にトピックスがありました。

12月2日というのは昨日ですね。ボートのナシ

ョナルチームが視察をされたということであり

ます。これは新年度でも、ナショナルチームの

合宿に諫早の本明川、すばらしい環境での合宿

というのをぜひ誘致していただきたいと思いま

す。 

 私も過去に、実は、スポーツのビッグイベン

トということで、長崎県では実施されていない

日本陸連公認のマラソン大会ということでたび

たび質問をしてまいりました。これは7団体で

構成する発起人会が本年1月に立ち上がって、

そこに行政機関や各業界、地域団体が加わった

実行委員会の設立に向け、今、話が進んでいる

というところでありますので、その際には、ぜ

ひご支援を賜りたいというふうに思います。 

 我々が提言をしたフルマラソンも、想定する

コースというのは、県立陸上競技場（トランス

コスモススタジアム）をスタート・ゴールにす

る、そして諫早湾干拓の堤防道路約8キロメー

トルを走るというコースであります。この堤防

道路も、まさに諫早湾干拓事業で得られた県民

の皆さんの貴重な財産であります。 

 ②オリンピック・パラリンピックボート競技

出場国の事前キャンプの誘致について。 

 先ほどのボートの練習場。まさに本明川の下

流域というのは、広大な面積、そして静穏な波

静かな場所であって、川幅が広いところで180

メートル、直線距離でマックス4,000メートル

ということですから、日本全国探しても、こん

なボートに適した環境はありませんので、ぜひ、

そこを活かしていただきたいと思います。 

 実際昨日、視察に来られたということであり

ますけれども、ここで一つの提案です。 

 2020年、東京オリンピック・パラリンピック

のボートの出場国はまだ決まっていません。い

ずれ出場国が決まると思うんですけれども、ボ

ートの出場国が決まった際に、事前キャンプに、

ぜひ諫早の本明川に誘致をしていただきたいと

思いますけれども、その辺のご見解をお伺いし

たいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) オリンピック・

パラリンピックの海外チームのキャンプ誘致に

つきましては、市町の受け入れ意思や各競技団

体の意向も踏まえながら、本県とのゆかりの深

い国や今後交流が期待される国などをターゲッ

トにしながら、競技種目や受け入れ施設の能力

などを考慮した上で進めているところでござい

ます。 

 今回、本明川下流域にてボート競技の日本代

表チームの強化合宿が実施されることとなって、

トップレベルチームの誘致も可能ということに

なってまいりますと、この施設が海外チームの

キャンプ地としても活用ができることというふ

うになってまいりますので、今後、地元の諫早

市並びに県ボート協会の意向を踏まえたうえで、

誘致の可能性を協議、検討してまいりたいと考

えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 私も、今日の議会の

議論を経て、もちろん地元の諫早市に対しても

ご報告と同時に、今の投げかけをさせていただ

きたいというふうに思います。 

 本明川の下流域で今、高校生も練習していま

すけれども、長崎県の企業でありますチョープ

－ 57 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第７日目（１２月３日） 

－ － 58 

ロさんが練習をしております。先般、全国選手

権でチョープロのボート部が優勝しました。わ

ずか創部3年で全国一になったということは、

まさに、あそこの練習会場がどこよりも適して

いるという優位性を証明したのではないかとい

うふうに思っております。そこらあたりも強調

していただいて、県としても、諫早市と協議を

しながら、ぜひ大いなる取組を進めていただき

たいと思います。 

 それから、今は水上のスポーツの話をしまし

たけれども、あの近くに諫早市高来町深海地区

があって、そこの自然干陸地というのは非常に

広大でありまして、つい一月ほど前は、300万

本のコスモスまつりということでにぎわってお

りましたけれども、そこにも実は、国で管理し

ている河川国道事務所の方で土砂を置いて、こ

ぶをつくって、全長2キロメートルぐらいのい

わゆるクロスカントリーのコースをつくろうと

いうふうにしております。 

 これは何で私がここで言うかといいますと、

クロスカントリーのコースがあれば、全長2キ

ロメートルというのは、恐らく、長崎県にはあ

りません、九州でも少ないと思います。クロス

カントリーのコースで練習をするというのは、

ありとあらゆるスポーツの練習場に向くんです。

先般、マラソンで日本の記録をつくった「半端

ないって」の大迫選手も、アフリカ勢に太刀打

ちするために、あの独特の走法をトレーニング

したわけです。彼は、まさに鍛えているのは、

クロスカントリーのコースでトレーニングをし

ているんです。 

 そういう意味では、ありとあらゆるスポーツ

に適しているということ、ありとあらゆるスポ

ーツの練習、合宿の会場として使える可能性が

あるということで、ぜひ県としても注目をして

いただいて、必要なご支援はしていただきたい

というふうに思っております。 

 3、地域振興について。 

 (1) 産業振興。 

 ①イノベーション。 

 新たな時代の変化の中で、地域の主力となり

得る新たな基幹産業を育成することは重要であ

ります。 

 私の地元諫早市において、半導体大手や航空

機メンテナンスの会社など、活躍の企業がある

ことは非常に喜ばしいと思います。 

 そして、県の考える今後の成長産業分野、こ

の支援をまさに私も期待をしながら応援してい

きたいというふうに思っております。 

 一方で、実は、リーマンショック後、日本は

先進国の中で、唯一ＧＤＰが非常に縮小したと

言われております。それはなぜかというと、ア

メリカも中国もリーマンショック後、ＧＤＰは

伸びているのに、日本が下がったということは、

これはやっぱり我が国の産業構造の転換が遅れ

ていると、このような指摘がなされているわけ

であります。 

 まさに世界がＩＴとか、ハイテク、金融とい

った第4次産業革命の変革期を迎える中で、特

に、我が県は中小企業が多いですから、我が県

の中小企業がこの流れに乗り遅れることなく対

応できるのかどうか、その支援を県としてもし

っかりなされているのかどうかというような危

機感を持っているわけでありまして、新たな時

代の流れに対応できる県内企業のイノベーショ

ンを推進しなければいけませんけれども、その

今後の市場拡大が見込まれる分野における県の

育成・取り組み状況について、お尋ねをいたし

たいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 
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〇産業労働部長(平田修三君) ロボットやＡＩ、

ＩｏＴなどの先端技術を活用しまして生産性向

上や新サービスの創出等を図ることを目的とし

まして、「長崎県次世代情報産業クラスター協

議会」を設立し、幅広い産業の分野から事業者

の参画を促しながら、取組を進めているところ

でございます。 

 このような先端技術をものづくりや農業、福

祉などのさまざまな現場に導入をして課題の解

決や生産性向上を図るため、そういう技術を活

用してシステム構築を行う専門人材の育成に長

崎大学などと連携をして取り組んでいるところ

でございます。 

 さらに、技術を有する企業同士の連携体制を

構築することなどにより、企画提案型のビジネ

スへの展開を図るとともに、先端技術を活用し

た新たなサービスの創出にも取り組んでまいり

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) クラスター協議会も、

今まで、海洋クラスター形成推進協議会という

ものがありましたけれども、今度は次世代情報

産業クラスターということで、非常に注目をし

ております。 

 それから、次世代を見据えたスタートアップ

については、今、県の取組はいかがでございま

しょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) スタートアップ

を支援するための拠点を長崎市の出島交流会館

内に整備をすることとしておりまして、来年3

月に開設をする予定でございます。 

 この拠点では、県内外から有望なビジネスモ

デルを持った人材が集まり、革新的なサービス

を創出することを期待しているところであり、

事務代行や専門家派遣など、事業に専念できる

支援制度を用意しております。 

 また、交流会やセミナー、相談会等の開催に

より、スタートアップや県内企業、大学、金融

機関などさまざまな人材が交流し、アイデアや

技術を高めあうことで、新たなサービスの創出

や技術革新につなげていきたいと考えておりま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) いよいよスタートア

ップの拠点が来年3月にスタートする、産声を

挙げるということでありますから、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。 

 他県とするとちょっと遅いのかなという感じ

がしますし、それから銀行の合併によって、県

内の企業で東証一部上場というのがひょっとし

たら将来、1社もなくなるかもしれないですね。

そういうことを考えると、早く手をつけて、早

く育成をして、やっぱり県内から次世代をリー

ドするような地場の産業をつくるために努力を

していただきたいと思います。 

 ②工業団地造成にかかる環境アセスメントの

考え方について。 

 産業の振興には、受け皿となるべき工業団地

が必要であります。 

 私の地元県央地域は、もう既に多くの企業立

地が見られ、工業出荷も伸び、諫早市として、

現在も小栗地区に内陸型の新たな南諫早産業団

地を造成しているところであります。しかし、

聞いたところによりますと、当初の構想よりは

小さい20ヘクタールで現在、整備が進められて

いるといいます。 

 長崎県環境影響評価条例によりますと、30ヘ

クタール以上の工業団地造成では環境アセスメ

ントの対象になるということで、この環境アセ
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スメントの規模要件が、ひょっとしたら産業振

興のネックになっているのではないかと、そう

いう声も聞くわけでありますけれども、工業団

地造成にかかる環境アセスメントの考えについ

て、お示しいただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君) 県におきましては、

事業にかかる環境の保全につきまして、適正な

配慮がなされることを確保するために、法対象

外の事業につきましても、環境影響評価条例に

基づきまして、環境アセスメントの実施を求め

ているところでございます。 

 そのような中、平成26年3月に、環境アセス

メントの迅速化を図るため条例を改正し、アセ

スの要、不要を事前に判定する制度を導入した

ところでございます。 

 また、対象地域におけます大気、水質、動植

物などの自然環境の情報を収集し、公表するこ

とによりまして、事業者の負担軽減を図ってい

るところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) そもそも工業団地造

成の30ヘクタールというのは、他県から比べま

すと非常に高いハードルで、これはもちろん環

境の分野からすれば、長崎県の地理、地形を考

えると、それぐらい厳しくしなければいけない

というのはわかりますが、県内においても、そ

れぞれの地域の特性というのがありまして、特

に、県央地域というのは、先ほども言いました

ように、もう既に実績が上がって、そして新た

な団地を造成しても、すぐ引きあいがあって、

すぐ埋まるというような状況であります。 

 そういったところに、むしろ環境アセスがブ

レーキをかけて、産業振興を抑制するかのよう

なことは避けていただきたいと思いますので、

ぜひ地域特性に応じた対応というのを機動的に

協議をしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 (2) 交通網について。 

 ①道路（地域高規格） 

 九州新幹線西九州ルートについては、明後日

の特別委員会の八江委員長の質問にお譲りした

いと思います。 

 道路について、1点お尋ねしたいと思います。

県央地域と県南地域を結ぶ道路について、これ

は県央地域から県南の島原半島、地域高規格島

原道路につながるところを申し上げております

けれども、国道57号の諫早市森山町の森山拡幅

と言われるところの結節点である諫早市の尾崎

交差点、それから諫早市の諫早外環状線、今、

工事をして、栗面から長野インターということ

でやっていますが、長い島原道路と諫早外環状

線を見た時に、長野インターから尾崎交差点ま

での約2キロメートルがどうもミッシングリン

クになっているのではないかという気がするん

ですけれども、その今後の見通しについて、お

示ししていただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 島原道路は、地域間

の交流と連携を図り、産業振興や地域活性化を

目指すうえで極めて重要な道路であり、これま

で、全体約50キロメートルのうちの約4割弱を

供用しており、現在、国で1工区、県で4工区の

整備を進めております。 

 一方、未着手区間のうち、ご質問のございま

した尾崎交差点から長野インター間の約2キロ

メートルについては、国において、平成21年度

までに現道の4車線化が図られており、当面、

ネットワークの一部として活用するものと考え

ております。 

－ 60 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第７日目（１２月３日） 

－ － 61 

 しかしながら、高速性や定時性の観点から、

当区間の将来のあり方について、今後、事業中

区間の進捗状況や未着手区間の動向なども注視

しながら、国と協議を行ってまいりたいと考え

ております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 今までの経緯の中で、

そのようになっているんでしょうけれども、諫

早の貝津の交差点で降りて、これが全部工事が

進めば、長野インターまでは高規格で行くんで

すよね。ところが、長野インターから尾崎交差

点までは一般国道に降りて、それを拡幅という

名目で事業はされていますけれども、その2キ

ロメートルの間に信号が8つあるわけでありま

して、また尾崎交差点からは、森山拡幅で国直

轄でやっていて、吾妻まで行っています。これ

はいずれ島原深江まで行くでしょうから、そう

いう意味では、まさにこの2キロメートルがす

ぽっと落ちている状況でして、特に、土木部長

は国から来られていますから、あそこの地域は

国直轄でありますから、ミッシングリンクとい

うのは、信号が8つもあるというのは、高規格、

この道路の意義が薄れますので、しっかりと国

に投げかけていただきたいと思います。 

 4、健康長寿について。 

 (1) 地域包括ケア。 

 ①フレイル対策。 

 日本老年医学会の5カ年計画には、まさにフ

レイル予防対策、認知症予防対策、在宅医療の

推進などが大きな柱で掲げてあります。 

 高齢者の状況を考えた時に、健康な状況から

少し虚弱、いわゆるフレイルな状態、さらには

要支援、要介護という段階があるわけでありま

すけれども、介護予防の観点から、虚弱対策、

いわゆる長崎県のフレイル対策について、取組

はいかがされているのか、お尋ねをしたいと思

います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 高齢者が住み慣

れた地域で暮らし続けるためには、健康づくり

や介護予防に取り組み、元気な高齢者を増やし、

虚弱にならない対策を進めていくことが重要で

あると考えております。 

 県としましては、高齢者の趣味活動や体操、

レクリエーションなどを行う通いの場が、高齢

者の生きがいづくりや介護予防に有効であり、

フレイル対策にも寄与するものと考えておりま

す。 

 このため、市町に対しましては、高齢者が歩

いて通える範囲で計画的に通いの場を創設する

よう働きかけるとともに、その立ち上げを支援

するためのアドバイザー派遣や認知症予防に効

果のある体操等を普及するサロンリーダーの養

成等を行っているところでございます。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、フレイ

ル対策については、さらに取組を強化していく

必要がありますことから、他県の先進事例等を

参考にしながら、必要な対策について検討を進

めてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 今、このフレイル対

策というのは、まさにオールジャパンの大きな

キーワードになっているのではないかなと思い

ます。エビデンスもしっかりとあるわけであり

まして、「筋肉貯金」、こういう言葉もあります。

お金の貯金も大事ですけれども、筋肉を貯金し

て虚弱にならない、フレイルを予防していこう

という、そのために歩いたり、走ったり、筋肉

トレーニングをやったりとかして、元気な高齢

者に頑張っていただくというような、ぜひ県と
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して、しっかり取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 ②認知症対策。 

 先ほど、部長からありましたけれども、認知

症対策ということでありました。今、長崎県は、

「長崎県版評価シート」というものをつくって、

各県内の市町に地域包括ケアが進んでいるかど

うかというのを自己評価させておりますが、そ

の中で、特に、医療、生活支援、見守り分野で

高齢者の認知症対策、その評価、それから県の

認知症対策に対する支援体制といったところを

お聞きしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 市町におきまし

ては、認知症の初期対応を担う認知症初期集中

支援チームや地域の医療機関等との連携などを

図る「認知症地域支援推進員」の配置が本年

5月末までに完了し、地域の支援体制の充実強

化を推進しております。 

 また、県では、二次医療圏に1カ所以上整備

することを目標としておりました「認知症疾患

医療センター」を本年10月末までに全ての二次

医療圏域において設置をし、認知症医療体制の

整備を進めているところでございます。 

 また、本年4月に、「長崎県認知症サポートセ

ンター」を設立し、認知症の人やその家族から

の相談に対応する窓口の設置や認知症介護従事

者に対する研修、若年性認知症支援コーディネ

ーターの配置等を実施しているところでござい

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 認知症疾患医療セン

ターが全ての県内の二次医療圏に整備をされた

ということであります。 

 それから、今言われました若年性の認知症が

潜在的にどれぐらい県内にいるのかどうかとい

うのも、国においてもデータがあるんでしょう

けれども、ここらあたりの実態調査を今後、県

としてやっていかれるのかどうか、お尋ねした

いと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 議員ご指摘のと

おり、本県における若年性認知症の実態調査が

必要であると考えておりまして、現在、県内の

全医療機関に対して、若年性認知症の人の数を

把握するための実態調査を実施しているところ

でございます。 

 今後、二次調査として、協力者に対し、生活

実態、ニーズや困りごと、各種制度の利用状況

等の具体的な調査を実施することとしておりま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大久保議員－25番。 

〇２５番(大久保潔重君) 終わります。（拍

手） 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

─ 午後 ２時３１分 休憩 ─ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 
〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君)（拍手）〔登壇〕 改革21、

佐世保市・北松浦郡選挙区選出、山田朋子でご

ざいます。 

 今期最後の質問と思いまして、6月定例会に

登壇させていただきましたが、再び登壇の機会

を得ることができました。本当に多くのこのよ

うな機会をいただきました同僚の議員の皆様、
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そして、何より県民の皆様に心から感謝を申し

上げ、今回のこの質問も県民生活の一助となる

べく、しっかりと政策提案をさせていただきた

いと思っております。 

 知事をはじめ、教育委員会教育長、部局長に

おかれましては、県民生活の向上のために、前

向きで、県民にやさしい答弁をいただきたいと

いうことをお願い申し上げ、質問させていただ

きたいと思います。 

 1、女性と子どもを守る取り組みについて。 

 (1) 出産を希望する方々への支援について。 

 ①不妊治療など出産を希望する方への支援に

関する県の考え方について。 

 県においては、平成31年度の重点戦略におい

て、人口減少対策を最重要課題として総力を結

集して取り組むとされ、具体的には、移住促進

対策、雇用の場の確保と若者の県内定着、結婚、

出産、子育て支援などを重点的に推進されると

しております。 

 人口の自然減に対しては、若い世代が希望ど

おりに結婚、妊娠、出産し、安心して子育てが

できる社会を実現することが必要であるという

ことは言うまでもなく、現在取り組んでいる結

婚・子育て支援など大事な取組であると認識を

しております。 

 私は、以前から、特定不妊治療への治療費助

成対象拡大など、出産を希望しながらも、なか

なか妊娠、出産につながらない方々への支援は、

人口減少に歯止めが必要な中で効果的な面もあ

ると考え、提案、要望を続けてきたところでご

ざいます。 

 現在、不妊に悩む夫婦の割合は5.5組に1組と

言われ、また、特定不妊治療による体外受精に

よって生まれる子どもの数は18人に1人と言わ

れております。 

 そういう中で、妊娠、出産を希望しながらも、

出産につながらない方々への支援を行うことが、

人口減少対策の面からも大変有効ではないかと

思っております。 

 このような支援に関し、知事の考えをお伺い

いたします。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 山田朋子議員の

ご質問にお答えいたします。 

 不妊治療など出産を希望する方の支援につい

てのお尋ねでございます。 

 近年、晩婚化を背景に、不妊に悩む夫婦が増

加し、生まれてくる子どもの18人に1人は体外

受精等の特定不妊治療によるなど、不妊治療に

よる出産は、既に特別なものではなくなってき

つつあります。 

 こうした中、県では、県立保健所に「不妊サ

ポートセンター」を設置し、不妊に関する相談

等に対応するほか、医療保険が適用されず高額

な医療費が必要となる特定不妊治療費について

助成を行うなど、不妊に悩む方々への支援を行

っているところであります。 

 これらの支援と併せて、県民の皆様方に不妊

を含めた妊娠、出産に関する正しい知識を持っ

ていただくことが大変重要であると認識してお

り、大学生など若い世代からの普及・啓発に力

を注いでまいりますとともに、安心して不妊治

療を受けられる環境づくりとして、仕事と不妊

治療の両立に対する企業の理解促進などに努め

てまいりたいと考えているところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今、知事の方からお話

がございました。不妊の定義、前回の質問の時
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にも申し上げましたが、今、不妊というのは、

以前は結婚して3年ぐらい、自然妊娠しなかっ

たら不妊と言われておりましたが、今は1年と

いうのが正しい認識ということでございます。 

 本県も、助成制度の対象者を見てみましても、

30代後半から助成制度を活用して不妊治療をさ

れている方が多くなっておりますので、まさに

今知事が言われたように、若い時からの妊娠、

出産、そういったことに対する普及・啓発をし

ていただくことは、当然ありがたく、お願いを

したいと思うところでございます。 

 それと併せて、両立支援の問題です。 

 不妊治療をしながら仕事をするということの

両立の困難ということで、ＮＰＯの調査であり

ました男女5,471人にアンケートをしたところ、

96％が「両立が難しい」という回答がありまし

た。調査の結果、「週に何度も通院するので退

職せざるを得なかった」とか、「職場で妊活か

仕事かどちらかを選べと上司に迫られたケース

もあった」ということであります。 

 その結果、調査では5人に1人が退職をしてい

たという大変厳しい状況がありますので、今、

知事は、「企業へ理解を求める」と言われまし

たが、具体的にどのようなことを考えていらっ

しゃるのかを教えていただければと思います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 不妊治療と仕

事の両立に悩みを抱える方々が多くなっている

中で、事業主や同僚である従業員の方々に不妊

治療に対する理解を深めていただくことは、安

心して不妊治療を受けられる環境をつくるうえ

で重要なことだと考えております。 

 事業者団体や賛同いただける企業等を訪問の

うえ、不妊治療に関する情報を提供し、そのた

めのリーフレットも作成し、不妊の知識、助成

制度の周知と併せて、就業環境整備を促進する

ことなどを考えているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) リーフレットも作成い

ただくということであります。ぜひ安心して治

療もしながら仕事もできるという環境整備のた

めに、各方面に働きかけをお願いしたいと思っ

ております。 

 財政状況が違う東京都でありますが、対象企

業、不妊治療との両立支援をしている企業に対

して30万円の奨励金を支給するという制度、ま

たは、テレワーク制度を治療中の方に活用して

いる企業に対して10万円を加算するというよう

な制度をつくっているところもございます。 

 当然ながら、本県と財政事情が大きく違うこ

とも理解をしておりますが、さまざま、長崎県

の少子化対策において、子どもがほしいと望ん

でいる方々に対して手厚く支援をしていただき

たいということを申し上げたいと思っておりま

す。 

 ②不育症支援について。 

 妊娠した喜びもつかの間、自然流産を繰り返

し、なかなか出産までたどり着かない場合を不

育症といいます。 

 不育症の原因はさまざまで、それを検査し、

治療や精神的サポートで流産を防ぐことができ

ます。 

 しかしながら、検査や治療に費用がかかりま

す。基本的な検査は保険適用ですが、さらに原

因を特定していくための検査の多くが保険適用

外となっています。また、治療の多くが保険適

用外であることから、経済的負担が大きくなっ

ています。 

 そこで、全国では、12都府県、政令市6市で

不育症治療への助成事業を行っています。本県
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においては、県に先んじて、島原市、南島原市、

大村市が助成事業を実施しています。 

 出産を希望する方々への支援として、県とし

て助成事業をするべきだと考えますが、ご見解

をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 議員ご指摘の

とおり、不育症の状況といいますのは、原因が

不明なものが多いと言われております。 

 現在、有効性、安全性等が確認されている一

部の治療は、議員ご指摘のとおり、ほとんどが

保険適用となっております。 

 また、そのほかについては原因不明で、先ほ

ど申し上げましたとおり、治療方法が確立され

ていないということでございますので、県の厳

しい財政状況も踏まえますと、治療費助成は困

難であると考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 原因が不明である、安

全性が確保できている検査は保険適用内だから

しなくていいという答弁だったかなと思います

が、では、どうしてほかの都府県、12都府県6政

令市で実施をしているのか。また、本県におい

ても、先ほど申し上げたように、島原市、南島

原市、大村市は取り組んでいらっしゃいます。 

 申し上げるまでもなく、個体差、個人差でそ

れぞれによって原因は違うというふうに思いま

す。だから、そういう整理の仕方では、私は納

得がいかないんですが、不育症というのは、な

かなか聞かない言葉と思いますが、不育症は、

場合によっては不妊で悩む方よりもきついかも

しれません。一度妊娠をして、おなかの中で育

たなくて、場合によっては、ある程度大きくな

って堕胎手術と同じようなことをして子どもを

おなかの中から出さないといけない、そういっ

た形で精神的に非常に負担の多い患者さんのこ

とを不育症の方と申しますが、そういった方々

に対して、保険適用の話がございましたが、若

い世代には、かなりの財政負担になっておりま

す。 

 もう一度、こども政策局長の答弁を求めたい

と思います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 他県とか県内

市町で助成事業が行われていることは、私も承

知いたしております。 

 ただ、県として、それを補助対象とするとい

う判断をするに当たっては、現在、例えば、不

妊治療に当たっての助成制度も、高額な医療費

が保険適用になっていないというようなことの

状況も踏まえて助成事業を行っているところで

ございまして、不育症に関しては、先ほど申し

上げましたとおり、現時点において確立された

治療法の部分においては保険適用があって、そ

の他についてはなかなか治療法が確立されてい

ないという状況でございますので、現時点にお

いては、治療費助成は困難であると考えており

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 繰り返し、治療法が確

定していない、原因もよくわからない、財政状

況が厳しいからしないというような答弁だと思

っておりますが、知事の今最大のミッションと

して、人口減少問題に歯止めをきかせるという

最大ミッションに取り組んでいただいていると

思っております。 

 ここは、子どもをほしいと望んでいる方々に

対して手厚い支援こそ、私は本当に必要と思っ

ております。確かに保険適用ですけれども、治

療内容によっては、数万円から数十万円するも
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のもあります。そういったものを選んで県内で

もこの治療を行っている方々が多くいらっしゃ

います。 

 今回は、はじめて、不育症支援ということで

提案をいたしましたので、今後、ぜひ、こうい

った方々の状況等も踏まえた上でしっかりと人

口減少対策、子育て支援、出産、妊娠、子育て

とずっと支援をしていくという長崎県の考え方

だったら、ここは手厚くするべきと私は思って

おりますので、今後とも、機会があれば、ずっ

と言い続けたいということを申し上げて、一旦

この問題は終わらせていただきたいと思ってお

ります。 

 (2) 出産を迎える方々への支援について。 

 ①産前産後ケアについて。 

 妊娠、出産で女性が不安や負担を感じるのは

産後2週未満がピークで、半数以上が体のトラ

ブルや疲れに不安を抱いていることが厚生労働

省の妊産婦のメンタルヘルスに特化した全国調

査で明らかになりました。 

 調査の中で、産後2週未満に不安を感じた人

が多く、心の不調が起きやすい傾向にあること

がうかがえます。先頃、妊産婦死亡原因1位が

自殺102名という衝撃的なニュースが飛び込ん

できました。内容を見てみると、約半数が35歳

以上で、65％が初産、無職世帯の女性も多いよ

うでした。 

 調査に関わった専門家らは、出産後、数週間

から数カ月に10％程度もの女性が経験するうつ

病、産後うつとの関係を指摘しており、母親の

産前産後の支援体制の充実が必要で、産後うつ

リスクの高い人を早期発見し、支援につなげる

ことが重要と見ています。 

 そのようなことから、私は、産婦健診の必要

性を強く感じております。子どもは3カ月、半

年、1歳半、3歳と公的健診がありますが、産婦

に関しては、出産後は自己責任的な風潮になっ

ています。心と体に大きな変調があると言われ

ているこの時期の健診は必要です。国の助成事

業があるにもかかわらず、現状で実施されてい

るのは長崎市のみとなっております。 

 次に、退院直後の母子に対しての心身のケア

や育児サポート等のきめ細かい支援を行う産後

ケア事業がありますが、こちらも実施自治体は、

長崎市、佐世保市、島原市、平戸市、西海市、

雲仙市、南島原市のみとなっております。 

 それぞれに産後の女性の心と体のケアに重要

で不可欠な事業だと私は思っておりますが、全

市町での展開がなっていない原因をどう分析し、

どのような事業展開をすべきと考えているのか、

お伺いいたします。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 産婦健診は、

先ほど議員ご指摘のとおり、産後うつの予防や

新生児への虐待予防等を図ることを目的として、

平成29年度から国庫補助事業として創設され、

そういう開始時期もありまして、現在、長崎市

が1市、実施している状況でございます。 

 また、産後ケア事業も、国庫補助事業として

創設されたのが平成26年度でございます。こち

らは、現在、長崎市をはじめ、7市が実施して

いるというご指摘のとおりでございます。 

 現在、事業を実施していない市町におきまし

ても、その多くが今現在、実施を検討中という

ことでございまして、財政面ですとか、母子の

受け入れに関する医療機関等との調整に課題が

ある中で、少しずつ広がっていっている状況だ

と認識しております。 

 私どもといたしましては、今後は、そういっ

た状況を市町と協議しながら、市町ごとに実施
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に向けた課題等の把握と対応策について検討を

進めていきたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 産婦健診は、平成29年

度からの事業であるということで、まだ事業を

開始して間もないので、まだまだほかの市町に

広がっていないということでありますが、今、

平成30年度でございます。春になると31年度に

なります。ぜひ、こちらの方、産婦、出産後の

母親は、病院でその後の体を診てもらうという

ことが本当にございません。ただ、大きな変調

を伴う時期であります。その一例として申し上

げますと、普段、女性が抱えているホルモンの

ストレスの量で言いますと、ホルモンが一番高

まっている時でマンションの20階建てぐらいの

高さだとすると、出産の時には、この高さがエ

ベレストの高さまでのぼっているというぐらい、

産後はホルモンの変化ですごく不安定な時期に

なります。そういったことから考えますと、と

にかく産婦健診を実施いただきたいということ

を強く申し上げたいと思っております。産後ケ

ア事業についても、当然ながら、もっともっと

拡大していただきたいと思っております。 

 今、部長は、「今後、課題等を各市町に確認

をする」と話されましたが、産後ケアの全国の

状態を見た時に、1,741自治体で回答を得た中

で、産後ケアを実施しているのは26％にしかす

ぎません。今後予定があるのが34.4％、一方、

実施予定がないところが28.6％もあります。 

 それは、予算の確保や人員の確保が難しいと

いう問題のようでありますので、こういったこ

とも踏まえて、国庫事業でありますけれど、市

町村負担の分がもしかしたら足かせなのかもし

れない。あと、マンパワー、そういうことがで

きる人が不足をしているのか、そういったこと

も含めてしっかりと市町と話していただいて、

この産前産後のうつに関わる問題をしっかりと

ケアいただきたいことを申し上げておきたいと

思います。 

 次に、養育支援訪問事業について、伺います。 

 この事業は、子育て経験者やヘルパーによる

育児・家事補助と、保健師、助産師などによる

専門的相談支援の2種類があります。 

 近年の晩婚化、晩産化、各家族化により、里

帰り出産や実家の親に来てもらってのサポート

が難しくなっています。 

 そのような中、現状では、産後ゆっくり体を

休めることなど到底できない状況にあるとの声

が寄せられました。 

 そこで、このような育児・家事援助が必要と

なってきているのですが、全自治体での実施に

は至っておりません。展開ができていない原因

をどう分析し、その後、どのように事業を展開

していくのか、お聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 養育支援訪問

事業につきましては、特に、必要と認められる

保護者等に対し、養育に関する相談・指導、そ

の他必要な支援を行うもので、育児・家事援助

と専門的相談支援を内容として実施しておりま

す。 

 このうち、育児・家事援助につきましては、

8市町において実施しておりますけれども、事

業を実施していない市町では、独自の支援事業

の実施でありますとか、民間事業者の利用、ま

た、事業による支援ニーズがないことなどが理

由であるというふうに伺っております。 

 この点は先ほどの産後健診等と異なっていて、

一定、市町の方では実施をしているし、ニーズ

に対応できているというふうな検討をされてお
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りますので、県としては、もう少しそこら辺の

状況を市町に確認してみたいと思っております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 8市町で実施をしてい

て、独自の事業をやっているところ、あと、民

間事業者でその事業を担ってもらっているとこ

ろ、3カ所目の答弁がよく聞こえなかったので、

再度お願いします。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 失礼いたしま

した。 

 事業による支援ニーズがないことなどが理由

であるということでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 「ニーズがない」とい

う言い切りでありましたが、確かに、地域によ

って、離島部とか、小さな基礎自治体であれば、

家族関係とかが、近所に親とか親戚がいたりと

いうところもあるかもしれませんが、潜在的ニ

ーズというのは必ずあると思っております。 

 私が伺った事例では、10月10日に出産をしま

した。第2子の出産なので、小学生の子どもが

います。通常、出産後は21日床上げといいまし

て、21日間、体を休めておかないといけないん

ですけれども、そういったこともままならず、

10月22日まで家事援助の支援を受けておりまし

た。そうすると、その支援を受けている間に30

分だけ眠ることができたとか、事細かに私も見

せていただいたんですけれども、そういった状

況があります。第1子に限らず、第2子、第3子

になると、上の子がいるので、そのお母さんの

負担というものは非常に大きいです。ニーズが

ないと言っている自治体に対して、本当にニー

ズがないのか、確認をいただきたいと思います。 

 この女性の一番難しい年代のケアというのを

しっかりしていただかないと、本県においても、

妊産婦の自殺みたいな事件が起きないとも言え

ないと私は思っております。ぜひこのあたりを

しっかりお願いしたいと思います。 

 (3) 妊娠に関し悩みを抱える方々への支援に

ついて。 

 ①妊娠ＳＯＳ相談窓口の配置について。 

 昨年、生まれたばかりの子ども4人をバケツ

に入れ、コンクリートで固めて遺棄した母親が

逮捕されるという事件が発生しました。 

 事件の背景には、母親が経済的理由で育てる

ことができないと判断し、犯罪を犯したもので

した。避妊に対する認識の甘さや、パートナー

に押し切られ望まない妊娠をしてしまうケース

も後を絶ちません。 

 そのような中、全国では、各県において、

「妊娠ＳＯＳ」という妊娠に特化した専用の相

談窓口を設置しています。一般的には、妊娠検

査薬で陽性反応が出る頃には妊娠2カ月を経過

しています。誰にも相談できずに悩んでいるう

ちに中絶をできる期間が過ぎ、最悪なケースと

しては、ひとり、自宅内外で出産をし、遺棄す

るという悲しいてんまつとなる場合も想像され

ます。 

 また、人工中絶は母体へのリスクも高く、将

来、妊娠を望む時に希望がかなわなくなる可能

性もあります。 

 妊娠に気づいて、すぐ相談できる体制整備が

必要だと強く思います。本県でも、専用ダイヤ

ルの設置をご検討いただきたいと考えますが、

ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 現在、妊娠の

問題に特化した県の相談窓口はありませんが、

県内8カ所の県立保健所に、妊娠の問題をはじ
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め、婦人科的疾患や更年期障害など、女性の健

康に関する相談に対応する「女性健康支援セン

ター」を設置しているところでございます。 

 しかしながら、本センターへの妊娠に関する

相談件数はわずかであるなど、まずは県民の皆

さんに本センターを知っていただくことが重要

だと考えておりますので、例えば児童・生徒を

対象とした健康教育事業や、市町の広報誌など

を通じてセンターの周知に努めるとともに、他

県の状況についても調査したいと考えておりま

す。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 女性の健康支援センタ

ーがあると、この間、担当課に私もお聞きいた

しました。私も大変勉強不足ですが、私もよく

存じ上げないような状況でございます。それを

考えた時に、県民の一般女性が知っているのか

という話に、そもそも論でなると私は思います。 

 そこで、「妊娠ＳＯＳ」と検索いただくと、

すぐに「妊娠ＳＯＳ」のネットワークで全国一

覧で相談箇所がホームページでばっと出るよう

になっています。長崎県だけ、このページ、直

接のところが一切ありません。 

 それを考えた時に、本当に悩んだ人は、特に

若い方の妊娠とか中絶が非常に多いです。若い

方はすぐネットで検索すると思いますけれども、

電話回線を一つ引いてもらうこと。保健所にか

けてもいいけれど、一から私は何の悩みで電話

をしているということから言わないといけなく

なるんですよ。そうすると、なかなかちゅうち

ょして話ができないけれど、「妊娠ＳＯＳ」に

特化している番号だったら、かけた瞬間、この

人は妊娠のことで悩んでいるんだなというのが

すぐわかるから、即対応ができると思いますし、

相談のハードルがすごく下がります。 

 他県においては、看護協会とか医療機関に委

託をしてお願いしているところもあるけれども、

お金をかけずにできることは、うちの保健所の

センターの中に電話を1本引いてもらうことだ

と私は思っております。 

 再度、もう少し前向きな答弁ができないのか

どうか、端的に答えてください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 他県の状況も

調査をさせていただきながら、検討させていた

だきたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) ぜひお願いします。平

成3年7月から平成13年3月まで、虐待死を受け

た子どもが全体で564人、ゼロ歳児が240人、

44％です。それも生後24時間以内に死亡した子

どもが94人もいます。こういった現状を考えた

時に、望まない妊娠というのが、子どもにとっ

ても、その母親にとっても決していい結果にな

らないので、本当にここは前向きに検討いただ

いて、相談窓口の設置をお願いしたいと思いま

す。 

 (4) 子どもの権利擁護について。 

 ①子どもの権利擁護に関する第三者機関の設

置について。 

 1989年、子どもの権利条約が第44回国連総会

において採択をされ、日本が批准してから22年

たった2016年5月27日、参議院本会議において、

「改正児童福祉法」が全会一致で可決、成立し

ました。 

 その中で、日本の子どもたちの育ちに関する

重要な法律である「改正児童福祉法」が子ども

の権利条約の精神と理念を掲げる法律となった

ことは、日本の子どもたちの権利の実現にとっ

て大きな前進となりました。 
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 昨年、国においては、国連から何度も求めら

れていた子どもの権利擁護の第三者機関を全国

に設置する方針を固め、現在、子どもの権利擁

護の仕組みが構築を検討されております。 

 ほかの自治体においては、1998年の兵庫県川

西市が全国で一番に第三者機関を設置し、その

後、30を超える自治体で設置されております。 

 本県においては、本年6月2日より、民間団体、

「子どもの権利オンブズパーソンながさき」が、

週3回、子どもの権利擁護のために活動を開始

いただいております。 

 長崎県として、第三者機関の設置に向けての

検討状況と民間との連携について、どのように

考えているのか、伺います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 本県では、子

どもの権利侵害を救済するため、児童相談所全

国共通ダイヤル「189（いちはやく）」や「子ど

も・家庭110番」など、相談内容に応じた各種

窓口を設置し、対応しているところであります。 

 議員ご指摘の第三者機関の設置につきまして

は、先ほど議員のお話にもありましたように、

県内には、医療、司法、教育、福祉などの専門

家が参画する民間の第三者機関が設立されまし

たので、積極的にこの周知を図るとともに、県

の相談機関との連携促進に努めてまいりたいと

考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 民間との連携促進に努

めていきたいという答弁だったかなと理解をい

たします。 

 この民間の取組状況でございますが、こちら

の「オンブズルーム」というところは、週3回、

開設しておりますが、相談件数が11月末現在ま

でで9ケース、小学生が3件、中学生が3件、高

校生が3件、延べ相談件数といたしましては、

76回、さまざまな子どもたちの悩みについて、

お話を聞いていただきました。 

 一番相談内容で多かったのが、家庭内暴力、

教師によるパワハラ、生徒同士の不和、不登校、

いじめなど生徒間トラブルに対する教師の不適

切な指導など、さまざまございます。 

 子どもが相談をするのに、子どもはなかなか

児童相談所には電話をしないと私は思っており

ます。 

 そこで、こういった機関の活動をしていただ

いていることは非常にありがたいと思っており

ます。国の方としても、各県の設置についても

う具体的に検討に入っておりますので、既存で

やられているところと連携をするということは

当然大事だと思っておりますし、ただ、こちら

が民間でやられておりますので、財政的な問題、

あと権限等の問題もございます。今後の長崎県

の子どもたちのために、子どもたちの権利擁護

のために、ぜひ、こういったところとしっかり

と取組を進めていただきたいと申し上げておき

ます。 

 今、この方々が現場で活動している中で、子

どもたちが話をしてくれるまで、すごく時間が

かかる。それと、話しやすい関係や空間をつく

る場所、相談員との関係が大事な要素となって

いる。そういったことで、人材の確保だったり、

場所、時間、一番は運営資金が必要だというふ

うに言われております。 

 6月2日から11月末現在で9ケースのご相談で

ありました。これは教育委員会にもお願いをし

たいと思っておりますが、こういった機関がで

きたことを県内の小中校生に、カードとかを作

成することからはじまるんですけれども、それ

も民間とお話をしていただくことでありますが、
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もうちょっと相談件数があってもよかったのか

なとちょっと私は思っております。 

 子どもたちがハードル低く相談しやすい環境

を、もっと全県的に広めてもらいたいと思いま

すが、教育委員会教育長、この件に関してのご

見解をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 子どもたち

がいじめやいろん悩みを持っている時に、やっ

ぱり相談のチャンネルというのは多い方がいい

と思います。県でも、教育センター等々、たく

さんの電話相談、それから、メール相談等の窓

口を持っておりますけれども、民間のそういう

相談機関とどんな連携ができるか、検討してい

きたいと思っています。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 公がやっていない相談

機関だと、子どもがちょっと相談しやすい部分

がもしかしたらあるかもしれません。今、教育

委員会教育長からすごくいい答弁をいただきま

した。連携をいただける、検討いただけるとい

うことでありますので、子どもたちのために数

多くのチャンネルで長崎県の子どもたちの安

心・安全を守っていただきたいと思います。 

 (5) 母子避難所について。 

 ①母子避難所の必要性と指定について。 

 福祉避難所の指定は県内でも完了しておりま

す。また、災害時の要援護者となる障害者、高

齢者の方々の名簿の作成、避難計画の作成等は、

整いつつあります。しかし、災害時に要援護者

と同様に災害弱者となり得る乳幼児を連れた母

親や妊婦に関しては、フォローがされておりま

せん。 

 集団で避難をしていると、子どもが泣いたら

迷惑になる、授乳の時に気を遣う、子どもを遊

ばせるところがない、感染症が怖いなどの理由

で、熊本地震の際、避難所を避けて屋外テント

や車で過ごす女性も少なくありませんでした。

そこで、熊本県助産師会が母子専用の避難所を

設置いたしました。 

 また、昨年7月の九州北部豪雨災害でも、朝

倉市に「災害母子支援センター」が設置され、

母子や女性の避難所、女性ボランティアの宿泊、

活動拠点、母子、女性、子どもの相談支援が行

われました。 

 仙台市においては、看護学校などと協定を結

び、災害時の母子のサポートを目的に、周産期

避難所を指定、開設訓練も実施されております。 

 東京都の文京区では、災害時に妊産婦と乳幼

児の命を守る施設として、妊産婦乳児救護所と

して区内の4つの大学と協定を結んでおります。 

 このように、他地域においては、今まで災害

弱者でありながら支援の手が届いていなかった

妊産婦、乳児に支援する体制が整備されており

ます。ぜひ本県でも母子避難所の整備を検討い

ただきたいと考えますが、ご見解をお聞かせく

ださい。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 乳幼児を抱える

母子の災害時の避難につきましては、国の「避

難所運営ガイドライン」において、一般の避難

所に専用の母子避難スペースの設置などを検討

するなど、女性や子どもに配慮した取組が求め

られております。 

 県内の市町におきましては、妊産婦や乳幼児

の避難に配慮すべき点をマニュアルで周知した

り、あるいは避難所にキッズルームの設置を検

討する動きもありますが、一般避難所の中で配

慮を要する母子が入所する専用の福祉避難所の

設置までは行われていない状況でございます。 

－ 71 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第７日目（１２月３日） 

－ － 72 

 ご紹介のありました朝倉市の事例は、福祉避

難所としての役割を担う一つの事例でございま

して、保育士や助産師などの市民グループが独

自に設置されたと認識しておりますが、設置に

当たっては、協力する団体あるいは施設、支援

のスタッフの確保などの課題もあると考えてお

ります。 

 今後、朝倉市をはじめ、先進自治体の事例も

参考にしながら、災害時における母子支援対策

についても、各市町と協議を行ってまいりたい

と考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) マニュアル上は一般の

避難所に母子等に配慮したスペースをつくるよ

うになっていると、確かにそうだと思います。 

 ただ、私が先ほど冒頭申し上げたように、さ

まざまな問題があります。おっしゃるように、

朝倉市はそうやってマンパワーの支援体制が整

ったからできた事例というふうには認識してお

りますが、熊本では助産師会が取組をされてお

りますし、文京区は災害時の万が一の時のため

にこういった協定を結んで準備をされておりま

す。各大学に備蓄もして準備をされております。 

 例えば、場所の問題等があると思います。看

護学校だったり、介護の学校だったり、病院の

産科の一部のスペースを災害時にだけお願いす

るとか、いろんな方法等がありますから、今ま

で配慮が必要だったけれど、本当にここに目が

向いていなかったと私は思っております。ぜひ

関係団体、助産師会の方々とか医師会の方々と

いろいろお話をいただいて、万が一の時の子ど

もや女性のため、産後すぐのお母さんがもしか

したら被災するかもしれません。出産間際のお

母さんが被災するかもしれません。いろんな問

題があると思っておりますので、ぜひ女性に、

どこの県もまだ積極的に対応しておりません。

福岡県の朝倉市の事例で、福岡県の防災大賞か

何かをこの事例はとられたようでございます。

熊本県、福岡県等は進んでいると思いますが、

全国的にはまだまだ進んでいないと思います。

ぜひ長崎県においても、この取組を前向きに検

討いただきたいと思いますけれども、関係団体

としっかり話して前向きに検討する意思がある

かどうか、そこだけ答えてください。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 議員からご紹介

がありました他県の事例も、我々としても承知

をしているところでございます。基本的に市町

が主体となって行う部分でございますので、そ

こはしっかりと市町と協議を行ってまいりたい

と考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 2、命を守る取り組み

について。 

 (1) 自殺防止対策について。 

 ①ハイリスク者への支援の現況について。 

 県内の自殺者数は、平成29年度警察統計によ

ると245人で、何らかの理由で県民が自ら命を

おとしております。また、年間300人前後の方

が自損行為による緊急搬送を受けています。 

 このことから考えると、自殺リスクの高い自

殺未遂者のケアに取り組むことは重要です。救

命救急センターに搬送された自殺未遂者など、

いわゆるハイリスク者に対する支援の現状はど

うなっているのか、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 救急病院に搬送

された自殺未遂者などのハイリスク者に対する

支援につきましては、昨年度策定しました「第

3期長崎県自殺総合対策5カ年計画」に、「自殺
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未遂者の再度の自殺企図を防ぐ」ことを基本施

策の一つとして掲げておりまして、関係機関や

団体と連携、協力して取り組んでおります。 

 そのうち、具体的な県の支援策につきまして

は、自殺未遂者支援対策強化モデル事業として、

長崎大学病院において、長崎市近郊の救急病院

に搬送された自殺未遂者や家族に対して、臨床

心理士を派遣し、抱えている問題に関するカウ

ンセリングや相談機関等へのつなぎを行うとと

もに、救急医療機関のスタッフや消防隊員等を

対象とした自殺未遂者への対応等について研修

を行っているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今、行っていただいて

いる事業は、長崎市のみが対象となっておりま

す。自損行為の搬送事例で言うと、長崎が110、

佐世保が90、県央が55であります。当然ながら、

各地域にこの制度を広めていただきたいという

こともお願いを申し上げておきたいと思います。 

 ②弁護士派遣について。 

 自殺未遂者への相談支援は、退院後、本人が

落ち着いた状態での時が望ましく、効果がある

と思います。また、落ち着いた後も、自ら進ん

ではなかなか相談に行かないケースもあるとお

聞きしております。 

 そういった中、広島県では、市と弁護士会と連

携し、本人の同意を得たうえで病院や自宅に弁

護士を無料で派遣する事業を実施しております。 

 本県では、弁護士会や司法書士会と連携して、

平成22年度より「多重債務者等の暮らしとここ

ろの相談事業」を実施していただきましたが、

平成27年度に終了。併せて、平成20年より「多

重債務者のメンタルヘルス無料相談事業」を実

施いただくも、平成29年度に終了しております。

このように、現状においては、弁護士等との連

携事業は行っておりません。 

 広島県のように、なかなか自ら相談に行かな

いハイリスクの方々に対して、こちらからの積

極的なアプローチが重要と考えますが、この広

島モデルを本県も導入するべき考えがないか、

お聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) ただいま議員か

らご指摘がございましたけれども、本県におき

ましては、経済、生活問題、あるいは勤務問題

を理由として、自殺者への効果的な対応を行う

ために、平成20年度から司法関係者と精神保健

福祉関係者による多重債務者等を対象とした相

談事業を実施したところでございます。そうい

う中で、それぞれの相互が連携した相談支援体

制ということが構築されております。 

 引き続き、弁護士会等も参加する長崎県自殺

対策連絡協議会等におきまして、自殺未遂者等、

ハイリスク者支援に係るニーズも把握するとと

もに、広島県の状況も参考にしながら、相談支

援体制の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 私は、自殺者を上回る

数の未遂者がいると、本当にこのことを調べて

みるまで思っておりませんでした。300人を超

える方が自損行為のうえ、緊急搬送されており

ます。非常にリスクが高い方が潜在的に多くい

らっしゃるということを考えますと、さまざま

な方法で、そういった方々が命をおとさないよ

うにされるために、この弁護士派遣も含めて前

向きに検討いただきたいということをお願い申

し上げます。 

 (2) がん患者への支援について。 

 ①妊よう性温存療法への支援について。 
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 「妊よう性」という言葉は余りなじみがない

と思いますが、子どもを授かるための力のこと

を言います。がんの治療によって、この妊よう

性の力を失うことがあります。妊よう性の温存

とは、病気の治療等によって将来の妊娠可能性

が消失しないように、生殖能力を温存するとい

う考え方です。 

 人口減少、少子・高齢化が進む本県において

は、さまざまな少子化対策が実施をされていま

す。そこで、私は、がんの治療後に子どもを授

かりたいと希望する方々への支援も必要だと感

じております。他県においては、この妊よう性

の温存療法に対し、助成を行っております。本

県においても、若いがん患者の生殖機能を温存

する治療に対しての支援ができないか、伺いま

す。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 妊よう性温存療

法につきましては、ただいま、議員からご説明

がありましたけれども、県内では、長崎大学病

院と民間病院の2機関でその治療が提供されて

いるところでございます。 

 県内には、39歳以下でがんにかかる方が年間

約450人おりまして、これらの患者にとっては、

将来、子どもを持つことへの希望をつなぐこと

ができる可能性があるものと認識しております

けれども、この治療法は、長崎大学病院におい

てははじまったばかりで、まだ研究段階という

ことで、県内の医療機関との連携も十分でない

とお聞きしております。 

 県といたしましては、補助制度の創設前に、

まずはがん診療連携拠点病院をはじめ、県内の

医療機関で妊よう性温存療法に関する情報を共

有し、受け入れ体制のネットワーク構築を進め

るとともに、医療従事者への研修あるいは対象

患者に対する情報提供や支援のあり方などにつ

いて、長崎大学病院など関係者と検討をしてま

いりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 長崎大学病院の方で、

いろいろとこの療法について、今からはじまる

ということでありますので、他県においては治

療が先行して行われておりますし、滋賀県にお

いては、医療費助成制度というものも取組をさ

れております。 

 長崎大学病院で、この治療がある程度確立を

した段階では、ぜひ助成制度というのもしっか

りとつくっていただきたいと思います。 

 これが、精子凍結とか、卵子、受精卵を凍結

するのに、精子凍結が2万円、卵子凍結が20万

から25万円かかります。カウンセリングを受け

るだけで1万円かかります。がん治療でお金が

かかるほかに、こういった追加の保険適用され

ない治療費がかかるのは、若い世代には相当大

きな負担になっておりますので、ぜひ前向きに

取組をいただきたいとお願い申し上げます。 

 ②アピアランスケアへの支援について。 

 アピアランスケアとは、抗がん剤をはじめと

する薬物療法の副作用による脱毛等の外見の変

化や、乳房の切除手術などの経験をした患者の

ストレスを軽減するためのケアのことを言いま

す。 

 治療の後に外見が変わってしまい、変わって

しまった自分の姿を見せたくないという思いか

ら、社会とのつながりや人間関係を避けるよう

になる患者さんも少なくないと聞いております。

そこで、今、このアピアランスケアに注目が集

まっております。 

 アピアランスケアを行うことによって、患者

さんが前向きに治療に臨むことが可能になり、
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日常生活を送ることが可能になったというお話

もお聞きいたしました。他県においては、がん

患者の社会復帰支援として、このアピアランス

ケアとしてウィッグの購入や乳房補正具の購入

費の助成を行っておりますが、本県でも同様の

取組ができないか、伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) がん治療に伴う

脱毛など、外見の変化への対策であるアピアラ

ンスケアにつきましては、今年の3月に策定さ

れた国の「第3期がん対策推進基本計画」に、

がん患者の生活の質の向上を図るための社会的

課題として、はじめて盛り込まれたものであり

ます。 

 現在、国においては、医療従事者を対象とし

たアピアランス支援研修を実施しており、県内

のがん診療連携拠点病院等の職員も受講してい

るところでございます。 

 県といたしましても、このアピアランスケア

への理解を深めるため、市民公開講座の開催や

医療従事者向けの研修会の開催等に対して支援

を行っているところでございます。 

 アピアランスケアは、がんの種類や進行度な

どにより多様であることから、一部の方を対象

とした助成ではなくて、全てのがん患者が外見

の変化に向きあい、自分らしく生活できるよう

に、患者サロン相談会、あるいはアピアランス

専門外来の開設など、がん診療連携拠点病院等

の取組を支援してまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今の答弁で、とりあえ

ずはお願いをしたいと思っておりますが、先々

は社会復帰支援ということで取り組んでいる県

もありますので、もっと取組を進めていただき

たいと思います。 

 ③就労支援・両立支援について。 

 がん患者は増加しており、100万人を超えて

きております。そのうち、3人に1人が就労可能

年齢で罹患しています。平成22年の厚生労働省

の調査によると、仕事を持ちながら、がん治療

のために通院している人は、あらゆる規模の企

業で32万5,000人もいます。この中で、がん患

者に対して行った調査では、がんの診断後、勤

務者の約34％が依願退職、解雇をされており、

自営業者の13％が廃業しているという結果が出

ています。 

 長崎県では、がん患者の就労支援・両立支援

のため、労働局と連携した支援を行っていらっ

しゃると聞いておりますが、その現状と今後の

取組について伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) がん患者の就労

支援につきましては、がん医療の中核を担う県

内の8つのがん診療連携拠点病院等に設置した

「がん相談支援センター」が窓口となり、関係

機関と連携を行っております。 

 就労支援につきましては、同センターがハロ

ーワークと連携して行っておりますが、特に、

平成28年にハローワーク長崎に「就労支援ナビ

ゲーター」が配置されてからは、患者の状況を

踏まえたきめ細やかな支援を行うことができる

ようになり、これまで53名の方が就労している

状況と聞いております。 

 来年度に向けまして、この就労支援ナビゲー

ターの増員など、就労支援体制の充実が図られ

るように県としても努力してまいりたいと考え

ております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今、長崎労働局との取

組も長崎大学病院だけとなっております。ぜひ
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この今の支援というのも県内の各地域に広げて

いただきたいということをお願い申し上げたい

と思います。 

 がん患者の労働力損失は、試算によりますと

1兆8,000億円とも言われております。私は、3分

の1の方が就労可能年齢で罹患しているがんに

対しての両立支援に対して、手厚い支援を行っ

ていただきたいと思っております。 

 そこで、土木部長にお伺いをしたいと思いま

す。 

 この企業への働きかけ、両立支援を企業へ協

力をお願いするところで、入札の際に、こうや

ってがんに限らず、さまざまな病気で両立支援

を行っている企業に対して、入札の加点でポイ

ントをつけることが検討できないのかどうか、

伺いたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 公共工事の入札参加

資格の主観的事項の評価には、地域貢献に係る

項目があり、誰もが働きやすい職場づくりの観

点についても評価しておりますが、がん患者に

ついては明確に定義されていないところでござ

います。 

 がん患者と言いましても、治療を終えた方も

含め、幅広いと思われますので、今後、関係部

局と県としての考え方について協議、検討する

必要があると考えているところです。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) がんのサバイバーと言

われる方も含めて、さまざま状況は異なります

が、3人に1人が罹患する時代、長生きをすれば

2人に1人ががんにかかる時代と言われている中

でございますので、ぜひ、がんに限らず、さま

ざまな病気、不妊治療等もそうですけれども、

両立支援をしている企業に対して加点をすると

いうことは、私は非常に意味があることだと思

っておりますので、前向きなご検討をいただき

たいと思います。 

 (3) 受動喫煙防止対策について。 

 ①保護者向けの喫煙の実態調査について。 

 受動喫煙とは、自分の意思に関係なく、周り

の人にたばこの煙を吸わせることを言い、赤ち

ゃんや子どものそばでたばこを吸うと、乳幼児

突然死症候群、中耳炎、気管支炎、肺炎、喘息

などの健康への悪影響があります。 

 2年前に厚生労働省が発表した、たばこに関

する報告書によると、肺がん、虚血性心疾患、

脳卒中で亡くなった人のうち、受動喫煙が原因

と見られるケースが推測で年間1万5,000人にも

上りました。 

 近年、問題視はされていますが、個人の問題

とされ、社会における対策が不十分で、一番影

響を受けやすいと言われる子どもたちは、環境

を自ら選ぶこともできず、健康リスクにさらさ

れています。 

 そこで、他県においては、保護者向けの喫煙

の実態調査を行い、子どもたちへの受動喫煙の

影響を調査しております。本県においても、同

様の調査を行い、子どもたちを受動喫煙の害か

ら守らなければならないと強く思っております。

ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 子どもの健

康のために、子どもを受動喫煙から守ることは

大変重要なことと考えております。 

 学校教育におきましては、体育科、保健体育

科を中心に、喫煙やたばこの煙がもたらす健康

への悪影響について、発達段階に応じて指導を

しているところでございます。 

 ご提案の保護者向けの喫煙の実態調査につい
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ては、保護者への啓発のきっかけとなる手段の

一つであると考えますが、市町教育委員会及び

学校、保護者の調査の必要性に関する共通理解

の醸成や、調査結果を踏まえた保護者への指導

のあり方などの課題が想定されることから、実

施することは現時点では非常に難しいと考えて

おります。 

 子どもの健康管理については、一義的には保

護者が責任を負うべきであると考えますが、一

方で、学校、家庭、地域が連携して取り組む必

要もあることから、全ての学校に組織されてい

る保護者や学校医、地域の代表者等からなる学

校保健委員会の活動などを通じて、喫煙に関す

る正しい知識やマナーの普及・啓発を図ってま

いりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 子どもの健康はもちろ

ん第一義的に保護者がすべきものであるという

のは認識しております。約半数の方が家庭でた

ばこを吸っていて、約9割近い家庭が子どもの

前でたばこを吸っているという状況もあります

ので、ぜひ、さまざまな機会を通して、保護者

向けにも喫煙が子どもに与える影響というもの

をしっかりと理解いただく取組をお願いしたい

と思いますし、他県においては実施をしている

このような調査も含めて、さらに検討いただき

たいと思います。 

 ②乳幼児健診での尿中コチニン測定について。 

 神奈川県海老名市においては、3歳6カ月健診

対象者に対し、家庭における喫煙状況調査と受

動喫煙に関する尿中コチニン測定を実施してお

ります。 

 たばこの煙はニコチンが含まれており、たば

こを吸うと体内でコチニンという物質に変わり

ます。コチニン測定により、どれだけたばこの

煙が体内に入ったかを示すことができます。 

 調査では、全体の約44％もの子どもからコチ

ニンが検出をされ、母親が喫煙している子ども

ほど受動喫煙をしていました。さらに、車内で

家族が喫煙をしている子どもは、顕著に受動喫

煙をしているという結果でした。 

 私は、子どもたちのさまざまな健診の際に、

このようなことを取り入れることによって、早

くから保護者に対して、子どもにどれだけ影響

が出ているかどうかをしっかりと理解してもら

うことが大事ではないかと考えますが、この件

に関しての見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 現在、尿中コ

チニンの測定は、国が示す乳幼児健康診査の項

目に含まれておらず、この検査を実施している

自治体は、議員からご紹介いただきました平成

20年度に検査を実施した海老名市の事例以外は

把握しておりません。 

 当該検査については、その検査結果の活用な

ど不明な点もあることから、今後、実施を検討

している自治体があるとお聞きしておりますの

で、その情報収集にまずは努めてまいりたいと

考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) ぜひお願いしたいと思

います。 

 (4) ♯7119救急安心センター事業について。 

 ①事業の必要性と実施について。 

 全国的に救急出動件数は年々増加傾向を示し

ています。平成18年度の524万回から平成28年

度は621万回となり、約19％の増加。救急車の

到着時間も、平成18年度の6.6分から平成28年

度は8.5分と29％も遅くなっています。 

 本県においても、緊急出動件数は、平成18年
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度の5万2,297回から平成28年度は6万5,863回と

約26％増加をし、到着時間も7.5分から8.9分と、

約19％も遅くなっています。全国的に住民が急

な病気やけがをした時に電話する119番の適正

利用が社会問題となっております。通報後、出

動してみたが、救急車の必要性が低い軽症患者

が全体の約半数、49％というデータもあります。 

 このような状況で、限られた地域の資源であ

ります救急車を有効活用し、緊急性の高い患者

に対して早く救急車が到着できるようにするの

は困難となっています。 

 本県においても、平成28年度の出動事例で、

長崎市四杖町の住民から、一般負傷により通報

があり出動。しかしながら、救急車が出払って

おり、到着まで69分も要した事例があります。

この事例では、命に関わることはありませんで

したが、状況によっては、こんなに時間を要し

てしまえば命に関わることも十分にあり得ると

危惧をしております。 

 本県においても、疾病別搬送人員を見てみる

と、平成29年度総数で6万1,062人、そのうち救

急車の搬送の必要性が低い軽症患者が2万806人

と、34.1％という状況にあります。併せて、出

動はしたが、搬送しなかった不搬送件数は

6,344回、そのうち緊急性がなかったのが1,429

回でした。 

 このような状況を受け、全国では、重症者を

発見・救護する本来の目的のために119番の利

用を促進し、不急の救急出動の抑制を目的に、

総務省消防庁が「♯7119緊急安心センター事

業」を開始し、全国に展開しています。 

 これは、住民が急な病気やけがをした際に、

救急車を呼ぶべきか、今すぐ病院を受診した方

がいいか悩んだ時に、医療従事者が24時間365

日電話相談を受け、適正なアドバイスをするこ

とを目的としたものです。導入した奈良県では、

平成21年から平成26年度を比較すると、緊急性

の通報以外の件数が約半数になったとの効果が

確実に出てきております。 

 ぜひ、本県でも導入すべきと考えますが、ご

見解をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) 危機管理監。 

〇危機管理監(豊永孝文君) お答えいたします。 

 救急車の出動に当たりましては、交通渋滞の

ほか、直近の消防署等の救急車が出動中である

ことにより、現場到着に時間がかかることがご

ざいます。 

 救急安心センターにつきましては、議員ご紹

介のとおり、住民の方が急病やけがの場合に、

病院に行くべきか、救急車を呼ぶべきかなどを

電話で相談する窓口で、現在、全国で9都府県

と4地域で実施されており、消防庁では、設置

により不急の救急出動が抑制されるとともに、

救急医療機関の受診の適正化、住民への安心感

の提供に効果があったと紹介しております。 

 しかし、その一方、併せて相談対応に当たる

医師や看護師の確保などに課題があるとしてい

るところでございます。 

 高齢化の進行などにより救急搬送件数は年々

増加しており、将来にわたって住民の安全・安

心を確保していくためには、救急車などの消防

資源の有効活用は必要なことであり、そのため

にセンターの設置は効果的な方法の一つである

と考えております。 

 県では、昨年11月、消防庁からアドバイザー

を招き、市町消防を対象とした説明会を開催し、

その後、意見交換等も行ってきたところでござ

いますけれども、引き続き、関係部局とともに、

将来の消防体制や救急需要の見通し、相談体制、

効果などをさらに検証しながら、市町消防や医
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療関係者の皆様と意見交換を進めてまいりたい

と考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 前向きなご検討をいた

だきたいと思います。導入県が10都府県4地域、

この「♯7119」以外で既に実施を独自の県で行

っているのが、山形県、栃木県、千葉県、香川

県です。県民の命を守るために、「♯7119緊急

安心センター事業」をぜひ実施いただくことを

お願い申し上げたいと思います。 

 質問の順番を入れ替えさせていただきたいと

思います。議長、お許しをいただきたいと思い

ます。 

 3、子どもたちの学びを応援する取組につい

て。 

 (1) ユニバーサルデザイン教育について。 

 ①色覚チョークの導入について。 

 色の見え方に違いがある児童生徒への配慮に

ついて伺います。 

 先天的に色の見え方が違う色覚障害、色弱、

赤、緑、茶が同じ色に見えたり、淡いピンクや

グレーが白に見えたりします。日本では男性の

5％、女性の0.2％の方がいると言われておりま

す。全国では300万人を超えていると言われて

おります。本県の児童生徒数は7月4日現在で

13万2,066人ですから、単純計算ではあります

が、おおよそ3,500人以上はそのような特性を

持つと推測をされます。 

 そこで、本日、皆様の机に配らせていただい

ております、これですけれども、（パネル掲

示）色覚チョーク、これが従来のチョークの見

え方であります。こちらのカラフルにしっかり

色が見えているのが色覚チョークと申します。 

 これは、長崎県内でも3,500人ぐらいの子ど

もたちが色覚に影響があると言われている中、

決してコストが高いわけでもなく、なお子ども

たちが見やすくなるということを考えて、今、

文部科学省でも、実は、赤、緑、青、茶など、

黒色系のチョークは見えにくいので避けるよう

に、白と黄色の2色のみを使うようにと求めて

います。 

 これによって、先に導入をしている千葉県の

松戸市の事例では、「以前より文字が明るくな

り、図形の輪郭がはっきりするようになった」、

教職員からは、「どんな色も近接に使えるよう

になった」と大変好評のようでありました。 

 このチョークの導入について、県として、ど

のように市町教育委員会に働きかける考えがあ

るのか、お聞かせいただきたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 各学校では、

色の見分けが困難な児童生徒がいることを前提

に、全ての教育活動を展開しております。 

 例えば、今、ご指摘がございましたが、黒板

を使用する際は、誰もが識別しやすい白と黄色

のチョークを主に使うことや、見やすい明るさ

となるような照明を工夫するような配慮をして

いるところでございます。 

 全ての児童生徒にとって学びやすい学習環境

の実現に向けては、各学校の実情に応じてさま

ざまな配慮が行われているところではあります

が、色覚チョークについては、改めて照会をさ

せていただきたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員－19番。 

〇１９番(山田朋子君) 照会をいただくという

ことであります。このチョークを製造している

企業は、日本で一番大切にしたい企業、日本理

化学工業株式会社、知的障害者が70％就労して

いるところです。こういったところの障害者雇

用にもつながりますので、ぜひ、このチョーク
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の導入を進めていただきたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

― 午後 ３時４７分 散会 ― 
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平成３０年１２月４日（火曜日） 

出 席 議 員（４３名） 

１番 宮 本 法 広 君

２番 麻 生   隆 君

４番 坂 本   浩 君
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９番 松 本 洋 介 君

１０番 ご う まなみ 君

１１番 大 場 博 文 君

１２番 山 口 経 正 君

１３番 山 本 由 夫 君

欠     番   

１６番 堀 江 ひとみ 君

１７番 川 崎 祥 司 君

１８番 深 堀   浩 君

１９番 山 田 朋 子 君

２０番 久 野   哲 君

２１番 山 本 啓 介 君

２２番 前 田 哲 也 君

２３番 外 間 雅 広 君

２４番 下 条ふみまさ 君

２５番 大久保 潔 重 君

２６番 中 島 浩 介 君

２７番 西 川 克 己 君

２８番 浅 田 眞澄美 君

２９番 中 村 和 弥 君

３０番 髙比良   元 君

３１番 山 田 博 司 君

３２番 渡 辺 敏 勝 君

３３番 吉 村 庄 二 君

３４番 瀬 川 光 之 君

３５番 坂 本 智 徳 君

３６番 橋 村 松太郎 君

３７番 徳 永 達 也 君

３８番 中 島  義 君

３９番 中 山   功 君

４０番 野 本 三 雄 君

４１番 小 林 克 敏 君

４２番 田 中 愛 国 君

４３番 三 好 德 明 君

４４番 八 江 利 春 君

４５番 宮 内 雪 夫 君

４６番 溝 口 芙美雄 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

欠 席 議 員（２名） 

３番 吉 村 正 寿 君

１４番 吉 村   洋 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 平 田   研 君

統 轄 監 濱 田 厚 史 君

総 務 部 長 古 川 敬 三 君

県 民 生 活 部 長 木 村 伸次郎 君

環 境 部 長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 沢 水 清 明 君

企 画 振 興 部 長 柿 本 敏 晶 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

土 木 部 長 岩 見 洋 一 君

農 林 部 長 中 村   功 君

水 産 部 長 坂 本 清 一 君

産 業 労 働 部 長 平 田 修 三 君

危 機 管 理 監 豊 永 孝 文 君

福 祉 保 健 部

こども政策局長
園 田 俊 輔 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君
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交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 廣 田 義 美 君

文化観光国際部政策監 田 代 秀 則 君

産業労働部政策監 下 田 芳 之 君

教 育 委 員 会

教 育 長
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 永 淵 勝 幸 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員 中 部 憲一郎 君

警 察 本 部 長 國 枝 治 男 君

監 査 事 務 局 長    亮 二 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任)
寺 田 勝 嘉 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 古 謝 玄 太 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

警察本部総務課長 杉 町   孝 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

総 務 課 長 高 見   浩 君

議 事 課 長 篠 原 みゆき 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 増 田 武 志 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議会派、大村市選出の小

林克敏でございます。 

 昨日から一般質問がはじまりまして、今日は、

2日目の一番バッターであります。 

 皆様方には、承りますと、今日は8時45分に

駐車場をバスに乗って出発をしていただいて、

今ご到着をいただいて、この会場は約300名の

傍聴席でございますが、本当に補助席を出して

いただくほど、たくさんの方々にお集まりをい

ただいております。本当にいつも、いつもなが

ら、こうして皆様方にお集まりをいただきます

ことは、大変うれしく、感謝にたえないところ

であります。 

 県議会がどういうものであるか、県議会がど

のような活動をしているのか、中村知事の顔が

こんな顔、副知事の顔がこんな顔、こういうよ

うな形で、ぜひ、皆さん方に県政を身近に感じ

ていただきたい。そういう願いのもと、毎回質

問をさせていただく時に、こうして皆様方にご

案内状を出しているわけであります。 

 今日も皆さん方は会費を出していただき、し

かも、県営バスを使って来ていただきました。

県営バスであります。 

 実は、皆さん方、大村市にできた県立・大村

市立一体型図書館の中の、あのバス停を県営バ

スでやってくださいと言っても、なかなかやっ

てくれないような雰囲気の中で、県営バスを使

っていいのかどうか、非常に迷うところであり

ますが、どうぞ、交通局長はよろしくお願いし

たいと思います。 

 1、平成31年度当初予算編成について。 

 ①長崎県の財政状況について。 

 私は、10月17日の予算決算委員会の総括質問
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に立ち、長崎県の財政は、決して良好とは言え

ないと。相変わらずの財源不足で、財政調整基

金、いわゆる預金も今のままで何も対策を打た

なければ、この預金ですらなくなってしまうと

いう大変な状態から抜け出すための、あらゆる

最善の努力がなされているのであります。 

 では、長崎県は、あの北海道の夕張市みたい

に赤字再建団体になってしまうのかというと、

その点は全く心配が要らないのであります。心

配が要らないほど、実は健全な財政運営をやっ

ていただいているのであります。 

 そこで、総務部長、最初からいきなりの質問

で申し訳ありませんが、現在の長崎県の県債残

高、いわゆる借金は幾らあって、しかし、その

借金は全部丸々が借金ではなくして、国から戻

ってくる、そのあたりの内容をお答え願いたい

と思います。 

 あとは対面演壇席に戻って質問を続けたいと

思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) お尋ねの県債残高で

ございますが、平成29年度末で約1兆2,341億円

となっているところでございます。このうち約

6割の7,500億円につきましては、交付税措置が

なされております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) ②平成31年度当初予算

の要求状況について。 

 ③財源不足の圧縮について。 

 ④財政構造改革のための総点検の加速化につ

いて。 

 ただいま、のっけから長崎県の借金は幾らあ

るんですかと、こういうような非常に言いにく

い話をやるところに、私の余りよくないところ

があるんでしょうけれども、しかし、今日は、

傍聴席にたくさんの皆さん方がいらっしゃいま

す。県民の皆様方が、長崎県の財政はどうなっ

ているのかということをよくわかっていただく

ためには、今の長崎県の県債残高、借金のそう

いう数字も、ある意味ではよく覚えていただけ

ればありがたいと思います。 

 ただ、1兆2,300億円という、この何といいま

すか、超天文学的な数字、これは決して中村知

事がつくった借金ではございません。長い間、

長い間、ずっとこういう状態の中に長崎県の財

政はあると思うわけであります。 

 では、1兆円というのがどれくらいの大きい

お金なのかと、こういうようなことをちょっと

調べてみたんです。我々は、1兆円というよう

な話を口に出しますけれども、1兆円というお

金がどれくらいの重さなのか、どれくらいの莫

大なお金なのかということを調べてみますと、

例えば、我々が毎日100万円使うとします。

我々が毎日100万円使って、その1兆円を使いき

るまで、果たして何年ぐらいかかるのかという

ことを計算してみますと、何と2,740年もかか

るわけです。1兆円を使いきるためには、毎日

100万円使って何年かかりますかと、何と2,740

年という数字が出てくるわけであります。 

 この1兆2,300億円に対して、では、今、長崎

県は毎日この利息だけで幾ら払っているのか、

総務部長、お答えをいただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 平成29年度の利子支

払額でございますが、約100億3,500万円でござ

いまして、これを1日当たりにいたしますと、

約2,750万円となるところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 今お話がありましたと

おり、この県債残高に対しての1日の利息は幾
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らぐらいになるかというと、約2,800万円です

か、これだけの利息がつく。そして、何と年間

に100億円ぐらいになると、こういうように承

ったわけであります。 

 そういう状況の中で、今、中村知事は、この

借金をしっかり受け止めながら、何としても長

崎県の元気を取り戻さなければいかんというこ

とでやっていただいているわけであります。 

 これは傍聴席の皆様方にもよくわかっていた

だきたいと思いますが、1兆2,000億円のうちの

7,000億円というのは、まさに国の交付税とし

て戻ってくるお金でありまして、実際的に

5,000億円が長崎県の財政と言われております。

しかしながら、現実に1兆2,300億円は存在をす

るわけでありますので、これだけの利息、これ

だけの借金払いをしなければならんということ

をよく考えていただきたいと思うのであります。 

 したがいまして、今、中村知事に、こういう

財政の厳しい中において、では、何もしないで

いいのかと言えば、決してそうじゃなくして、

世界遺産が2つ、長崎県にはあります。また、

これから国際空港をさらに拡充し、また、新幹

線もいずれフル規格で絶対やっていただきたい

ということ。また、観光客が長崎県に実によく

来ていただいているということ。その消費金額

をさらに高めていくこと。そして、さらに最終

的な極めつけは、なんといいましてもハウステ

ンボスに計画をされているところの、いわゆる

ＩＲの認定を絶対にいただかなければいけない。

そういうような取組を一生懸命やりながら、い

ろんなハンディを乗り越えて頑張っていただい

ているわけであります。 

 この大きな財政の厳しい中において、中村知

事は、このハンディを乗り越えて長崎県をどう

いうふうに導こうとされているのか、この決意

のほどをこの際お伺いしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 本県は、ご議論いただい

ておりますように、自主財源の割合が低く、自

由に使える財源が少ない中で、歳出面では県債

償還に係る公債費、職員の人件費、社会保障関

係費といったいわゆる義務的経費の割合が高く、

その他の政策的経費に回す財源が少ないという、

大変硬直的かつ脆弱な財政構造となっていると

ころであります。 

 こうした中、新幹線整備やＩＲ誘致の実現な

ど、大型プロジェクトを着実に進め、本県最大

の課題であります人口減少等の構造的な課題に

もしっかり対応してまいりますためには、一層

の事業の集中と選択を図っていくことが必要で

あろうと考えております。 

 また、財政構造そのものの改革にも取り組ん

でいく必要があるものと考えているところであ

ります。 

 こうした重点施策の推進と財政構造改革を両

立させるということは、大変難しい課題ではあ

りますけれども、将来を見据えた県の発展のた

めに全力を傾注してまいりたいと考えていると

ころであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) そういうような気持ち

の中で、今、中村知事の舵取りの中で、長崎県

は大きな目標を持ちながら、そして、いろいろ

なハンディがありますけれども、それを乗り越

えていこうとされている。ぜひひとつ中村知事

を先頭として、理事者の皆さん方には頑張って

いただくことをお願いをしておきたいと思いま

す。 

 では、次の質問に移ります。 

 2、長崎空港対策について。 
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 (1) 長崎空港24時間化の推進について。 

 最近の長崎空港を取り巻く環境は、昨年度、

平成29年度の利用客は、過去2番目に多い315万

人となっています。また、新規就航路線として、

国内線においては、この9月に長崎－成田線が

就航し、さらに国際線として、来年年明け早々

の1月19日、長崎－香港線が就航いたします。 

 この2つの路線は、何とＬＣＣ、いわゆる格

安航空会社によるもので、乗客確保についても

明るい展望が期待されているのであります。 

 考えてみますと、ご案内のとおり、長崎空港

は、昭和50年5月1日に開港し、あれから40年の

歳月が流れる中で、この空港の持つ優位性を強

調し、本県にとって最大の経済・産業基盤であ

りながら、残念ながら、この空港を真に活かし

きっていないのが現状であります。 

 とにかく世界初の本格的な海上空港として運

用時間を24時間化に延長し、国内線はもちろん

のこと、国際線も新規路線を拡充して交流人口

を増やし、地元大村市はもちろんのこと、長崎

県全体の活力につなげようと、今日まで声を大

にして叫んできたところであります。 

 これまでの議論の中で、24時間化運用延長は

何が問題で、なぜできないのか。その大きな理

由として、海外から長崎空港にお客さんが乗っ

て来ても、その飛行機に乗ってくれる帰りの長

崎からの乗客はほとんどいない。つまり国際線

のインとアウトのアンバランスが24時間化運用

延長の問題点として捉えられていたのでありま

す。 

 しかし、よくよく考えてみれば、海外の国際

線で24時間化運用を考えるより、国内線で考え

ることができないのか。例えば、深夜・早朝の

時間帯の運航について、東京・羽田方面など可

能性がないかと考えるのでありますが、まず、

国内線の拡大について、24時間化運用を実現す

る方向で航空会社と協議を行えないのか、お尋

ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 県におきまして

は、長崎空港の24時間化に向けまして、航空需

要を高めるため、既存路線における深夜・早朝

便の増便の設定や、現行の運用時間内と深夜・

早朝の時間帯を合わせた新たな定期航空路線の

開設が必要であると考えておりまして、議員ご

指摘のように、国内航空会社に対してもエアポ

ートセールスの活動を積極的に実施いたしてお

ります。 

 具体的には、例えば、国内路線におきまして

は、東京羽田発長崎行きの最終便は、19時台で

ありますが、これよりも遅い運航ダイヤの増便

設定や、航空機材の稼働を高めて、効率的に活

用したいという考えを持っております格安航空

会社（ＬＣＣ）等のニーズも踏まえまして、夜

間駐機の航空機の深夜・早朝の時間帯における

活用について、現在、航空会社と協議を行って

いるところでございます。 

 国内におきましても、羽田空港や関西国際空

港など、24時間運用の空港がありますことから、

このような空港との相互運航により、長崎空港

の24時間化の実現の可能性が高まるよう、引き

続き、誘致活動に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) ただいまの企画振興部

長のお話を聞いておりまして、24時間化の空港

について、我々は今まで海外路線だけを考えて

おったんです。だから、さっきも言ったように、

海外から長崎空港に仮に飛んできても、その帰

りに長崎の乗客が誰もいないと。インとアウト
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のいわゆるアンバランスが、こういう形の中で

はなかなか実現できないよねと。正直言って、

これだけの優位性のある長崎空港を、そのまま

一ローカル空港で終わらせてしまっておったわ

けです。 

 ところが、今もご答弁があったように、よく

よく考えてみると、何も海外路線だけで24時間

化を考えないでもいいではないか、国内線でや

ってみたらどうだと。こういう中からただいま

質問をし、今、企画振興部長は、そうやってひ

とつやってみようではないかと、それぞれの航

空会社に話してみようではないかと、こんなよ

うな前向きの答弁をいただいたわけです。 

 確かに、今お話があったように、東京から帰

る時の最終便は19時15分ですよ。これを例えば

21時、あるいはもっと遅くするとか、そういう

ことで仮に21時に東京の羽田を長崎空港に向か

って発つと夜中の11時に着きますよ。そして、

午前1時ぐらいにまた東京に戻って、午前3時ぐ

らいに東京に着く。こういうような形の中でや

っていけば、それをずっと積み重ねていけば、

まさに24時間化運用の、こういう形の中で運用

時間が延長されていくのではないかと、こう考

えるわけであります。 

 そういうことでぜひひとつやっていただきた

いと思いますが、国内線で24時間化を何とか勝

ち取ろうとするならば、どういう課題、どんな

問題があるのか、そこをお尋ねします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 長崎空港の運用

時間を延長するに際しましては、国においては、

航空保安業務に係る人員確保等を要することか

ら、費用対効果の面から所要の体制に見合う航

空需要の創出などが課題となってまいります。 

 具体的には、現行の運用時間、7時から22時

の時間外において、週4日以上運航する定期便

を3便程度確保することが求められるほか、航

空機の騒音問題等の環境面での地元との調整や、

空港ビル会社をはじめ、空港関係者との調整が

図られていることが必要とされております。 

 また、運用時間延長に合わせた二次交通対策

でありますとか、宿泊・滞在等の受け入れ対応

も重要でありまして、県としては、これらの課

題の解決に向けて「長崎空港24時間化推進委員

会」において、航空会社や空港関係者等のご意

見を伺いながら、協議、調整を行っているとこ

ろでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 今、横たわるいろいろ

な課題について、お話がありました。確かに、

そういう問題があろうかと思います。 

 私は、今、最大の課題は何かというと、週4

便以上、一月当たり3便程度の新規もしくは増

便ができるか、これが最大の課題ではないかと

思うんです。この増便や新規路線を引き受けて

くださる航空会社が果たしているか、いないか。

ここのところが一番の問題になってくると思い

ますが、どうですか、航空会社はいらっしゃる

と、そういうような感触はありますかどうか、

お尋ねをします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 現在、航空会社

等の働きかけを行っておりますけれども、大手

航空会社において、先ほどご指摘があったよう

な東京発の最終便の調整でありますとか、増便

でありますとか、あるいはＬＣＣ等におきまし

ては、今後、機材の増加等を予定しているとい

うふうな動きもあったりしておりますので、そ

ういったところの情報を得て、こちらから積極

的に働きかけを行って、現在、いろんな協議を
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させていただいているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 今、企画振興部長が、

私は、あなたにしては、これまでの答弁をずっ

と見ておりますと、今日は非常に前向きだと思

います。どっちかというと、石橋をたたいて渡

る方でありますけれども、何か感触を得ている

んじゃないですか。長崎空港は、やがて24時間

化になっていくのではないかと。こんなあなた

の前向きな答弁を受けて、私は非常に意を強く

いたしております。 

 要するに、これから長崎空港の24時間化、運

用時間を延長する。ただいま15時間であります

ので、これを24時間化に延長するということ。

2020年に東京オリンピック、あるいはパラリン

ピックの世界の大会があるわけです。当然のこ

とながら、地方にお客様がどんどんやって来る

ことも想像にかたくないと思うんです。 

 また、何といっても長崎県にとって2020年の

ハウステンボスのＩＲ、統合型リゾートの認定

をいただかなければいけない。九州の代表選手

として長崎県がその認定を受けるためにも、ど

うしてもこの空港を活用するというアクセスの

有利性を考えていけば、その辺のところでひと

つ勝負をしなければいけないと思います。こう

いう2020年という、とても大事なことでありま

す。 

 ただ、2020年というのは、まさに「長崎県総

合計画チャレンジ2020」の終了時期ではないか

と思うんです。 

 したがいまして、平成31年度ぐらいまでに国

に申請をして、平成32年度に認可をいただく。

国内線で24時間化を勝ち取れば、海外からの国

際線も24時間化をそのまま運用できるわけであ

りますので、これはひとつ平成32年度の、2020

年のこういう世界が動く時に、また、長崎県が

動く時に、24時間化の延長をぜひ勝ち取ってい

ただきたいと思いますけれども、その決意のほ

ど、そして、「やります」というようなお答え

をいただければ大変ありがたいと思うし、また、

傍聴席の皆様方も喜んで大村に帰れると、こう

いうことでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 議員ご指摘のと

おり、長崎空港の24時間化に向けましては、

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の世界遺産登録や、これからのＩＲの誘致等の

取組などをチャンスと捉えて、航空路線の誘致

活動を推進しているところでございます。 

 空港の運用時間の延長につきましては、航空

保安業務等に係る人員の増員と、それに伴う国

の予算の確保が必要となってまいりますことか

ら、まずは最短で2020年度において実現するこ

とを目標として、その目標を目指して、今年度

及び来年度のエアポートセールス活動をさらに

強化しながら、長崎空港の24時間化に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 部長、よくおっしゃっ

ていただきました。2020年を一つのめどとして、

その辺を目標にしながら、これからいろいろと

セールスをやっていくよと、航空会社を探して

いくよと。こういうことで平成32年度、そこを

一つの区切りとしておっしゃったということは、

先ほども言ったように私は非常に意を強くいた

しております。 

 中村知事にも、トップセールをばりばりやっ

ていただいて、やはり知事が行けば、相手が本

気度がよくわかるというんです。今度の香港線

だって、最終的な決め手は、やっぱり知事では
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ありませんか。 

 だから、そういう点からいって、企画振興部

長等理事者側で行く場合と、いざここ一番とい

う時には中村知事に動いていただいて、そして、

最終的な詰めをやっていただいて、ぜひ実現を

していただくことをお願いをして、空港の24時

化の実現を期待をして、この質問を終わりたい

と思います。 

 (2) 空港運営の民間委託について。 

 長崎空港は、ご承知のように、国管理の空港

であります。国が運営管理する空港であります。

そして、空港ビル自体は、長崎県や各自治体、

そして民間の第三セクター方式で長崎空港ビル

ディング株式会社が運営をしているのでありま

す。 

 国は、地域交通基盤の核となる空港を中心に、

交流人口を拡大させ、地域の活性化を図るため、

今、空港の経営改革に乗り出しているのであり

ます。 

 先ほども触れましたが、平成29年度の利用客

全体は、国内線で315万人と300万人を超えまし

たが、国際線に至っては、どのくらいの数字か、

ご存じですか。長崎空港のいわゆる国際線の利

用客は、1年で何と5万5,000人であります。 

 5万5,000人が大きいのか、小さいのか、この

状態を見ておりますと、例えば宮崎空港、余り

勢いがないと言われておりましたが、宮崎空港

は国際線では9万6,779人が利用しているんです

よ。お隣の佐賀空港はどうなっているかという

と14万9,449名。何で隣の佐賀県の佐賀空港が

約15万人近くあるんですか、長崎空港は5万

5,000人。鹿児島空港は28万6,000人、福岡空港

に至っては616万7,700人。 

 こういうような乗客数から見ても、九州には

8つの空港がありますけれども、長崎県の5万

5,000人は、残念ながら、断トツの最下位なの

であります。 

 そこで、国が管理する空港を民間の能力を活

かして、滑走路と旅客ターミナルビルを上下一

体化して、空港を運営する民間委託方式が進め

られているのであります。 

 民間委託の目的は、国内・国際航空路線を拡

充していくことであって、交流人口を増加させ、

地域の活性化につなげていくことであります。 

 ご承知のように、民間委託の第1号はどこで

あったかというと、あの2年と半年前の平成28

年7月、仙台空港は、東日本大震災から立ち上

がることに希望を託して民間委託に移行したで

はありませんか。 

 その結果、どうなったかというと、仙台空港

の利用客は、平成27年度の311万人から平成29

年度は344万人と過去最高となり、国際線にお

いても、民間委託前と比較して約75％の増加と

なっているわけであります。 

 このような状況を見ますと、長崎空港におい

ても、空港の民営化によって大きく変化する可

能性が高いと思いますが、県の考え方をお尋ね

したいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 空港の民間委託、

いわゆる空港コンセッションにつきましては、

ご指摘のように、仙台空港や高松空港など、他

の国管理空港で導入が進み、ご指摘のような効

果も生じておりますことから、本県においても、

情報収集等を行いながら、離島航空路線を抱え

る本県の状況を踏まえたうえでの空港コンセッ

ションの可能性を検討する必要があると考えて

おります。 

 そのため、県では、今年度、離島航空路線の

維持を前提としたうえで、離島3空港を含め、
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県内空港を活性化するための運営手法について

調査を行っているところであります。 

 この調査では、現行の運営体制と併せて、コ

ンセッション方式を含む運営手法など、複数の

運営形態を検討し、メリット、デメリットを比

較検証するほか、離島航空を維持するための空

港運営への地方自治体の関与、長崎空港ビルデ

ィング職員の雇用維持、長崎空港への新規航空

路線の誘致の効果等について、取りまとめをす

ることとしております。 

 県としては、このような調査を通して、空港

コンセッションを含め、今後の空港運営にどの

ような手法が有効であるのか、検討を行ってま

いりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 今のご答弁の中で、仮

に長崎空港を民営化するとした場合に、どうい

う問題が横たわっているかというと、なんとい

っても離島航空路線です。民営化すると、ＯＲＣ

を外してくれと言われたら困るわけです。これ

はたとえどうであったとしても、ＯＲＣは堅持

しなければいかんということは、当然、知事も、

皆さん方も、同じ考えだと思います 

 それから、上の空港ビルディングに約300名

を超える職員の方々がいらっしゃるんです。民

営化されると、この300名の職員の方々は、直

ちに解雇されてしまうのではないかというよう

な話が横たわっておりますけれども、それはよ

その事例を見ても、そんなことは断じてあり得

ない、こういうことです。 

 要は、商事部のお店をどういうふうにするか

と、こういうようなことになろうかと思うので

ありますが、私は、こういう今の状況から考え

てみて、こんなすばらしい長崎空港が海外路線

で5万5,000人ぐらいしか来ないような、そんな、

世界遺産は一体何だったのか、なぜ、このくら

いしか来ないのかと、こんなようなことを本気

になって真剣に考えてもらわなければいけない。 

 そのためにはやっぱり民営化をし、推進する

改革を我々は持たなくてはいかんのじゃないか

と思いますが、もう一度、その辺について企画

振興部長はどう考えていますか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 本県におきまし

ては、先ほどご指摘もありましたように、長崎

空港ビルディング株式会社が、離島航空路線を

運航するオリエンタルエアブリッジ（ＯＲＣ）

に対して出資等を行い、経営基盤の安定を図る

など、大きな役割を果たしているという特殊な

要因がございます。 

 また一方で、ＯＲＣについては、大手航空会

社から経営や運航に携わる人材派遣や新規路線

への進出、航空機材の整備、コードシェアなど

の面から、さまざまな支援をいただいていると

ころでございます。 

 そのため、今回の調査では、こうした本県特

有の事情でありますとか、空港ビルディング職

員の雇用の問題、それから、地元自治体や企業

の関与のあり方、そういったことも踏まえつつ、

離島航空路線の維持を前提とした空港コンセッ

ションの仕組みが構築できるのか、また、その

ような形態で事業者が受託するような可能性が

あるのか、そういった点を具体的な前提条件を

付しながら、十分に調査、検討を行っていくと

いうことを考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) いずれにしても、知事、

今、そういう調査を委託されております。つい

この間、そういう調査の会社が決定いたしまし

た。非常にすばらしい会社であります。本当に
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能力のある、世界に通用する会社であります。

しかも、その予算は幾らぐらいかというと、

700万円ぐらいか、あんまり大きくないんです

よ。2,000万円ぐらいの予算がかかるかと思っ

たら、そのくらいで、あの会社が引き受けて調

査をやっていただくわけであります。 

 今も企画振興部長から、るるお話があってお

りますように、今、この長崎空港は、確かに

ＯＲＣのために長崎空港ビルディング株式会社

は相当な尽力をいただいているということは、

これは私もよく承知をいたしておりますし、そ

のおかげで離島航空路線が、まさに健全たる姿

で、今こうして離島の足になっているわけです。

ここは非常に重いことであると私は考えており

ます。 

 しかし、これから民営化の方法を探る時に、

じゃ、ＯＲＣ、離島航空路線をその会社が必ず

残すように、また、300名の職員の方々も残す

ようにと、こういう条件を前提としてやっても

よろしいと、こうなった場合においては、立ち

はだかる問題は何もないではありませんか。 

 ここは中村知事が今までいろんな意味で決断

をされてまいりました。本当によくぞ決断をし

てまいられました。ぜひひとつこの長崎空港の

民営化については、知事の決断のもとにおいて、

長崎空港を再び長崎県の活力につなげることが

できるようにやっていただきたいと思いますけ

れども、この民営化に対する知事の基本的な姿

勢をお願いしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 長崎空港につきましては、

本県の航空ネットワークを形成する拠点施設で

ありまして、その機能を強化し、活用をさらに

高めて交流人口の拡大に結びつけていくという

ことは、極めて重要な視点であると考えており

ます。 

 そういったことから、現在、空港コンセッシ

ョン方式を含めて効果的な空港運営のあり方に

ついて検討を進めているところであります。 

 今回の検討に当たりましては、ご指摘をいた

だいておりますように、離島航空路線の維持確

保、あるいは空港ビルディング職員の雇用、地

元の関与など、さまざまな課題がありますので、

まずはそういった課題の解消がコンセッション

の中でできるのかどうか。さらには、本県での

空港コンセッション方式の導入が具体的にどの

ような形で地域の活性化に寄与できるのか。そ

ういったことをしっかりと念頭に置きながら調

査を進め、可能性があるとすれば、その次のス

テップに進んでいかなければならないと考えて

いるところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 知事がそういうご答弁

をし、そういうお話をされることは、よく理解

ができます。 

 ただ、私がぜひ知事にわかっていただきたい

ことは、民営化といいましても、今申し上げた

ように、九州には8つの空港があります。福岡

がまず手を挙げて、さあ次は熊本の番だと言わ

れておるわけです。そうすると、どのくらいの

空きがあるかというと、あと1空港ぐらいしか

ないと言われているわけであります。 

 そうしますと、もし、この時期を遅らせてし

まって、もし、仮に長崎空港が民営化をやろう

と、こうなった時に空きがないと、こんなよう

なことになっては、やっぱりいかがなものかと

考えております。また、知事だって、民営化す

ることによって、どのように大きな違いが出て

くるかということは、十二分にご承知いただい

ているものと確信をいたしております。 
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 ぜひ、今申し上げられたように、このすばら

しい調査の一つの結論が出た後に判断をすべき

ことだろうと思いますので、ぜひとも中村知事

の手によって長崎空港がある一定の期間のうち

に民営化されて、平成32年ぐらいに民営化して、

後はまたその時点で考えるというようなことで、

この空港を活かした長崎県づくり、そして、大

村づくりをお願いしたいと、こう考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いをしておきたい

と思います。 

 それでは、時間がありませんので、先に進み

ます。 

 3、外国人材の活用について。 

 外国人労働者の本県の受け入れについて、お

尋ねをしたいと思います。 

 現在、我が国の経済産業をはじめとして、あ

らゆる分野で人手不足が深刻化しています。 

 本県においても、人手不足の対策が喫緊の課

題となる中、外国人労働者の受け入れを深刻に

考えていかなければならない時期到来かと考え

るわけでありますが、まず、外国人労働者を受

け入れるについて、長崎県知事としての基本的

な姿勢をお尋ねしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 人口減少が進む中、県内

の各産業においては、担い手の確保が非常に大

きな課題となりつつあるところであります。 

 産業界におきましても、外国人材を積極的に

活用しようと検討されている方々が増えつつあ

ると理解をいたしているところであります。 

 また、国内市場が人口減少等に伴い縮小傾向

で推移する中、海外へのビジネス展開を検討す

る際に外国人材の活用によって構築される人的

なネットワークというのは大きな力になってく

るのではなかろうかと考えているところであり

ます。 

 現在、国においては、深刻なこうした状況に

対応するため、一定の専門性、技能を有し、即

戦力となる外国人材について、新たな在留資格

を設けることが議論されております。 

 国の動きを的確に捉えながら、地域経済の発

展のために、外国人材の活用促進に向けた各分

野の取組を県としてもしっかりとサポートして

いかなければならないと考えているところであ

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 今の基本姿勢について、

全くそのとおりだと、そういう考え方で承って

おります。 

 外国人労働者の受け入れを進めていくために

は、まず、本県に外国人労働者がどのような分

野で、何人ぐらい働かれているのか、現状をお

尋ねしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 長崎労働局

の発表によりますと、平成29年10月末時点の県

内における外国人労働者数は5,555名でござい

まして、就業している分野別では、製造業が

2,314名、卸売業・小売業が644名、宿泊業・飲

食サービス業が498名、農業・林業が464名、こ

ういった順になっております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 今、5,555名と、そし

て、それぞれの分野で働いている人数までご答

弁をいだたきました。 

 (1) 農業の就労支援について。 

 本県の、まさに基幹産業ともいうべき農業分

野において、現在、私のデータと、あなたが答

弁された数字が少し違うんだけれど、今、農林

部等で調べてみたら、あなたの言う数字よりち
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ょっと多い495人の外国人労働者が技能実習生

として就労されていると、こういうようなこと

であります。 

 農業分野では、さらに外国人の農業就労者が

必要とされているのか。農業現場は、あと何人

ぐらい必要とされているのか、不足しているの

か、その辺を農林部長にお尋ねをしたいと思い

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 昨年11月に県内の農

業者や農業法人を対象に外国人材の使用人数を

調査した結果、県全体で年間300人程度の要望

が寄せられているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 現在、495名として、

あと300名と、しかも、希望的な観測じゃなく

して、あくまでも調査をされたうえで、あと

300名ぐらいはほしいと。こういう要望がきて

いるということの根拠のある数字であります。 

 (2) 技能実習生の受け入れ課題について。 

 そうしますと、あと300人程度の方々につい

てだけれども、その新たに求めようとする300

名は、日本の農業をはじめてやるような技能実

習生ではなくして、過去3年間、日本において

就労した経験を持ち、日本語も話せて、そのう

え、日本の習慣や文化などをよく理解されてい

る、まさに国家戦略特区で受け入れを想定して

いた農家の人手不足を直ちにカバーできるとこ

ろの即戦力の外国人の就労者を求めているので

はないかと思いますが、いかがですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) ご指摘のとおり、現

在、法案審議中の出入国管理及び難民認定法に

基づく新たな在留資格でございます特定技能

1号においても、技能実習生ＯＢが想定されて

おります。 

 県としましても、その制度の活用を検討して

おりますので、引き続き、法案の内容について

情報収集を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) この300名の技能実習

生のＯＢの方々、これは本当に即戦力になろう

かと思います。言葉の心配も要らない。日本の

慣習とか文化とか、そういうことも十分ご理解

をいただき、何といっても農業が素人ではない

と、こういうところに大きなメリットがあると

思うんですね。 

 このある程度ハードルの高い方々300名を、

どういう形で確保されようとしているのか。何

年計画ぐらいで、どういう受け入れをやろうと

しているのか、その点についてお尋ねをいたし

たいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 現段階での要望状況

を考慮しますと、技能実習生ＯＢの確保につい

ては、事業開始時に50人、以降、半年ごとに50

人ずつ増やし、4年目には300人まで増やす計画

といたしております。 

 また、本県では、ベトナム国立農業大学と、

これまで5回にわたって協議を重ね、常時連絡

を取りあうなど、双方の信頼関係を構築してお

り、外国人材のうち200人程度を同大学のルー

トで受け入れることが可能と考えているところ

でございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 300名のうちの200名を

ベトナムからと。しかも、ベトナム国立農業大

学から、この200名を送っていただけるという

ような約束ができているんだと、これは非常に

心強いと思います。この信頼関係は、これから

－ 93 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第８日目（１２月４日） 

－ － 94 

もずっと続けていかなければいけないのではな

いかと思います。 

 そうしますと、これから新たに農業支援外国

人材という非常にありがたい人材を300名も本

県に入れる以上、長崎県としても黙って見てお

くわけにはいかないと思うんです。いわゆる受

け入れの手続とか、あるいはＪＡ、あるいは農

家等に派遣する手だての株式会社をこの際設立

して万全を期するべきではないかと考えますが、

設立に向けて何か具体的な行動をおとりになっ

ていますか、お尋ねします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 県の出資団体、人材

派遣会社、県内関係者の共同出資による「農業

サービス事業体」を設立したいと考えておりま

す。 

 現在、人材派遣会社等と組織や資本金、運営

方法等について調整中でございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 農林部長、いまの答弁

ではよくわからなかった。今、調整をしている

というような話ですね。もう少しわかりやすく、

相手のあることだから、あんまりいろいろ中身

については言われないけれども、まず、つくる

んですね。いつ、つくるんですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 設立につきましては、

労働者派遣法の許可に3カ月程度を要すること

になっております。 

 私どもとしては、農家の繁忙期の来年5月ま

でには派遣を可能としますよう、来年1月から

2月の設立をめどに取り組んでまいりたいと考

えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 農林部長、要するに、

来年の5月、いわゆる農業は、5月、12月がとて

も忙しいと。わけても5月は忙しいんだと。そ

こに間に合うように300名を入れたいと。だか

ら、受け入れるための会社を間に合うような形

でつくるとした場合において、これからあなた

方がしなければいけないことは何かというと、

例えば、4月1日から法律が変わるかもしれない。

そうすると、当然のことながら、ベトナムの大

学に行って長崎県に来ていただく方々、例えば、

ベトナムから200名、その200名の方々の最初の

50名ときちんと面接をやって、そして、しっか

り人物を見て、長崎県の農業のためになってい

ただけるというような、そういう方々を入れな

ければいけないわけです。 

 だから、正直に言って、それに間に合うよう

な形、来年の5月という形で考えていけば、そ

う月日がたくさんあるわけではないと思うんで

す。 

 そういう点から考えていけば、年が明けたら

直ちにそういう会社を起こし、諸般の手続を取

って万全を期するべきと。こういうような考え

方が成り立つんじゃないかと思いますが、面接

にベトナムに行って人材を確保してくる。そう

いう点からいけば、年明け早々でもこの会社は

設立をしなければいけないと、こういうような

ことになると思いますが、確認ですが、いかが

ですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 議員ご指摘のとおり

でございまして、私どもとしても、早急に会社

を立ち上げて派遣が可能になる、この法案がし

っかりと審議されて通って、要綱、要領が整っ

た段階で、すぐに対応させていただけるように、

5月をめどに派遣するとなれば、おっしゃると

おり、その前に大学と協議を進めるための設立
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について早急に取り組んでまいりたいと思って

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 農林部長、なんかごち

ゃごちゃ言っとるな。何ば答弁しよるかわから

んじゃないか。もうはっきりしとるじゃないか。

面接をしなければいけない時期、そして5月に

間に合うような時期、こう考えていけば、何と

いうことないじゃないか。だから、「議員ご指

摘のとおり」と、こう言うならば、もうちょっ

と格好よくしゃべってくれよ、ごちゃごちゃ、

ごちゃごちゃ言わんちゃ。要するに、「小林議

員の言うとおりだ」と、このくらいのことを言

ってみたらどうですか、あなた。最近、眼鏡を

かけ出して、よく似合うと思っておったら、も

うちょっときちっとそういうところは言わんと

ですね。 

 まあ、私は、内容がよくわかっているから、

これ以上のことは言わないんだけれども、もう

ちょっとあなた、しっかり言ってもらわんと、

ちょっとやる気はならんぞ。 

 そういうことを申し上げて、知事、今、農林

部長からお話があったとおり、ベトナム国立農

業大学から200名の即戦力の方々を送っていた

だけると。これが大体そういう流れになってい

るということなんです。そこに農林部の300名

という数字が現実のものとなってきているわけ

ですよ。 

 私は、個人的にはベトナム国立農業大学をよ

く知っていますけれども、あの建国の父のホ

ー・チ・ミンが、ベトナムにおいて3つの大学

をつくったわけです。その3つの大学の中の一

つが今回のベトナム国立農業大学、ここと大き

なパイプができているわけだから、そういう点

から考えていけば、これは中村知事、大変お忙

しい中、恐縮だけれども、やっぱりベトナム国

立農業大学に行って、その関係が今後とも友好

的に信頼関係が深まっていくように、そして、

農業の支援も、いろんな人材の支援も、この際、

中村知事のお人柄でベトナム国立農業大学とき

ちんとした関係をおつくりになるべきだと。ぜ

ひひとつ知事には立ち上がって行っていただき

たい、おでましいただきたいというのが大学側

のお気持ちじゃないかと思いますが、知事、行

く気はありますか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) ベトナム国立農業大学の

関係者がご来県された折には、私も直接お会い

し、情報交換をさせていただき、交流を深めさ

せていただいてきたところでありまして、こう

いう形で信頼関係が構築され、これからの人材

派遣についても、お互いの信頼関係のもとでス

ムーズに進んでいくということは、大変ありが

たいことであると考えているところであります。 

 機会をいただいて、ぜひベトナム国立農業大

学にもお邪魔をさせていただこうと考えている

ところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 時間が迫っております

ので、警察本部長にお尋ねしたいと思います。 

 外国人就労者において、新聞紙上でも、失踪

だとか、いろんな事件が起こっているというこ

と。外国人労働者として人手不足のところの長

崎県を救ってもらうとか、あるいは手助けして

もらうということは大変ありがたいが、しかし、

また、反対に治安が大丈夫かという声があるこ

とも事実であります。 

 今、長崎県において、こういう犯罪的な、ま

さに取り締まるべきお立場の警察本部長として、

外国人就労者の事件がどのくらいあっているの
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か、どれくらい検挙されているのか、どれくら

いの人数になっているのかとか、そういうよう

なことを教えていただければ大変ありがたいと

思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

〇警察本部長(國枝治男君) 在日外国人犯罪に

ついてのお尋ねです。 

 全国の情勢については、検挙件数、検挙人員

ともに、ピーク時から半減しており、近年は横

ばいで推移しております。 

 本県においても、検挙人員で見ますと、平成

28年は26人、平成29年は21人でありました。た

だし、本年は、議員のご指摘にもありましたが、

国際クルーズ船から逃亡した中国人の検挙など

もありまして、10月末現在、暫定ではあります

が、39人と増加しております。 

 来日外国人犯罪の特徴といたしましては、組

織的に犯罪が敢行される傾向が認められます。

国籍別、あるいは地域別に組織化されるほか、

暴力団と結託する例も見られているところであ

ります。 

 県警察といたしましては、引き続き、国際捜

査力及び組織犯罪捜査力を強化することはもち

ろん、県当局、自治体、さらに入国管理局、税

関、海上保安部等の関係機関と連携を行い、犯

罪の未然防止に取り組んでまいる所存でありま

す。 

 他方、国際的な交流が拡大される中、本県に

来県され、滞在される外国人の方の安全を確保

することも、これもまた本県警察の重要な責務

と考えております。 

 本日の小林議員のご指摘を踏まえまして、引

き続き、交番等における外国語対応力の強化、

技能実習生や留学生への防犯や交通安全に関す

る講話の実施等々を行い、安全・安心な長崎県

の実現を目指してまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) ただいま、非常にわか

りやすい警察本部長からのご答弁がありました。 

 かねてから、外国人のみならず、地域の治安

の安全のためにいろいろとご尽力をいただいて

いるところであります。ぜひ、今後とも引き続

き、よろしくお願いをいたしたいと思うわけで

あります。 

 4、県内就職促進について。 

 (1) 若者定着課の設置について。 

 本県における人口減少は、大変深刻でありま

す。人口減少には、自然減と社会減があります

が、社会減の大半を占めているのが、何と若者

の県外流出であり、その8割が15歳から24歳の

県外流出であります。 

 知事も、機会あるごとに、人口減少を何とか

食い止めるという意気込みをよく耳にするとこ

ろでありますが、そして、本年から産業労働部

に、ずばり若者定着課を新たに設置されたので

あります。まさに知事が感じられる危機感が強

く伝わってくるのであります。 

 そこで、知事にお尋ねをいたします。 

 本年度において、若者定着課を設置された、

その知事の思いというのは、どういう気持ちか。

また、これからどういう方針で若者の県外流出

を止めていこうと考えておられるのか、お尋ね

をいたしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 本県の最大の課題は、他

県より先に進行する人口減少でありまして、と

りわけ進学や就職を機に、若年層の県外流出傾

向が続いているということが非常に大きな課題

になっているわけであります。 

 こうした課題について、強力に施策を推進し、
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成果に結びつける体制を強化したいと考え、今

年4月、産業労働部内に「若者定着課」を設置

し、高校生、大学生の県内定着促進、そしてま

た、産業人材の育成を一体的に推進することと

したところであります。 

 こうした若者の県外流出を防いでまいります

ためには、一人ひとりの生徒、学生に、県内企

業の情報や本県の暮らしやすさ等をしっかりと

提供していくことが重要でありますことから、

保護者、大学、高校等の学校関係者、そしてま

た、市町の職員等も巻き込みながら、全県を挙

げた取組を推進してまいりたいと考えていると

ころであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 時間がないので急ぎま

す。 

 次に、高校生の県内就職率について、お尋ね

をいたします。 

 他県における高校生の県内就職率を見ますと、

トップは愛知県の95.9％が筆頭です。富山県、

北海道、滋賀県、石川県など90％以上のところ

もあり、高校生の県内就職率の全国平均は

81.1％となっております。 

 一方、我々の住む九州では、意外なことに、

トップの福岡県でも全国で見れば26位、なんと

平均にも満たない79.5％なのであります。以下、

九州では大分県が73.9％、沖縄県でも70.6％、

そして、長崎県は九州の第4位、全国41位の

61.6％。念のため、熊本県は60.9％、佐賀県

58.4％、宮崎県56.8％、鹿児島県56.8％、軒並

み40位台であります。 

 そうした中で、本県においては、高校生の県

内就職率を平成26年度の数値から5年間で8％上

げることを目指し、平成31年度卒業生で65％と

いう目標を立てています。この目標を達成する

ためにどのように取り組むのか、お尋ねをいた

します。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) まず、来春

卒業する現在の高校3年生の状況も、先般、長

崎労働局から発表がありまして、非常に厳しい

状況で、なかなか難しい状況にございます。 

 このため、今年につきましては、これまでに

採用予定数を充足できていない企業に対しまし

て、改めて高校に対して求人を行うように働き

かけますとともに、高校に対しましても、未内

定者への適切な進路指導を依頼するなど、きめ

細かな未内定者対策を行っているところでござ

います。 

 また、次年度以降の卒業生対策としましては、

引き続き、合同企業面談会とか説明会、企業見

学会等により、企業の魅力を直接伝えるととも

に、生徒への影響が強い保護者に対しましても、

県内企業の魅力や県内就職のメリットなどを発

信するなど、働きかけを強化したいと考えてお

ります。 

 あわせて、県内企業に対しましても、福利厚

生、待遇などの勤務条件の改善や、入社後に個

人の成長を促す社内制度の充実、生徒の興味を

惹くＰＲ方法の習得など、採用力の向上を図り

まして、生徒の皆さんに選ばれる企業となるよ

うに支援してまいります。 

 最終目標の達成に向けて、今後とも、このよ

うな多方面にわたる取組を進めてまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 小林議員－41番。 

〇４１番(小林克敏君) 県外進学者対策であり

ますが、平成30年3月卒業の県内高校生は約1万

2,700人ですが、このうち、就職した生徒は約

3,800人で全体の30％、大学や専門学校等に進

学する人が約8,700人で全体の68％。さらに一
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番大事なことは、高校生の県外転出を見てみま

すと、就職で約1,500名、進学で5,000名となっ

ております。進学による転出が就職による転出

の3倍以上にもなっているという新しい発見で

す。 

 こういう状態を考えた時に、このいわゆる学

校に行く人たちを…。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午前１１時１５分 再開 ― 
〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君)（拍手）〔登壇〕 皆様、こ

んにちは。 

 自由民主党、雲仙市選出の宅島寿一でござい

ます。 

 本日は、長崎県の看護連盟の皆様、また、小

浜の方から婦人部の方々、本当にありがとうご

ざいます。 

 48歳、宅島寿一、全力で質問をさせていただ

きます。（笑声） 

 今回、一般質問の貴重な機会をいただきまし

た会派の皆様方に心から感謝を申し上げます。 

 また、本県経済の浮揚や県民生活の向上、地

域活性化など、幅広く質問をさせていただきま

す。 

 中村知事をはじめ、関係部局長各位の適切な

ご答弁をお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして質問に入らせて

いただきます。 

 1、スマート行政について。 

 (1) ペーパーレス化に向けた取り組みについ

て。 

 近年においては、技術の発達により、労働環

境が大きく変化をしております。今回は、働き

方改革の一つでもありますペーパーレス化につ

いて、質問をいたします。 

 行政の仕事は、文書に始まり文書に終わると

言われております。文書は、一度に大量のデー

タを見ることができるという良い点もあります

が、プリントの経費がかかったり、さらに保存、

保管に場所をとられるといった課題もあります。 

 県においては、新庁舎移転において、執務室

に保管する文書量を削減するため、平成25年度

から、不要な文書の削減に取り組まれていると

お聞きをしております。 

 そこで、この5年間で具体的にどのような取

組を実施し、その結果、経費削減がどの程度行

われたのかをお尋ねいたします。 

 (2) 人材・予算・時間の捻出と有効活用につ

いて。 

 ペーパーレス化の取組について、沖縄県や本

県の壱岐市においては、既に議会資料を電子フ

ァイルで配付されております。膨大な議会資料

を電子ファイルで提供していただければ、ペー

パーレス化推進に貢献できるのではないかと、

日ごろから考えているところであります。 

 財政状況も非常に厳しい中にあり、今後も予

算や人的資源が限られることが想定される中、

ペーパーレス化も含めたＩＣＴ（情報通信技

術）の積極的な利活用などにより財源を生み出

すとともに、業務の効率化も含め人材予算、時

間を捻出し、そしてそれを有効に活用していた

だきたいと考えます。 

 そこで、県庁舎移転に伴いオフィス環境も変
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化している中、そういった観点も念頭に置いた

ＩＣＴのさらなる利活用について、今後どのよ

うに取り組んでいこうと考えているのか、お尋

ねいたします。 

 2、人口減少対策について。 

 (1) 市町との連携について。 

 本県の人口は、昭和35年の176万人をピーク

に減少し続け、平成27年の国勢調査においては

140万人を切ったところであり、今年の10月1日

現在の人口は約133万9,000人となっております。 

 このまま推移いたしますと、さらに人口減少

が進み、2045年には98万人まで減少するという

推計がなされております。 

 ここ10年を見てみますと、平成20年に144万

人だった人口が、平成30年では134万人と約10

万人減少しております。毎年約1万人が減少し

ているわけであります。 

 本県の将来を見据えた時、人口減少への対応

は決して避けて通ることのできない喫緊の最重

要課題であると考えます。 

 こうした中、中村知事におかれましては、地

方創生の動きを的確に捉え、「長崎県長期人口

ビジョン」と、これを踏まえた「長崎県まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定され、社会

減、自然減の抑制に向けた具体的な数値目標を

掲げられ、国の交付金等も活用しながら各種施

策を積極的に取り組んでこられています。 

 人口減少は、離島・半島を多く抱える本県に

とって大きな問題であり、人口減少に歯止めを

かけることはたやすいことではありませんが、

県民の皆様の総力を結集して取り組まなければ

ならない最重要課題であると認識をしておりま

す。 

 現在、部局横断的な観点から、これまでの政

策に横串を刺して見直し、必要な政策について

は点から線へ、そして線から面へと拡げていく

取組がはじまっております。 

 この人口減少対策については、県における取

組のみならず、市町と連携した取組が不可欠と

考えますが、次年度は、市町とどのような連携

事業を考えているのかをお尋ねいたします。 

 (2) 空き家活用対策について。 

 国は、「まち・ひと・しごと創生基本方針

2018」において、東京、埼玉、千葉、神奈川の

東京圏域から地方へのＵＩターンによる創業や

就職の促進を強化し、6年間で6万人の地方移住

を実現する取組を発表されました。 

 こうした背景には、人口の東京一極集中は、

住宅価格の高騰や通勤時間の長さ、保育サービ

スや高齢者介護サービスにおける多数の待機者

など生活環境面で多くの問題が生じており、東

京一極集中の是正は国を挙げて取り組むべき課

題とされております。 

 本県においては、平成28年から全ての市町と

共同運営されている「長崎移住サポートセンタ

ー」を核として、市町が、移住者の立場に立っ

たきめ細やかな相談対応などに積極的に取り組

んでおります。 

 ここ数年の移住者数は順調に伸びてきており

ます。しかしながら、賃貸住宅が少ない離島・

半島地域においては、特に、住宅の確保に非常

に苦労されているとお聞きしております。都市

部から多くの方々が地方に移り住むということ

で、明らかに住宅が不足するということが予測

されます。加えて、移住者に限ったことではな

く、地域住民や若年層への住宅問題にも関連し

てまいります。 

 離島・半島地域には多くの空き家が点在し、

年々増加しておりますが、なかなか活用が進ん

でおりません。なぜ空き家の活用が進んでいな
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いのか、どのような課題があるのかをお尋ねい

たします。 

 3、離島・半島地域の振興について。 

 (1) 外国人観光客の誘客について。 

 現在、交流人口の拡大につながる取組として、

とりわけインバウンドの受入れ拡大については、

2020年までに訪日客数を4,000万人まで拡大し

ていく目標のもと、各都道府県においても誘客

対策が進められているところであります。 

 このような中、本県におきましては、来年

1月から、待望の新たな国際定期航空路線とし

て格安航空会社、ＬＣＣである香港エクスプレ

ス社による長崎－香港線が就航することとなり

ました。 

 香港の人口は約740万人、また、香港と橋で

連結されているマカオや中国広東省の沿海部の

主要都市まで含めると約3,700万人の地域と長

崎県を直行便でつなぐ、大変喜ばしい路線とな

るわけであります。 

 香港からの訪日客数は、近年急激に増加して

おり、平成29年には約200万人が訪日されてお

ります。長崎－香港線の就航により、香港路線

を活用したインバウンドを県内の各地域に広く

誘客することが重要であると考えておりますが、

今後どのような誘客施策を展開していこうとさ

れているのか、お尋ねいたします。 

 (2) 旅館・ホテルにおける人材確保対策につ

いて。 

 長崎県の平成29年の観光統計によりますと、

観光客延べ数が約3,357万人と、クルーズ客の

増加などによって過去最高を記録したところで

ありますが、一方で、観光消費額がより大きい

延べ宿泊者数は660万人と、世界遺産登録効果

によって好調であった平成27年の700万人には

至っておらず、今後のさらなる宿泊客の増加が

期待されるところであります。 

 一方で、観光客をお迎えする旅館・ホテルで

は、従業員が不足しているとのご意見をよく耳

にいたします。 

 県においては、宿泊施設の正社員数を、平成

26年の4,800人から、平成32年には6,000人まで

増加させるといった目標を立てておられ、平成

29年の途中評価においては、目標の5,400人に

対し実績は4,400人と、約1,000人、目標に届い

ていないのが現状であります。 

 今後の観光客や観光消費額の拡大を見据えた

場合、従業員の確保も重要であると考えますが、

一度お越しいただいた観光客の皆様にリピータ

ーになっていただくという観点では、既に働い

ている従業員の方のスキルアップが特に重要で

はないかと考えているところであります。 

 そこで、県では、旅館・ホテルの従業員のス

キルアップについて、どのように取り組んでい

こうとされているのか、お尋ねをいたします。 

 4、産業振興について。 

 (1) 企業誘致の推進について。 

 本県の経済は、緩やかな回復を続けており、

有効求人倍率は1.2倍台で推移し、特に、新規

求人倍率は17カ月連続で1.6倍以上という状況

にあります。 

 しかしながら、人口減少、若者の流出は、個

人消費の減少など地域経済、地域活力の低下に

つながるものであり、本県経済を成長、発展さ

せていくためには、産業振興は必要不可欠なも

のであります。 

 県は、「総合計画チャレンジ2020」において、

「力強い産業を創造する長崎県」を基本理念に

掲げ、たくましい経済と良質な雇用を創出する

ため、中小・小規模事業者の競争力強化や、新

分野進出支援などに取り組まれております。 
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 中でも企業誘致につきましては、知事を先頭

に精力的に取り組まれ、着実に成果を上げてい

るものと認識をしております。 

 先月公表された「県政世論調査」においても、

「企業誘致等による良質な働く場所の創出を強

化してもらいたい」というのが一番手に上がっ

ており、私も、企業誘致は本県経済の活性化に

重要な役割を果たすものと考えております。 

 県の総合計画における企業誘致の目標に対す

る実績はどのようになっているのか、また、今

後、どのような取組を行っていくのか、お尋ね

をいたします。 

 (2) サービス産業の振興について。 

 先に公表された平成27年度の長崎県県民経済

計算によると、第3次産業、いわゆるサービス

産業の状況は、県内総生産額4兆3,822億円のう

ち3兆2,024億円で全体の73.1％を占めており、

農林業等の第1次産業の2.9％、製造業等の第2

次産業の23.7％と比較しても非常に大きな割合

となっております。また、全就業者数の66万

9,000人のうち、サービス産業は48万8,000人で

約72.9％を占めております。本県の基盤ともい

える産業であります。 

 そういう意味から、地域経済を支えるサービ

ス産業の振興もまた、企業誘致とともに本県経

済の活性化、雇用の維持拡大を図るうえで重要

だと考えております。 

 県では、県民所得向上対策の中で、宿泊業を

はじめとするサービス産業について、県内純生

産額140億円の増加を目標に掲げ、県外需要の

獲得、新サービス創出等に取り組んでおられま

す。 

 私は、この産業は多種多様な業種で構成され

ているところから、その支援に対しては、本県

の強みや成長性などを考慮する必要もあると考

えております。 

 今後、県として、どのようにサービス産業の

振興を図っていこうとされているのか、お尋ね

をいたします。 

 5、農林水産業の振興について。 

 (1) スマート農業の推進について。 

 長崎県の平成28年度の農業産出額は1,582億

円、平成21年度から7年連続で増加し、中でも

野菜、イモ類の産出額は、平成21年度の498億

円から642億円となり、農業産出額の増加を牽

引しているところであります。 

 しかしながら、担い手の減少や高齢化の進行

等により労働力が不足しており、栽培面積の減

少とともに園芸産地の縮小が危惧されていると

ころであります。 

 他産業では、ロボット技術やＩＣＴなどを活

用し、これらの技術革新が競争力の強化にもつ

ながっているところから、農業分野においても、

こうした最新技術を活用したスマート農業の先

進的な取組を進めていく必要があると考えます。 

 先月中旬、雲仙市吾妻町のキク農家、千々石

町のミニトマト農家を訪ねました。生産者の圃

場を視察いたしましたところ、それぞれパソコ

ンでハウス内の環境を把握し、炭酸ガス等の環

境制御技術を駆使し、収量、品質の向上に成果

を上げられ、農業所得の向上に結びついておら

れました。 

 キク生産者の方は3名、ミニトマトの生産者

の方は8名をそれぞれ雇用し、経営規模拡大を

図るなど地域の雇用の場となっており、また、

お二人ともそれぞれ3名の研修生の受け入れを

されている状況をお聞きしました。 

 このような経営をモデルとして、今後の農業

の進むべき方向として、ぜひ普及していかなけ

ればならないと感じたところであります。 
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 そこで、施設園芸における環境制御技術導入

のこれまでの成果と、今後の取組について、お

尋ねいたします。 

 (2) スマート水産業の推進について。 

 水産業につきましては、本県の平成28年の産

出額は974億円であり、10年前と比較すると海

面漁業が15％減少し644億円でありましたが、

海面養殖業では、養殖クロマグロの生産拡大等

により17％増加し330億円となっております。 

 水産業においても、農業と同じく担い手不足

等の問題を抱えております。水産業の収益性を

改善するためには、漁船漁業においては漁場探

索を効率化することが重要であり、養殖業では

養殖魚の情報を必要な時にリアルタイムで把握

し、的確な対応を伝えるようにすることが必要

と考えます。 

 そこで、水産業においてもＩＣＴの積極的な

活用を進めるべきと考えておりますが、こうし

たスマート水産業に関する現在までの成果と今

後の取組について、お尋ねをいたします。 

 6、災害対策について。 

 (1) 被災者用住宅の確保対策について。 

 近年、我が国においては、東日本大震災や熊

本地震、西日本豪雨、九州北部豪雨など住宅に

被害を及ぼす自然災害が頻発しており、被災者

の住まいの確保は、災害対策としても欠かせな

いものとなっております。 

 災害発生後、自治体は、被災して住宅をなく

された方々へ応急仮設住宅をできるだけ早く提

供することが重要な責務となっておりますが、

仮設住宅を建設する場合は、どんなに早くても

数カ月程度かかるのではないでしょうか。 

 そこで、災害後、迅速に住まいの確保ができ

るように、県ではどのような対策を考えている

のか、お尋ねいたします。 

 以上で、本壇からの質問を終わり、答弁によ

りましては、対面演壇席にて再質問をさせてい

ただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 宅島議員のご質

問にお答えいたします。 

 人口減少対策について、市町とどのような連

携事業を考えているのかとのお尋ねでございま

す。 

 人口減少対策につきましては、市町と連携し

て取り組むことが重要であり、これまでも、

「移住サポートセンター」を核とした移住対策

や「有人国境離島法」を活用した雇用拡充事業

など、県と市町が一体となって推進してきたと

ころであります。 

 こうした中、市町にはそれぞれ異なった地域

特性や課題がありますことから、今年度、県の

関係職員で構成する「市町人口減少対策支援チ

ーム」を市町ごとに編成し、市町との意見交換

により問題意識を共有し、共通課題や各地域の

実情に応じた事業の構築に共に知恵を出しあい

ながら取り組んできたところであります。 

 来年度に向けては、地場産業の振興と移住対

策を組み合わせた雇用拡充に対する支援、地域

住民主体の集落維持・活性化に向けた取組の促

進、職縁結婚の活性化に向けた企業間交流の仕

組みの構築など、国の有利な財源の活用も含め、

県・市町連携した事業の検討を進めているとこ

ろであります。 

 併せて、市町支援チームにおいて協議を重ね

る中で、「地域おこし協力隊」の配置や相談窓

口体制の充実による移住対策の強化、乗合タク

シー実証実験による集落対策などの市町独自の

取組も新たに検討が進んでいるところでありま

す。 
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 今後とも、市町と危機意識を共有しながら、

具体的な成果に結びつけることができるよう、

人口減少対策に全力を注いでまいりたいと考え

ております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、各部局長

からお答えをさせていただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) スマート行政につい

て、2点お答えをさせていただきます。 

 まず、ペーパーレス化の取組の実績について

でございます。 

 新庁舎におきましては、オープンフロアにな

ることに伴い執務室の文書収納量が半減をする

ことから、公文書のペーパーレス化を推進する

こととし、「電子決裁システムの利用促進及び

コピー用紙使用量の節減」に取り組んできたと

ころでございます。 

 電子決裁につきましては、職員がより利用し

やすいようにシステムの改善等を図り、平成25

年度に2万3,443件であったものが、平成29年度

には8万3,630件と約3.6倍となっているところ

でございます。 

 また、コピー用紙使用量の節減につきまして

は、各課に節減目標を設定させますとともに、

プリント前に複合機に個人ＩＤを入力する仕組

みの導入とか、両面コピー、裏紙利用の徹底な

どを行い、本庁と各振興局のコピー用紙購入量

の合計で、平成25年度に6,631万枚であったも

のが、平成29年度には5,226万枚と約2割の削減

を達成しているところでございます。 

 これにより、コピー用紙代と複写サービス料

金を合わせて、平成29年度は平成25年度に比べ

まして約3,100万円の経費の節減を図ることが

できたところでございます。引き続き、電子決

裁の利用等を推進し、ペーパーレス化を進めて

まいります。 

 次に、ＩＣＴのさらなる利活用についてのお

尋ねでございます。 

 限られた人的資源や財源、時間を捻出するた

めには、議員ご指摘のとおり、ＩＣＴの積極的

な活用が重要であると認識をしておりまして、

本県では、これまでも電子決裁の推進のほか、

テレビ会議システム、モバイルワーク用のノー

トパソコンの導入などＩＣＴの活用に力を注い

でまいりました。 

 さらに、新庁舎移転後は、庁内の全フロアを

無線化して、パソコンを持ち込んだ打ち合わせ

をできるようにしたほか、職員のパソコンや外部

からも会議へ参加できる新テレビ会議システム

の導入、職員間のテレビ電話機能を持つＳｋｙｐｅ

（スカイプ）の導入などの取組を進め、旅費の

縮減や業務時間の削減につなげてきたところで

ございます。 

 今後も、こうして生み出した資源を政策の立

案や施策事業に振り向け、その効果をさらに高

めていけるよう、ＡＩやＲＰＡなどＩＣ機器の

利活用について、さらに推進してまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 私から、2点お答え

いたします。 

 まず、空き家が多くあるのに、なぜ活用が進

まないのかとのお尋ねですが、本県の空き家は、

平成25年に総務省が行った最新の住宅・土地統

計調査によりますと10万1,000戸あり、このう

ち賃貸用や売却用として活用する予定のない空

き家は5万3,000戸に上り、いずれの割合も全国

平均を上回って、特に、離島・半島地域では高

くなっております。 

 空き家活用が進まない課題として、人口減少
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により増え続ける空き家について、所有者のリ

フォームに要する費用負担があること、また、

利用する側への十分な情報提供が行われていな

いことなどがあると考えております。 

 次に、災害後、迅速に住まいの確保ができる

ように、県ではどのような対策を考えているか

とのお尋ねでございますが、本県では、災害直

後に市町と連携して公営住宅の空き住戸を応急

仮設住宅として活用することを想定しておりま

す。 

 また、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会

連合会との協定に基づき、民間賃貸住宅の空き

住宅を応急仮設住宅として活用する体制を整え

ております。 

 実際に熊本地震において、熊本県内での被災

者の方に、県営住宅の空き住戸27戸を応急仮設

住宅として提供したり、民間賃貸住宅1戸を応

急仮設住宅として活用した事例がございます。 

〇副議長(徳永達也君) 文化観光国際部政策

監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 私から

は、長崎－香港線を活用した誘客施策について、

お答えをいたします。 

 個人旅行の形態が主流で、食や癒し、体験な

ど、特定の目的を持って何度も訪日する香港か

らの観光客に対しましては、香港エクスプレス

社とも協働いたしまして、フェイスブックやイ

ンスタグラムなどのＳＮＳにより、本県の魅力

を紹介する写真や動画を発信しているところで

ございます。 

 また、本県観光地の認知度の向上を図るため

に、現地でのラッピングバスの運行や、香港エ

クスプレスの機内誌への本県特集記事の掲載を

行っているところでもございます。 

 さらに、香港からの送客に影響力がある主要

なエージェントとの連携を強化するとともに、

集客が見込める広東省などに対しましても積極

的なＰＲを展開して、観光客の誘致を図ってま

いります。 

 一方、県内におきましても、市町や観光関係

者などと一体となった「おもてなし」により、

本路線を利用する観光客の満足度を高め、何度

も本県を訪れていただけるように努めてまいり

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 私からは、

旅館・ホテルの人材育成の取組について、お答

えいたします。 

 平成27年度から、ホテルスタッフのスキルア

ップを目的とした「長崎コンシェルジュ事業」

により、観光客の方々のさまざまな要望や相談

に応えることや、本県ならではの価値や魅力を

伝えることができる観光人材の育成に取り組ん

でいるところであります。 

 一方、宿泊施設における人材不足は深刻な状

況にあり、また、新卒者が早期離職する傾向も

強いことから、来年度に向けては、県内の高校

生が明確なジョブイメージを持って観光関連産

業に就職し、将来にわたって活躍できるよう、

具体的な事業の検討を進めております。 

 このような取組を通じて観光産業を支える人

材の確保、育成に力を注ぎ、質の高いサービス

の提供によってリピーターの獲得につなげ、観

光消費の拡大を図ってまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 産業労働部長。 

○産業労働部長(平田修三君) 企業誘致の推進

につきまして、総合計画における実績と、今後

どのように取り組んでいくのかというお尋ねで

ございます。 
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 企業誘致につきましては、良質な雇用の創出

を目指して積極的な誘致活動に取り組み、これ

まで自動車関連企業や保険会社、ＢＰＯサービ

ス企業などの誘致を行ってまいりました。 

 総合計画におきましては、平成28年度から平

成32年度までの雇用計画数の目標として2,700

人に対して、現時点で26社を誘致し2,300人の

雇用を創出いたしております。 

 今後はさらに、自動車等の制御を行う組み込

みソフト開発や、金融ＩＴ部門、製造業の研究

開発部門、さらにはロボット、ＩｏＴや航空機

関連といった、今後成長が見込まれる分野の企

業誘致に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 さらにまた、既に立地をいただいております

企業の事業拡大に向けた支援も重要であると考

えており、立地後のアフターフォローについて

も力を入れてまいりたいと考えております。 

 次に、サービス産業の振興について、どのよ

うな分野を重点的に進めるのかというお尋ねで

ございます。 

 サービス産業は、地域の住民生活を支え、地

域経済を維持するために大きな役割を担ってい

ることから、その振興は重要なものと認識して

おります。 

 本県の強みや成長性を考慮し、観光関連サー

ビス及び健康関連サービスの2つの分野に重点

を置きまして支援を行っていきたいというふう

に考えております。 

 まず、宿泊、飲食、小売といった裾野が広く、

今後の成長が見込まれる観光関連サービスにつ

きましては、各地域の商工団体が主体となって

策定をいただいております「地域産業活性化計

画」におきましても、多くの地域で取組のテー

マと掲げられておりまして、地域が一体となっ

て食や歴史などの特色を活かす取組を支援し、

サービスや付加価値の向上につなげていきたい

と考えております。 

 また、高齢者の増加や健康志向の高まりから

市場の拡大が見込まれる健康関連サービスにつ

きましては、運動、食、介護旅行などをテーマ

に、幅広い業種の事業者が集う場を創出いたし

まして、それぞれの強みを組み合わせたサービ

スの事業化を促進していきたいというふうに考

えております。 

〇副議長(徳永達也君) 農林部長。 

○農林部長(中村 功君) 施設園芸における環

境制御技術導入のこれまでの成果と今後の取組

についてのお尋ねでございます。 

 本県施設園芸の産出額は増加傾向にあります

が、主要品目でありますイチゴやトマトは、全

国の主産県と比較すると収量が低いうえ、栽培

面積も減少していることから、生産量が減少傾

向にあり、産地ロットの維持、拡大が課題とな

っております。 

 そのため、県では、収量の大幅な向上を目的

に、施設園芸の先進国であるオランダや、国内

の先進県での環境制御技術を調査し、その収益

性と本県の品目ごとに適したシステムの検討を

行い、現在、イチゴやトマト、キクなどの11品

目において、産地での実証栽培に取り組んでい

るところであります。 

 その結果、イチゴ、キクでは約2割の増収効

果が認められ、その他の品目でも生産者から

「効果を実感している」との声を伺っておりま

す。 

 今後は、これらの成果を踏まえ、研修会によ

る生産者や指導者の技術向上を図り、国の事業

を最大限活用して環境制御技術の普及拡大に取

り組むとともに、さらなる収量の向上と高品質
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化を両立した技術の実証、開発や、地元企業に

よる安価な環境制御システムの開発を推進する

など、一層の生産性の向上に取り組んでまいり

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 水産部長。 

○水産部長(坂本清一君) 私の方からは、スマ

ート水産業に関する現在までの成果と今後の取

組について、お答えさせていただきます。 

 まず、漁船漁業につきましては、漁場の形成

位置が海況に応じて日々変わることから、総合

水産試験場では、表層水温などの人工衛星デー

タの自動配信に加えまして、沿岸漁業者の協力

を得ながら、漁業者参加型の海域観測網を国の

事業を活用して整備し、海の中の水温情報をリ

アルタイムで漁業者に配信するシステムを、大

学や民間企業と連携して開発しているところで

あります。 

 今後は、この観測網をさらに充実させるとと

もに、産学官の連携によりまして、周辺海域の

どこに漁場が形成されるかを予測するモデルを

開発し、より高度な情報発信に取り組み、操業

の効率化に努めていくこととしております。 

 また、海面養殖業につきましては、赤潮の早

期発見等のため、漁場での自動観測及び情報配

信システムによる24時間の監視体制を、総合水

産試験場が地元漁協と協力して県内の5地域で

実施しているところであり、他地域への自動観

測システムの導入を含めまして、今後ともモニ

タリング体制の強化に努めてまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) ありがとうございました。 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 ペーパーレス化についてですが、電子決裁が

かなり進んだという答弁がございました。また、

ペーパーレス化において年間約3,100万円の削

減ができているというような結果の報告をいた

だきました。 

 数年前までは、スマートフォンやパソコン、

タブレット等々も含めてですが、なかなか使い

こなしていなかった方々が多かったものの、現

在では非常に多くの方がスマートフォン等々に

も慣れ、そういった端末に情報をいただければ、

直接自分でコピー機に、Ｗｉ−Ｆｉ環境があれ

ばですけれども、それを印刷したいと、ボタン

を押すと、その資料が出てくるということで、

私たち議会も、今後はそうやって少しずつペー

パーレス化にも取り組んでいかなければならな

いのかなというふうな気持ちでおります。 

 特に、電子決裁のことに関してですが、知事

も電子決裁をされているんでしょうか、お答え

をいただければと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 簡易、定例的な決裁業務

はこれまでも電子決裁を行ってきた経験がござ

いますけれど、今、知事の職務の中で電子決裁

という機会は、あまり多くございません。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) いろんな県内の企業等々

の社長さん方も、やっと最近、うちも電子決裁

に変わりつつあるとか、変わったよとか、そう

いった話を聞きます。行政においても、効率化

を目指して、もっともっと電子決裁、また、ペ

ーパーレス化に取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 次に、外国人誘客についてですが、今度、

1月19日から香港線が就航されますね。 

 ここに香港線の宣伝の紙があります。香港エ

クスプレス社のチラシがあります。説明を見て

みますと、来年の1月19日から3月30日までの便

が対象ですが、往復で、なんと6,500円で香港
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に行けるというような案内になっているんです

よ。最安値。ＬＣＣですから、料金は動いてい

くわけですけれども、それでも、このチラシに

よりますと、香港まで片道1万780円からという

ことで、今まで遠く感じていた香港が、長崎県

民も近く感じて、しかも、こういう低料金で行

けるということは、本当に中国本土、また香港

とも、今後、ますます重要な関係になってくる

と確信をするわけでありますけれども。 

 特に、私が要望したいのは、航空機の料金は

安くても、これだけ予約しても、現地のホテル

を自分で予約すると高くなるというようなとこ

ろがありまして、ぜひ航空会社等々、企画会社、

旅行代理店等々に、パックの商品の造成をお願

いしたいというふうに思います。 

 長崎－ソウル線でもそうなんですけれども、

パック製品の造成がなかなか充実をしていない

ことから、旅行客も伸びないというような現状

でありますので、政策監におかれましては、パ

ック製品の造成について、ご意見をお聞かせい

ただければと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 文化観光国際部政策

監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 今のパ

ック料金のお話でございますけれども、既に国

内の、県内の旅行会社からもチラシ等が出てお

りまして、パック料金が出ている部分もござい

ます。 

 それと、先ほどホテルが高いというお話もご

ざいましたけれども、香港エクスプレスのホー

ムページで予約をする際に、連動して香港エク

スプレスでホテルの予約もとれるようなシステ

ムになっておりますので、そのような形で活用

いたしますと、かなりお手頃な価格といいます

か、県民の皆様方が非常に利用しやすい料金で

行けることになろうかと思っております。 

 パック料金につきましては、今後とも引き続

き、旅行会社とも検討してまいりたいというふ

うに思っております。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) ありがとうございます。 

 ソウル線は、長崎から行く時には非常にいい

時間帯で出発ができます。帰りの便は、ホテル

を朝5時か5時半ぐらいまでに出発しないと長崎

に帰ってこられないという大変不便な時間帯に

なっております。 

 一方、香港線は、夜7時50分に長崎を発って、

現地に10時に着くということになります。ホテ

ルに着くのが12時ぐらいかなとは思うんですが。 

 私は今回これを見ていいなと思ったのは、帰

りの便が昼の1時5分発なんですね。こういった

時間だと、我々観光客というか香港に行く人た

ちも、ゆっくりしながら旅行が楽しめるんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 土曜日に出発される方たちは3泊しないと帰

って来られない。火曜日か木曜日に出発する方

は2泊3日で帰ってこられると。火・木・土が、

それぞれ行きと帰りの出発便になりまして、こ

ういったところも広く。県民の皆様にお聞きし

ても、「いや、知らない」といった返事が返っ

てきますので、せっかく就航していただくわけ

ですから、やっぱり長崎県一致団結というか、

全力で香港との交流を深めていただければと思

います。 

 次に、スマート農業ですけれども、キク農家

の方の視察をさせていただきました。「なかな

か言いにくいでしょうけれど、年間にどのくら

い売り上げがあるんですか」とお聞きしたとこ

ろ、「1億円です」というような返事が返ってき

ました。また、ミニトマト農家の方にお聞きし
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ましたところ、「約7,000万円ぐらいあります」

と。 

 本当に農業ってこんなに楽しいものなのかと

いうようなお気持ちをお二人とも持たれていま

して、長崎県でも、その農家の方たちは本当に

先進的な取組農家なんですね。初めてといって

いいほどのスマート農業の先進農家なので、ぜ

ひ、行政の方たちも視察に行っていただいたり、

また議会の方たちも視察に行っていただきたい

わけですけれども。 

 特に、私の地元の雲仙市では、イチゴ、トマ

ト、花卉栽培など、そのほかにばれいしょやブ

ロッコリー、レタス等々が露地栽培で盛んに行

われております。露地栽培におけるスマート農

業の可能性について、ご意見をお聞かせいただ

きたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 農林部長。 

○農林部長(中村 功君) 露地野菜につきまし

ては、島原半島を中心にブロッコリー、ニンジ

ン、レタス等が拡大し、収量も高く、全国でも

有数の産地となっておりますけれども、やはり

栽培戸数の減少や労働力不足、天候不順による

収量、単価の不安定さが課題となっており、今

後は、担い手の経営規模拡大や安定生産による

産地ロットの維持、拡大が重要と考えておりま

す。 

 そのため、県としましては、露地園芸でのス

マート農業導入を目的として、国の事業を活用

して圃場環境測定データや生産行程などのクラ

ウドコンピュータへの集積と、データを活用し

た病害虫発生予察、ドローンによる適期防除、

収穫時期予測による労働力調整と効率的な選果

場の運営、それに伴って市場への正確な出荷情

報の提供など、産地全体での圃場管理システム

の構築に取り組むこととしております。 

 このようなスマート農業の導入により、収量、

単価の安定化と外国人材を活用した労力補完の

効率化による規模拡大につなげることで、園芸

産地の強化、農業所得の向上につなげてまいり

たいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) 長崎県の農業産出額は

1,582億円、その約4割強が私たち島原半島の産

出額ということで、島原半島の農業は、ＪＡさ

んのトラックに「1億人の胃袋」と、本当に大

事な大事な食料を自分たちがつくっているんだ

という自負のもと農産物を栽培されて、国民の

皆様方に食べていただいているわけであります

ので、もっともっとこれから先はＩＣＴを活用

して、省力化で、しかも、収量は上がっておい

しいものができるという農業を、ぜひ行政も後

押しをしていただきたいと思います。 

 次に、スマート水産業についてですが、特に、

橘湾で赤潮の被害が数年前に出ました。近年で

は松浦の伊万里湾で漁民の方たちが、トラフグ

の養殖、マグロの養殖で甚大な被害を受けてい

ます。 

 水産部長の答弁にございましたとおり、スマ

ート水産業といいましても、日本全体ではまだ

そこまで進んでいないというのが現状でありま

すが、特に、赤潮対策につきましては、スマー

ト水産業と呼べるほど技術が確立してきている

のかなというふうに思うのでありますが、具体

的に、部長の知っている範囲で結構でございま

すが、赤潮に対するスマート水産業の取組がど

のようになっているのか、説明をしていただけ

ればと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 水産部長。 

○水産部長(坂本清一君) 先ほどご説明いたし

ましたように、赤潮に対する対策としましては、
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観測網の強化を中心に、県の方としても支援を

行っているところでございます。 

 さらに、赤潮が発生した際に、養殖いけすの

網いけすを足していけすの水深を深くすること

により、赤潮の被害を軽減するような対策もと

っているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) 赤潮対策も、漁民の方の

所得を確保するうえでも発生させてはならない

ということでありますので、ぜひ懸命に取り組

んでいただきたいと思います。 

 次に、ホテル・旅館業のコンシェルジュにつ

いてですが、私も、この質問をさせていただく

と決まった時に、いろんなレクチャーを受けた

わけでありますけれども、県がコンシェルジュ

を認定して、外国のお客様方に満足していただ

こうという取組が実際にもうはじまっていると、

資料も見せていただいたんです。 

 3種類あるんですね、コンシェルジュに。ゴ

ールド、シルバー、ブロンズと3つのランクに

分かれていて、特に、若い人たちがチャレンジ

をしているというような報告も受けております。 

 長崎の歴史や食べ物、いろんな観光スポット

の案内とか、そういったものをきちっと対応で

きるコンシェルジュの方たちがいなければ、や

っぱり観光客、特に、富裕層の観光客が増えな

いと思うんです。今、4名の方がコンシェルジ

ュの資格を持っていると。資格は知事名で与え

ることになっているんですけれども、例えば

2020年の東京オリンピックまでには30名までも

っていくとか、そういった目標設定を掲げては

どうかと思うんですが、部長、いかがでしょう

か。 

〇副議長(徳永達也君) 文化観光国際部長。 

○文化観光国際部長(中﨑謙司君) 私も実際、

コンシェルジュになられた方とお話をしました

けれど、非常に明るく県の魅力も語ってもらっ

て、こういう対応を受ければ、また長崎に来て

もらえるお客様もいるのではないかと期待して

いるところでございます。 

 現在4名でございますけれども、今年度も勉

強会を県の方で、開催予定も含めて6回ほど開

催いたします。今年度で20名が勉強会に参加し

ていただく予定でございます。来年2月に試験

を予定しておりますけれども、このうち半数程

度、10名程度の方が受験していただけるんじゃ

ないかと思っております。 

 いよいよ2020年、東京オリンピックに向けて、

訪日観光客に向けた人材の育成というのも非常

に大事だと思っていますので、毎年こういった

方の人数が増えるように、目標値も定めて対応

してまいりたいと思っております。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) 続きまして、スキルアッ

プを料理の面から考えると、調理師の方たちの

スキルアップを図っていかなければならないと

思っておりますけれども、現在、県内における

調理師の人数は把握されていますでしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 県内の調理師免

許の取得者数は、3万6,343名と認識をしており

ます。 

 なお、調理師業務に従事する調理の方は、2

年に1度、業務に従事している場所を届けるこ

とになっておりまして、その数は3,733名と把

握しているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) 約3万6,000人の調理師の

方が県内にいらっしゃるんですね。それで、最

後の3,733名というのをもう一回説明していた
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だきたいんですけれど。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 調理師免許の取

得者数が3万6,343人です。調理師は業務従事届

を出さないといけないことになっておりますか

ら、そういう業務に従事している方が3,733人

ということでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) 県の調理師会独自で年に

数回、料理のレベルアップのために研修会等々

を行われているんですが、聞くところによりま

すと、行政からの支援はなかなかそこには入っ

ていないということですけれども、今後、ぜひ

行政も一緒になって料理のレベルアップを図っ

ていただきたいと考えますが、いかがでしょう

か。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 県におきまして

は、現在、県民の食生活の改善を図るという観

点から、飲食店、あるいは給食施設等におきま

して調理業務に従事している調理師の方、ある

いは調理従事者を対象に研修を実施していると

いうことでございまして、福祉保健部といたし

ましては、あくまでも県民の食生活の改善を図

るという視点から研修を行っているということ

でございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宅島議員－8番。 

〇８番(宅島寿一君) しっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

 観光客のリピーターの調査におきまして、九

州で見てみますと、大分、熊本は長崎よりリピ

ート率が高いんですよね。何の目的でお客さん

が旅行に行っているかというと、やっぱり「温

泉を楽しみたい」が1番、2番が「料理を楽しみ

たい」、こういった理由が上位にあるので、ぜ

ひ。 

 食材においては、長崎県は、よその県には決

して負けてないと思います。特に、魚において

は、魚種でいうと全国1位の300種類が獲れるわ

けでありますから、ぜひ、そこら辺も行政が率

先して、料理の開発や観光客の満足度の向上に

努めていただければと思います。 

 本日の質問は、これで終わらせていただきた

いと思いますが、今年も残すところあと26日と

なりました。長崎県の発展と、長崎県民の皆様

方がよい年を迎えられますことを心から祈念い

たしまして、質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(徳永達也君) 午前中の会議は、これ

にてとどめ、しばらく休憩をいたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１５分 休憩 ― 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 自由民主党・県民会議、島原市選出の山本由

夫でございます。 

 私から、今回、7項目について質問させてい

ただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 1、島原半島の振興について。 

 (1) 島原半島の課題と今後の施策について。 

 島原半島は、温暖な気候と海・山に囲まれ、

四季折々の自然と豊富な食べ物に恵まれた、大

変暮らしやすい地域です。そして、このような

環境を活かして、県内随一の農業地域となって

います。 
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 また、世界遺産の原城跡、島原半島ジオパー

ク、雲仙・天草国立公園、3種類の温泉など、

数多くの観光資源を持つ、県内有数の観光地域

でもあります。 

 加えて、熊本・福岡方面から4つの航路を有

する長崎県の海の玄関として、重要な役割を果

たしています。 

 一方で、道路整備の遅れなど、交通網の脆弱

さのハンディがさまざまな分野に及んでいて、

半島3市の人口は、平成27年の国勢調査では13

万6,000人と、5年前より9,000人減少し、その

後も年間2,000人のペースでの人口減少が予測

されています。この人口減少を食い止め、所得

を上げて地域を持続させ、次の世代に引き継ぐ

のが私たちの責務です。 

 そこで、県は、島原半島の課題をどのように

捉え、また、発展の可能性のある分野を含め、

今後どのような施策を展開していくのか、知事

のご見解をお願いします。 

 (2) 島原道路について。 

 島原道路は、南島原市深江町から諫早インタ

ーまでの約50キロの自動車専用道路で、全線が

開通すれば、この区間の所要時間が、従来の90

分から40分へ短縮される計画です。 

 現在、順次工事が進められ、これまでに所要

時間を10分以上短縮されていますが、現状では、

島原半島を抜けるのに、まだ40分以上はかかり

ます。半島3市でも最重要事項として、毎年、

国、県に対して島原道路の整備促進を要望して

います。 

 そこで、現在の島原道路の進捗状況と、特に、

島原半島内の整備区間及び未整備区間の整備の

時期、見通しについて、ご説明をお願いします。 

 (3) 農地の基盤整備事業について。 

 農地の基盤整備は、本県の農業振興、並びに

農家の所得向上を進めるうえで大変重要であり、

農業の競争力強化のために早急に整備を進める

必要があります。 

 特に、島原半島は、平成28年の農業産出額が

730億円と、県全体の46.2％を占める、県内一

の農業地域です。そして、基盤整備の進む地区

では後継者が定着をし、子どもの数が目に見え

て増えるなど、少子化対策としての効果もあら

われています。 

 このように担い手を確保・育成して農業を継

続し発展させるには、経営を支える基盤整備が

必要であり、島原半島でも実施中の事業の早期

完成、また、新規の基盤整備の要望が寄せられ

ています。 

 そこで、現在、島原半島で実施中の基盤整備

事業の状況と島原市で実施されている地区の進

捗状況、また、今後の新規地区の予定について、

お尋ねします。 

 (4) 島原病院への小児科医の派遣について。 

 島原半島3市でも少子化対策に取り組み、島

原市では、平成28年度の合計特殊出生率が2.07

に上がるなどの成果が出ていますが、対策を進

める中で懸念材料となっているのが、小児科の

先生の不足と高齢化です。 

 島原半島は、県内でも最も小児科医が少ない

地域の一つで、二次医療圏別の人口当たりの小

児科の数は、県平均の3分の1しかありません。 

 このため、平成26年度から5年間の予定で、

県と半島3市が研究費を負担し、長崎大学など

が「島原地域小児医療研究室」を設置して小児

科医療を行っています。そして、島原病院の小

児科医の患者数は、研究室開設当初の平成26年

度の約3,000人から、平成29年度は7,100人と、

2倍以上に増加をしています。この島原地域小

児医療研究室が今年度で終了となるため、小児
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科医確保のため、半島3市では、島原病院への

小児科医の派遣継続を強く要望しています。 

 そこで、地元3市の負担を含め、来年度以降

の島原病院への小児科医の派遣がどうなるのか、

見通しをお尋ねします。 

 (5) 島原半島ジオパークについて。 

 まず、「がまだすドーム」のリニューアルの

効果について、お尋ねします。 

 「雲仙岳災害記念館」、愛称「がまだすドー

ム」は、雲仙・普賢岳災害の脅威と教訓を学

習・伝承し、また、全国からの支援に対する感

謝の気持ちをあらわす施設として、平成14年7

月に開館した県の施設です。そして、島原半島

ジオパークの中核的な施設でもあります。 

 しかしながら、有料入館者数は、初年度の30

万6,000人をピークに減少し、平成26年度には

10万人を割り込み、その後も減少を続けるなど

厳しい状況に陥りました。 

 そこで、体験型アトラクションゾーン「こど

もジオパーク」や「ワークショップエリア」な

どの新設・増設を行い、本年4月にリニューア

ルオープンしました。 

 そこで、リニューアルオープン後のがまだす

ドームの入館者数、リニューアルの効果につい

て、ご説明をお願いします。 

 次に、ジオパークによる観光振興について、

お尋ねします。 

 島原半島ジオパークは、平成20年に日本で初

の「日本ジオパーク」に認定をされ、さらに、

翌平成21年には、日本ではじめての「世界ジオ

パーク」に認定されました。その世界ジオパー

クは、世界遺産と同じ、ユネスコの正式なプロ

グラムになっています。 

 島原半島ジオパーク協議会では、持続可能な

地域づくりという目的のために、ジオサイトの

保全や管理、教育やガイドの育成、普及・啓発

などのネットワークづくり、ジオツーリズムな

どの観光への取組を行っていて、こうした協議

会の取組は評価をしています。 

 しかし、観光による地域振興という面では、

観光客の増加などの効果が見えづらく、日本ジ

オパーク委員会の再認定審査においても、観光

に対する取組の弱さが指摘されました。 

 そこで、県として、ジオパークの課題をどう

認識し、今後どのようにジオパークを観光振興

につなげていこうと考えているのか、ご見解を

お願いします。 

 2、島原鉄道について。 

 (1) 再生支援後の取り組みについて。 

 島原鉄道は、昨年11月に、地域経済活性化支

援機構による再生支援が決定し、長崎自動車の

傘下の新しい体制で再生に向けてスタートしま

した。再生計画の基本方針は、経営管理体制、

組織体制の再構築、顧客目線での営業力の強化、

地元との連携の強化で、島原鉄道では、長崎自

動車との一体運用による経営合理化や、8月に

は、諫早駅、島原港、口之津港とのスムーズな

接続による利便性向上のためのダイヤの改正、

地元密着型のイベントやＰＲなどに取り組んで

います。 

 そこで、これらの島原鉄道の再生に向けた取

組に対する県の見解をお聞かせください。 

 (2) 地域公共交通機関としての支援について。 

 島原鉄道の平成29年度決算は、鉄道事業の収

益が、前年度比94.1％、乗合バス事業の収益が

98.7％で、経常損益も1億2,400万円の赤字と、

依然として厳しい状況が続いています。 

 県では、従来、鉄道の施設整備、バスの路線

維持に対して助成が行われていますが、現状で

は、これらの部門の早期の改善は難しく、住民
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の足を守る公共交通の維持のためには、引き続

き、国、市とともに県の支援が必要です。 

 そこで、地域公共交通機関としての今後の県

の支援の継続について、ご説明をお願いします。 

 (3) 観光面への支援について。 

 島原鉄道の再生のポイントは観光であり、島

原鉄道でも、観光客に対する営業の強化と観光

列車の導入、熊本との連携、インバウンド対策

の強化、そのためのインフラ整備に取り組んで

います。しかしながら、これまでの慢性的な資

金不足から、必要な設備投資が十分に行えない

状況にあります。 

 そこで、このような観光面での取組の立ち上

げに対する支援、具体的にはトイレの改修や多

言語対応、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備などに対する支

援もお願いをしたいのですが、どのようなメニ

ューが利用できるか、お尋ねします。 

 3、観光振興について。 

 (1) 稼ぐ観光地づくりへの取り組みについて。 

 本県の平成29年の観光客延べ数は3,357万人

で、前年比で3.6％の増となっています。また、

観光消費額は3,932億円で、前年比で6.5％の増

となっていますが、長崎県総合計画の平成29年

の目標値には達していません。 

 観光による地域振興を図るには、観光消費額

を増加させ、これを地域内の事業者へ波及をさ

せること、そして、観光事業者などの稼ぐ力を

上げることが必要です。 

 そこで、稼ぐ観光地づくりのために、観光消

費額の増加、域内の事業者への波及、宿泊施設

の高付加価値化に向けて、どのように取り組ん

でいくのか、ご説明をお願いします。 

 (2) 観光組織間の役割分担と連携について。 

 本県の観光組織には、県、県の観光連盟、市

町、市町や広域の観光協会や観光連盟、ＤＭＯ、

民間の観光事業者などがあります。観光地づく

りのためには、マーケティングやプロモーショ

ンなどの誘客、受け入れ体制の整備、イベント

の実施などが必要で、これらを効果的かつスム

ーズに切れ目なく行うためには、観光組織間の

役割分担と連携が必要ですが、ともすれば、同

じようなパンフレットをつくったり、責任の所

在があいまいになったりしているケースがある

と感じています。 

 そこで、県内の観光組織間の役割分担や連携

体制はできているのか、そしてそれらはうまく

機能しているのか、お尋ねします。 

 (3) 熊本県・福岡県との連携について。 

 稼ぐ観光地づくりのためには、一つの目的地

に行って帰るのではなく、宿泊をしてもらう。

さらに、周遊をして連泊をしてもらうことで消

費額を増やすことがポイントになります。 

 特に、インバウンドについては、県境には関

係なく、九州という地域で売り込むことが必要

です。その際、熊本県や福岡県に来た観光客が

長崎県に行く、あるいは、長崎県に来た観光客

が熊本県や福岡県に行くような魅力的な周遊ル

ートを、それも陸路や海上航路といった多様な

パターンで提供することが求められます。 

 そこで、こうした周遊対策のために、これま

で以上に熊本県や福岡県との連携を強化してほ

しいと思いますけれども、県の見解と今後の取

組について、お尋ねします。 

 4、日本橋 長崎館について。 

 (1) 本年4月のリニューアル後の来館者数等

の状況について。 

 「日本橋 長崎館」は、本県の魅力を総合的

に発信するとともに、県内市町及び関係企業、

団体との連携強化により県産品のブランド化、

販路開拓及び本県への誘客促進を目的に、平成
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28年3月にオープンし、2年9カ月を経過しまし

た。 

 本年4月からは委託業者を変更し、店内もリ

ニューアルを行い、新しい会社による運営が開

始されました。 

 そこで、4月以降何が変わったのか、そして、

来館者数や売上げなどの成果がどう改善をした

のか、ご説明をお願いします。 

 5、県内就職者増加対策について。 

 (1) これまでの取り組みと今後の予定につい

て。 

 本県の平成30年3月、新規学卒者の県内就職

率は、高校生が61.6％、大学生が42.7％で、い

ずれも県の目標値を下回りました。本県では人

口減少、特に、若年層の県外流出を食い止める

ために、県内就職者の増加対策に企業向け、生

徒向け、学校向けとさまざまな角度で取り組ん

でいますが、全体としてはなかなか歯止めがか

かっておらず、一方で、働く場所がないという

求職者の声と、なかなか来てくれないという県

内企業側の声のミスマッチも残っています。 

 そこで、これまでの取組と実績、そして、今

後の取組について、ご説明をお願いします。 

 6、地域包括ケアシステムについて。 

 (1) 地域別の構築状況と課題、今後の取り組

みについて。 

 高齢化が全国よりも10年早く進んでいると言

われる本県では、住まい・医療・介護・予防・

生活支援が一体的に提供される「地域包括ケア

システム」を、国の目標である2025年よりも早

期に構築をし、運用することが求められます。 

 そこで、本県では、昨年度、広島県の事例を

参考に、「地域包括ケアシステム評価基準」を

作成して構築状況を見える化をし、評価による

課題を中心にロードマップを作成して、改善に

取り組んでいます。 

 そこで、実施2年目となる昨年度の地域別の

構築状況と課題、今後の取組について、ご説明

をお願いします。 

 7、犯罪被害者等支援について。 

 犯罪被害者やそのご家族の支援については、

昨年、山本啓介議員が条例の必要性について取

り上げ、私もシンポジウムに参加したり、また、

ご家族や支援の方にもお目にかかってお話を伺

いました。 

 その中で、社会的にその状況や支援に対する

理解や配慮が広がっていない、支援計画はある

ものの周知をされていないという感想を持ち、

県や市町、事業者、住民すべてが犯罪被害者や

そのご家族に寄り添う姿勢と支援が大事で、こ

れを周知し、計画に法的根拠を与えるためには

条例の制定が必要だと感じました。 

 本年4月1日現在、都道府県レベルで犯罪被害

者等支援に特化した条例を制定しているのは14

道県、また、市町レベルで犯罪被害者等の施策

に関する条例を制定しているのは440市町以上

あるようで、本県でも佐世保市で、4月から

「犯罪被害者等支援条例」が施行されています。

そして、本年3月、本議会で犯罪被害者等に対

する迅速な経済的支援や二次被害を防止するた

めの施策などを盛り込んだ「長崎県犯罪被害者

等支援条例制定を求める意見書」が議決されま

した。 

 そこで、その後の県の取組について、お尋ね

します。 

 (1) 犯罪被害者等支援協議会について。 

 意見書議決を受けて、県では7月と8月に県内

全市町と県警、犯罪被害者支援センター、弁護

士による「犯罪被害者等支援協議会」を開催し

ています。県の条例の制定に当たっては、県だ
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けでなく、住民に一番身近な市町が被害者等支

援の重要性を認識し、支援体制を充実させるこ

とが必要です。 

 そこで、まず、市町の犯罪被害者等支援の現

状と協議会で出された市町からの意見について、

ご説明をお願いします。 

 (2) 犯罪被害者等支援懇話会について。 

 市町などによる支援協議会での議論を受けて、

県では10月と11月に犯罪被害者等支援に関係す

る有識者による懇話会を開催しています。 

 そこで、この懇話会の有識者はどういうメン

バーか、そして、懇話会ではどのような意見が

出されたのか、ご説明をお願いします。 

 (3) 条例化に向けた今後の予定について。 

 市町による支援協議会、有識者による支援懇

話会の議論を受けて、今後、条例化に向けてど

のようなスケジュールで取り組むのか、ご説明

をお願いします。 

 以上で、壇上での質問を終わり、ご回答後に

再質問等行わせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 山本由夫議員の

ご質問にお答えいたします。 

 島原半島の課題と今後の施策についてのお尋

ねでございます。 

 島原半島は、半島という地理的にも厳しい状

況の中、これまでにも道路や港湾などの基盤整

備に力を注いでまいりましたが、今なお、交流

人口拡大や物流を支える交通アクセスの改善、

道路交通網の整備などの課題があるものと認識

しております。 

 一方、島原半島は、本県農業産出額の約4割

以上を占める豊富な農畜産物や、世界遺産に登

録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関

連遺産」などの豊富な観光資源を有しており、

このような地域の強みを活かした振興策が必要

であると考えております。 

 具体的には、基幹産業である農業振興につい

ては、担い手への農地集積のための基盤整備や、

労働力不足のための人材確保対策に取り組むほ

か、観光面においては、世界遺産や世界ジオパ

ークなどの資源を活かした周遊ルートの造成、

ガイド育成などの受け入れ体制の整備に力を入

れていく必要があると考えております。 

 今後も引き続き、産業や生活を支える道路や

港湾の整備、九州新幹線西九州ルートとの連携

などの交通ネットワークづくりに力を注ぎなが

ら、農業振興、観光振興につながるよう、さま

ざまな施策の推進に積極的に取り組んでいきた

いと考えております。 

 そのほかのご質問につきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 島原道路の進捗状況

について、お尋ねがございました。 

 島原道路は、地域間の交流と連携を図り、産

業振興や地域活性化を目指すうえで、極めて重

要な道路であり、現在、国で1工区、県で4工区

の整備を行っております。 

 このうち諫早インター工区については、平成

31年度、長野栗面工区については、平成32年度

以降を完成目標とし、工事を進めております。 

 島原半島内の工区である出平有明バイパスに

ついては、平成25年度に事業着手し、現在、三

会地区において約7割の用地を取得するととも

に、橋梁上部工や函渠工を推進しております。 

 また、有明地区では、今年度から用地交渉に

着手したところであり、約2割の用地を取得し

ております。 
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 平成28年度に事業着手した瑞穂吾妻バイパス

については、現在、測量設計や調査を進めてい

るところであります。 

 一方、有明町から瑞穂町間の未事業化区間に

おいては、環境影響評価の手続が本年8月に終

了したことから、今後も引き続き、早期の事業

化に向けて、地元と一体となった要望活動等に

積極的に取り組んでまいります。 

 県としましては、島原道路の早期完成に向け

て、今後も努力してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 現在、島原半島で実

施中の基盤整備事業の状況と、島原市で実施し

ている地区の進捗状況、また、今後の新規地区

の予定についてのお尋ねでございます。 

 本年度において、農地の基盤整備事業の実施

地区数は、県全体で23地区あり、このうち島原

半島地域では、島原市で三会原第3地区及び第

4地区の2地区、雲仙市では、山田原第2地区を

含め5地区、南島原市では、諏訪地区を含め3地

区の合計10地区を実施しているところでござい

ます。 

 現在、島原市で実施中の2地区の進捗状況に

つきましては、事業費ベースで三会原第3地区

が83％と、計画どおりの進捗となっており、三

会原第4地区は、今年度実施設計を行っている

ところでございます。 

 また、島原市における今後の新規地区の見通

しにつきましては、県の平成29年度から平成33

年度までの5カ年計画に基づき、松崎地区、東

大地区、中原・寺中地区の3地区において、県

と市が連携して、現在、制度に関する勉強会の

開催や意向調査を実施するなど、地域の合意形

成を図っているところであり、早期の事業申請

を目指して取り組んでまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 私の方からは、

2項目について、お答えをさせていただきます。 

 まず、来年4月以降の島原病院の小児科につ

いて、地元3市の負担を含めた小児科医派遣の

見通しについてのお尋ねでございますが、来年

度以降の島原病院の小児科医の確保につきまし

ては、病院企業団や島原半島3市と連携し、医

師を派遣している長崎大学病院、長崎医療セン

ターと協議を重ねてきており、現在、両病院か

らは医師の派遣継続について前向きに検討して

いるとお聞きをしているところでございます。 

 地元3市からは、島原地域小児医療研究室の

研究費として、これまでどおりの負担を行うと

伺っており、県としましては、地域に必要な小

児科医等を確保していくため、長崎大学病院の

周産期母子医療センターに対して支援する方向

で検討してまいりたいと考えております。 

 次に、地域包括ケアシステムについて、実施

2年目となる昨年度の地域別の構築状況と課題、

そして、今後の取組についてのお尋ねでござい

ます。 

 地域包括ケアシステム構築にかかる評価は、

チェックシートを用いまして、市町の取組の進

捗状況や地域の課題等を把握し、計画的にシス

テム構築を推進するために実施しているもので

ございます。 

 平成29年度の評価結果につきましては、県内

123の日常生活圏域におきまして、評価点の8割

以上が35圏域、7割台が67圏域、6割台が16圏域、

そして、残りの5圏域が6割未満となっており、

平成28年度の評価結果と比較しますと、多くの

圏域で評価が上昇しております。 

 なお、評価点が8割以上の圏域であっても、

有識者による構築支援部会の助言をいただきな
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がら、構築に向けての取組を進めていくように

しております。 

 今回の評価やヒアリング結果を踏まえますと、

介護の現場で人員や職種不足等により十分なサ

ービスが提供できていないことや、生活支援で

は、公共交通機関が充足していない地域におけ

る移送や買い物支援が十分ではないことなど、

各地域における課題が明らかになったところで

あります。 

 今後は、このような課題を踏まえつつ、各市

町で策定したロードマップに位置づけた取組を

しっかりと支援するとともに、県内各圏域のす

ぐれた取組を市町や地域包括支援センター間で

情報共有を図ることで、地域包括ケアシステム

の早期構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 私の方から

は、がまだすドームについての質問にお答えい

たします。 

 リニューアル後の「がまだすドーム」の入館

者数、リニューアルの効果についてのお尋ねで

ございますが、「がまだすドーム」は、平成14

年に、雲仙・普賢岳噴火災害の脅威や教訓を後

世へ伝承していくことを目的として開館して以

来、約16年経過したことから、今年の4月に、

子どもから大人まで伝承、学習、体験、交流を

体感できる「ジオと火山の体験ミュージアム」

としてリニューアルオープンしたものでありま

す。 

 リニューアル後の10月末時点での有料入館者

数は約14万人と、近年に比べ大幅に増加してい

る状況でございます。 

 その要因といたしましては、「こどもジオパ

ーク」や「ワンダーラボ」を新たに設置したこ

とにより、防災学習のため来館する市内外の小

中学校の団体が増加するなど、子どもたちが気

軽に遊びながら防災を学習・体験できるように

なった効果が出ているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

○環境部長(宮﨑浩善君) 県として、ジオパー

クの課題をどう認識し、今後どのようにジオパ

ークを活用し、観光振興を図っていくのかとい

うお尋ねでございます。 

 島原半島ジオパークにつきましては、ご指摘

のとおり、ジオパーク協議会を中心にさまざま

な取組が進められてきたところでありますが、

ジオパークを活用した観光振興を図るためには、

一層の対策強化が必要であると認識しておりま

す。 

 そのため、県といたしましては、平成28年度

及び平成29年度にエージェントや留学生による

モニターツアー等を実施いたしまして、ジオツ

アーの磨き上げを行うとともに、ジオガイドを

モニターツアーのガイドとして活用し、ガイド

技術の向上を図っております。 

 また、去る11月10日にシンポジウムを開催し、

「島原半島の『笑顔』『誇り』『幸せ』をもっと、

そして、ずっと」といたします島原半島ジオパ

ークの理念の共有化を図るとともに、観光をテ

ーマにいたしました分科会では、観光によるま

ちづくりにつきまして、地域の皆様とコーディ

ネーターとが熱心に意見交換が行われたところ

でございます。 

 今年は、ジオパークの認定を受けて10周年の

節目の年となります。県といたしましても、関

係機関と連携しつつ、ジオパーク等の地域資源

の活用を図り、島原半島におけます観光振興を

含む地域の活性化に結びつけてまいりたいと考

えております。 
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〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 島原鉄道につい

てのご質問、2点お答えをさせていただきます。 

 まず、島原鉄道の再生に向けた取組に対する

県の見解はとのお尋ねでございます。 

 島原鉄道においては、将来的な事業継続を見

据え、昨年11月より、地域経済活性化支援機構

や長崎自動車の支援を受けて、事業再生に取り

組まれているところであります。 

 事業再生に当たりましては、これまで実施に

は至らなかった、顧客目線に立ったダイヤの見

直しにより、鉄道、バス、フェリーの円滑な接

続が実現し、利用者の利便性が向上いたします

とともに、長崎自動車の経営資源やノウハウを

活かし、バス車両の更新や燃油、タイヤ等の部

品の共同購入などによりまして、経営の効率化

が進んでおります。 

 また、地域に密着した観光列車「カフェトレ

イン号」の運行をはじめ、熊本地域との周遊促

進についても検討をされており、鉄道や航路を

軸とした地域活性化と交流の拡大が着実に推進

されるものと考えております。 

 次に、地域公共交通機関としての島原鉄道に

対して、今後も県の支援は継続して行われるの

かとのお尋ねでございます。 

 島原鉄道は、島原半島地域を中心にバスや鉄

道、フェリー等の事業を運営され、住民の日常

生活や観光交流に必要不可欠な交通機関として

重要な役割を担っております。 

 こうした中、人口減少に伴う利用者の減少な

ど、島原鉄道を取り巻く環境は依然として厳し

い状況であります。 

 そのため、鉄道事業については、列車の安全

運行にかかる施設整備について、平成26年度か

ら平成35年度までの10カ年計画に基づきまして、

引き続き、沿線市とともに支援を行ってまいり

たいと考えております。 

 また、今年度は、県や市町等で構成される

「長崎新幹線・鉄道利用促進協議会」において、

島原鉄道と地域の情報を広く発信するための

「デジタルサイネージ」の駅部への設置に対す

る補助等を行い、利用促進を図っております。 

 一方、バス事業についても、持続可能な地域

公共交通網の形成に向けた効率的な路線編成を

図りながら、乗合バスの不採算路線に対する欠

損補助を行うことといたしております。 

 県としては、このような支援を通して、沿線

自治体等とともに、島原鉄道の再生をしっかり

と支えてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 私の方から

は、5項目について答弁させていただきます。 

 まず、島原鉄道が行う観光面での取組の立ち

上げに対する支援についてのお尋ねでございま

す。 

 島原鉄道に対しては、地域の関係者の間でも、

今後の観光振興への貢献に期待する声が大きい

ことから、県といたしましても、沿線自治体と

連携しながら、積極的に支援してまいりたいと

考えております。 

 公共トイレの洋式化、多言語表記、無料

Ｗｉ－Ｆｉの整備につきましては、観光庁の支

援制度が設けられておりますので、島原鉄道に

対して、その活用を働きかけてまいります。 

 そのほか、観光面の取組に必要で、国の制度

の対象とならないものがあれば、「21世紀まち

づくり推進総合補助金」による支援ができない

か、沿線市とも協議を行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、稼ぐ観光地づくりのための取り組みに
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ついてのお尋ねでございます。 

 観光客延べ数が、昨年、過去最高を記録する

一方で、地域経済への波及効果が大きい観光消

費額が、総合計画目標値を達成できてないこと

は大きな課題であると認識しております。 

 このため、「観光を産業として捉える」とい

う考え方のもと、地域の稼ぐ力の最大化を図る

ため、宿泊施設等が市町や他産業と連携して進

める高付加価値化に向けた取組に対する支援制

度を検討しているところでございます。 

 また、「21世紀まちづくり推進総合補助金」

を活用した市町の取り組み、あるいは民間主体

による観光まちづくりとの連携により、新たな

制度との相乗効果を発揮できるよう、県も地域

の関係者と一体となり、観光の産業化を通じた

地域の活性化に向けて知恵を絞ってまいりたい

と考えております。 

 次に、観光組織間の役割分担や連携体制につ

いてのお尋ねでございます。 

 観光には、多様な関係者が関わっております

が、それぞれの役割分担については、一定の共

通認識があるものと考えております。 

 また、必要に応じて、関係者間での具体的な

協議の場も設けているところであり、例えば、

世界遺産受入推進協議会においては、県、関係

市町、観光協会、関連事業者等が一堂に会し、

役割分担の整理や進捗状況の共有などを行い、

連携の強化を図っております。 

 一方で、県観光連盟と宿泊事業者が別々に行

っているセールスを連携させれば効率化ができ

ると考えられる事例や、プロモーション素材を

それぞれで制作した結果、数が多くなり、訴求

力が弱まっているのではないかと思われる事例

など、改善すべき点がある点も認識しておりま

す。 

 引き続き、市町をはじめ関係者と継続的に情

報共有を行いながら、無駄の排除や事業の効率

化を図ってまいります。 

 それから、熊本県や福岡県との連携強化につ

いてのお尋ねでございます。 

 観光消費拡大のためには、県内はもとより九

州を周遊する観光ルートの構築が重要であると

考えており、県では、これまでも九州の横軸と

して、長崎、熊本、大分の3県連携による広域

ルートの構築に取り組んでまいりました。 

 今年度は、世界遺産と温泉がテーマの旅行商

品の開発や台湾の観光展への共同出展、タイの

メディア招聘等を行っているところでございま

す。 

 また、島原市と福岡県大牟田市との観光交流

連携協定に基づく観光施設の相互割引などの取

組に対しても、観光プロモーションイベントで

の情報発信にも取り組んでおります。 

 九州各県とも、県の境を越えた広域周遊の重

要性という点では認識が一致しているところで

あり、引き続き、九州観光推進機構や各県と連

携しながら、広域周遊の促進に力を注いでまい

ります。 

 最後に、日本橋 長崎館のリニューアル後の

状況についてでございます。 

 リニューアルオープン後は、取引商品数を大

幅に増やして賑わいを創出するとともに、旬の

農水産物の販売による長崎らしさの演出や、お

弁当の販売によるオフィスワーカーの獲得、さ

らには、ポイントカードの導入によるリピータ

ー確保対策にも積極的に取り組んでいるところ

でございます。 

 これらの取り組み等により、10月末までの来

館者数は約33万人、売上額は約1億3,000万円と

なっておりますが、いずれも昨年度同時期と比
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べて約1.5倍に伸びており、これまで以上に多

くの方々に本県の物産や観光の魅力を発信でき

ていると考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 高校生・大

学生の県内就職者増加対策のこれまでと今後の

取り組みについてのお尋ねでございます。 

 これまで就職支援サイト「Ｎなび」及び情報

誌であります「ＮＲ」など、そういった情報発

信ツールや合同企業面談会、説明会、交流会な

どを通じて、県内企業の魅力をお伝えしてきた

ところでございます。 

 そのうち、合同企業面談会や説明会につきま

しては、長崎労働局と協力しながら、高校生、

大学生、それぞれの就職活動スケジュールに合

わせて、適切と考えられるタイミングで実施し

てきております。 

 また、就職活動が本格化する前の早い段階か

らの取組としまして、高校生については、2年

生を対象とした企業見学会等を各地域の希望に

合わせて開催し、また、大学生につきましては、

学年を問わずに参加可能な、気軽に企業のこと

を知ることができる交流会等を実施していると

ころでございます。 

 加えて、大学等の教員、就職指導担当者と県

内企業の人事担当者等が情報交換を行う「大学

等と県内企業との情報交換会」を昨年度から実

施しております。 

 今後も、県内企業と高校生や大学生、先生等

の学校関係者の方々が直接接する機会をさらに

充実させ、県内就職につなげてまいりたいと考

えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 県民生活部長。 

○県民生活部長(木村伸次郎君) 私の方から、

犯罪被害者等支援につきまして、3点お答えを

させていただきます。 

 まずはじめに、市町における犯罪被害者等支

援の現状と、支援協議会で出された市町からの

意見についてのお尋ねでございます。 

 現在、県及び県内すべての市町において、犯

罪被害者等支援のための総合対応窓口が設置さ

れておりますが、協議会では、市町の現状とし

て、犯罪被害者等支援に関する窓口の周知や職

員の理解が不足しているなどの報告がございま

した。 

 このような現状を踏まえ、協議会での議論を

行った結果、犯罪被害者等支援のさらなる充実

に向けて、県、県警、市町、関係機関・団体等

が一体となって、総合的、体系的な支援を実施

していくことが重要であり、その手段として、

条例の必要性についても認識を共有したところ

でございます。 

 次に、有識者による懇話会のメンバーについ

て、また、懇話会でどのような意見が出された

のかというお尋ねでございます。 

 県内の犯罪被害者等支援のあり方等について

検討するため、犯罪被害者等支援に関係する教

育支援団体、学識経験者、法律の専門家、市町

及び事業者からなる委員で構成された「長崎県

犯罪被害者等支援懇話会」を本年10月に設置を

したところでございます。 

 これまで2回開催されました懇話会では、県

内の犯罪被害者等支援の課題等について確認を

し、その上で、課題解決に必要な施策、取り組

み等について議論が行われたところでございま

す。 

 その結果、「本県において、犯罪被害者等支

援のさらなる充実に向けた施策、取り組み等を

推進していくためには、被害者の方々を支援す

るための条例を制定する必要がある」との中間
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意見がまとめられたところでございます。 

 最後に、今後のスケジュールについてのお尋

ねでございます。 

 今後、支援懇話会において条例に盛り込む内

容等の検討を進めるとともに、あわせて、市町

や関係機関、団体と協議を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) それぞれにご回答あり

がとうございました。 

 幾つかピックアップをして、再質問、要望を

させていただきます。 

 まず、島原病院への小児科医の派遣について

ですけれども、県や病院企業団、長崎大学、長

崎医療センターのご尽力で、来年度以降も小児

科医派遣のめどが立ちつつあることは大変あり

がたく思っています。ただ、これが今後もずっ

と続くとは限らず、地元としても小児科医確保

に取り組む必要があります。 

 あわせて、昨今の「働き方改革」が、今後、

医師にも及んでいく中で、現在の派遣制度を維

持するためには、利用者側にも協力していただ

く必要があります。 

 現在、本県でも、夜間や休日の子どもの病気

やけがに際して、電話で相談が受けられる小児

救急電話相談センター「♯8000」がありますが、

その利用者を二次医療圏別に見ると、年少人口

1,000人当たり、長崎が84人であるのに対し、

島原半島では36人と、半分以下しか利用がなさ

れていません。この「♯8000」の利用者が少な

い要因と、これを増やし、少しでも小児科医の

負担を減らすために、県としてはどのように取

り組むか、ご説明をお願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 「♯8000」につ

きましては、新聞・ラジオなどの県広報媒体や

雑誌・ポスター等を活用した周知活動により、

その利用は増加しておりますが、地域別に見ま

すと、広報誌やホームページ等で周知をしてい

る市町での利用が多い傾向にあることが見受け

られます。 

 県といたしましては、今後とも、引き続き、

さまざまな広報媒体等を活用した周知を行うほ

か、市町による積極的な周知についても働きか

けを行い、県内全域での「♯8000」のさらなる

利用拡大に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) ありがとうございまし

た。 

 次に、ジオパークについてなんですけれども、

「がまだすドーム」のリニューアルの効果が数

字的に出ていることは評価いたします。ただ、

がまだすドームには、島原半島ジオパーク協議

会と島原半島観光連盟が同居しているにもかか

わらず、それぞれの連携が取れておらず、相乗

効果が発揮できていないと感じています。 

 一方で、島原半島ジオパークについては、先

ほど述べたように、ジオパークの再認定審査に

おいて、「観光に対する取り組みが弱い。そし

て、ジオパークを楽しみたいという来訪者のた

めに、どこに行けば、どのような情報が手に入

るのか、どこでどのような学びや楽しみが体験

できるかという観点から、地域の観光の動線を

考え直す必要がある」と指摘をされました。 

 特に、その中で「がまだすドーム」について、

「ジオパーク協議会と一体となって、ジオパー

クを見学したいという人々の期待に応えられる

ような情報とサービスの充実について、協議、

検討してほしい」という指摘がありました。 

 こうした状況を考えれば、「がまだすドー
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ム」がジオパークのインフォメーションセンタ

ーとしての役割を果たして、具体的に連携をし

ていくことが必要と考えますけれども、この点

はいかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) ご指摘のと

おり、「がまだすドーム」には、噴火災害の伝

承のみならず、島原半島ジオパークなど火山関

係資源等の活用による地域活性化と地域振興を

図ることが求められており、ジオパーク協議会

や島原半島観光連盟との連携は大変重要なもの

と考えております。 

 今回のリニューアルに当たりましても、「が

まだすドーム」内に島原半島ジオパークの「総

合ガイダンスコーナー」を設置したところであ

り、今後、さらにジオパークのインフォメーシ

ョンセンターとしての役割を十分発揮できるよ

う、ジオパーク協議会や島原半島観光連盟とも

連携を図りながら、ジオパークにかかる情報共

有のほか、スタッフ研修会の開催、ＰＲ活動に

取り組むことで、島原半島の観光客の増加につ

なげてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) ありがとうございます。 

 実は、この問題は、3者が同居した時からず

っと続いている問題で、なかなか現実的に現場

レベルで連携ができないという状況が続いてい

ます。 

 今回、あえて「がまだすドーム」を最初にも

っていったということは、がまだすドームの所

有者としての県に、もう一度積極的に関わって

いただきたいという趣旨でございますので、ぜ

ひ間に入っていただいて、具体的な連携が図ら

れますように、よろしくお願いをいたします。 

 次に、「日本橋 長崎館」についてですけれど

も、アンテナショップの評価には、売上高など

の財務的な評価と、入館者数やマスコミの取材

回数などの財務以外の評価があります。日本橋

長崎館がアンテナショップとして複合的な目的

であるということを考えれば、現在の成果指標

である入館者数に加えて、例えば「メディアへ

の紹介回数」とか、「ウェブサイトのアクセス

回数」であるとか、それらが「販路開拓や観光

の誘客にどれくらい寄与したのか」といったよ

うな成果の把握も必要だと考えますが、この点

はいかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 「日本橋 長

崎館」の情報発信につきましては、ホームペー

ジ、フェイスブックの活用に加えて、マスメデ

ィアの取材も積極的に受けており、本年度はテ

レビや雑誌などの媒体に、これまで35件取り上

げられております。 

 また、展示商品が首都圏の百貨店やスーパー

等のバイヤーの目に止まり、新たな取引につな

がるなど、販路開拓の事例も増えてきており、

中には生産能力拡大が必要となり、設備投資に

至るケースも生まれております。 

 今後とも、ご指摘のとおり、入館者数だけで

なく、情報発信による注目度の高まりや販路開

拓の実績拡大などを成果として十分に意識しな

がら取り組んでまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) ありがとうございまし

た。 

 一方で、本議会に、長崎県総合計画における

日本橋 長崎館の来館者数の目標を上方修正す

る議案が出されています。私は、平成29年度の

実績の41万人という数字は、平日は8万人以上

と言われる方がオフィスに集積をし、休日には、

－ 122 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第８日目（１２月４日） 

－ － 123 

全国からそれ以上の方が集まるという日本で最

大級の広域な商圏を持つ日本橋という立地を考

えれば、まだ少ないのではないかというふうに

感じています。 

 リニューアル後にポイントカードが導入をさ

れていますけれども、長崎県のファンをつくり、

ファンを増やし、これを拡げる。そして、お客

様の声を収集し、あるいは発信をすることで商

品づくりに活かすというマーケティングの観点

から、カード自体の魅力の向上と機能の拡充を

図り、会員数の増加、そして来館者数の増加に

つなげてほしいと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 日本橋 長

崎館では、ポイントカードを発行することによ

り、購入額に応じたポイントの付与等の特典を

通じた顧客満足度の向上と来店促進を図ってい

るところでございます。 

 現在、約2,400名の方々にご登録いただいて

おりますけれども、ご指摘のとおり、今後、会

員数の増加を図ることも大事でございますけれ

ども、また、会員の皆さんに本県の魅力を感じ

ていただく観光情報の提供、あるいは会員の皆

様から寄せられたご意見を商品づくりに活かし

ていく、そういった会員の方々とつながる仕組

みを整えまして、ぜひ、こういった長崎ファン

を増やしていくことにも注力していきたいと思

っているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) ありがとうございまし

た。 

 私は以前にも申し上げたんですけれども、こ

の地区というのが、実はオフィス街、平日はオ

フィス街という顔を持つ立地ですので、今、

「ランチ難民」という言葉がありますけれど、

まさにそういう状況にあるというふうに聞いて

おります。まずは、需要の多いランチなどの飲

食ゾーンから集客をして、物販ゾーンなどへ誘

導するのも効果的だと思います。その点で、現

在、軽飲食ゾーンについて、4月以降メニュー

が改善されたというふうに聞いているんですけ

れども、ウェブサイトあたりを見ますと、ラン

チについて厳しい意見がありました。長崎の食

としてどうかというふうな感じの意見でござい

ましたので、こういった点も、ちょっと改善に

向けて検討していただければというふうに思い

ます。 

 日本橋地区は、開発がめじろ押しになってい

て、今、東京で注目のエリアになっています。

ほかのアンテナショップも含め、その分、競争

も激しい地域ではあるんですけれども、私が以

前紹介したブランド総合研究所の都道府県魅力

度ランキングで、長崎県は今年は10位というこ

とで、長崎の知名度、ブランド力は全国的に高

いという優位性があると思います。多額の費用

をかけて出店をしていますので、この恵まれた

立地と条件を活かして、現在の開発の流れもぜ

ひ取り込んで、設置の目的が達せられるように、

効果的な施策を引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、県内就職者の増加対策についてですけ

れども、先ほど政策監からご紹介がありました、

6月に、県と長崎大学地方創生本部の共催で、

県内企業と県内の9つの大学の教授や就職担当

者が一堂に会して、取組の紹介や個別面談を行

った情報交換が大変有意義であったと。これに

よって、企業と大学とのつながりが非常に深ま

ったというふうな高い評価の声を参加企業の方

からお聞きをしました。そして、こういう企業
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と先生との情報交換会を高校についても実施で

きないかという要望をいただきました。現在、

高校生については、振興局単位での生徒向けの

企業説明会が開催をされていますが、先生と企

業とは説明会場の名刺交換程度しか、現状でき

ていないということでした。 

 そこで、先ほどの大学の例のように、就職担

当の先生方に、より地域の企業への理解を深め

ていただくために、企業と先生や就職担当者の

方との情報交換会も行っていただきたいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 高校に関し

ましては、大学との情報交換会と同様に、高校

の進路指導者に県内企業のことを知っていただ

こうということで、長崎、佐世保、諫早の3地

域において、県内企業との名刺交換会が長崎労

働局の主催で、毎年6月ごろに行われておりま

す。 

 この実施に当たりましては、高校と企業の両

者に有意義なものとなるよう、労働局と協議を

しておりまして、企業側には、このような機会

を活用して、高校と良好な関係を構築していた

だき、学校訪問など積極的な採用活動につなげ

ていただくよう働きかけているところでござい

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) 今、3地区言われまし

た。高校の企業説明会が振興局単位ということ

になっておりますので、例えば島原半島等につ

きましても、そういった取り組みをしていただ

ければなというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 また、先ほどご紹介がありました、今、大学

1年生から3年生、高校1年～2年生向けの、いわ

ゆる再来年度、あるいは数年後の就職予定者に

向けた企業研修等というのが行われていて、こ

れも非常にいい取り組みだというふうに思いま

す。 

 この週末には、長崎労働局や長崎大学地方創

生本部、県などが学生とともに企画運営する

「ＮＡＧＡＳＡＫＩしごとみらい博」というの

が開催されると聞いています。 

 県内企業は、学生や保護者、学校、先生に説

明をする場を求めていますので、種まきとなる

ようなこうした施策も拡げていただきたいとい

うふうに思います。 

 一方で、先般、県内企業の新卒後3年以内の

離職率が、大学卒で37％、高校卒で43％という

結果が公表されました。この件につきましては、

今回は取り上げませんが、この対策もあわせて

検討のうえ、改善に向けた取り組みをお願いし

ておきます。 

 次に、地域包括ケアシステムについてですけ

れども、本県では、地域包括ケアシステムの進

捗状況を見える化をしたこと、そして、評価点

が、先ほどご説明があったとおり、8割以上の

市町が35圏域に増加し、7割以上も含めると、

全体の83％が地域包括ケアシステムの構築があ

る程度進んでいると評価ができるようになった

ことについては評価をしています。 

 ただ、現在の評価項目は、「何々を活用して

いる」とか、「できている」という内容の5段階

評価で、具体的な採点基準になっていないため、

各圏域の評価レベルに差があるのではないかと

感じます。 

 そこで、市町などの意見も聞いて、より具体

的に、ここまでできたら何点というふうな採点

基準を設けるなどにより、先進圏域を目標に全

体のレベルアップを図ってほしいと思いますけ
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れども、いかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 議員ご指摘のと

おり、市町の自己評価につきましては、市町や

地域包括支援センター等の考え方によって評価

に差が生じる場合があります。 

 例えば、体制整備ができたことによる活動指

標として評価をしている市町もあれば、体制整

備がなされ、その後運用までも含めた成果指標

として評価をしている市町もあるものと考えて

おります。 

 このため、評価結果のヒアリングを実施し、

統一した視点で評価の客観性を担保するよう努

めているところでございますけれども、今後は、

できるだけ同じ考え方で各市町が評価できるよ

う、具体的な判断基準などを検討し、各圏域間

の評価水準の差を解消してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) よろしくお願いします。 
 それから、今回の評価の中で気になったのは、

高齢者の住居の状況が把握できている市町が少

ないということです。これについては、地域包

括ケアシステムの構築の前提として、日常生活

圏域ニーズ調査などが行われて、ある程度把握

をされていると理解をしていましたので、意外

な印象です。 

 現在、地域包括システムの構築に向けてサー

ビスの提供体制の充実と連携に主に取り組まれ

ていますが、サービスを受ける側の高齢者の状

況、特に、現在、要介護や要支援の認定を受け

ていない潜在的な高齢者の需要や状況について

は把握をされているのか、把握できていないと

すれば、今後どのように把握しようとされてい

るのか、ご説明をお願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 高齢者の実態把

握につきましては、「介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査」、これを市町で実施することとな

っておりますけれども、当該調査は、前回の調

査項目から介護予防に焦点を当てて、必要最小

限の項目に見直されたことから、今回、高齢者

の需要等をすべて把握する調査となっていない

のが現状でございます。 

 しかしながら、高齢者の実態把握は、地域包

括ケアシステムの構築を推進するうえで非常に

重要であると考えておりまして、本調査で把握

できない内容につきましては、市町や地域包括

センターに対して、高齢者の日常的な見守りや

訪問活動などにおいて状況把握を行うよう、働

きかけてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) この分野は、まさに行

政と他の行政機関との連携という部分になるか

と思いますので、できる限りの把握に努めてい

ただきますようにお願いをいたします。 

 最後に、犯罪被害者等の支援についてですが、

条例を実効性のあるものにするには、犯罪被害

者の方やそのご家族が現状の何に困っておられ

るのか、何に不満を持っておられるのかを知り、

これを解消していく方向というのが重要になり

ますけれども、先ほどお聞きしました懇話会の

メンバーには、その当事者自身は含まれていま

せん。そこで、当事者の方には参加をしていた

だけなかったのか、また、そうであるならば、

直接相談に応じておられる犯罪被害者支援セン

ターや弁護士の方を通じて、当事者の意向を正

確に反映させる必要があると考えますけれども、

その点についてのご見解をお願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 県民生活部長。 
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○県民生活部長(木村伸次郎君) 犯罪被害者や

そのご家族は、かけがえのない命、あるいは健

康、財産を奪われるといった直接的なそういう

被害のみならず、その後においてもさまざまな

困難に直面されますけれども、その状況や必要

とされる支援は、個々の事案によって異なり、

一様ではございません。 

 今回の犯罪被害者等支援懇話会においては、

犯罪に遭われた方の参加も検討はいたしました

けれども、より多くの事例を踏まえた議論にし

ていただくために、被害者の方々の相談を数多

く受け、直接支援に当たっておられる犯罪被害

者等支援団体や弁護士に委員としてご参加をい

ただきまして、被害者の方々が抱えるさまざま

な問題や支援の充実に向けて必要な施策、取り

組み等についてご意見を伺っているところでご

ざいます。 

 また、県では、これまでも定期的に県警及び

犯罪被害者等支援団体との協議を行いまして、

被害者の方々が置かれた状況を把握するととも

に、被害に遭われた方による講演会や研修会を

開催するなど、直接被害者の声を聞くための取

り組みを進めております。 

 今後も、被害者の方々が早期に平穏な生活を

取り戻すことができるよう、被害者の方々に寄

り添った、きめ細やかで切れ目のない支援に努

めてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本由夫議員－13番。 

〇１３番(山本由夫君) 条例をつくる意義とい

うのは、現在の支援計画に、これを遵守する法

的な根拠を与えること、そして、県民の総意と

して、犯罪被害者やそのご家族に寄り添う姿勢

を示すこと、これを周知することで、犯罪被害

者やご家族の方に安心感を与えることだと思い

ます。 

 実効性のある条例を早期に制定されることを

要望し、これをきっかけに犯罪被害者等支援に

対する理解と行動が拡がることを期待いたしま

して、質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 外間議員－23番。 

〇２３番(外間雅広君)（拍手）〔登壇〕 自由民

主党、佐世保市・北松浦郡選出の外間雅広でご

ざいます。 

 「調査なくして発言なし」、先輩議員の名言

にあやかりまして、県民の皆様のご理解もいた

だきながら、県内外、国内外の調査をさせてい

ただいて、そして、現場の声を今回の質問に反

映をさせていただきます。 

 どうか、知事、副知事、警察本部長、関係部

長のご答弁を賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

 1、防衛問題について。 

 (1) 米海軍佐世保基地について。 

 この項の質問に入ります前に、先頃、11月18

日に心不全のためお亡くなりになられました佐

世保商工会議所会頭 前田一彦様は、米軍関係

に大変造詣が深く、佐世保自衛隊後援会の会長

としても大変なご活躍をいただきました。ここ

に在りし日の前田会頭をしのびながら、心から

ご冥福をお祈りいたします。 

 さて、米海軍佐世保基地は、アメリカ海軍第
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7艦隊が駐留する基地で、その主なものは、配

属関係で、強襲揚陸艦ワスプ、ドッグ型揚陸艦

グリーン・ベイ、ジャーマンタウン、アシュラ

ンド、アヴェンジャー級掃海艦パトリオット、

パイオニア、ウォーリア、チーフです。 

 施設として、メインベース、通称ニミッツパ

ークと呼ばれる佐世保海軍施設43ヘクタール、

佐世保ドライドッグ地区8.3ヘクタールはＳＳＫ

の敷地内にあり、第2ドッグを占有しています。 

 佐世保弾薬補給所、通称前畑弾薬庫は58.2ヘ

クタールあり、天神山の山麓を掘削した地下倉

庫です。 

 針尾島弾薬集積所129.7ヘクタールは、針尾

島北西部の安久ノ浦・牛ノ浦海岸に設置された

弾薬庫で、立神工区13.8ヘクタールは、立神係

船池インディア・ベイスン、崎辺小銃射撃場、

崎辺海軍補助施設係12.9ヘクタールが置かれて

います。 

 針尾住宅地区31.7ヘクタールは、ハウステン

ボスの隣接地にある米軍専用の住宅地でありま

す。 

 このように、佐世保市は、佐世保湾の水域の

83％を米軍の使用が優先し、200ヘクタール以

上の土地を占有されています。また、佐世保港

は、在日米海軍、海上自衛隊、民間企業等の施

設が混在しており、港湾施設も不足しているた

めに、それぞれがその機能を十分に発揮できな

い状況にあります。 

 佐世保市は、基地の集約化について、長年に

わたり防衛省や外務省に、最重点課題として、

「新返還6項目」の早期実現を求めています。 

 先般、自民党会派の研修視察で、西海市横瀬

のＬＣＡＣ駐機場でブリーフィング並びに体験

搭乗の機会を得ました。基地が所在することに

よる負担、佐世保港での運用ルートの現況と地

元関係漁業者との生活安定の取り決めなど、市

民との生活にさまざまな影響を与えていること

を目の当たりにしてきました。 

 佐世保港におけるすみ分けにつきましては、

基地政策の重要課題であり、国防という極めて

重要な国策に協力しております。国防及び日米

の安全保障にかかる負担は、国民全体が等しく

負うべきものと考えますが、佐世保市は、ほか

のどこの基地を有する都市よりも、国策に協力

してきた都市と言っても過言ではありません。 

 県として、佐世保市の米海軍佐世保基地につ

いて、中村知事は、どう認識し、どうお考えか、

お尋ねいたします。 

 2、ＩＲの推進について。 

 (1) 他国のカジノに見る依存症対策について。 

 私は、これまで、マカオ、シンガポール、韓

国など、他国のＩＲに取り組む施設に視察に行

きました。過去の一般質問でマカオ、シンガポ

ールを取り上げてきましたが、今回は、韓国の

江 原
カンウォン

ランドについて取り上げたいと思います。 

 ソウルから車で約3時間、ハイワンリゾート

は、旧産炭地で1990年代、人口は10万人から2

万人に減少、その復興支援策として、カジノで

雇用を創出、1995年に政府が特別法を制定して、

2000年にオープンしました。 

 株式は、政府系が51％、民間が49％、ホテル

などを含む売上は、日本円で約1,500億円で、

韓国の17カ所あるカジノの総売上の50％を占め

ます。そのうち、交付税、地域振興費や税が

40％の600億円として還元されています。入場

料は、外国人が無料、国内人は900円、入場客

は年間315万人、職員は、カジノ従事者が関連

も含めて約3,500人、そのうち地元雇用が75％

とお聞きしました。 

 さて、依存症対策は、どれだけリスクを最小
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化していくかが最大の課題と理解していますが、

江原ランドの場合、オープンして依存症患者が

増大し、翌年の2001年にＫＬＡＣＣ、江原ラン

ド中毒管理センター（依存症管理センター）を

設置するなど、カジノの運営でやむなく発生す

る賭博中毒問題に積極的に対処する専門機関を

設けておられました。 

 予防治療に11名のスタッフ、広報・教育に6

名のスタッフを置くなど、専門員は臨床心理士、

健康心理士、社会福祉士、中毒専門のドクター、

中毒心理専門家、瞑想中専門家、家族療法カウ

ンセラー、学習治療師、美術治療師など、33の

資格を有する専門家で対応しているとお聞きし

ました。そのほか、自己統制制度及び出入制限

制度を設け、期間回数の一定の制限、出入り停

止申告制度を設け、治療費の負担、職業リハビ

リ支援などのリスクを最小化する努力をしてお

られました。 

 日本のＩＲは、これからできるわけですから、

しっかりとした取組を行えば、必ず防げるとい

う観点から、国及び本県の取り組む依存症対策

について、お聞かせください。 

 (2) ＩＲ実現に向けた本県の取組について。 

 来年度の国の基本方針を見据えて、本県でも

実施方針の策定など、ＩＲ実現を目指して準備

をしていると思いますが、特に、地域の合意を

得るために、県民の皆さんの理解と機運の醸成

を高めていくことが不可欠であると考えます。

どのように進めていかれるおつもりか、この

2点について、お尋ねをいたします。 

 3、ＲＰＡに見る県政の推進について。 

 (1) 行財政改革推進プランにおける働き方改

革の推進について。 

 近年、業務の効率化という観点から、ロボテ

ィック・プロセス・オートメーション（ＲＰＡ）

がメガバンクなどで導入され、大きな成果を出

しております。昨今の人手不足の状況や、働き

方改革の必要性も相まって、大きく注目されて

おります。 

 ＲＰＡは、パソコン操作などでの定型的な事

務作業を自動化する技術でありますが、人間が

処理するよりもはるかに早く、そして、何より

正確で、しかも24時間、365日稼働する、いわ

ば仮想労働者（デジタルレーバー）であるとさ

れているところであります。 

 このＲＰＡの導入活用によって、人間は定型

的で膨大な業務プロセスから解放され、企画立

案など、より付加価値の高い、人間にしかでき

ない高度な仕事に集中できることになり、生産

性も高くなるとともに、効率化が進むことによ

って働き方改革にもつながることになると思わ

れます。 

 ここで、長崎県庁を見てみると、現在、県で

取り組んでいる「長崎県行財政改革推進プラ

ン」において、業務の見直しを行うことで、し

っかりとした現状分析に基づく政策の立案、実

施、検証、改善という流れに職員の力を集中さ

せていくという取組の方向性を示したうえで、

事業、業務プロセスの見直しを大きな柱に掲げ

ておられます。 

 このＲＰＡという技術は、まさに行財政改革

推進プランの取組に寄与できるものであり、県

庁の業務見直しの中で、ＲＰＡの導入活用を積

極的に進めることで、職員は定型業務から解放

され、より付加価値の高い政策的業務に注力す

ることができ、また多忙な県職員の働き方改革

にもつながると考えております。 

 そこで、長崎県行財政改革推進プランを推進

するに当たり、県庁の業務改善及び働き方改革

のために、ＲＰＡの導入活用について、県とし
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てどのように考えているのか、ＲＰＡの導入活

用に向けた取組状況と今後の展開についての答

弁をお願いいたします。 

 (2) 県内企業での活用について。 

 ＲＰＡを県庁に導入した場合に期待できる効

果は、さきに述べたとおりでありますが、企業

においても同様な効果があると考えております。

既に、全国においては、大手企業での導入事例

があり、県内企業での導入についても、先日、

新聞で紹介されたところであります。 

 ＲＰＡを県内企業が導入することで、煩わし

い単純作業から解放され、人員をより付加価値

の高い業務に従事させることができるため、新

事業への展開などへつながるものと考えており

ます。ひいては、県内産業の活性化に寄与する

ものと大いに期待しているところでありますが、

県の考えをお尋ねいたします。 

 4、県政世論調査の結果について。 

 (1) 県政の満足度の結果をどう見るか。 

 先月、「県政世論調査」の結果が発表されま

したが、県政への満足度が16％という数字に衝

撃を受けております。 

 この県政世論調査は、3年に一度実施してお

り、住民基本台帳から無作為に抽出した18歳以

上の3,000人のうち1,837人、6割を超える方か

ら回答を得たということで、この調査の信頼度

は高いと考えております。また、県民からこの

ように意見を聞くことは、私としては、とても

大事なことだと思っております。 

 県は、人口減少対策や県民所得向上対策、世

界遺産、観光振興、離島地域の振興、農林水産

業の振興など、さまざまな政策の実現に一生懸

命取り組んでいることは承知をいたしておりま

すが、しかし、それが県民にうまく伝わってい

ない。県の取組自体が県民によく知られていな

いことが、このような満足度の結果となってし

まったのではないかと思っております。 

 また、この世論調査は、県独自の調査であり、

調査結果について、他県などとの比較も難しい

と思われますが、この満足度をどのように捉え

ているか、知事にお尋ねいたします。 

 (2) この調査結果から、県の施策を進めてい

くうえで何が必要と考えるか。 

 調査結果報告書の中では、さまざまな個別の

質問を行っています。 

 その結果を見ると、例えば県産品について、

農産加工品の「長崎四季畑」の認知度はわずか

1割に対し、水産加工品の「長崎俵物」は6割の

認知度の結果となっており、同じブランド県産

品でありながら、この2つには大きな差が生じ

ておりますが、これはそれぞれが取り組んでき

た時間の長さ、歴史の長さが、その差に出てい

ると感じております。その結果、事業の成果を

出すためには、かなりの時間と努力が必要であ

り、一つの事業をしっかりと次につないでいき

ながら取り組むことの重要性が如実にあらわれ

ていると思っております。 

 このことは、さきに尋ねた県政の満足度にも

通じることでありますが、満足度を上げるため

には、県は、各種施策を地道にコツコツと取り

組んでいくことが必要であり、その成果を県民

の皆様に示すことが有効な一つの手段だと思わ

れます。 

 今回の世論調査の結果を受け、県の施策を進

めていくうえで何が必要と考えるか、お尋ねい

たします。 

 5、安心安全な日本一の長崎県づくりについ

て。 

 (1) 治安を向上させるための取り組みについ

て。 
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 本県は、高い治安水準が維持されていると認

識しておりますが、本県における犯罪の検挙率

及び人口10万人当たりの刑法犯認知件数、いわ

ゆる犯罪率の全国における位置づけはどうなっ

ているのか、お尋ねいたします。 

 また、県民が長崎県で暮らしてよかったと実

感できる「安全安心日本一の長崎県づくり」を

実現させるためには、本県の治安水準をさらに

高める必要があり、これまで以上に犯罪を抑止、

検挙していくことが求められると考えますが、

県警としてはどのように取り組んでいくのか、

併せてお伺いいたします。 

 6、健康長寿日本一の長崎県づくりについて。 

 (1) 介護予防・重度化防止の取組と現状につ

いて。 

 本県の高齢化率は、平成30年1月1日現在で

30.8％となっており、全国で14位である中、要

介護、要支援認定率は、平成28年度で21.3％と

なっており、全国2番目の状況にあります。特

に、要支援1、2、及び要介護1など、軽度の認

定率が高い状況となっていると伺っております

が、このような軽度者に対する介護予防、重度

化防止を推進し、元気な高齢者を増やす取組を

実施する必要があると考えます。 

 そのような中、先般、厚生労働省が実施して

いる「第7回健康長寿を延ばそうアワード」の

うち、介護予防・高齢者生活支援分野において、

佐々町の「地域力を活かした住民主体の地域づ

くり」の取組が、厚生労働大臣最優秀賞を受賞

されております。全国でも表彰される佐々町の

取組を県内でどう広めようとするのか。また、

県が進めている介護予防・重度化防止の取組の

進捗状況について、お尋ねをいたします。 

 (2) 他県の先進事例に見る本県の地域医療の

あり方について。 

 先般、神戸のポートアイランドの神戸医療産

業都市を視察する機会を得ました。 

 神戸市は、1995年の「阪神・淡路大震災」で

大きな被害を受け、その立て直しのため、1998

年に「神戸医療産業都市構想懇談会」を設置さ

れ、それ以降20年間の間に、この神戸医療産業

都市に先端医療技術の研究開発拠点の整備、医

療関連産業クラスターの形成、神戸医療産業都

市推進機構の設置（理事長はノーベル生理学・

医学賞を受賞された本庶 佑先生）、2つの特区

の活用など、多くの人や情報、さまざまな知恵

が集まる産学官医の橋渡しとなる知の拠点を構

築し、健康長寿社会の実現に向けた課題解決策

を神戸から世界に発信しようとしています。 

 私は、これらの専門性の高い医療産業が、予

防医療、健康づくりに活用されている場を目の

当たりにして、健康長寿社会を目指した将来の

地域医療が形成されつつあることにカルチャー

ショックを覚えました。 

 今後の地域医療のあり方として、例えば、神

戸の事例に見る医療機能の高度化について、最

近の県内の状況や、参考とするところがないの

か、お伺いいたします。 

 (3) スポーツを通した健康長寿のための取り

組みについて。 

 先月、「健康長寿日本一長崎県民会議」が発

足し、第1回総会が開催されたところでありま

すが、本県の課題として、「健診」、「運動」、

「食事」、「社会参加」といったことが挙げられ

ていました。 

 私は、今後、健康長寿に向けた取組を進めて

いくに当たっては、運動、スポーツを活用した

健康づくりも大事な視点と考えます。 

 今後、その視点での施策を進めるに当たって

は、本県の状況をよくご存じで、スポーツイベ
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ントやスポーツ事業、健康事業に関わっておら

れる方、例えば、本県出身で東京マラソンの立

役者として有名な早野忠昭氏、県内外でスイミ

ングクラブや女性向けフィットネスを手がけて

おられる県水泳連盟会長の緒方信行氏、県内唯

一のプロサッカークラブであるＶ・ファーレン

長崎社長の髙田 明氏など、スポーツに関する

知見の深い方々からアドバイスを頂戴しながら

進めることも大変有益と考えますが、県の考え

をお伺いします。 

 7、環境行政について。 

 (1) 浄化槽による生活排水対策と今後の取り

組みについて。 

 県では、観光客の誘致に積極的に取り組んで

おり、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連

遺産」の世界文化遺産登録により、離島・半島

を訪れる観光客がさらに増えていくものと考え

ております。 

 本土地域においては、下水道を主体として生

活排水対策が進められていますが、下水道がな

い離島・半島地域では、浄化槽による整備が進

められているものの、普及率が低迷している地

域があると聞いています。 

 県は、平成28年度に「長崎県汚水処理構想

2017」を策定し、早期完成に向けた効率的な生

活排水対策の整備促進を掲げておられます。 

 特に、観光地や市街地における生活排水対策

は、観光客の受け入れ環境としても極めて重要

であることから、本県を訪れる観光客が快適に

観光を満喫していただくためにも、対策を進め、

普及率の低い地域の改善を図っていく必要があ

ると考えています。 

 ついては、今後、どのようにして浄化槽整備

を進めていこうとしているのか、お尋ねいたし

ます。 

 8、道路行政について。 

 (1) 東彼杵道路の事業化について。 

 国道205号は、県北地域と県南地域を最短で

結び、佐世保市から長崎空港への連絡や、ハウ

ステンボスへのアクセスとして重要な路線であ

ります。さらに、ハウステンボスへのＩＲ誘致

が進む中、来県する客を、長崎空港から快適に、

効率よく輸送することが重要であり、そのため

には東彼杵道路の整備を急ぐ必要があると思わ

れますが、当区間の早期事業化に向けて、県の

取組をお尋ねいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終了し、再質問に

つきましては、対面演壇席で行わせていただき

ます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 外間議員のご質

問にお答えをいたします。 

 まず、米海軍佐世保基地に関する認識につい

てのお尋ねでございます。 

 在日米軍につきましては、日米安全保障条約

第6条の規定に基づき、日本国の安全に寄与し、

並びに極東の国際平和と安全の維持に寄与する

ため、日本国において施設、区域を提供し、そ

の駐留を認められているものであり、県といた

しましては、基本的に、その国策に協力する立

場にあるものと認識をいたしております。 

 しかしながら、一方で、佐世保をはじめとし

た本県内に提供施設が所在することで、地域の

さまざまな経済活動等に影響が生じたり、ある

いは、米軍人等による事件、事故も発生してお

りますことから、県民の安全・安心等を確保す

る地方公共団体として、国に対し、しっかりと

必要な意見を申し述べることも必要であると考

えております。佐世保港のすみ分けの実現を含
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めて、引き続きしっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、県政世論調査の満足度の結果をどう捉

えているのかとのお尋ねでございます。 

 本年8月に実施した「県政世論調査」におい

て、県の政策の総合的な満足度は、平成27年度

の前回調査と比べ、満足度、不満度ともにわず

かに上昇しておりますが、前回と同様に、不満

度が満足度を上回っている状況に変わりはなく、

この結果は厳しいものであり、謙虚に受け止め

る必要があると認識をいたしております。 

 また、県政の分野別に満足度をお聞きしたと

ころでは、人口減少対策や雇用対策などの満足

度が低く、不満度が高いという結果となってお

ります。 

 これらの分野は、今後、県が力を入れていく

べき分野としても、県民の皆様方のご要望が多

かったところであり、来年度の重点戦略の柱と

して、人口減少対策、県民所得向上対策を掲げ、

引き続き、全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 また、人口減少対策のＫＰＩであります本県

への移住者数や、誘致企業による雇用計画数は、

平成29年度の実績が目標を大きく上回って順調

に推移しているところであり、確実に成果を上

げている取組については、県民の皆様にわかり

やすくお示しし、県政へのご理解をさらに深め

ていただくことも必要であると考えております。 

 今回の調査結果については、職員一人ひとり

が真摯に受け止め、県民の皆様の期待に応えら

れるよう、さらに一丸となって県政の活性化に

取り組んでまいりたいと考えているところであ

ります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 私から、3点お

答えを申し上げます。 

 まず、ＩＲの推進につきまして、他国の事例

を踏まえ、ＩＲ導入に向け、国及び県では、ど

のような依存症対策を行うのかとのお尋ねでご

ざいます。 

 議員ご指摘のとおり、ＩＲ導入に向けて、ギ

ャンブル依存症対策をあらかじめ講じることは

大変重要であると考えております。 

 韓国唯一の自国民入場可能な江原ランドは、

弊害防止対策が講じられないまま開業に至った

ため、依存症等の問題が顕在化しておりました

が、その反省から、事業者自ら中毒管理センタ

ーを設置するなどの対策により、ギャンブルに

問題を抱える者の割合が減少をいたしておりま

す。 

 こうした他国の事例も踏まえて、ＩＲ整備法

では、厳格な本人確認や入場回数制限、本人、

家族からの申し出による利用制限措置の事業者

への義務づけなど、ＩＲに起因する将来の依存

症防止に向けた重層的、多段階的な対策が定め

られております。 

 国では、カジノ行為にかかる依存症対策につ

いて、予防から治療、社会復帰に至るまで、必

要な対策を講じることとされておりまして、県

といたしましても、国の施策と連携しながら、

依存症に対する啓発、相談体制の充実、専門家

との連携などの適切な対策を講じますとともに、

ＩＲ事業者に求める相談窓口の設置などの対策

と併せて、依存症の発症を最小化できるよう、

万全を期してまいりたいと考えております。 

 次に、県民の理解促進と機運醸成を図るため、

どのような取組を行っているのかとのお尋ねで

ございます。 
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 ＩＲ推進に当たりましては、県民の皆様に

ＩＲへの理解を深めていただくことが重要であ

ることから、去る11月19日の長崎市を皮切りに、

新上五島町及び諫早市において、県民セミナー

を開催したところであり、今後も、県内各地に

おいて順次開催することを予定いたしておりま

す。 

 このほか、候補地でありますハウステンボス

周辺自治会での説明会や、大学、経済団体主催

のセミナー等への職員派遣による講演など、さ

まざまな機会を通じて、ＩＲに対する県民の皆

様の理解促進を図っているところでございます。 

 また、ＩＲ誘致の機運を一層高めるため、去

る10月4日に、「九州・長崎ＩＲ推進決起大会」

を本県選出国会議員の皆様、県議会、県内外の

経済界の方々にご参集いただき、佐世保市で開

催をいたしました。 

 当日は、九州経済連合会副会長で、九州観光

推進機構会長の石原 進氏から、「九経連として

も、佐世保でＩＲが実現できるよう一緒に活動

したい」との心強いご挨拶をいただいたところ

でございます。 

 このように、地域の理解が深まっていること

や、地域が一体感を持って取り組んでいること

についても、国へのアピールに努めまして、

ＩＲの実現を目指してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、スポーツを活用した健康づくりに関し

て、知見の深い方々からアドバイスを頂戴しな

がら進めることも有益ではないかとのお尋ねで

ございます。 

 スポーツに親しむことは、県民の健康づくり、

体力づくりにつながるものでありまして、県と

しては、県民のスポーツ実施率向上に努めてい

るところでございます。 

 今後、スポーツを活用した県民の健康づくり

を効果的に進めていくうえでは、例えば、幼少

期から運動や遊びを通じて体を動かす楽しさを

感じさせる取組や、就労世代のウォーキング等

の運動習慣づくり、高齢者でも無理なく実施で

きるスポーツ・レクリエーションプログラムの

活用と普及、また、男性と比べてスポーツ実施

率が低い女性のスポーツ参加への働きかけなど、

年代や性別に応じたアプローチが必要になって

まいります。 

 ご紹介がありました早野忠明氏につきまして

は、既に「長崎県スポーツコミッションの大

会・合宿誘致アドバイザー」としてご就任いた

だいておりまして、スポーツを通した健康づく

りについても、さまざまなアドバイスをいただ

いているところでございます。 

 引き続き、議員ご紹介の皆様を含め、こうし

たスポーツに知見を有する方々のご意見もお聞

きしながら、県民がスポーツに親しむことがで

きる環境づくりに努めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 私の方から、2点に

ついてお答えをさせていただきます。 

 まず、県庁の業務改善や働き方改革を進める

ためにＲＰＡの導入活用について、県の取組状

況や今後の展開をどう考えているかとのお尋ね

でございます。 

 限られた人的資源で、県民の皆様に具体的な

成果を還元していくためには、いかに業務の効

率化を進め、職員の力を施策、事業の効果を高

めることに集中させていくかが非常に重要と考

えております。 

 そのため、行財政改革推進プランの柱の一つ

に、「事業、業務プロセスの見直し」を掲げ、
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その取組を進めておるところでございます。 

 他県や民間でも導入が進められているとして、

これまでも議員にご指摘をいただいているＲＰＡ

につきましては、パソコン操作などによる定型

業務や大量反復作業の時間を縮減し、職員の力

を政策立案など、付加価値の高い業務にシフト

させ、職員一人ひとりの労働生産性を高めるこ

とになることから、働き方改革にもつながる有

効なツールであると考えておるところでござい

ます。 

 県といたしましては、昨年度以降、ＲＰＡ導

入に適した業務の選定などの検討を進めてきた

ところでございまして、本年12月末から来年3月

にかけて、モデル的に3業務を対象に、ＲＰＡ

導入の実証実験を行うこととしたところでござ

います。去る11月26日に業者選定のための入札

の公告を行っております。 

 今後は、本年度の実証実験の結果も踏まえな

がら、ＲＰＡ導入に適する業務の対象業務拡大

の検討を進め、さらなる業務効率化を推進して

まいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、今回の世論調査の結果を受け、県の施

策を進めていくうえで何が必要と考えるかとの

お尋ねでございます。 

 今回の世論調査におきましては、県の取組や

事業に対する認知度、あるいは重要度等をお聞

きしております。 

 議員ご指摘の「長崎四季畑」は平成24年度か

ら、「長崎俵物」は平成11年度から認証制度が

はじまっておりまして、これまで取り組んでき

た年数の差を、この調査結果から感じたところ

でございます。県民の皆様に認知していただく

ことは、容易ではないと改めて認識をしたとこ

ろでございます。 

 その一方で、人口減少対策などは喫緊の課題

であり、スピード感を持って取り組んでいくこ

とが必要でございます。 

 このため、時間等をかけながら、継続して取

り組む必要がある事業、緊急に取り組む必要が

ある事業など、それぞれの事業目的によって対

応が異なってくるものと考えております。 

 事業推進に当たりましては、今回の世論調査

を基礎に、さらなる具体的なニーズの把握に努

めてまいりますとともに、政策評価等を通じて

検証を行いながら、しっかりと成果に結びつけ

ることができるよう努めてまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) ＲＰＡを県内企

業に導入することについてのお尋ねでございま

す。 

 ＲＰＡを導入し、新事業の展開などに人員や

時間をシフトさせるということについては、企

業の付加価値の向上につながるものと考えてお

ります。 

 県といたしましては、このようなＲＰＡを含

みますＩＴ技術の活用による生産性の向上や付

加価値向上の事例を、情報を収集いたしまして、

商工団体と共有しながら、経営力向上のための

支援に取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

〇警察本部長(國枝治男君) 全国における本県

の治安水準の位置づけと治安向上のための県警

の取組についてのお尋ねですが、まず、本年10

月末現在、本県における犯罪の検挙率は高い方

から5番目であり、人口10万人当たりの刑法犯

認知件数、いわゆる犯罪率の方は全国で低い方

から2番目となっております。 

 過去5年間を見ましても、検挙率、犯罪率と

もに全国トップレベルを維持しているところで
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あります。 

 県警といたしましては、県民の安全・安心を

確保するうえで、発生した犯罪を検挙すること

は当然でありますが、まずは、犯罪を発生させ

ないことが重要であると考えており、現在、犯

罪情勢に応じた警察官による街頭活動、青パト

をはじめ、地域住民の皆さんとの協働による防

犯活動、非常勤の交番相談員の活用、コールセ

ンター等を活用しての特殊詐欺対策、ストーカ

ー、ＤＶ対策を含む人身安全関連事案対策等々

に力を入れているところであります。 

 本県においては、特に、県民総ぐるみ運動と

して「犯罪なく3ば運動」を展開中であり、こ

ういった総合的な犯罪抑止対策を推進してきた

ところ、その効果が数値的にもあらわれている

と考えているところであります。 

 加えまして、近年深刻化しているサイバー空

間の脅威に対処するため、対処能力の組織的強

化が課題となっていると認識しているところで

もあります。 

 また、全国では、安全・安心のよりどころと

もいうべき交番が襲撃される事案が発生してお

り、地域警察の精強化の方も課題となっている

と認識しているところであります。 

 議員の方から、「県民が長崎で暮らしてよか

ったと実感できる安全安心日本一の県づくり」

というお言葉をいただきました。 

 人口減少対策は、本県の最重要課題であり、

本議会においても議論されているところであり

ます。余り大きなことを私の方から申し上げる

つもりはありませんが、私個人としては、県民

の安全・安心の確保は、人口減少対策の基礎で

あり、不可欠のものと考えております。 

 その覚悟のもと、今後とも、県民の期待と信

頼に応えるべく、全国トップレベルの治安水準

の維持向上に向け、新たな課題にも的確に対応

しつつ、関係機関、団体等と連携した犯罪抑止

対策を推進するとともに、発生した犯罪の早期

検挙に努めてまいる所存であります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 私の方からは、

2項目についてお答えをさせていただきます。 

 まず、介護予防・重度化防止の取組と現状に

ついて、佐々町の取組を県内でどのように広め

ようとするのか。また、県が進めている介護予

防、重度化防止の取組の進捗状況についてのお

尋ねでございますが、県といたしましては、県

内の市町に対して、地域住民が主体となって、

高齢者が歩いて通える範囲に多様な通いの場を

創設する佐々町の施策を参考に、自らのまちづ

くりの目的を明確に定め、高齢者の自立に向け

た取組を推進していただきたいと考えておりま

す。 

 そのため、佐々町の施策の根幹となります

「自立支援型地域ケア会議」について、県内市

町や関係機関を対象として、本年10月と11月に、

佐々町で直接現場の状況を見ていただく研修会

を開催したところでございます。 

 今後は、住民主体の活動等、佐々町の具体的

な手法につきまして、研修会などの機会を通し

て情報提供をしてまいりたいと考えております。 

 また、介護予防・重度化防止の取組につきま

しては、要介護度改善や自立支援に成果を上げ

た介護事業者を評価、表彰することとしており

まして、すぐれた取組を他の介護事業者に紹介

してまいりたいと考えております。 

 また、さらに、認知症予防に効果のある体操

等を普及するサロンリーダーの養成につきまし

ては、5事業所を選定をいたしまして、各事業

所で研修カリキュラムを策定して、リーダー養
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成を実施しているところでございます。 

 今後は、養成したリーダーを市町や住民が運

営する通いの場へ派遣し、認知症予防や介護予

防を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、今後の地域医療のあり方として、例え

ば、神戸の事例に見る医療機能の高度化につい

て、最近の県内の状況や、参考とするところが

ないかとのお尋ねでございます。 

 県内の状況といたしましては、本年4月に、

長崎大学病院、長崎医療センターの2病院を、

県内ではじめての「高度救命救急センター」に

指定をしたほか、長崎大学病院が、来年度、

「総合周産期母子医療センター」として稼働で

きるよう支援するなど、県内拠点施設の医療機

能の高度化を積極的に推進しているところでご

ざいます。 

 議員ご指摘の神戸の事例では、産学官医が連

携して、健康長寿社会の実現に向けた課題を解

決するためのさまざまな先端医療が提供されて

いるということでありますので、本県の医療機

能の高度化のために参考となるものがないか、

研究をしてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君) 今後、どのようにし

て浄化槽を進めていくのかとのお尋ねでござい

ますが、浄化槽につきましては、個人設置型に

より、毎年2,000基程度が新たに設置され、普

及率は上昇傾向にございます。 

 一方、市街地、観光地等におきまして、設置

場所がないなどの理由により、整備が進まない

地域があることから、市町が事業主体となって

共同浄化槽を設置し、集合処理できる市町村設

置型の導入を市町へ要請しているところでござ

います。 

 導入に当たりましては、市町の負担額の増や、

業務量の増などが課題となっておりますが、県

といたしましては、県補助制度の拡充、共同浄

化槽の要件緩和についての国への要望、関係業

界を活用したＰＦＩの導入の支援等について取

り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 東彼杵道路の早期事

業化に向けた県の取組はとのお尋ねですが、東

彼杵道路の早期着手に向けては、地元自治体な

どで構成する期成会が平成10年度に発足し、こ

れまで要望活動を行ってきており、県において

も、現在、事業化の前提である計画段階評価の

着手を国に要望してきているところであります。 

 県としましても、ＩＲ構想を踏まえ、アクセ

ス強化のために、針尾バイパスの整備とともに、

ハウステンボスから東彼杵町につながる地域高

規格道路の整備を早期に進めることが重要であ

ると考えております。 

 このようなことから、東彼杵道路の早期整備

を行うためには、有料道路事業を活用すること

も一つの手法として考えられ、今後、その可能

性について、沿線自治体と協議・調整を行い、

国に対して、早期に計画段階評価に取り組んで

いただけるよう働きかけてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 外間議員－23番。 

〇２３番(外間雅広君) ご答弁いただきまして、

ありがとうございました。 

 最初の防衛問題について、米海軍佐世保基地

について、4分かけて質問いたしましたら、数

十秒で知事に答弁をいただきました。知事の佐

世保の基地に関する認識度をしっかりと、効率

よく、的を得て、ポイントを絞っての答弁とい

うことで理解をしておりますが、もう少し佐世

保基地の置かれているさまざまな諸問題や、私
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が質問の中で投げかけた内容について、例えば、

米海軍基地には軍人・軍属が約6,500人、日本

人の従業員が約1,700人勤務しており、造船修

理や工事等に年間1億4,000万ドルの支出がある

など、地域の経済への波及効果は大変大きいも

のがございます。 

 佐世保市の経済、地域の振興を図るという観

点で、前畑弾薬庫の移転・返還をはじめとする

佐世保港のすみ分けの早期実現は、県の重要な

課題であると思いますので、どうか県北地域の

活性につながるすみ分けの早期実現、諸課題の

解決に取り組んで、米軍との良好な関係を維持

していただきたいと存じます。 

 それから、依存症対策について、企画振興部

長からご答弁をいただきました。 

 ちょっと力説をして、ＩＲの導入に向けて、

これからやっていくわけですから、設立をして

1年後にそういう依存症の対策に臨んだ江原ラ

ンド以上に、しっかりと取り組んでいけば、こ

のＩＲの導入に向けて、一定対策を講じていけ

るのではないかというふうに期待をしていると

ころでありますが、これは私の意見なんですけ

れども、どうしても、私たちは、ここにいる皆

様方もそうですが、カジノ、ギャンブル、賭博

となると、どなたもこれを肯定する人は正直い

ないと存じます。 

 しかし、このリスクをどうやって最小化して、

今回のＩＲの導入に向けて、この統合型リゾー

ト（ＩＲ）の計画を、国がカジノを合法化して

くれたわけでありますから、国にその点の信頼

をもって、カジノを合法化するということにつ

いて、我が地方では、その条件として、カジノ

を含むと、カジノを含む統合型リゾート、この

推進に向けてやらなければいけないので、どれ

だけリスクを小さくしていかなければいけない

かということを、みんなで、知事を中心に導入

に向けて進めていかなければいけないと思って

おります。 

 ですから、アルコール依存症とか、薬物依存

症とか、パチンコ依存症も、ここでは議論を分

けて、あくまでもＩＲの導入に向けての依存症

対策について議論を進めていかないと、私は前

に進まないと思っております。 

 さまざまな依存症対策について、ご意見をい

ただきながら、カジノを含むＩＲリゾートの導

入に向けて、今後も、先ほど申し上げたように、

江原ランドの依存症対策も参考にしながら、シ

ンガポールの依存症対策、このシンガポールの

国家も、いまだかつて日本の文部科学省と言わ

れる省庁でも、まだ依存症に対しては反対の立

場で施策を講じておられると伺っております。

常に、そういったカジノを運営にするに当たっ

ての管理規制も考えていきながら進めていくん

だということも一定理解をしておりますので、

依存症対策については、そのようなことで国の

合法化を信じ、私たちは、その点を含めて前に

進めていくということで、ただいまの依存症対

策についての答弁を了といたしたいと存じます。 

 また、カジノを含むＩＲの導入について、県

下各地、まず、長崎を皮切りに上五島、諫早と

セミナーを開催していっておられるということ

で、企画振興部長からご答弁をいただきました

が、反響はどうだったのでしょうか。そのセミ

ナーの反響というか、県民の皆様の理解度につ

いて、何か数値でお示しするものがあったらお

示しをいただきたいと存じます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 県民に向けまし

たこのＩＲのセミナーでございますけれども、

先ほど申し上げた3カ所で既に開催をしており
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ますけれども、この開催をいたしました際には、

参加者の皆様からアンケート等もいただいてお

ります。 

 そのアンケートをいただいた中では、ＩＲに

対する出席者の皆様の理解としましては、ＩＲ

の推進について理解を示していただける方が9

割程度ということでございますけれども、そう

いったところを含めまして、やはり、県全体と

して、そういった理解をさらに深めていくとい

うことが必要であると思っていますので、今後

も、さらに県内各地で開催をして、理解促進に

努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 外間議員－23番。 

〇２３番(外間雅広君) セミナーに参加された

方々の理解度が9割を超えたということで一定

了としたいと存じます。 

 また、このカジノ導入を進めるに当たっては、

カジノを選定するに当たって、県の立つ位置、

これは、県内においては審査をし、そして、国

にあっては申請をする立場にあるわけでありま

すから、どうかカジノの選定に当たっては、画

期的な方法で臨んでいただきたいと存じます。

特に、なかなか3都市、あるいは3都県を国が来

年の夏頃でしょうか、その申請をして、その申

請したものを審査して、そのタイムスケジュー

ルに従って、最終的に長崎県が選ばれるという

ところに至っての選定の基準のあり方というも

のは、ＩＲ事業者の関わり方が非常に大きいの

ではないかと思っております。 

 私は、この長崎県の、西の果てではあります

けれども、アジアの中心地に位置し、そこで中

国、上海まで円を描けば6,500万人近い商圏が

あって、特に、こういう大型クルーズ船をはじ

めとする中国の観光客の導入、先般の質問に対

しましては、740万人もの観光客が見込めると

知事が答弁をされておられたように、ハウステ

ンボスの観光客を合わせますと、1,000万人近

い、そういう観光客が見込めると、こういった

中国を中心とするアジアの玄関口に我が本県は

立つ位置があるわけでありますし、また、この

県庁は、防災拠点のセンターとして機能してい

ると同時に、このＩＲの導入に当たっては、長

崎県ならではの、例えば、そういった防災の拠

点になり得るＩＲというものも導入しながらご

検討していただくことはいかがなものかと思っ

ております。 

 いずれにしても、ここでは固有名詞は挙げま

せんけれども、中国にも大変大きな、1日数兆

円を動かすＩＴ系の企業が、我が長崎県のＩＲ

の事業者として、大変興味を持っているという

ふうに聞いております。そういったところは大

変大きなＩＲ事業の予算を投じてくれるものと

期待をいたしております。そういった選定の基

準についても、ひとつ長崎県当局の進め方につ

いては、十分に慎重にしながらも、思い切った

選定の仕方というものも、ぜひとも取り入れて

いただきたいということを要望しておきたいと

存じます。 

 それから、福祉保健部長から医療計画のあり

方について、ご答弁をいただきました。 

 私は、「阪神・淡路大震災」で復旧・復興を

かけて、神戸のポートアイランドが一気に医療

先端都市を目指して、20年間の間に、外資系も

含めた350社の医療関係のそういう会社が参入

をし、そして1,500億円もの売上を上げる膨大

な医療系の都市をつくられたことによって、そ

の拠点施設となり得る先進事例をぜひとも参考

にしながら、長崎県の医療計画については検討

していただきたいという希望を持って質問をい

たしまして、答弁をいただいたところでありま
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すけれども、この健康寿命の観点から、地域医

療のあり方について、拠点づくりを進めること

に対して、ご意見は先ほどいただきましたでし

ょうか。（発言する者あり）例えば、神戸市の

ような高度先進医療の拠点づくりを進めること

に対して、ご意見を福祉保健部長にいただきた

いと存じます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 先ほど、議員の

方からご紹介がございました神戸医療産業都市

につきましては、メディカルクラスター、ある

いはバイオクラスター、シミュレーションクラ

スターということで3つの拠点がありまして、

そのメディカルクラスターについては連携推進

委員会などもつくられて、各病院、先端医療を

担う病院等も入られているみたいでございます。

本県におきましては、そういう医療クラスター

というのは、まだございません。そういうこと

で、何が本当にここから学べるのかということ

も含めて、改めて実際に見させていただいて、

研究をしてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 外間議員－23番。 

〇２３番(外間雅広君) 視察、見学いただいて、

今後の地域医療計画にぜひとも活かしていただ

きたいと存じます。 

 最後に、知事にご答弁をいただいた県の政策、

16％の衝撃を、冒頭、私は質問の中に入れさせ

ていただいて、この数値に見る県政の評価をど

う県政に活かしていくかということで、ご答弁

をいただいたことについては、一定了としたい

と存じますが、ただ、16％という数値は、極め

て謙虚に受け止めていただきたい数値でありま

すし、学校では30点が赤点ならば、そのさらに

半分の点数ということになると、大変厳しい判

定ではないかと、5人に4人が評価をしていない

ということになってしまうのか、その数値の評

価については、先ほど、「長崎俵物」のように、

年数をかけて認知度を高めていくことも非常に

重要であるとは言いましたけれども、数値だけ

でどう評価をするのかということは、非常に難

しいとは思いますけれども、一定謙虚に受け止

めて、県の施策に反映をしていきたいというこ

との知事の答弁を了としたいと存じます。 

 今回、私は、現地に赴いて、現地の方々の声

を質問の中に全て反映をするという気概で質問

をつくらせていただき、知事をはじめ、各関係

部長からの答弁をいただきました。 

 どうもありがとうございました。 

 どうぞ、これからも長崎県勢の発展のために、

ともに頑張っていこうではありませんか。 

 以上、私の質問とさせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 ありがとうございました。 

― 午後 ３時４４分 散会 ― 
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産 業 労 働 部 長 平 田 修 三 君

危 機 管 理 監 豊 永 孝 文 君

福 祉 保 健 部

こども政策局長
園 田 俊 輔 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君
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交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 廣 田 義 美 君

文化観光国際部政策監 田 代 秀 則 君

産業労働部政策監 下 田 芳 之 君

教 育 委 員 会

教 育 長
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 橋 本 希 俊 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 本 田 哲 士 君

公安委員会委員長 川 添 忠 彦 君

警 察 本 部 長 國 枝 治 男 君

監 査 事 務 局 長    亮 二 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任)
寺 田 勝 嘉 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 古 謝 玄 太 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

警察本部総務課長 杉 町   孝 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

総 務 課 長 高 見   浩 君

議 事 課 長 篠 原 みゆき 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 増 田 武 志 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 八江議員－44番。 

〇４４番(八江利春君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議、諫早市選出の八江利

春でございます。 

 通告に従って、一般質問させていただきます

が、久しぶりの登板でありまして、少し欲張っ

た質問をしております。皆さん方、ご了承いた

だきたいと思います。今回ははじめての最終日

の質問となります。 

 そこで、知事並びに関係部長の的確なご答弁

をお願い申し上げておきたいと思います。 

 1、九州新幹線西九州ルート全線フル規格化

への取り組みについて。 

 (1) 政府・与党への働きかけについて。 

 整備新幹線は、全国的な高速鉄道ネットワー

クを形成し、国民経済の発展や地域の振興に資

する考え方のもと、国の政策として整備を進め

る事業であり、西九州ルートは、その一翼を担

うものであります。 

 西九州ルートの整備の在り方については、本

年7月、与党ＰＴ「九州新幹線（西九州ルー

ト）検討委員会」の中間取りまとめにおいて、

フリーゲージトレインの西九州ルートへの導入

は、「断念せざるを得ない」とされ、今後の整

備の方針が定まらない状況になっております。 

 未整備区間である新鳥栖・武雄温泉間の整備

方式について、フル規格、またはミニ新幹線の

いずれかを選択するとされており、西九州ルー

トの整備効果を最大限に高めるためには、ミニ

新幹線ではなく、フル規格による整備が必要で

あると確信をいたしておるところであります。 

 県議会では、西九州ルートの整備対策のため

に特別委員会を設置し、与党ＰＴ「九州新幹線

（西九州ルート）検討委員会」をはじめ、政

府・与党に要望を行っておりますが、2022年に
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は武雄温泉・長崎間の開業も控えており、国に

おいては、新鳥栖・武雄温泉間の整備方針を一

刻も早く決定していただきたいと思っておりま

す。 

 西九州ルートの全線フル規格整備の実現に向

けて、引き続き議会と県が一緒になって、政

府・与党に働きかけていく必要があると思って

おります。 

 国に対しては、フリーゲージトレインの導入

ができなくなった経緯を重く受け止め、地方負

担の最大限の軽減などを求めるべきと考えます

が、今後どのような取組でいかれるのか、お尋

ねをいたします。 

 (2) 佐賀県への対応について。 

 西九州ルートの整備方式の決定に向け、佐賀、

長崎両県が国に対し、ともに要望できるように

していく必要があると思います。今後、どのよ

うに取組を進めていくのか、お尋ねをいたしま

す。 

 2、諫早湾干拓事業開門問題と経済面の効果

及び今後のあり方について。 

 (1) 開門問題について。 

 本年7月に、平成22年、福岡高等裁判所の開

門を命じる確定判決に基づく強制執行について、

これを許さないことを求めて国が提訴してきて

いた請求異議訴訟の控訴審に関し、国の請求を

認める内容の判決が出されております。 

 また、吉川農林水産大臣は、就任に当たり、

引き続き、昨年4月の農林水産大臣談話で示し

た開門によらない基金による和解を目指す考え

を示しているところであります。 

 県は、開門問題の解決に向けてどのように考

えているのか、お尋ねをいたします。 

 (2) 経済面の効果について。 

 こうした開門問題の争点として、漁業者と営

農者の対立抗争という形で取り上げてきました

が、一番大事なのは防災であることを忘れては

なりません。そうした防災事業として進められ

てきた諫早湾干拓事業も、完成して11年になり

ます。ミニトマトをはじめ、干拓地で生産され

た農産物は品質が高く、業界でも非常に高い評

価を受けております。 

 また、干陸地ではコスモスや「幻の高来そ

ば」等の栽培、コスモスまつりをはじめ、各種

イベントの開催、競技用ボートコースとして

3,000メートル以上の直線コースが設けられる

本明川下流域や干拓道路を利用したウルトラウ

ォーキングなども開催され、今後すばらしい楽

園になるものと思います。 

 私は、諫早湾干拓は、防災効果等の事業効果

等にとどまらず、地域に経済面での効果をもた

らし、地域に大きく貢献するものと思っており

ます。 

 そこで、干拓事業の経済面の効果と地域貢献

について、どのように考えておられるのか、お

尋ねをいたします。 

 (3) 今後のあり方について。 

 私は、以前から諫早湾干拓の公園化などの持

論をお示ししてきましたが、開門問題が生じた

ことから、これまで開門反対を強く訴えてまい

りました。その開門問題も、開門しない流れに

なった今、干拓の効果を高めるという観点で改

めてお示ししたいと思います。 

 現在、営農面での活用や干陸地、調整池の利

活用も進められてきておりますが、こうした状

況は、私が以前から申し上げてきた諫早湾干拓

の公園化に近づいているものではないかと思っ

ております。 

 干拓地や干陸地、調整池など全体を、県民、

国民が集う総合農業公園としていくべきではな
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いかと思っております。 

 また、諫早湾干拓事業は、数百年の歴史の中

で地元の要望に応え、現代技術の結晶として完

成したものであります。2,500億円を投じた大

型事業である諫早湾干拓事業には、充実した記

念館が必要ではないかと思っておりますので、

公園化と記念館の整備を提唱したいと思います

が、県の考え方をお尋ねいたします。 

 3、本明川ダム建設着工と地域振興策等につ

いて。 

 私の地元であります諫早市の中心市街を流れ

る本明川は、国が管理する県内唯一の1級河川

であり、昭和32年の「諫早大水害」など、幾度

となく大きな洪水被害に見舞われたことから、

抜本的な治水対策が望まれておりました。この

ため、既に実施中の河川改修事業とあわせて、

本明川ダム建設事業が昭和58年から国の直轄事

業として開始されております。 

 本事業につきましては、地権者の皆様のご理

解、ご協力が得られ、平成29年2月に損失補償

基準協定書の調印式が行われ、さらに本年2月

には、本明川ダム関連付け替え道路着工式が行

われております。 

 このように本明川ダムについては、下流域の

安全を守るために、ダムが建設される上流側の

協力を得て、よりよい地域づくりの議論が進み、

事業が順調に進んでいるものと理解をしており

ます。 

 こうした状況下において、現在の用地取得の

進捗状況と移転の対象となられた方々の移転先

はどう対応されているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 また、付け替え道路についても工事に着手さ

れており、次の段階であるダム本体工事着工を

いつごろ予定しているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 さらに、ダム完成後には新たなダム湖が創出

され、観光資源として活用が期待され、地元は

ダム建設地上流の景勝地である富川の公園整備

や道路拡幅、公民館建設など、さまざまな地域

振興に関わる要望がなされていると聞いており

ますが、県として、どのように対応しようと考

えておるのか、お尋ねをいたします。 

 4、県央地域の道路建設について。 

 (1) 国道34号諫早大村の拡幅並びに諫早北バ

イパスの4車線化について。 

 国道34号は、本県を南北に走る主要幹線道路

であり、県央地域の地域振興や活性化を促すう

えで重要な路線であります。このような中、国

土交通省においては、大村市与崎交差点から諫

早市花高入口交差点間の4車線化が今年度事業

化されておりますが、当区間の進捗状況をお尋

ねいたしたいと思います。 

 さらに、暫定2車線で、残り諫早北バイパス

の4車線化が不可欠であり、当区間の事業化に

ついて、県はどのようなお考えをお持ちなのか、

お尋ねをいたします。 

 (2) 諫早外環状線の早期完成と国道207号の

整備について。 

 県においては、諫早市内の渋滞緩和や利便性

の向上など、国県道の整備に取り組んでいただ

いております。このうち、島原道路の一部であ

ります諫早外環状線については、近隣に工業団

地や商業施設の開発の検討が進んでおると聞い

ており、地域住民にとっては、一刻も早い開通

を期待しているところであります。 

 そこで、諫早外環状線の進捗状況及び完成供

用時期について、お尋ねをいたします。 

 また、国道207号については、地域住民より

早期整備が望まれておりますが、現在、事業中
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の佐瀬工区及び正久寺から猿崎間の整備状況に

ついて、お尋ねいたします。 

 (3) 有明海沿岸高規格道路の推進について。 

 有明海沿岸地域においては、環状に結ぶ高速

交通ネットワークを形成する地域高規格道路の

整備が進められています。 

 しかしながら、鹿島市から諫早市間について

は、いまだ計画もない状況のようであります。

有明海沿岸道路として、当区間の位置づけにつ

いて、お尋ねをいたします。 

 5、農業振興について。 

 (1) 高温に強い新しい水稲の品種の導入につ

いて。 

 諫早市は、昔から県下でも有数の米どころで

あり、水田農業を守っていくためには、地域農

業を維持する重要な役割を果たすものと考えて

おります。 

 本県では、「ひのひかり」を中心に栽培され

てきましたが、近年の地球温暖化の影響により

品質の低下が顕著であり、最近では、夏の暑さ

に強く食味の良好な「にこまる」が普及してき

たところであります。 

 しかしながら、中山間地での「にこまる」の

普及がなかなか進まず規模拡大が難しく、夏の

暑さに強い高温耐性品種があると聞いておりま

すが、その水稲新品種の導入について、お尋ね

をいたします。 

 (2) 「活力ある『ながさきの花』100億達成

プラン」の推進について。 

 県が「チャレンジ園芸1,000億」を推進する

時、花は施設園芸の牽引役であります。長崎県

の園芸産出額は、平成23年の820億円から平成

28年には927億円であり、5年で107億円、113％

に増加しました。花は、73億円から85億円と5

年間で12億円、116％で、過去最大に増加しま

した。 

 特に、私の地元諫早市においては、カーネー

ション、キク、草花の産地であり、その産地は

年々拡大しているところでありますが、私はさ

らに産地拡大が重要だと考えております。 

 そこで、県が平成28年度から実施している

「活力ある『ながさきの花』100億達成プラ

ン」の達成に向けた、これまでの取組内容と今

後の取組について、お尋ねをいたします。 

 (3) 農業基盤整備事業予算の確保について。 

 県では、農業生産向上のため、その基礎とな

る優良農地の確保について、積極的に国の事業

制度を活用し、畑地帯を中心に農地の基盤整備

事業に取り組まれており、整備された農地での

事業効果は農業生産額が確実に増加しているほ

か、その地域で子どもが増えるなどの地域創生

にも貢献していると思います。 

 しかし、必要となる予算については、国では、

平成22年度の大幅削減以降、徐々に回復してお

りますが、平成30年度の国の当初予算は、いま

だ平成21年度の8割に満たない水準にとどまっ

ております。 

 このような中、県では、これまで国の補正予

算を積極的に活用して、毎年度の必要額を確保

してきたと聞いております。 

 しかし、将来的な農家の営農計画や後継者育

成のためには、計画的な事業実施が必要であり、

そのためにも補正予算の有無に左右されない当

初予算での必要額確保が必要だと考えます。 

 そこで、農業基盤整備事業に関わる平成31年

度予算獲得に向けて、県では、国に対しどのよ

うな働きかけをしているのか、その取組状況に

ついて、お尋ねをいたします。 

 6、長崎県産木材需要の拡大について。 

 (1) 木質バイオマスの活用について。 
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 県内の充実した森林資源を有効活用し、森林

所有者や林業事業体の所得向上、森林の公益的

機能も高めていくためには、生産された木材を

製材用、合板用、燃料用など適材適所で利用す

ることにより、木材需要の拡大を進めることが

必要であると考えております。 

 しかしながら、森林資源の中で、特に、低質

材であるバイオマス用材については、搬出コス

トの面などから採算が合わない場合が多く、未

利用材として林地に残されているのが現状であ

り、この未利用材を活用した木質バイオマスの

需要をつくり出すことが重要であると考えてお

ります。 

 県内では、平戸市や対馬市などが、木質バイ

オマスを活用した林業の活性化を図ることを目

的に、地域に最適な木質バイオマス施設を導入

するための調査を行っていると聞いております

が、今後、県では、木質バイオマスの活用に取

り組む市町に対して、どのような支援をしてい

こうとお思いなのか、お尋ねをいたします。 

 (2) 県産材輸出促進について。 

 平成29年の韓国、中国への輸出量は、約1万

5,000立米と聞いており、さらに県産材の需要

を拡大するためには東南アジア諸国など、新規

の輸出国先を開拓し、安定的な取組につなげる

ことが必要と考えております。 

 県の「アジア・国際戦略」では、木材輸出に

取り組まれるようでありますが、今後、県産材

の輸出を促進するため、どのような支援を行っ

ていくのか、お尋ねをいたします。 

 7、国際県長崎の課題と今後の取り組みにつ

いて。 

 (1) ベトナムへの交流促進の取り組みについ

て。 

 県において、「アジア・国際戦略」を策定し、

さまざまな国際施策に取り組んでおられます。

中国、韓国及び東アジアでの取組を、経済成長

が著しく親日的な国も多い東南アジアへと拡大

していくことが本県の発展にとって重要である

との思いで、これまで議会で取り上げてまいり

ました。 

 中でも、ベトナムについては、日越交流の象

徴である「御朱印船」を展示、寄贈し、関係を

構築するなど、長崎県ならではの取組がなされ

ております。 

 さらには、県議会で一昨年11月及び本年8月、

「長崎県議会とクァンナム省人民評議会との友

好交流に関する同意書」を締結したが、民間に

おいては、県商工会連合会やクァンナム省との

交流や、ご当地におけるベトナムを対象とした

日本語学校の設置へ向けた準備など、新たに動

きが出ております。交流が拡大する中で、県で

は、ベトナムについて、今後どのように取り組

んでいこうとされているのか、お尋ねをいたし

ます。 

 (2) 長崎県国際交流協会と県の取り組みにつ

いて。 

 今国会において、外国人労働者の受け入れ拡

大について議論されており、昨日の小林議員ほ

かの質問に対し、県としても、「今後、外国人

材の活用について積極的に対応していく」との

発言がありましたが、県内には現在も多くの外

国人が働いており、今後、新たな在留資格が創

設されれば、さらに外国人の労働者が増加され

るものと思います。こうした外国人の生活面で

の相談や支援、地域とのつながり、あるいはよ

りどころになるような県国際交流協会や地域の

国際交流団体の役割が、これまで以上に高まっ

てくるものと考えます。 

 そこで、県国際交流協会並びに県として、在
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住外国人に対し、現在どのような取組を行って

いるのか、また、今後どのように取り組もうと

しておられるのか、お尋ねをいたします。 

 8、健康長寿日本一への取り組みについて。 

 本県では、全国を上回るスピードで高齢化が

進んでおり、地域の活力をお伝えしていくため

には、高齢者が元気で活躍できる社会をつくっ

ていく必要があります。 

 そのような中、知事みずから「健康長寿日本

一の長崎県づくり」を旗印に掲げ、平成34年を

めどに健康寿命を全国トップ水準まで引き上げ

るとしたことは、大変意義深いことであり、私

も大いに賛同するところであります。 

 また、ご承知のとおり、健康寿命の延伸には

県民による最適な健康づくりの実践が不可欠で

す。一口に健康づくりと言ってもさまざまなも

のがあり、室内室外での運動や食事の改善内容

的なものだけでなく、例えば、図書館で本を読

むことなど、そして、仲間と歌を歌ったりする

ことも健康づくりに効果があると思います。健

康寿命を全国トップ水準まで引き上げるには、

県として、多くの県民の興味を惹く、おもしろ

みのある、独自性のある施策を打ち出すことが

必要ではないかと思います。 

 そこで、一つの提案でありますが、楽しみな

がら、健康効果も期待できるカラオケの奨励を

するため、県が大会を主催し、カラオケ大賞を

創設し、優勝者を知事が表彰するなどを行って

はどうかと思いますが、知事のお考えはいかが

でしょうか。（発言する者あり） 

 9、文化芸術の振興と国民文化祭の誘致につ

いて。 

 文化芸術は、人々の創造性を育み、その表現

力を高めるとともに、人と人との心のつながり

やお互いの理解、そして、多様性を受け入れる

ことができる豊かな社会をつくることの人類普

遍の財産であると思います。 

 少子・高齢化の中で、地域における伝統文化

の継承や文化を担う人材の育成、また新たな文

化芸術の創造が地域活性化に果たす役割は、ま

すます高くなってきていると考えます。 

 このような中、地域における文化活動を全国

的規模で発表する場として、「国民文化祭」が

毎年開催されております。これは、文化活動へ

の参加の機運を高め、新しい文化芸術の創造を

促すのが地方文化の発展に寄与するものであり

ます。 

 平成29年度開催の奈良県が、42万人を超える

ほどの参加者が集まり、交流人口拡大に大きく

貢献した祭典でもあります。 

 九州では、既に熊本県、大分県、福岡県、鹿

児島県、そしてまた、2年後の2020年には宮崎

県で開催が決まっております。全国に誇れる歴

史文化を誇る長崎県としても、これ以上遅れる

ことなく、2022年の九州新幹線西九州ルートの

開業を見据えた国民文化祭を誘致すべきではな

いかと思いますが、地域における文化芸術の振

興への取組と国民文化祭の長崎県での開催につ

いて、県はどのようにお考えなのか、お尋ねい

たします。 

 以上、壇上からの質問とさせていただき、必

要であれば対面演壇席にて質問させていただき

ます。 

 ありがとうございました。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 八江議員のご質

問にお答えをいたします。 

 まず、九州新幹線西九州ルートの整備に当た

って、政府・与党への働きかけをどう進めてい

くのかとのお尋ねでございます。 
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 九州新幹線西九州ルートの整備の在り方につ

いては、本年7月、「与党整備新幹線建設推進プ

ロジェクトチーム九州新幹線（西九州ルート）

検討委員会」において、中間取りまとめが示さ

れたところであります。その中で、「新幹線は、

全国につながる高速ネットワークとして整備す

べきものである」ということとされ、さらに

「フリーゲージトレインの導入を断念せざるを

得ないことは遺憾であり、この開発を進めてき

た国においては、これまでの経緯を踏まえて、

今後の対応に当たるべきであること」とされた

ところであります。 

 こうしたことから、県としては、これまで同

検討委員会の山本委員長、江田委員長代理をは

じめ、政府・与党関係者に対して、西九州ルー

トのフル規格による整備に向けた議論を早急に

進めるとともに、課題である地元負担の軽減や

ＪＲ九州の協力についても、国においてしっか

りと対応していただくよう要請してきたところ

であります。 

 また、去る11月28日、「与党整備新幹線建設

推進ＰＴ」が開催され、武雄温泉・長崎間の建

設費増嵩にかかる長崎、佐賀両県の意見聴取が

行われた際においても、改めて新鳥栖・武雄温

泉間の整備方式について、早急に議論を進め、

整備方針を決定していただきたいことを訴えた

ところであります。 

 県としては、引き続き、一刻も早く「与党整

備新幹線建設推進ＰＴ」における議論が進むよ

う、県議会の皆様とともに、政府・与党に対し

強く働きかけてまいりたいと考えております。 

 次に、同じくこの西九州ルート実現に向けて、

佐賀県への対応をどう進めようとしているのか

とのお尋ねでございます。 

 西九州ルートのフル規格による整備について、

佐賀県の理解を得ていくことは非常に重要なこ

とであると考えております。 

 佐賀県におかれては、整備にかかる財政負担

や並行在来線の問題について懸念されておりま

すことから、現在、県としても、国に対し地方

負担の軽減方策等の検討を求めているところで

あります。 

 また一方で、本県と佐賀県との直接的な協

議・調整も必要でありますことから、これまで

も機会を設けて対話を重ねてまいりましたが、

今後においても、しかるべき時期を捉えて、佐

賀県との対話を重ね、意見の調整を図ってまい

りたいと考えているところであります。 

 次に、諫早湾干拓事業の開門問題の解決に向

けて、どう考えているのかとのお尋ねでありま

す。 

 諫早湾干拓事業の開門問題については、でき

るだけ早く解決に結びつけていかなければなら

ないと考えております。 

 そのため、去る10月18日に吉川農林水産大臣

が来県された際も、「開門しない方針のもと、

開門問題の早期解決を図っていただきたいこ

と」等を要望いたしました。 

 大臣からは、「開門によらない基金による和

解を目指すことが、開門問題解決の最良の方策

であるという方針のもと、対応していきたい」

というお話がありましたことから、私どもも、

地元の県として、できることをしっかり協力し

てまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、訴訟の推移を見極

めてまいりますとともに、開門問題の早期解決

が図られるよう、適切に対応してまいりたいと

考えております。 

 次に、諫早湾干拓の公園化及び記念館の整備

についてのお尋ねであります。 
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 諫早湾干拓事業によって創出された干陸地を

はじめ、潮受堤防、調整池、干拓農地等は貴重

な地域資源であります。 

 県は、これまで地元と一体となって干拓営農

の推進とともに、地域活性化のための施設整備

や各種イベントの開催、景観作物の植栽、干陸

地を利用するための社会実験などに取り組んで

まいりました。 

 今後も、国、県、市、地元住民、農業者等で

構成する「諫早湾干拓にぎわい創出事業協議

会」等の場を利用して、さらなる利活用の検討

を進め、人が集い、にぎわう場の創出に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 また、ご提案の記念館につきましては、既存

の施設に干拓の歴史や効果の展示機能も整備さ

れているところであり、今後、どういう形で施

設の充実等を考えておられるのか、地元市の意

向も伺ってみたいと考えております。 

 また、干拓農地の目指すべき将来の姿につい

て、私といたしましては、干拓農地そのものが、

大規模環境保全型農業とスマート農業が融合し

た他に例を見ない未来型農業のモデル地帯とし

て、全国からの視察者が多く訪れるような、そ

ういう地域にしていきたいと考えているところ

であります。 

 いずれにいたしましても、まずは開門問題の

早期解決に全力を注いでまいりたいと考えてい

るところであります。 

 次に、ベトナムとの交流に今後どのように取

り組んでいこうとしているのかとのお尋ねでご

ざいます。 

 海外の活力を取り込み、本県の経済活性化に

つなげてまいりますため、歴史的なゆかりがあ

り、東南アジアの中でも高い経済成長を続けて

おりますベトナムとの交流拡大は、大変重要で

あると考えております。 

 県では、平成27年度の県議会や経済界の方々

など100名を超える訪問団の派遣や、昨年度の

ＡＰＥＣ開催の機会を捉えた、両国首相立ち会

いのもとでの日越交流の象徴である「御朱印

船」寄贈など、本県の認知度向上に努めてきた

ところであります。 

 さらに昨年6月に、県とクァンナム省、本年8

月には県議会とクァンナム省人民評議会が、そ

れぞれ友好交流関係に関する同意書を締結した

ところであります。 

 ベトナムに対しては、多くの県内企業が関心

を寄せておられますことから、サポートデスク

の設置など海外展開の支援に取り組んでいると

ころであり、クァンナム省においては、県内企

業と長崎大学等が連携した水環境改善のモデル

事業も推進されております。 

 また、人口減少の進行による労働力の確保が

課題となる中、技能実習生に加え、国において

議論されております新たな在留資格の創設に向

けた動きも注視しながら、クァンナム省はじめ、

ダナン市、ホーチミン市などの地元政府との友

好交流関係を活かし、外国人材の活用など、本

県経済の活性化に取り組んでまいりたいと考え

ているところであります。 

 次に、健康長寿日本一に向けた取組に関し、

カラオケを奨励するため、県が大会を主催し、

優勝者を表彰してはどうかとのお尋ねでござい

ます。 

 私は、健康寿命の延伸には、県民の皆様に運

動や食生活改善などの健康づくりを実践してい

ただくことが何よりも重要であり、そのために

は県民お一人おひとりが健康づくりを楽しくは

じめ、楽しく継続していただくことが重要であ

ると考えております。 
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 運動と食生活には、健康との因果関係がある

とされておりますものの、カラオケについては、

その関係がいまだ明らかになっていない状況に

ありまして、現時点において、健康づくりの観

点からカラオケ大会を主催し、表彰を行うこと

はなかなかに難しいのではなかろうかと考えて

いるところであります。 

 しかしながら、地域の皆様方が一堂に集まら

れ、交流を深められるという非常に貴重な機会

になっており、生きがい対策の一助にもなって

いることもあるだろうと考えておりますので、

非常にユニークなお取組等をいただく際には、

また別の考え方のもと、（発言する者あり）検

証の在り方等も検討していく必要があるのでは

なかろうかと考えております。 

 次に、国民文化祭の開催について検討しては

どうかとのお尋ねでございます。 

 県では、地域の誇りとなる魅力ある文化芸術

活動による地域づくりや人材育成を推進するた

め、長崎県美術展覧会の開催や長崎県文化団体

協議会を通して、地域がみずから取り組む文化

芸術活動や伝統文化の継承などへの支援を行っ

ているところであります。 

 ご提案のありました国民文化祭は、地域にお

ける文化活動をさらに活発化し、長崎の歴史文

化の魅力を広く知っていただく契機となってま

いりますことが期待されておりますが、県だけ

ではなく、市町や文化団体等の理解と協力、機

運の高まりが不可欠であり、また、開催に当た

っては経費負担、受け入れ体制の問題も生じて

まいります。 

 こういった課題を含めて検討を進め、新幹線

開業のほか、今後予定されております大型事業

との関連も踏まえながら、大会の誘致等につい

て検討を深めてまいりたいと考えているところ

であります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 私から、6点お答え

をいたします。 

 まず、諫早湾干拓事業の経済面の効果及び地

域貢献についてのお尋ねでございます。 

 経済面の効果として、まず、営農面では、干

拓地における耕地利用率は全国平均の1.9倍と

なる約170％、推定農業産出額は年間約38億円、

これまでの投資額も50億円に達しており、また、

年間の就業効果の試算は延べ約14万人で約9億

円となっております。 

 干陸地等の利活用面では、新たな資源を活用

したさまざまな取組が行われており、9月に開

催された「ウルトラウォーキング」には、県内

外から約1,600人が参加し、また、10月に開催

された「コスモスまつり」では約2万1,000人、

先月開催された「諫干まつり」では約4,500人

の入場者があり、競技用ボートの合宿誘致では、

昨年度以降、宿泊者数が延べ約700人となって

おります。 

 さらに、「幻の高来そば」の食事処の開設が

計画されるなど、経済的な効果があらわれてき

ており、地域の活性化に貢献しているものと考

えております。 

 県としましては、引き続き、国、市、地元関

係者と一体となって、営農支援や地域の有効活

用に取り組み、諫早地域の一層の発展につなげ

てまいりたいと考えております。 

 次に、今後の新しい水稲品種の導入について

のお尋ねでございます。 

 県がこれまで推進してきました高温耐性品種

の「にこまる」は、収穫時期が10月下旬と遅い

－ 151 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第９日目（１２月５日） 

－ － 152 

ため、中山間地域や収穫労力が競合する園芸産

地では、作付が進まない状況にあります。 

 一方、新たな高温耐性品種である「なつほの

か」は、「にこまる」と比較して、収穫時期が

15日程度早く、粒が大きく多収で、品質、食味

がすぐれているため、今年度から中山間地域を

中心に約250ヘクタールの栽培が開始され、生

産者からは高い評価をいただいているところで

あります。 

 「なつほのか」は、収穫期の異なる「にこま

る」と組み合わせた米づくりを行うことで、収

穫機械利用の効率化によるコスト縮減や後作の

麦やタマネギなどの生産拡大により、農業者の

所得向上につながることから、県といたしまし

ては、中山間地域や園芸地帯を中心に、平成32

年の作付面積1,200ヘクタールを目標に、関係

団体などと一体となって普及に努めてまいりま

す。 

 次に、「活力ある『ながさきの花』100億達成

プラン」のこれまでの取組と今後についてのお

尋ねでございます。 

 本県の花卉振興については、これまで低コス

ト耐候性ハウスやヒートポンプの導入、カーネ

ーション等オリジナル品種の育成などの生産対

策や花育活動などによる需要拡大に取り組んで

きた結果、平成28年の花卉産出額は過去最高の

85億円まで伸びてきております。 

 しかしながら、生産資材の高止まりなど、生

産コストの増加や国内市場の価格変動が大きい

などの課題があるため、県では、昨年度から生

産性向上のため、環境制御技術の実証に取り組

み、輪菊の出荷本数が昨年比18％増加するなど

の効果が確認されたところでございます。 

 また、安定した単価が期待できる輸出を促進

するため、ラナンキュラスなど輸出に適した品

種の育成や輸送試験を開始したところであり、

今後は国の事業等を活用し、こうした成果を県

内全域に普及させるとともに、市場、仲卸との

パートナーシップによる輸出拡大により、花卉

算出額100億円達成を目指してまいります。 

 次に、平成31年度の農業基盤整備事業予算の

確保に向けた県の取組状況についてのお尋ねで

ございます。 

 農地の基盤整備を計画的に進めるためには、

国の当初での十分な予算確保が大変重要である

ことから、本年6月の政府施策要望において、

農林水産大臣に十分な当初予算確保を重点項目

として要望するとともに、「長崎県農業農村整

備事業推進協議会」と連携して、予算獲得に向

けた推進大会を10月30日に開催したところであ

ります。 

 また、11月14日と15日には、県議会のお力添

えをいただきながら、農林水産大臣政務官及び

自由民主党幹事長、総務会長と面談し、要望す

るとともに、明日6日も農林水産大臣に対して、

平成30年度補正予算及び平成31年度当初予算の

確保について要望してまいります。 

 今後も、国の平成31年度概算要求額の満額確

保と本県への予算の重点配分について、あらゆ

る機会を捉えて国に強く働きかけるとともに、

平成30年度の補正予算の確保につきましても、

積極的に努めてまいります。 

 次に、木質バイオマス利活用に取り組む市町

に対して、どのような支援をしていこうとして

いるのかとのお尋ねでございます。 

 県では、森林経営計画の策定、路網整備や高

性能林業機械の導入などの森林整備とあわせて、

バイオマス活用に積極的な市町に対し、未利用

材の輸送費支援を行った結果、平成29年度のバ

イオマス用材は、平成26年度の3倍となる約4万
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立方メートルに増加したところであります。 

 今後、市町が行う木質バイオマス事業の実現

に向けては、木材の低コスト生産や収益性の検

討が必要になってくることから、県としまして

は、市町が設置する協議会へ参画し、森林資源

量や収益性の確保などの分析とともに、国の森

林環境譲与税を活用した作業道の整備や担い手

の育成などに取り組んでまいります。 

 次に、県産材の輸出促進に向けて、どのよう

な支援を考えているのかとのお尋ねでございま

す。 

 これまで、県では、林業関係団体等に対し、

海外フェアへの出展や新規輸出先の市場調査、

セミナー開催等に取り組んでまいりました。 

 また、福岡県、佐賀県、長崎県3県が連携し

た中国への大ロット安定出荷などにより、平成

29年度は、5年前の2倍となる1万5,000立方メー

トルを輸出したところであります。 

 県としましては、今後もさらなる県産材輸出

の促進に向け、国の事業を有効活用し、韓国へ

の製材品の新規輸出や中国、韓国内での丸太の

販路拡大、ヒノキのニーズが見込まれるベトナ

ム、台湾などの新規輸出国の開拓など関係団体

と一体となって取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 私から4点お答えい

たします。 

 まず、本明川ダム建設着工と地域振興策等に

ついてのお尋ねですが、本明川ダム建設事業に

ついては、国において平成36年度完成を目標に

進められております。 

 本年度からは用地国債を活用して用地の先行

取得を進めており、集団移転の代替地について

も、次年度早期に完成する見込みであると聞い

ております。 

 また、ダム本体工事については、用地の取得

状況、道路工事の進捗及び予算確保の状況等を

踏まえ、段階的に進めていくと聞いております。 

 富川の河川公園整備等の地域の振興策につき

ましては、諫早市が地元からの要望を受け、水

源地域整備計画の策定に向けて関係機関と調整

を行っているところです。 

 県としては、今年末には水源地域の指定につ

いて、国土交通大臣あてに申し出を行うことと

しており、引き続き国及び諫早市と連携し取り

組んでまいります。 

 次に、大村諫早拡幅の進捗状況及び諫早北バ

イパスの事業化についてのお尋ねですが、国道

34号の大村から諫早間につきましては、交通混

雑の解消のため、国において、大村市与崎交差

点から諫早市花高入口交差点間4.4キロメート

ルの4車線化が今年度事業化されており、現在、

測量や設計が行われております。 

 また、当路線の円滑な交通流の確保を図るた

めには、諫早北バイパスの4車線化についても

検討すべき課題と考えていることから、事業中

区間の進捗状況や周辺の交通状況を注視しなが

ら、地元諫早市の意向を踏まえ、国と意見交換

してまいりたいと考えております。 

 次に、諫早外環状線の進捗状況及び完成供用

時期、また国道207号の佐瀬工区及び正久寺町

から猿崎間の整備状況についてのお尋ねですが、

島原道路の一部である諫早外環状線の諫早イン

ター工区については、平成31年度の完成を目標

に、諫早インターから小船越インター間の橋梁

工事などを進めております。 

 また、長野・栗面工区については、8月に貫

通した（仮称）4号トンネルなどを施行中であ

り、今後の予算内示にも左右されますが、平成
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32年度以降の完成を目指しているところです。 

 一方、国道207号の佐瀬拡幅については、平

成24年度に事業着手し、本年9月末に全ての用

地取得が完了するとともに、全体の6割超であ

る約1.5キロメートルを供用しているところで

あり、早期の完成を目指して、引き続き橋梁工

事などを進めております。 

 平成27年度に事業着手した東長田拡幅につい

ては、これまで測量・設計などを行い、平成29

年度からは用地取得に努めているところです。 

 今後も、早期完成に向けて整備推進に努めて

まいります。 

 次に、有明海沿岸道路としての鹿島市から諫

早市間の位置づけはとのお尋ねですが、佐賀県

鹿島市から長崎県諫早市間の中長期的な振興を

図るためには、地域間の交流や連携を促す道路

の整備が重要であることから、これまでも当該

区間の計画の明確化について国へ要望を行って

おりました。 

 このような中、今年度、「重要物流道路制

度」が創設されたことに伴い、現在、国ととも

に長崎県の新たな広域道路ネットワーク計画の

検討を行っており、本区間については、佐賀県

とも十分協議しながら、ネットワーク計画へ位

置づけるべく作業を進めているところでありま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 私から

は、在住外国人に対する長崎県国際交流協会と

県の取組について、お答えをさせていただきま

す。 

 県国際交流協会におきましては、生活に役立

つ情報をまとめた生活ガイドや医療ガイド、災

害時対応ガイドや広報誌を4カ国語で作成し、

県内市町や国際交流団体等へ配布するとともに、

ホームページ等においても各種情報を提供して

いるほか、相談対応も行っております。 

 また、伝統的な日本文化に触れる機会の提供

や日本語弁論大会、国際交流フェスティバルを

開催し、県民と在住外国人との相互理解の促進、

地域の国際交流団体とのネットワークの強化に

努めております。 

 なお、県は、協会に対しまして財政的支援を

行うとともに、連携して事業を実施いたしてお

ります。 

 新たな在留資格が創設され、外国人が増加す

ることになれば、議員ご指摘のとおり、各地域

の国際交流団体の役割も一層高まってくること

から、今後、市町や国際交流団体等を対象に事

例紹介や情報交換、相互連携を目的とした連絡

会議などを開催することにしております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 八江議員－44番。 

〇４４番(八江利春君) いろいろお話をたくさ

ん聞かせていただきましたので、十分な検討が

なされなかったのではないかと思いますし、新

幹線のお話などは、知事もさらっと流していた

だいて、あっという間に答弁が終わりました。 

 その前に一つだけ申し上げておきたいのは、

先ほど健康長寿日本一の中でカラオケ大賞をと、

一つはユニークな発想で、役所としてもなかな

かかたい部分があるから、少しはやわらかい発

想でと思って、出しました。 

 というのは、私もここに持っていますけれど、

長崎は、歌のまち長崎と言われるぐらいに全国

でも有数な歌のまち、歌の県だと言われており

まして、2,000曲近くの長崎の歌があります。

こういったものを考えれば、長崎はユニークな

発想があって、知事のカラオケ大賞と。カラオ

ケといえば、どこまでが芸術的だとか、文化的

なことと判断すれば、いいかわからない部分が
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ありますけれど、今は確かに日本国中、あるい

は外国へ行っても、日本語で「カラオケ」と呼

ばれるようになっております。 

 私の住んでいる諫早市は教室がたくさんあっ

て、スナックをやっている方々が昼間はカラオ

ケに提供して、500円等で1日を過ごせる。そこ

にたくさんの高齢者が集まって楽しんでおる。

そういう実態を考えてみれば、何も運動すると

か、あるいは読書とか、いろいろなことも頭の

体操ですね。そういったものもあるかもわかり

ませんけれども、この間、ある歌手のイベント

に参加した時に、1日5曲歌えば寿命がかなり延

びるというお話もありました。腹式呼吸等を利

用すれば、発声は大きな役割を果たすんだと。

それを考えてみれば、まだよく検討する必要が

あるんじゃないかと。ただ、カラオケというだ

けで見逃さずに、健康づくりの中の大きな役割

を果たしておるんだということも考えていただ

きたい。 

 そして、長崎は歌のまち、歌の発祥の地でも

あり、いろいろなことがあります。また、歌手

その他も誕生すれば、また大きく長崎県の宣伝

にもなります。 

 そういうことを含めて、いま一度考えていた

だくように、これはもうお願いをいたしておき

たいと思います。 

 それで、もう時間はありませんけれど、新幹

線のことでありますが、我々も一緒になって、

これまでやってまいりました。昨年の7月から、

ようやく県と県議会の議連等も一緒になって、

フル規格と一本化してできるようになりまして、

その運動の展開は非常にやりやすくなりました。

それで、国の方も受け止め方もそれでよかった

と思います。フリーゲージトレインがもうだめ

だから、フル規格に転換しようということであ

ります。これは、万人の認めるところでありま

すけれど、そこには財源等が横たわっておりま

して、佐賀県がうんと言わない部分があると思

います。佐賀県は、全て財源だけじゃないかと

思いますけれど、大方はやっぱり佐賀県の問題

じゃないかと思います。 

 そこで、我々が佐賀県対策をどのように。佐

賀県対策といえば、佐賀をどうかという思いで

ありますけれど、佐賀県の皆さんとどのような

形で今後進んでいけばいいのかというのが大き

な課題ではないかと、それが一つ。 

 もう一つは、政府・与党でＰＴをつくってい

ただいております。それは、岸田文雄自民党政

調会長が座長の「整備新幹線建設推進プロジェ

クトチーム」、その下にあるのが「九州新幹線

長崎ルート検討委員会」、これがＰＴの九州版

といいますか、長崎のものです。この皆さん方

が協議して、国として提言をしていただく。 

 そうすると、そのＰＴの皆さん方との関わり

あいというのが一番大きいものじゃないかと。

それと佐賀県と、この2つのところをどのよう

にクリアできるかが、我々に課せられたことで

もありますけれど、それは一概にこっちが思う

とおりにはいきませんが、まずはＰＴの皆さん

方と連携を深く持ちたいというところであって、

東京でも大会を開きたいと思って申し上げてお

りますが、まず佐賀県を説得してこいと。佐賀

県を説得すれば何とかなるさということの話で

すが、それもですけれど、やっぱり機運を高め

ることが必要ではないかと思っております。 

 それは大会を開くかどうかは別として、他の

地域がどのような活動をしているかというと、

山陰新幹線は、今年の6月5日に東京で大会を開

きました。鳥取市長が会長で、竹下総務会長、

石破元幹事長等が中心的なメンバーであります。 
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 四国新幹線が7月13日に東京で開きました。

これは四国の経済団体の会長が主導しておりま

す。 

 そして、東九州新幹線は、昨年の11月8日と2

月8日、そして、平成28年の3月とか3回ぐらい

開いておりまして、これは東九州早期実現に向

けてという大会を開いております。 

 そして、奥羽新幹線については、山形の新幹

線、これはミニ新幹線ですけれど、これをフル

規格にしてくださいという要望、こういったも

のがめじろおしにそれぞれの大会をやっておる

関係から、我々ももう少し気合いを入れなけれ

ばいけないかなと思ってもおります。 

 そのことについて、今後どのようにしていけ

ばいいのか、県議会、あるいは理事者の皆さん

方と一致して、そしてまた、経済団体などでつ

くっている長崎県の新幹線実行委員会も中央で

やったらどうかというお話もあります。そうい

うふうな点を含めて検討いただきたいと思いま

すけれど、いかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) やはり今、最大の課題と

いいますのは、整備手法が決まらないまま時間

だけが経過していくというような状況でありま

して、これを一刻も早く打開して、早期開業に

具体的な形で結びつけていかなければいけない。

そのためには、やはり県内はもとより、幅広い

関係者の理解と機運の高まりというのが必要に

なってくるものと考えているところでありまし

て、私どもも、そういった意味では与党ＰＴの

各委員の皆様方にも、ＰＴとしての協議、ご議

論と結論を得ていただきたいということのお願

いは繰り返し行ってきているところであります。 

 これからも、県議会でもさまざまなご活動を

いただいているところでありますので、しかる

べきタイミングを見計らいながら、具体的な活

動に結びつけていかなければいけないと考えて

いるところであります。 

 それからまた、佐賀県との関係でありますけ

れども、これはこれまでも直接佐賀県に出向い

たり、さまざまな会議の機会を捉えて、意見交

換をさせていただいているところでありますが、

なかなか理解を得るのが難しい状況。これは、

繰り返し、繰り返し長崎県の実情等を訴えてい

く以外にないんだろうと思いますし、もう一つ

は、財源的な負担軽減方策について何らかの方

向性が示されないか、そういう打開策というの

をやっぱり模索していく必要があるんではなか

ろうかと考えているところでありますので、引

き続き、そういった機会を設けてまいりたいと

考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 八江議員－44番。 

〇４４番(八江利春君) そこで、佐賀県対策と

いうことにもなりますけれども、佐賀県は今、

県知事選挙があっております。16日に、その結

果が出ると思います。そうしますと、一番理解

を求める一番最大の方といいますのは、いわゆ

る県知事ではないかなと思います。そうなりま

すと、やっぱり知事のお祝いを兼ねて、長崎県

知事が佐賀県知事と速やかに選挙後には会うこ

とも大きな役割の一つじゃないかなと、こう思

っておりますが、そのことはいかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほども申し上げてまい

りましたように、あらゆる機会を捉えて、ある

いは時間がいただければ、こちらから出向いて

議論を重ねてきたところであります。 

 今は選挙期間中ということもあり、そういっ

たことがかなわない状況でありますけれども、

選挙が終わり次第、直接お会いして、また話を
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させていただく予定であります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 八江議員－44番。 

〇４４番(八江利春君) 私も2、3日前から佐賀

県議会議長、あるいは議連の会長と電話で話を

いたしておりますが、今のところはやっぱりそ

ういう状況の中にありますから、いましばらく

待っとってくださいというお話で、しかし、そ

れが過ぎれば、一度は話し合わにゃいかんです

ねというような話はいただいておりますので、

それを引き出すためにも、知事と知事の対話が

大きく影響してくるものと思いますので、よろ

しくお願いを申し上げて終わりたいと思います。

（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午前１１時１６分 再開 ― 
〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 大場議員－11番。 

〇１１番(大場博文君)（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議、島原市選出の大場博文でござ

います。 

 今年2回目の一般質問に登壇をさせていただ

いております。会派の皆様のご協力に対しまし

て、心から感謝を申し上げます。 

 それでは、通告の順序に従いまして、一般質

問を行います。 

 1、障害者雇用率について。 

 (1) この問題が発生した要因について。 

 今年、省庁及び地方自治体等の公的機関にお

いて、障害者手帳の交付に至らないなど、障害

者に該当しない者を障害者として雇用し、障害

者の雇用率が水増しされていた問題が発生いた

しました。 

 障害者の雇用については、障害者がごく普通

に地域で暮らし、地域の一員としてともに生き

る共生社会の理念のもと、本年4月から、法定

雇用率が引き上げられ、官民挙げてその達成に

向けた取組が期待されていた中であり、非常に

残念な事件でありました。なぜ水増しが行われ

るようになったのか、肝心な点がなかなか見え

てきていません。 

 (2) 今後の対応、取り組みについて。 

 障害者雇用の確保を図る責務を有する行政機

関として、また、法令遵守を徹底し、民間を指

導する立場の中央官庁として、あってはならな

いことであり、全国の障害者の間には大きな憤

りと不信感が高まっています。 

 本県においても同様の事態であり、大変憂慮

すべき事態となっています。これら不祥事によ

り、結果的に長年にわたり障害者の就業の機会

が奪われた形となっており、ゆゆしき一大事と

言わざるを得ません。その信頼回復のために、

本県における障害者雇用に関する実態の調査、

点検及び再発防止に向けた取組や、法定雇用率

の達成に向けた対応策を早急に取りまとめる必

要がありますが、これは、先日、対応等につい

ては、既に発表されておりますが、改めて今後

の取り組み等について、お尋ねをいたします。 

 また、何よりもはじめ、なぜ、このような問

題が発生したのか、その要因について、どのよ

うに考えていますでしょうか、あわせて、お尋

ねいたします。 

 2、安全・安心への取り組みについて。 

 (1) 防犯カメラの設置について。 

 防犯カメラの設置は、今や安全・安心対策と

して、一般的な手段となっています。商業施設
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など、建物の内外はもちろん、街角の至るとこ

ろに犯罪行為を監視するカメラが置かれるよう

になっています。こうした流れから、防犯カメ

ラの設置の必要性も高まってきています。 

 ただ、防犯カメラの大きな役割は、犯罪を未

然に防ぐ抑止効果で、犯罪行為自体を直接止め

られるわけではないということがありますが、

ただ、カメラの存在を周囲に示し、映像が撮影

されていることを知らしめて、不審者の侵入や

犯罪などを防ぐなどでは一定の効果を発揮して

います。 

 近年は、安全上の要請から、コンビニやマン

ションなどの建物内に限らず、通りに面した場

所にも防犯カメラが設置されるようになってき

ました。近年のこのような動きの中で、本県と

して、県民の安全・安心への取り組みで、防犯

カメラの設置について、どのようにお考えでし

ょうか。 

 一般的に、防犯カメラ設置には、比較的コス

トがかかるという点が言われています。警備員

や警備会社を利用する場合もコストはかかりま

すが、こういったカメラの設置も、決して安く

はない費用が必要になります。カメラの本体、

取り付け工事のコスト、維持費用などが挙げら

れます。 

 こういった中で、民間の力をかりて設置費用

をはじめ、その後の維持費用もかからない防犯

カメラの設置が島原市を中心に進んでいます。

このような民間の力を活用しての設置というこ

とも考えられますが、その活用について、どの

ようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 3、国際線の就航と観光振興について。 

 (1) 現在の取り組み状況について。 

 地方自治体にとって、海外からの活力を取り

入れることはますます重要になっており、中で

も観光客をはじめとする訪日外国人の誘致に取

り組むところは多くなってきています。また、

人口減少と高齢化の進行に苦しむ地方は、定期

便が就航すれば、その分、地元の経済の振興や

活性化につながることから、各県、路線の激し

い争奪戦が続いています。 

 本県も例外なく人口減少が進む中、いかに交

流人口を増やし、地域経済を活性化させるかは、

長崎県にとって重要課題であります。 

 そういった中、来年1月19日より、格安航空

会社の香港エクスプレスが長崎～香港間の定期

路線を新規就航することになりました。週3回、

それぞれ1日1往復運航いたします。国際線の新

規路線の開設は、1979年からの中国上海線、

1988年のソウル線以来、約30年ぶりで3カ所目

となります。 

 香港からの訪日客は増加傾向で、長崎県内観

光業関係者の期待は高いものがあります。九州

の中でいち早く就航している福岡県、熊本県、

鹿児島県、沖縄県など、その利用状況も非常に

順調であるとの話であり、観光関係者のそうい

った期待もうなずけるものであります。 

 県内観光の振興に向けて、このような国際線

の就航は、本県観光にとって明るい光であり、

引き続きの取組も必要と考えますが、現在の取

り組み状況について、お尋ねをいたします。 

 (2) 今後の取り組みについて。 

 過去、一時ソウル線の撤退など厳しい現実を

経験してきており、現在でも搭乗率の伸び悩み

など問題はあります。せっかくの新規就航に沸

く本県で、そういったことにならないよう、今

後の取り組みはどのようにお考えでしょうか、

お尋ねをいたします。 

 (3) 国内宿泊の拡大に向けた「ふるさと旅行

券」の復活について。 
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 インバウンド対策にあわせて、国内観光の取

組も必要と考えています。熊本震災後、九州の

観光客の減少を抑えるため、「九州ふっこう

割」などキャンペーンが開催され、本県の観光

業も何とか踏ん張ることができました。ただ、

このようなキャンペーンなどは一時的な効果に

終わりやすいなど、懸念されていましたが、そ

の後の北海道の災害等で、今度はそちらにキャ

ンペーンが移り、苦戦をしているとの声をお聞

きいたします。 

 外国人の受け入れは、クルーズ船、国際線の

新規就航など順調な伸びも期待できることから、

あわせての国内旅行に向けた対策が必要であり、

以前の「ふるさと旅行券」のような国内旅行向

けの取組が期待されていますが、その実施に向

けてのお考えをお伺いいたします。 

 4、国際大会のキャンプ誘致について。 

 (1) オリンピック以外の国際大会（ラグビー

Ｗ杯等）の受け入れ状況について。 

 2020年に開催が予定されている「東京オリン

ピック・パラリンピック」は、大会の成功はも

とより、その経済効果が期待されています。本

県にとっても、事前キャンプ誘致等を通じた交

流人口の増大や外国人観光客の増加など、2019

年に開催される「ラグビーワールドカップ」と

あわせて、地域活性化のチャンスと捉えられて

います。 

 事前キャンプ地誘致の効果では、地域スポー

ツの振興やその後の合宿誘致での効果、国際交

流人口の増大、事前合宿中の関連施設の利用や、

関係者を含めた宿泊の需要増加、事前合宿がき

っかけとなり、リピーターの獲得、そして、知

名度アップによる観光客の増加などが期待され

る一方、課題もあります。施設面、練習施設、

宿泊施設などでの対応や財源の確保、組織、人

材面の対応、外国人の受け入れ体制整備、地域

における機運の醸成などが挙げられています。 

 ただ、それよりも地域活性化への期待が高い

ようであります。一例を挙げますと、ラグビー

ワールドカップは、九州が開催地であり、実際

に多くの外国人が来訪見込みであるとのことで

あります。試合間隔が長く、域内の長期滞在や

周遊が期待できること、ラグビーが富裕層に人

気のスポーツであり、観光消費が期待できるこ

と、ラグビーワールドカップへの対応が、翌年

の東京オリンピックにも直結するなどを考える

と、ラグビーワールドカップについての取組も

重要と考えられています。 

 そのようなことから、現在、大型イベントの

キャンプ誘致などの取組の実績はどのようにな

っていますでしょうか。あわせて、それらイベ

ントを活用しての地域活性化、振興につなげる

ことは大切であると考えますが、その取り組み

状況はどのようになっていますでしょうか、お

尋ねをいたします。 

 (2) パラリンピックを含めた今後の取り組み

について。 

 2020東京オリンピックとあわせて、パラリン

ピックも開催をされます。同じ国際競技大会と

考えるならば、その誘致も考えてみてはいいの

ではないかと考えています。 

 パラリンピックは、純粋に選手の順位を決め

るオリンピックや世界大会とは違い、その象徴

として、4つの価値が掲げられています。 

 1つ目として「勇気」、マイナスの感情に向き

あい、乗り越えようとする精神力、2つ目とし

て「強い決意」、困難があっても諦めず、限界

を突破しようとする力、3つ目として「インス

ピレーション」、人の心を揺さぶり駆り立てる

力、そして、4つ目として「公平」、多様性を認
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め、創意工夫をすれば、誰もが同じスタートラ

インに立てることを気づかせる力。 

 このような考えのもと開催される大会は、地

域の子どもたちをはじめ、多くの県民に与える

影響は大きいものがあると考えます。オリンピ

ック等にあわせて、パラリンピックのキャンプ

地誘致など、その取組について、どのようにお

考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 5、障害のある人もない人も共に生きる平和

な長崎県づくり条例について。 

 (1) 条例の理解に関する現状認識と取り組み

について。 

 障害のあるなしにかかわらず、誰もがあらゆ

る社会活動に参加することのできる共生社会の

実現を目指して、障害のある人に対する差別を

禁止し、差別をなくすための施策を推進するた

めの事項などを定めた、「障害のある人もない

人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が、

平成25年5月22日に県議会で可決、成立し、平

成26年4月1日から全面施行されました。 

 国における障害者の権利に関する条例の署名

や、障害者差別解消法の制定の動きなどを背景

として、都道府県として5番目に制定された先

進的な条例であり、障害や障害のある人に対す

る理解を深め、障害のある人に対する差別をな

くすことを通じて、障害の有無にかかわらず、

誰もが住み慣れた地域で社会に貢献する一員と

して、あらゆる社会活動に参加することができ

る共生社会の実現を目指したもので、県や市町

をはじめ、県民も一緒になって取り組んでいく

というものであります。 

 この条例の制定後、県では、障害者の差別を

なくすため、この条例の周知や相談窓口の設置

など、さまざまな取組を進めてこられました。

ただ、この条例の認知度については、今年11月

に公表された「県政世論調査」の結果を見ても、

約4割にとどまり、4年が経過した今でも、十分

とは言えない状況です。 

 しつこくなりますが、条文の中身を紹介した

いと思いますが、条文の中で、「平和の実現の

ためには、単に争いをなくすというばかりでな

く、誰もが基本的人権を有する個人として尊重

され、共に生きていくことのできる社会をつく

りあげていく必要がある。しかしながら、現状

は、社会的に弱い立場にある障害のある人は、

依然として物理的な障壁、偏見や誤解といった

意識上の障壁など、さまざまな社会的障壁によ

る制約を受け、その自立と社会参加を十分に果

たせていない。私たちは、障害のある人が「合

理的配慮」により、自らの力を十分に発揮する

ことができ、障害のある人と障害のない人が互

いに優しく接し合うことができる社会環境を整

えることによって、障害のある人と障害のない

人が対等な関係となり、誰もが排除されること

なく、安心してともに生きていくことができる

平和な社会をつくり上げていくことができる。

ここに私たちは、障害及び障害のある人に対す

る理解を深め、障害のある人に対する差別をな

くすことを通じて共生社会を実現することによ

り、もって平和を目指すことを決意し、この条

例を制定する」とあります。 

 何よりも多くの障害者の方が社会参加できる

ようにするのは、行政の役割であると考えてい

ます。ただ、障害者差別の禁止といっても、地

道な取組を進めながら、一方で、差別に対する

正しい知識を根気強く広めていくことが大切で

はないかと思っております。 

 そこで、条例の施行から4年経過しても、な

お、このような状況をどのように捉えられてい

るのか、また、条例の理解に向け、どのように
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取り組んでいこうと考えておられるのか、現状

認識とその取り組みについて、お尋ねをいたし

ます。 

 以上で、壇上の質問を終わります。 

 答弁の次第によりましては、対面演壇席より

再質問を行わせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 大場議員のご質

問にお答えをいたします。 

 国際線の就航と観光振興について、今後どの

ようにインバウンド利用促進に取り組んでいく

のかとのお尋ねでございます。 

 長崎空港の国際定期航空路線を利用したイン

バウンドの県内の宿泊・滞在を促進し、県内に

その経済効果を広げていくためには、本県の観

光の魅力であります「食」や「体験」などのテ

ーマ、「旬な情報」を写真や動画などで発信し、

認知度を高め、本県への訪問を促進していく必

要があるものと考えております。 

 その際には、単に誘致する側の視点だけでは

なく、外国人目線による情報発信も極めて重要

でありますことから、情報拡散に影響力のある

外国人による本県での観光体験を、ＳＮＳ等を

活用して広く発信することで、さらなる誘客に

取り組んでいきたいと考えております。 

 また、市町や観光関係者等と一体となった

「おもてなし」の充実を図り、満足度を高め、

リピーターの増加にもつなげていかなければな

らないと考えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 障害者雇用率に関し

て、私の方からは、知事部局の状況について、

お答えをさせていただきます。 

 まず、障害者雇用率の不適切な算定問題が発

生した要因と再発防止に向けた取組についてで

ございます。 

 今回の問題につきましては、厚生労働省のガ

イドラインの内容等を十分に確認することなく、

従来からの誤った方法を正しいものと思い込ん

で漫然と取り扱ってきたものでございまして、

制度等の確認が不十分であったことが最大の要

因であるというふうに考えております。 

 この問題に対する再発防止の取組といたしま

しては、毎年、障害者雇用率の報告を行うに当

たって、労働局へ制度の変更点がないかなど確

認を行いますとともに、障害者手帳の写しによ

る確認を徹底することといたしております。 

 また、今後、同様の事態を生じさせることの

ないよう、この問題を県全体の問題として共有

し、事務におけます法令や規則等の根拠を確認

するなど、職員への指導徹底を行ったところで

ございます。 

 今回の事案につきましては、大変重く受け止

めております。改めて、仕事に取り組む姿勢と

して、前例踏襲ではなく、法令等の根拠をしっ

かり確認するなど、公務員の原点に立ち返って

職務に厳正に取り組み、県民からの信頼の回復

に努めてまいります。 

 次に、法定雇用率の達成に向けた対応策につ

いてでございます。 

 障害者雇用の拡大に向けて、障害者の採用と

障害者雇用に関する環境整備に関しまして、先

般、対応策を取りまとめたところでございます。 

 正規職員の採用につきましては、来年4月の

採用に向けた追加試験を実施することとしてお

りまして、その受験資格については、これまで

の身体障害者の方に加え、新たに知的障害者や

精神障害者の方を対象といたしますとともに、
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年齢制限につきましても、29歳以下から39歳以

下へと引き上げるなどの見直しを行い、年内に

募集を開始することといたしております。 

 また、知的障害者の方については、県庁で働

く経験を通じてスキルアップを図り、民間企業

などへのステップアップの場として、「ワーク

サポートオフィス」を設置するなど、非常勤職

員の採用を拡大することといたしております。 

 環境整備といたしましては、障害のある職員

等からの専用相談窓口の設置、庁内に設ける

「環境整備推進会議」や障害者関係団体との意

見交換を通じた職場環境の改善等の検討、障害

への理解を促進する職員研修の実施など、障害

のある方にとって、働きやすい環境づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。 

 今後、法定雇用率の早期達成に努め、障害者

雇用の一層の推進を図ってまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 障害者雇用

率の不適切な算定問題が発生した原因と再発防

止についてのお尋ねであります。 

 今回の障害者雇用率の算定に当たっての不適

切な取り扱いにつきましては、知事部局と同様

に、制度の趣旨や厚生労働省のガイドラインの

内容等を十分に確認することなく、従来からの

誤った取り扱いを漫然と続けてきたことが最も

大きな要因であると考えております。 

 県教育委員会では、再発防止策として、ガイ

ドライン等を踏まえた手引を作成するとともに、

毎年の調査に際して、長崎労働局に対し、制度

の変更や不明確な点の事前確認を徹底するなど、

再びこのような不適切な事務処理を行うことが

ないよう、取り組んでまいります。 

 なお、今回の前例踏襲による不適切な事務処

理は、どの職場においても起こり得ることから、

県教育委員会全体の問題として認識を共有し、

業務における法令や規則等の根拠の確認の徹底

など、職員への注意喚起を行ったところであり、

今後、同様な事態が生じることのないよう、努

めてまいります。 

 次に、法定雇用率の達成に向けた対策につい

てのお尋ねでありますが、県教育委員会では、

障害者雇用の拡大に向けた円滑な推進を図るた

め、庁内に「長崎県教育委員会障害者雇用促進

チーム」を設置し、障害者団体のご意見や先進

県の取り組み状況等を踏まえ、対応策を取りま

とめました。 

 具体的には、教職員の採用試験において、障

害者の受験資格を、これまでの身体障害者に加

え、精神障害者や知的障害者に広げるとともに、

年齢制限を引き上げるなどの見直しを行いまし

た。 

 また、実習助手や臨時的任用職員の採用にお

いて、障害者の特別枠を新設するとともに、特

別支援学校や本庁においては、障害者を非常勤

職員として雇用し、就労を通してスキルアップ

を図り、企業等への就職を支援する場の設置を

検討するなど、新たな取組を進めてまいります。 

 さらに、職員研修等の実施により、障害者雇

用に対する理解の促進を図るとともに、障害の

ある職員等を対象とした相談窓口を設置するな

ど、働きやすい職場環境づくりに取り組んでま

いりたいと考えております。 

 今後、これらの取組を着実に実施し、早期の

法定雇用率達成と障害者雇用の円滑な推進に努

めてまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

○警察本部長(國枝治男君) 障害者雇用率につ

いて再点検を実施したところ、長崎県警察にお

ける本年度の障害者雇用率は1.51％と、法定雇

－ 162 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第９日目（１２月５日） 

－ － 163 

用率を下回る結果となりました。 

 警察については、障害者雇用率の算定に際し、

障害者数に計上すべきではない障害を持った警

察官を含めていたというものであります。 

 誤って計上されていた警察官は、いずれも障

害者手帳を保有しており、警察官から一般職員

に身分切り替えが行われていれば、ある意味問

題はなかったのでありますが、これを見込みで

計上していたという点が誤っておりました。 

 今回の事案については、大変重く受け止めて

おり、本件を教訓といたしまして、法令規則の

確認等、再発防止の業務指導を行ったところで

あります。 

 法定雇用率の達成に向けた対応策につきまし

ては、議員からの厳しいご指摘もありましたが、

警察は率先して法令を遵守すべき機関であり、

また、障害者雇用を推進すべき機関の一つであ

ることに思いをいたし、今後、知事部局等と同

様、障害者を対象とした採用試験等を実施する

など、障害者雇用の促進に着実に取り組み、法

定雇用率の早期達成に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、県民の安全・安心への取り組みとして

の防犯カメラの設置について、どのように考え

るかとのお尋ねについてもありましたので、こ

れについても、あわせてご答弁させていただき

ます。 

 長崎県では、「第3次長崎県犯罪のない安全・

安心まちづくり行動計画」において、平成32年

度までに街灯防犯カメラを合計200台設置する

ことを目標と定められており、平成29年度まで

に合計170台を設置しているところであります。 

 街灯防犯カメラの設置は、犯罪の予防に効果

が認められるほか、犯罪が発生した場合には、

早期検挙に活用できるなど、県民の安全・安心

を確保するうえで極めて有効な取組であり、県

内の自治体や関係機関、団体でも設置を進めて

いただいているところであります。 

 議員ご指摘のとおり、防犯カメラの設置運用

には一定のコストがかかりますが、防犯カメラ

のない、もしくは少ない環境下での捜査には、

これまた大変な、多大なコストがかかるという

ことも事実でございます。今申し上げたコスト

というのは、この場合、決してお金のことだけ

ではなく、捜査にご協力いただく県民の負担や、

また、未解決の事件がある状況における県民の

不安、こういったこともコストではないかとい

うふうに考えているところでございます。 

 個別の事件に関してはコメントを差し控える

のが常ではございますが、さきの対馬市におけ

る殺人放火事件について、議員各位のご賢察を

賜れば幸いに存じます。 

 そのようなことを踏まえつつ、防犯カメラに

ついては、今後とも効果的な設置に努めてまい

りたいと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 国際定

期航空路線を活用して、県内観光振興につなげ

ていく現在の取り組み状況についてのお尋ねで

ございます。 

 中国、韓国につきましては、現地旅行社と連

携し、県内周遊ルートを組み込んだ旅行商品の

造成を積極的に進めるなど、本県への旅の需要

創出に努めてきたところでございます。 

 上海線では、「温泉」や「自然」をテーマと

した商品造成に加え、教育旅行の誘致を図って

おり、ソウル線におきましては、「巡礼」や

「温泉」、「ゴルフ」などをテーマとした旅行商

品をテレビショッピング等によりアピールして

きたところでございます。 
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 来年1月に就航する香港線におきましては、

「リラックス」をテーマに、都会の喧騒から逃

れて楽しめる観光地としての本県の認知度を高

めるため、機内誌への特集記事の掲載や、ＳＮＳ

による観光情報の発信に努めているところでご

ざいます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 「ふるさと

旅行券」のような国内旅行向けの誘客対策が必

要ではないかとのお尋ねでございますが、平成

27年度に全国的に実施された「ふるさと旅行

券」事業は、国の経済対策として、一般財源の

負担なしで約7億5,000万円の国庫を活用して実

施できたものであり、本県の厳しい財政状況を

踏まえると、同様の事業を県単独で実施するこ

とは困難であると考えているところでございま

す。 

 県といたしましては、市町や地域住民が主体

的に取り組む観光まちづくりへの支援など、

「観光客に選ばれる観光地づくり」を積極的に

推進するとともに、2つの世界遺産や食の魅力

などを継続的に発信していくことを通じて、国

内外からの誘客拡大に努めてまいりたいと考え

ております。 

 あわせて、地域の稼ぐ力の最大化を図るため、

宿泊施設等が市町や他産業と連携して進める高

付加価値化に向けた取組に対する支援制度など

も検討してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 私の方から、国

際大会のキャンプ誘致について、2点お答えを

いたします。 

 国際大会でのキャンプ誘致などの取り組み実

績はどのようになっているのかとのお尋ねでご

ざいます。 

 議員ご指摘のとおり、ラグビーワールドカッ

プは、オリンピック、サッカーワールドカップ

と並ぶ世界3大スポーツイベントでありまして、

来年9月20日から44日間の長期間にわたって、

九州内3都市を含む全国の12都市で開催をされ

ます。 

 また、来年は、11月30日からの16日間、日本

を含む世界24チームが参加する女子ハンドボー

ル世界選手権が、隣県の熊本県において開催を

される予定となっております。 

 ラグビーワールドカップのキャンプ誘致につ

きましては、長崎市において、スコットランド

代表チームを、そして、島原市において、トン

ガ代表チームを受け入れることが決定をいたし

ております。 

 また、女子ハンドボール世界選手権につきま

しては、佐世保市において、東京オリンピック

のキャンプ誘致とあわせて、スペイン代表チー

ムの誘致に取り組んでおります。 

 このほか、オリンピックの翌年の2021年には、

関西地区でワールドマスターズゲームズ、また、

福岡市で世界水泳選手権の開催が予定をされて

おります。 

 いずれの大会も、選手のみならず、世界中か

ら多くの観戦客やマスコミ関係者の来日が見込

まれる大規模な大会でありますことから、県と

しましても、各受け入れ市町や競技団体とも連

携のうえ、受け入れ体制の整備やキャンプ誘致

に努めますとともに、選手と県民との交流やス

ポーツ教室の開催等の交流イベントをはじめ、

観戦客の取り込みや県内周遊の促進などに取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に、パラリンピックのキャンプ誘致に関す

る取り組みはどのようになっているのかとのお

尋ねでございます。 
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 パラリンピックのキャンプ誘致におきまして

は、競技施設や宿泊施設におけるバリアフリー

化に加えまして、競技関係者の細かいニーズを

踏まえた適切な環境を準備する必要があるなど、

オリンピックのキャンプ受け入れとは異なる受

け入れ条件が求められています。 

 したがいまして、十分な受け入れが可能か、

受け入れを希望する市町や競技団体等と協議を

しながら進めていく必要があると考えておりま

す。 

 一方で、議員ご指摘のとおり、パラリンピッ

クのキャンプ受け入れを通じて、県民の皆様が

直接選手たちと交流することによりまして、県

民に勇気と感動を与えますとともに、障害者の

方の社会参加意欲を高める効果も期待をされる

ことから、県におきましても、誘致の有効性は

認識しているところでございます。 

 現在、島原市におきまして、パラリンピック

受け入れの意向があり、現有施設において、ど

の国のどの競技種目が受け入れ可能で、誘致の

可能性があるか、検証が進められております。 

 県といたしましては、こうした受け入れ意思

を有する市町とも連携をしながら、ホストタウ

ン登録国や駐日外国高官の関係者など、県が有

するつながりを活用しながら、パラリンピック

のキャンプ誘致にも取り組んでまいりたいと考

えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 「障害のある人

もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条

例」について、条例の理解に関する現状認識と

その取り組みについてのお尋ねでございますが、

平成30年度の県政世論調査におきましては、条

例に対する県民の認知度は43.3％でありまして、

前回の調査の平成27年度の46.1％から低下をし

ている状況でございます。 

 ただ、一方、年代別では、高齢者の認知度が

高く、若い世代が低い傾向にありますが、20歳

未満で認知度が21.2％から40.9％となるなど、

40歳未満の若年層で増加が見られるものと認識

をしているところでございます。 

 このようなことから、引き続き、学校での障

害者差別禁止に関する人権教育、あるいはリー

フレットの配布、そして、県の広報媒体の活用

等により、全世代に対する普及啓発に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 また、障害者差別の解消のためには、条例の

認知度の向上だけではなくて、「差別の禁止」

や過度な負担にならない範囲で障害特性に応じ

た配慮を行う「合理的配慮」といった条例の内

容につきまして、県民の皆様にご理解を深めて

いただくことが重要であると考えております。 

 このため、今年度から、公的機関や民間事業

者等を対象に、障害のある方を講師に招きまし

て、「障害は周りの環境をみんなで変えていく

ということで解決ができる」という考え方、あ

るいは「合理的配慮」について学ぶ「障害平等

研修」、これを実施しておりまして、民間事業

者や団体において、自主的な研修等を開催する

動きも一方で出ております。 

 また、障害者や関係団体等から成る「障害の

ある人もない人も共に生きる平和な長崎県づく

り推進会議」、ここにおきましても、「子どもた

ちへの周知に力を入れてほしい」などのご意見

をいただいておりますので、今後とも、障害者

差別の解消に向けまして、条例の普及啓発と理

解促進に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員－11番。 

〇１１番(大場博文君) 各ご答弁をいただきま

した。ありがとうございました。 
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 それでは、若干ではありますけれども、要望

と再質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、障害者雇用率についてであり

ます。 

 これは、もう新聞等々で発表もされました。

全国をはじめ県内でもこういった事態になって

おりまして、障害者関係者の各団体、関係者の

皆様は非常に憤りを感じておられました。今回

のこのようなことがあったということを受けて、

私は何よりも、県の落ちた信頼を回復させるに

は、やはり早期のそういった取組が必要であっ

たろうと思います。今回の年内の発表、そして、

来年度に向けての取り組み等々、県から発表い

ただきましたが、その取組については、一定の

評価はさせていただきたいと思っております。 

 まずは、その中で受験の障害区域の見直し、

これまでになかった、身体障害者にあわせて、

精神障害者、知的障害者を追加されるなど、ま

た、年齢制限を引き上げられて、29歳を39歳、

そしてまた、受験要件の中で不適切な表現があ

りましたのが、自力での通勤が可能であるかど

うか、また、介護者なしでの職務が遂行できる

かどうか、そういったものが外されたというこ

とでありました。 

 また、先ほど民間企業へのサポートをするた

めに、知事部局においては、仮称でありますけ

れども、「ワークサポートオフィス」を設置、

教育庁においても、同じく「ワークサポートグ

ループ」をつくって、そういった障害者への雇

用の増加を図っていくということであります。 

 先ほども述べられましたが、これ以外にも環

境整備推進会議、また、相談窓口、各団体との

意見交換場の設置、そして、何よりも職員への

研修などの対応が盛り込まれております。計画

として、このようにしっかりと立てられており

ますので、二度と起こってはならないことだと

思います。今後の対応も含めて、県としてはし

っかりと対応をとっていただきたいと思います。 

 ただ、この中で一点申し上げさせていただき

ますが、正規職員と非常勤職員の採用に当たっ

て、その中で、特に正規職員にあって、身体障

害者と知的障害者が、採用に当たって同じ試験

等が検討されているというふうにお聞きしてお

りますが、そういった障害の度合いによって、

やはり非常に厳しいものがあるというふうに私

は思います。ですので、そういった試験にあっ

ても、やはり精神障害者、知的障害者の方に合

った試験内容にするとか、また、県であります

ので、県行政という立場から、もっと広く雇用

していくことができるよう、そういった障害に

合った職種、職場の提供も必要であろうと私は

思っておりますので、県としてはしっかりとし

た対応をしていただきたいと思っております。 

 また、それを遂行するに当たっては、先ほど

ありました意見交換の場、こちらの取組もしっ

かり行っていただきたいと思います。各団体、

そういった関係団体等の意見を聞き、そういっ

た障害者雇用の拡大に向けてのさらなる県の努

力を要望しまして、この質問は終わらせていた

だきます。 

 次に、安全・安心の取り組みであります。 

 申しわけありません。民間の活力の活用につ

いてということを質問いたしましたが、こちら

の方は答弁がなかったように思います。 

 そこで、今ありました、こういった防犯カメ

ラというのは、全国的にも、今、犯罪に対して

一つの抑止力として、絶大な効果を発揮してい

る部分でございます。現在、200台目標の170台

ということでありますので、引き続き、これも

県民の安全・安心のために、しっかりとした取

－ 166 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第９日目（１２月５日） 

－ － 167 

組をお願いしたいと思っております。 

 民間の活力の活用ということで、これもまた

島原市の例になりますが、少し紹介をさせてい

ただきたいと思っております。 

 現在、島原市では、民間団体を活用して、主

に子どもたちの通学路、公園、そして市営住宅

など多くの人が行き来するところなどを中心に、

市内33カ所に防犯カメラを設置しております。

その防犯カメラを設置することとして利用され

ているのが自動販売機でありまして、1つ目は

防犯カメラの電源確保のため、2つ目は、その

カメラの運営費、維持費を捻出するために、そ

ういった自動販売機が活用されているという事

例であります。 

 カメラの管理については、そちらの団体がさ

れますが、自動販売機においては、その業者が

すべて空き缶等の清掃、周辺の環境の管理、そ

ういったものもすべて行って、電気代を含めて

行政にかかる、要は島原市にかかる費用はゼロ

でございます。要は、「ゼロミッション」と言

って、そういうふうな取組をされております。 

 そこで、市が協力しているのは、市有地とし

て、これぐらいのテーブルのスペースだと思い

ます。自動販売機を置くスペースを、要は無償

提供して、そういった設置に努めているという

ことであります。 

 先日、そういった無償提供のお願いがあるな

ど、実績といったらあれですけれども、そうい

った認知度も広がりつつありますので、こうい

った民間の力も活用して、いわば県有地の、要

はこういうふうなスペースを活用して、そうい

った防犯カメラの設置の取組もあると、事例と

して紹介させていただきたいと思いますので、

これから研究、検討をぜひ行っていただきたい

と思います。 

 次に、3つ目として、国際線の就航と観光振

興についてであります。 

 現在の取組をお聞きいたしました。しっかり

と取り組んでいただきたいと思います。長崎県

は、これまでにソウル線が、現在就航いたしま

したが、過去に撤退をするなど、また、ただソ

ウル線においても、あれはもう時間的な問題も

多少あるかと思いますが、そういったところで

搭乗率がなかなか厳しい状況のようであります。 

 そういった取組も含めて、この香港線、これ

は観光関係者の方にお話を伺いますと、非常に

希望が高かった路線であるということでありま

した。他県の状況を見ても、長崎にぜひともほ

しいという線でありましたので、業界関係者も

しっかりとサポートする、そういうふうな意見

も伺っております。そういった意見もあります

ので、県もしっかりと、この香港線がさらに末

永く続きますように、取組をしっかりしていた

だきたいと思います。 

 一方、先ほど部長答弁でありました「ふるさ

と旅行券」であります。 

 確かに、承知いたしております。全額国費と

して約7億5,000万円あって、県内観光の宿泊等

浮揚としてつなげられたということであります

けれども、現在、ご承知のとおり、北海道をは

じめ全国に災害等が頻発いたしておりまして、

この時は、熊本震災によります九州支援という

形でのこういった旅行券の発行でありました。

現在は、東北以下北海道の方にそういったキャ

ンペーン等が移っておりまして、やっぱり時期、

時期なもので、もともと九州にこれまで来られ

ていた方が、少しは北海道、または東北の方に

支援をしようということで移っているようでご

ざいます。 

 先日、観光関係者の方とお話をいたしました。
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数値的には、そんなに目に見えて落ち込みとい

う感じはないけれども、確かに、数値的にはそ

んなに、何十％も、十何％とか落ち込んではい

ないけれども、そのような動きというのはひし

ひしと感じる。やはり国内旅行に向けた取組も

さらに充実してほしいということでありますの

で、その一例としてあったのが、この「ふるさ

と旅行券」でありますので、「ふるさと旅行

券」そのものではなくて結構ですので、やはり

県内の国内旅行に向けた取組もしっかりとお願

いしたいと思います。 

 4つ目として、国際大会のキャンプ誘致につ

いてであります。 

 オリンピックの各国キャンプ誘致が、本県で

も成功いたしております。ラグビーワールドカ

ップにおいても、先ほど紹介がありましたよう

に、長崎市でスコットランド、島原市でトンガ

代表チームが来られます。こういったスポーツ

競技、特に、一流選手の練習であったりとか、

そういったものを見るということは非常に地域

社会に与える影響、特に、子どもたちに与える

影響があると思いますので、しっかりと取組を

お願いしたいのですが、その中で私が強調いた

したいのは、パラリンピックへの取組でありま

す。 

 オリンピック、サッカー、ラグビーワールド

カップは、選手やチームの競技力を競い合い、

よりよい順位、メダルを目指すものであります

けれども、一方、パラリンピックは、順位は当

然目指しながらでも、先ほど紹介したとおり、

スポーツを通じて、何よりも子どもたちに与え

る影響が大きなものがあると考えております。 

 こういった点を踏まえまして、教育委員会教

育長、このような考えについて、どのような思

いを抱かれるでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 教育委員会

におきましても、現在、オリンピック選手やパ

ラリンピック選手を学校に招聘して、講演や実

技披露などを行う事業を展開しているところで

ございます。 

 特に、パラリンピック選手の経験談やメッセ

ージを聞いた子どもたちには、子どもたち同士

の会話の中に、おもいやりのある言葉が見られ

るとか、学校生活に大変好ましい変化があらわ

れているということを聞いておりますので、議

員ご指摘のように、キャンプを通じて選手との

交流の機会が増えることは大変望ましいことで

あるというふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員－11番。 

〇１１番(大場博文君) 私も同感であります。

ですので、今、オリンピックのキャンプ地誘致

は続々テレビニュース等で紹介をされています。

一方、同じ冠でありますオリンピック・パラリ

ンピック、一方のパラリンピックに対しては、

先ほど、一部バリアフリー化、また、その他い

ろいろ細かい点の調整が必要であるということ

でありましたが、そういったことを加味しなが

らでも、やはり地域に与える影響というのは大

きなものがあると私は思いますので、引き続き

の取組をお願いしたいと思います。 

 九州の中で、今、パラリンピックの誘致に特

に先進的に動いておられるのが田川市だそうで

す。田川市がドイツの代表チームの受け入れを

非常に率先してやられているというお話をお伺

いしておりますので、そういった事例も九州の

中でもありますので、ぜひ検討していただきた

いと思います。 

 これは私ごとでありますけれども、私はジュ

ニアから高校時代まで競泳をやっておりました。
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自分の経験から申し上げさせていただきますが、

競泳をやっていたということで、先日、ポルト

ガル競泳チームが、オリンピック代表が、本県

で短期間の事前合宿をやるということで、ぜひ

その練習を見に行きたいということで、担当課

にお願いして許可をいただいたのですが、私が

ちょっと体調を崩しまして行けなくなってしま

いました。本当に楽しみにしていたんですが。 

 自分が競泳をしていたということで、自分の

体験でありましたことですが、長崎県には東島

新次さんという競泳界では非常に知られた方が

いらっしゃいます。まずは、日大の水泳部の監

督をされ、ＮＨＫの水泳の解説者、何よりもオ

リンピックをはじめ水泳日本代表のヘッドコー

チを務められた方であります。その方が、私の

高校時代、長崎県の代表合宿の時に、長崎県関

係ということで、長崎の水泳のレベルを上げる

ということで、1日ですけれども、指導に来て

いただきました。 

 その時に、その1日の経験でありましたけれ

ども、練習に対する取り組み方、考え方、そし

て、コーチ、指導者が選手に対しては何よりも、

今日の練習メニューの目的をしっかり伝えられ

て、全日本、もしくは世界レベルの練習を体験

いたしました。本当に衝撃的な出来事でありま

した。その後に、自分の競技人生といいますか、

練習に取り組む、それからのことに対して、す

ごい影響を与えたということを今でも記憶いた

しております。 

 そういったたった1日の経験でありますけれ

ども、オリンピック選手、一流選手の本物の練

習、また、パラリンピックの練習をはじめ取り

組む姿勢であったりとか、これまでの努力、そ

ういったものを見るということは、地域にとっ

て非常に大きな影響を与えるものだというふう

に考えておりますので、ぜひお願いしたいと思

います。 

 最後に、障害のある人もない人も共に生きる

平和な長崎県づくり条例についてであります。 

 この条例の認知度は、先ほど述べたとおりで

あります。本当に地道な取組が必要と思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 その中で、「合理的配慮」という考えのもと、

これらの行政、やはり長崎県をはじめ行政は、

これから先は当然のこととして行わなければな

らないということでありますので、これは本当

に一朝一夕でできるものではないと思いますの

で、しっかりした対応をお願いしたいと思いま

す。 

 また、県民の皆様には、この条例で何をしな

ければいけないのか、そういったことが、多分、

ご認識ができないんだろうと思います。私は、

県民の皆様がこの条例で何をしなければいけな

いか、どういうことをしなければいけないかと

いうことではないと思います。周りには、気が

つかないでいろんな障害を抱えた方がいらっし

ゃる。まずは、まずはその方を、そのこと自体

を理解してもらって、自分ができることを考え

てもらう、こういうことでも、私は十分だと思

います。そういった意識の醸成も含めて取組を

お願いしたいと思います。何よりも根気強く取

り組んでいく必要があると思いますので、引き

続きよろしくお願いいたします。 

 一つ質問をいたします。 

 先日、こういった支援団体の代表の方と意見

交換をさせていただきました。そこで、そちら

の会員の皆様が、まず何を行われるかというと、

「この条例の名称を覚えましょう」ということ

で言われたそうであります。ただ、「なかなか

覚えられないので、この長い条例を、意味が伝
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わるようにもう少し短くできませんか」という

意見をいただきましたが、どうでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) この条例も含め

て、この取組に関しては、先ほどもお話をしま

したけれども、「障害のある人もない人も共に

生きる平和な長崎県づくり推進会議」というの

がございますので、議員、今ご紹介があった点

につきましても、この中でもちょっと紹介させ

ていただきまして、協議をさせていただきいと

思っています。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員－11番。 

〇１１番(大場博文君) ありがとうございます。 

 ただ、調べた中で、各都道府県とも似たよう

な条例の名称でございまして、少し厳しいのか

なという感じはいたしておりますが、まずはご

検討方、できればお願いしたいと思います。 

 時間が多少残っておりますが、以上で、質問

を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 午前中の会議はこれに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１４分 休憩 ― 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君)（拍手）〔登壇〕 公明党

の川崎祥司でございます。 

 昨日、外間議員より、「調査なくして発言な

し」とのお言葉がございました。これは公明党

の前身、公明政治連盟時代の1963年、東京隅田

川に大量のし尿が垂れ流され、住民が悪臭に悩

まされる公害問題が発生した折、悪質業者と都

職員が事実を隠そうとする中を、先輩の都議会

議員が、し尿運搬船の船底にまで入り、動かぬ

証拠をつかむという体当たりの徹底した調査行

動に由来するものであります。以来、「調査な

くして発言なし」は、我々公明党議員の行動規

範として連綿と受け継がれています。（発言す

る者あり）外間議員、ご紹介いただきまして、

まことにありがとうございました。（笑声・発

言する者あり） 

 私も、7年半前、初の一般質問登壇に当たり、

織田 長先輩、故江口 健先輩から、「川崎君、

これは調べたのか。確認したのか。調査なくし

て発言なんかないんだよ」と、何度も何度もく

ぎを刺されたことを思い出します。 

 本日も、「大衆とともに」との立党精神を肝

に銘じ、この行動規範を貫いて、今任期最後の

質疑に挑みます。 

 知事並びに理事者の皆様、実りある答弁を何

とぞよろしくお願い申し上げます。 

 1、平和行政について。 

 (1) 被爆75年の平和事業について。 

 先月、核兵器保有国と非保有国の溝を埋め、

核兵器廃絶に向け、提言を行っていく「第3回

賢人会議」が長崎市で開催されました。 

 両者の代表が、被爆遺構である旧城山国民学

校を訪問し、被爆の実相に触れ、「長崎を最後

の被爆地に」との共通の意志を示したことは、

大きな成果と考えます。 

 また、被爆73年を超え、被爆者の高齢化が一

層進んでいく一方、平和継承の若者たちが活動

する姿に感銘を受けます。 

 このような中、2年後の2020年、被爆75年の

節目を迎えようとしています。 

 皆様、「マリアの首、幻に長崎を想う曲」と
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いう戯曲をご存じでしょうか。被爆で瓦解した

浦上天主堂の保存をめぐる昭和30年代前半の長

崎市を舞台として、戦争の悲惨さ、平和の尊さ

を訴える長崎出身の作家、田中千禾夫さんの作

品です。 

 先日、知事は、この作品を映画化し、2020年、

被爆75年に上映を目指す松村克弥監督一行の表

敬訪問を受けられました。 

 「長崎が最後の被爆地でなければならない。

この作品に出会い、何としても映画化し、世界

に平和の尊さを発信したいのです」との熱い思

い、県外の方々もこの節目の75年が、世界平和

にとって大切な年と考えられ、平和行動を起こ

されています。 

 被爆75年、県も長崎市と連携した積極的な平

和事業の展開が求められます。 

 特に、2020年8月9日は、東京オリンピック閉

会日に当たります。世界の注目が集まるものの、

そのことで「長崎原爆の日」がかすんではなり

ません。この機を活かし、日本に集う世界の要

人たちに被爆の実相に触れていただけるよう、

長崎訪問を促していただきたい。 

 さらに、閉会日の8月9日、11時2分、選手、

役員、観客、そして、日本中の人々が、短くて

もいい、黙禱をささげ、核兵器廃絶世界恒久平

和の祈りを全世界に発信できるよう、オリンピ

ック組織委員会に働きかけてもいただきたい。

知事のお考えを賜りたく存じます。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 川崎議員のご質

問にお答えをいたします。 

 東京オリンピック閉会日で75周年の「原爆の

日」がかすむことがないような取組について、

お尋ねをいただきました。 

 長崎県は、被爆地として、核兵器のない世界

の実現に向け、平和発信に取り組んできたとこ

ろであり、これまで節目となる10年ごとに事業

を重点化して進めてまいりました。 

 被爆者の高齢化が進み、被爆体験の風化も懸

念される今日、議員ご提案の東京オリンピック

で来日される各国要人の来県、あるいは原爆投

下時刻の黙禱などを働きかけていくことは、意

義深いことであると考えており、長崎市、ＮＧＯ

の皆様方とも連携をしながら、被爆75年におけ

る平和の発信について、検討を進めてまいりた

いと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 知事、ありがとうござ

いました。検討をいただけるということで、ぜ

ひ2年後の8月9日、皆様に長崎の被爆の実相を

ぜひご体感をいただきたいというふうに思って

おります。 

 もう一つ提案がございます。 

 「私の街長崎が、原爆によって壊滅的な被害

を受けてから14年しか経っておらず、まだ年端

もいかない私でも、平和とは何か、大切なもの

であること、それがなければ恐ろしいものがこ

の世界を襲うかもしれないことをわかっていま

した」 

 これは、わずか5歳の時に、「ノーベル賞は、

平和を促進するためにあるのよ」と母親から教

わったノーベル文学賞受賞者カズオ・イシグロ

氏の言葉です。 

 幼少期を長崎市で過ごし、今もなお、遠く離

れたイギリスの地で被爆地長崎に思いをはせて

いただいています。 

 本県の名誉県民を授与され、知事、イギリス

訪問の折は、「長崎に行きたい」とのコメント

も賜ったとのこと、発信力のある方に核兵器廃

絶世界恒久平和を訴求していただくことは大切
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な取組の一環と考えます。 

 提案ですが、被爆75年の重要な年に、カズ

オ・イシグロ氏を招聘し、平和公園や被爆者と

の交流会開催などを企画してはいかがでしょう

か、見解を賜ります。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) カズオ・イシグロ様の最

初の長編小説は、原爆投下後の復興期にある長

崎が舞台となっており、今年7月、ロンドンで

の名誉県民顕彰式においても、幼い頃を過ごさ

れた長崎への思いを話していただいたところで

あります。 

 また、顕彰式後のインタビューでも、「若い

世代へ原爆や戦争の記憶を引き継いでいく責任

がある」とお話になるなど、平和への強い思い

もお持ちいただいているところであります。 

 イシグロ様とお会いした際には、長崎訪問を

お願いをし、イシグロ様からも、「ぜひ長崎を

訪問したい」との意向をお聞きしたところであ

ります。 

 ただ、大変ご多忙な毎日をお過ごしいただい

ておりますので、実現できるかどうかわかりま

せんけれども、長崎市とも連携し、改めて来県

を働きかけてまいりますとともに、来県いただ

いた折には、県民の皆様方との交流の機会も設

けていただくよう取り組んでまいりたいと考え

ております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) ありがとうございまし

た。 

 執筆活動が大変お忙しいということは、私も

報道の方から知るところでございます。 

 先日は、長崎市の方にも書簡を届けておられ

ました。その時にも、「私の一部は長崎にあ

る」というコメントもありました。これほど長

崎を遠い地から愛していただける、また、これ

が世界に非常に発信力がある方のご発言という

ことを考えると、決して、8月9日にこだわるも

のではございませんが、実現できるように、何

とぞよろしくお願いをいたします。 

 2、県庁舎跡地活用について。 

 (1) 整備の内容について。 

 質の高い文化芸術ホール、交流・おもてなし

空間、広場を整備するとの方針は、跡地活用に

かかる検討会議などの提言に沿ったものと認識

をいたします。 

 一方、なかなか言葉だけではわからないとい

うのが、実は偽らざる県民の声でございます。

本来であれば、パースの一つでも示していただ

きたいところではありますが、その機能につい

て、一つひとつ確認をいたしたいと思います。 

 まず、はじめに、ホールについてですが、整

備・運営はどういうスキームで行っていかれる

のか。また、平成28年2月定例会で、採算面か

ら1,000席程度との知事答弁でしたが、その規

模感はどうなのか。さらに、どのような芸術を

鑑賞できるのか。例えば、世界最高峰のクラシ

ックオーケストラに来ていただけるのか。また、

歌舞伎が見られるのか。市川海老蔵さんは来て

くれるのかといったものが県民の関心事でござ

います。その質感について、具体的に伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 県庁舎跡地にお

けるホールの整備につきましては、跡地にかか

る懇話会の提言を受けまして、県として検討を

進めてきた中、長崎市から新たな文化施設の提

案があったことから、これまで市との協議を行

ってまいりました。 

 その中で、市の方から、県が検討してきた機

能や規模に相当する質の高い文化芸術ホールを
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市において整備・運営するとの考え方が示され

ておりまして、ホールの規模につきましては、

1,000席から1,200席程度として、県・市の間で

一定の共通認識を得るに至っております。 

 機能面では、県・市ともに、芸術性や専門性

に高い公演への対応を考えておりまして、県と

しては、このホールにおいて、例えばロイヤ

ル・コンセルトヘボウのようなオーケストラに

よるクラシック音楽や、オペラやミュージカル

のような本格的な演劇の公演などが行われるこ

とを想定しておりまして、県民はもとより、県

外からの交流の拡大にもつなげたいと考えてい

るところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 整備・運営スキームに

ついてのご紹介がありました。市と随分詰めら

れた話ということは承知しておりますが、例え

ば、底地について、無償、有償、さまざまなこ

とがまだ決定してない部分があろうかと思いま

す。今後しっかりと詰めて進めていただきたい

というふうに思っております。 

 また、先ほどは、具体的にロイヤル・コンセ

ルトヘボウのお話もありましたが、まさに世界

最高峰の芸術がこの長崎の地で楽しめるように、

しっかりとした質感を持った整備をお願いした

いというふうに思っております。 

 2024年から2025年というふうなことも伺って

おりますが、ぜひ、こけら落としには、そうい

った皆様方に長崎でご披露いただけるように、

そういった企画もまた考えていただきたいとい

うふうに思っております。 

 次に、広場についてですが、飲食を含めたあ

らゆるイベントに対応できる設備を整えつつも、

長崎のおくんち、こういったものも楽しめるス

ペースの確保、そして、利用者に便利な公共ト

イレも整備すべきと考えますが、いかがでしょ

うか。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 広場につきまし

ては、多彩なイベントによる賑わいと、県民、

市民や観光客の日常的な憩いの場として、跡地

活用の中心に据えることを考えておりまして、

具体的なイベントとしましては、祭りや野外コ

ンサート、物産展、今、議員ご提案のおくんち

に関わる催しなどに加えまして、小規模なマル

シェや食のイベントなどにも対応していくこと

を想定をいたしております。 

 これらのイベントの開催に当たっては、整形

な一定の面積の広場を確保することに加えまし

て、電源設備や給排水設備などの整備が必要と

考えておりまして、今後、基本構想を検討する

中で、関係者のご意見もお聞きしながら、具体

的な検討を進めてまいりたいと考えております。 

 また、公共トイレにつきましては、多彩なイ

ベントや日常的な憩いの場として、県民、市民

のみならず、観光客も多く訪れることが想定さ

れますことから、これらの多様な利用者に対応

できるよう、跡地活用全体の中で、今後、検討

をしてまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) こと飲食につきまして

は、先ほど給排水設備のこともお話をいただき

ました。往々にして、衛生面で展開できないよ

ということがいろんなところで課題としてあっ

ていますので、万全の体制、関係者と確認しな

がら整備を進めていただきたいと思います。 

 次に、交流・おもてなし空間についてですが、

一体どのような機能を有しているのでしょうか。

一定規模のハードの整備は必要と考えますけれ

ども、情報コンテンツには、より一層力を注ぐ
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べきと考えます。 

 長崎奉行所西役所や海軍伝習所など、現地が

果たしてきた歴史的な役割はもとより、2つの

世界遺産の情報発信も行うべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 交流・おもてな

しの空間につきましては、主に観光客を対象と

した跡地の歴史や県内の観光・物産などの情報

発信機能のほか、観光客に加えて、県民、市民

も対象とした人の滞留を生み出すような出島の

眺望の確保や、広場と一体となったカフェ等の

飲食機能などを整備することを想定しておりま

す。 

 このうち、情報発信機能については、岬の教

会や長崎奉行所西役所、県庁などの重層的な歴

史の発信によって、跡地を訪れる人の理解を深

めることや、議員ご提案の2つの世界遺産を含

む県内観光などに関する情報の発信によりまし

て、訪れた観光客を県内各地への周遊や、再度

の来県を促すことなどを検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 今、ホール、広場、交

流・おもてなしの空間、3点についてお尋ねを

させていただきました。 

 いずれにしても、賑わいを創出するというこ

とは、共通の課題、テーマであろうかというふ

うに思っております。まさに、この賑わいが、

今、欠如をして、県庁が移った後は、なかなか

人の往来も乏しいということが地域の方から挙

がっているところでございます。本当にこの再

整備を県民が待っておられます。日程について

は、当初の建設着手時期を前倒しをして、早期

に賑わいを創出すべきと考えますが、いかがで

しょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 跡地の整備につ

きましては、周辺の地域の賑わいが低下しつつ

あり、早く進めてほしいという声があることは

承知をしておりまして、県としましては、総合

計画において、平成32年度中の着手を目標とし

ていることも十分に踏まえまして、対応をして

まいりたいと考えております。 

 今後、県議会におけるご議論をいただいたう

えで、整備の方針を決定して、可能な箇所から

先行して取りかかるなど、さまざまな工夫をし

ながら、整備に着手できるよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 今は平成32年度、総合

計画のうちに着手をすると、当初からのお話と

加えて、できるところから供用していくという

ようなお話もございました。これの計画を立て

て、全部ができてからはじめてオープンという

ことではなく、できるところからぜひ活用でき

るように、また心を砕いて、知恵を出していた

だきたいというふうに思います。 

 3、自転車活用の推進について。 

 (1) 今後の展開について。 

 自転車イベントに対する県の認識を3月定例

会でお尋ねをさせていただきました。 

 その折には、県外参加者の取り込みによる交

流人口の拡大や、宿泊増をはじめ、地域特産物

などのＰＲや消費の促進など、地域の活性化を

図るうえで有効な手段であると示されました。 

 去る9月23日、長崎市伊王島を中心とした自

転車イベント、「ツール・ド・ちゃんぽん」と

いうイベントが開催をされました。約700名の

サイクリストが長崎半島を巡り、景色やご当地

－ 174 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第９日目（１２月５日） 

－ － 175 

グルメを楽しまれました。韓国からも参加され

ており、オープニングイベントでは、友好交流

宣言も行われたところです。その1週間後には、

悪天候で中止したものの、「大村湾ＺＥＫＫＥＩ

ライド」が計画をされていました。 

 このように、県内各地でイベントが増えてお

りますので、国内外を問わず、より一層の交流

人口拡大や地域振興を図っていただきたいと考

えています。 

 そこで、イベントの開催地域や時期をバラン

スよく調整をしたり、ブランド化を担うような

取組が必要な時期になってきていると考えます。

ご見解を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 県内におけます

サイクリング型の自転車イベントですけれども、

現在、長崎市、大村湾沿岸市町、対馬市の3地

域で開催をされておりまして、地域外からの参

加者が全体の約4割から6割を占めるなど、地域

の活性化を図るうえで有効な手段と考えており

ます。 

 そのため、長崎県スポーツコミッションにお

きましては、このような自転車イベントが県内

各地域で広く開催されますように、イベントの

事業効果や情報発信戦略にかかる人材育成セミ

ナーの開催や、ノウハウや人脈を活用した主催

者への支援に取り組んでいるところでございま

す。 

 今後も、スポーツコミッションと連携しなが

ら、地元の自転車イベント主催者と協力して、

既存のイベントのさらなる魅力向上や、相互連

携等についても検討を行いますとともに、本県

のジオパーク、世界遺産、風光明媚な海岸線な

ど、各地の特色ある地域資源と組み合わせた、

国内外にアピールできる新たな自転車イベント

の開催に向けての働きかけや相互調整に努めて

まいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 相互調整を行っていた

だきたいと思います。先ほど、1週間違いで大

きなイベントが開催されました。少し間が空く

と、両方参加をされた方がおられたのかもわか

りません。少し、そういった、バランスよく時

期が調整されると、リピーターも増えてくるん

ではないかというふうに思います。いよいよ県

の出番じゃないかと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 4、道路行政について。 

 (1) 県道113号線 岩屋橋交差点～長崎バイパ

ス入口について。 

 まずは、当該区間の渋滞状況に対する県の認

識を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 一般県道長与大橋町

線の長崎バイパス入口から岩屋橋交差点間は、

長崎バイパスと国道206号を結ぶ幹線道路であ

り、1日に2万台を超える交通量があります。 

 このため、交通が集中する時間帯においては

速度低下が生じており、特に、帰宅時間帯にお

いて、文教町交差点では、郊外向けに最大200

メートルの渋滞があることを確認しております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 1日2万台、帰宅時間帯、

夕方の時間帯、郊外向けに200メートルの渋滞

が発生をしているというご説明でございました。 

 私、毎日というぐらいあそこを使わせていた

だいておりまして、恐らく200メートルとは言

わないことをたびたび経験をいたしております。

本当に長崎の最後の出口であるにもかかわらず、

なかなか夕方の時間帯、あそこには高速バスの
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乗降場所もありまして、本当に定時で運行され

ているんだろうかといつも思うんですけれども、

そういったことを考えると、あの区間について

は真摯に、前向きに検討すべきことかなという

ふうに思っております。 

 この課題について、もう2カ月近くでしょう

か、所管課の皆様と意見交換をさせていただい

ております。その折に、「当該区間は、平成2年

の長崎「旅」博覧会の時期に、時間帯で車線数

を変更するリバーシブルの形態を経て、現在の

長崎中心部向けに2車線、郊外向けに1車線にな

った。その後、平成18年、12年前、片側2車線

ずつの4車線に都市計画決定がなされた」と説

明を受けております。先ほどのご答弁より、渋

滞状態にあるとの認識のもと、当該区間は、都

市計画どおり、双方2車線化し、渋滞を解消す

べきと考えますが、見解を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 一般県道長与大橋町

線の長崎バイパス入口から岩屋橋交差点間の延

長約1.6キロメートルのうち、長崎バイパス入

口から市内方面に向けて、文教町交差点までの

約0.6キロメートルは4車線区間であり、続く浦

上警察署先までの約0.9キロメートル間につい

ては、右折帯やバスベイを設置した3車線、さ

らに、その先の岩屋橋交差点付近約0.1キロメ

ートルは、4車線で供用しております。 

 議員ご指摘の3車線区間を4車線化することに

ついては、渋滞解消に向けて、一定の効果があ

るものと考えておりますが、当区間の渋滞は、

昭和町から文教町間の4車線区間に右折帯やバ

スベイがないことや、岩屋橋交差点の構造など

も原因の一つと考えております。 

 このようなことから、沿道環境や接続する道

路の状況及び周辺の道路計画や今後の交通量の

推移なども考慮しながら、当区間のさまざまな

課題を整理する必要があると考え、まずはその

基礎資料となる交通量調査を実施しているとこ

ろです。 

 県としましては、国道206号をはじめとする

長崎市北部地域の渋滞対策について、平成27年

度から長崎市、長与町及び時津町でつくる協議

会で、さまざまな議論を行っており、今後、当

区間についても、新たな検討課題として議論を

行ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 今、詳しく当該区間の

状況をお知らせいただきました。確かに、ポイ

ント、ポイントではかなり難しい部分もあろう

かと思いますが、そこが難しいから4車線化は

難しいですよというような論にはならないよう

に、先ほど新たな課題として協議会にあげてい

ただくというご答弁がございました。今までは、

いわゆる課題として協議もなさってなかったと、

裏を返せば、そういうことかと思います。その

協議会にあげていただくということは一歩前進

と評価をいたしますが、ぜひ、ここのところに

ついては、もう推測にしかなりません。調べて

いただきますけれども、なかなか答えが出ませ

んけれども、平成18年に都市計画決定で4車線

にするということを考えますと、当時から、も

うそういった状態にあったんじゃないかという

ことが考えられます。 

 そう考えますと、もう12年、検討もされてな

かったということが続いているわけですから、

ぜひ協議会におきまして、真摯に検討いただい

て、どうすれば解消できるのかということをよ

ろしくお願いしたいと思います。後ほどまた触

れさせていただきたいと思います。 

 5、県有地の有効活用について。 
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 (1) 長崎振興局について。 

 県下の振興局の再配置には一定の方向性が示

されており、長崎市大橋町にある長崎振興局も

対象施設として検討がなされていると承知をし

ております。こちらは築58年と老朽化が進み、

耐震化も施されてないことから、建物を活かし

た新たな活用については考えにくいのではない

かと思料いたします。 

 交通至便で、飲食、買い物などの環境も整っ

ています。この好立地を活かし、新産業の創出

と雇用拡大に資する活用を図るべきと考えます

が、県の見解を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 長崎振興局の大橋庁

舎につきましては、議員ご指摘のとおり、築後

58年が経過しておりまして、老朽化も進んでお

ります。また、耐震化もなされていない状況に

ございます。 

 その一方で、地方機関再編の基本方針に沿っ

て、長崎振興局を含む県内地域の再編を行うた

めには、庁舎の確保が課題でございます。庁舎

のあり方を検討するための庁内プロジェクトチ

ームを設けて、組織のあり方と併せて検討を進

めているところでございます。 

 長崎振興局の大橋庁舎を今後どうするかにつ

きましては、県南地域の地方機関再編の方向性

を踏まえて整理をする必要がございまして、鋭

意検討を進めておるところでございます。 

 できるだけ早く、県民の皆様にお示ししてい

きたいというふうに考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 検討を進めていただき

たいです。ぜひ進めていただきたいです。 

 この当該地は、長崎大学に隣接をしています。

活用に当たっては、長崎大学のシナジーをぜひ

考えていただきたいと思います。 

 先ほど議論させていただいた県道113号の当

該区間につきましては、大体19メートルの幅員

が確保されておりまして、4車線化をするには、

その範囲でおさめることも最初に検討すべきこ

とかというふうに思いますが、そうすると両端

の歩道を狭める必要があります。一方、その歩

道は、今現在、広く確保されていまして、景観

に配慮した街路樹も整備して、無電柱化も推進

していただいております。両サイドに文教施設

が立地していることから、行き交う学生の姿も

地域の活力維持につながっていると感じていま

す。 

 問題となる1車線部分の長さは930メートル、

そのうち約60％が長崎大学に接しています。よ

って、長崎大学にご協力いただき、1車線分を

そのままセットバックする方法があるんじゃな

かろうか。そうなれば、純心学園の歩道には触

れないため、工事費も抑制できるのではないか。

また、長崎大学を取り囲んだ倒壊が懸念をされ

ている長いブロック塀の問題も解消するのでは

ないかと考えたりもいたします。 

 いずれにせよ、道路整備については、長崎大

学に深く関係してまいります。長崎振興局の活

用も併せ、長崎大学周辺の活性化に向けた包括

的な協議を長崎大学側に持ちかけてみてはいか

がでしょうか。知事のご所見を賜ります。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 今、ご質疑等をいただき

ましたように、大橋の長崎振興局の活用に関し

ましては、地方機関再編の方向性を踏まえなが

ら判断をしていくということになりますけれど

も、現在、再編について検討を進めているとこ

ろであります。 

 そして、また、先ほど土木部長がお答えをい
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たしましたように、一般県道長与大橋町線の渋

滞解消に関しましても、交通量調査等を実施し

ている段階でありまして、今後の検討課題と考

えているところであります。 

 将来的には、長崎大学とも協議を重ね、検討

を進めていく可能性もあるのかもしれませんけ

れども、今申し上げたような状況でありますの

で、現時点で、具体的な形で長崎大学と協議で

きるような環境にはないのではなかろうかと思

っているところであります。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) さまざまな課題がある

中に、整理をしながら協議に臨む、これは当た

り前の話ではありますけれども、確かに今、す

ぐすぐということについては、まだ整理もつい

ていない状況かと思います。しかしながら、こ

ういった課題もあるということを、今、指摘を

させていただきました。どういったことができ

るかということについても、こんな課題が議会

であげられているんですよと、そんな話をする

ことはできるんじゃないかなというふうに思い

ます。 

 私情を挟んで申しわけありませんが、知事、

お互い学ばせていただいたところでございます

ので、どうかその辺のところを気軽にご相談を

されるということもあろうかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 6、公文書の管理について。 

 (1) 公文書に対する知事の認識について。 

 森友学園、加計学園、自衛隊の日報保管など、

国における公文書の取扱いについて、重大な問

題が発生をしました。本県においても厳正に管

理すべきです。 

 まずは、公文書について、知事の認識をお尋

ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 県の公文書は、県職員が

職務上作成し、または取得した文書、図画及び

電磁的記録であって、県職員が組織的に用いる

ものとして県が保有しているものであり、公文

書の管理を適切に行うことは、県政を適正かつ

効率的に運用するうえで極めて重要であると考

えております。 

 また、公文書は、県の諸活動や歴史的事実の

記録でもあり、現在、将来の県民に対して説明

責任を果たすために必要な県民の貴重な知的資

源であると考えているところであります。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) ご認識を確認させてい

ただきました。 

 現在、公文書の管理基準はどうなっています

でしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 県におきましては、

文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを

目的に、「長崎県文書取扱規程」を定めておる

ところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 管理基準は、文書取扱

規程ということで確認をさせていただきました。 

 (2) 公文書管理の現状について。 

 公文書の厳正な管理と運用というテーマにつ

いて、お尋ねをいたします。 

 県政推進には、公文書を存分に活用すべきで

す。これは、先ほどの知事のご答弁にもあった

というふうに思います。しかしながら、膨大な

量を相手に、効率よく業務を遂行するため、デ

ジタル化は有効な手段と考えます。業務に活用

しやすいよう、デジタル化を推進すべきではな

いでしょうか。 
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 働き方改革並びに障害者雇用の促進にも資す

るテレワークの環境整備にもつながっていくと

考えますが、見解を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 県におきましては、

新庁舎への移転に合わせ、個別フォルダーを中

心とした検索効率の高い文書管理手法を導入い

たしました。また、文書保管スペースの削減や、

紙使用量の削減、情報の共有化による事務処理

の効率化を図るために、決裁をパソコン上で行

う電子決裁の推進や、県に対する申請等をイン

ターネットで行う電子申請に取り組むなど、文

書のデジタル化を進めているところでございま

す。 

 電子決裁システムの利用件数でございますけ

れども、平成29年度8万3,630件、これは平成25

年度と比べまして約3.6倍増加しております。 

 また、電子申請につきましても、昨年度

3,799件、平成25年と比べまして1.5倍増加して

おりまして、行政文書のデジタル化は一定進ん

でいるものというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 今後も、電子決裁などを進めますとともに、

電子決裁文書以外の公文書につきましても、デ

ジタル化の取組を進めてまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) (3)公文書の厳正な管

理と運用について。 

 先日もペーパーレスの話がありましたが、物

理的なペーパーで保管する。それをまた、書庫

に行って探して、そして次に活かすということ

を考えると、極めて時間がかかるわけでござい

まして、今、デジタル化をすることは、将来に

わたる県政の業務の効率化に必ずつながってい

くというふうに思いますので、これはテキスト

文書にとどまらず、一定の図面等々も、すぐ検

索できるようにデジタル化を推進していただき

たいと思います。 

 公文書は、県民の重要な財産でありますけれ

ども、これらを厳正に管理する「公文書館」は、

この長崎県には存在をいたしません。整備が必

要と考えますが、見解を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 「公文書館」につい

てでございますが、他県では、歴史的、文化的

価値を有すると認められる歴史的文書は、数万

点から数十万点を保存いたしておりますが、本

県は、昭和20年の原子爆弾による火災、また、

昭和25年、立山庁舎の火災により、戦前の公文

書のほとんどが焼失をいたしております。 

 このことから、独立した公文書館ではなく、

現在、計画中の「県立図書館郷土資料センター

（仮称）」の中に、歴史的文書のスペースであ

る「公文書コーナー」を設置し、公文書館の機

能を持たせることといたしております。 

 現在、公文書コーナーの開設に向け、運営方

法等について、郷土資料センターを所管してい

る教育委員会と協議を進めているところでござ

います。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 今からも、当然、莫大

な量が出てくるんでしょう。デジタル化を推進

しますので、なるべくそういった物理的なこと

については抑えていく方向なのかもわかりませ

んけれども、やはり新しく整備する郷土資料セ

ンターに、そういったものをきちんと位置づけ

る、公文書については厳正に管理をしている、

こういった県の姿勢を示していただきたいとい

うふうに思います。 

 次に、機密文書について、お尋ねをいたしま
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すが、資源循環との観点から、現在、古紙リサ

イクルに供しておりますけれども、文書の性質

上、厳正に取り扱われるべきものでございます。

処分に当たっては、専門家が示す処理ガイドラ

インに沿った取扱いとすべきと考えますが、い

かがでしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 県では、機密文書の

処理を行う場合は、委託先の処理業者へ事前調

査を行いますほか、機密文書の運搬の際にも、

職員が処理場まで追走し、処理場での処理を確

認するなど、その処理には厳正に対応をしてい

るところでございます。 

 議員ご指摘の専門家の示すガイドラインにつ

きましても、望ましい取扱いを推奨するものと

して、公益財団法人古紙再生促進センター作成

の「リサイクル対応型機密文書処理ガイドライ

ン」、こちらでございますが、ガイドラインの

目的である「セキュリティの確保」と「リサイ

クルの推進」の両面から内容を確認いたしまし

たところ、本県の機密文書処理は、ほぼこのガ

イドラインに沿ったものでございました。 

 しかしながら、機密文書を取り扱う社員を対

象に定期的に研修を行うことなど、仕様書に明

文化していない項目もございますので、必要な

項目を検討し、来年度の仕様書に反映をさせて

まいりたいと考えているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) さまざまな名だたる企

業が不正を行って、日本中を揺るがす、そうい

ったものが実際起こっております。いろんなこ

とをきちんと整備をしても、やはり故意、故意

じゃないにかかわらず、やはりエラーは発生を

するものでございます。そういったことから、

県民の希少な財産が、いわゆる情報漏えいでも

って県民に損害が及ばないように、厳正に取り

扱っていただきたいと考えます。 

 ただいまは、公文書に関する管理の現状、活

用の推進、保管のあり方、そして、処分につい

て見解を賜りました。 

 先ほど確認をいたしました公文書の取扱いル

ールでございます「長崎県文書取扱規程」、こ

の目的にこう書いてあります。「文書の取扱い

について必要な事項を定め、文書事務の適正か

つ効率的な処理を図ること」、実は、これだけ

の記載が目的なんです。 

 本来、公文書が持つ、先ほども知事も触れら

れました。県民の知的資源である財産である、

また、県民が活用できること、また、利用によ

る行政運営の適正かつ効率化や、県民への説明

責任を全うする、こういった使命をこの「長崎

県文書取扱規程」は、残念ながら定義をしてお

りません。さらに、公文書の保存期間や、期間

満了後の処分、さらに、歴史的文書の収集及び

保存についても、規程にとどまっているため、

県の裁量でいかようにも変更できることになっ

ています。 

 つきましては、公文書は、県民の財産である

との共通認識のもと、公文書が持つ意義を十分

に踏まえながら、厳正な管理並びに行政運営の

適正かつ効率化を図るため、「長崎県文書取扱

規程」の上位に当たる管理条例の制定が必要と

考えますが、見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 公文書につきまして

は、先ほどご答弁申し上げましたとおり、「長

崎県文書取扱規程」に基づきまして管理を行っ

てきております。 

 その一方で、公文書の範囲でありますとか、

文書のデジタル化、歴史的文書の保存、文書の
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廃棄などにおいて課題があることも認識をいた

しております。このことについては、整理・検

討が必要だと考えているところでございます。 

 ただ、先ほどご答弁をいたしましたとおり、

現行の文書取扱規程、こちらは必要に応じて適

宜見直しを行っているところでございまして、

例えば、機密文書の取扱など、特別問題も生じ

ていないところでございます。そういうところ

でございますが、今後、公文書の取扱や管理に

ついての規程につきましては、どのような形式

の定め方がふさわしいのか、検討をしてまいり

たいというふうに考えておるところでございま

す。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 明確な条例制定に向け

ての検討というお話ではありませんでしたが、

冒頭の知事のご発言、知的財産、県民の財産、

予算については議会で議論をいたします。知的

財産は、議会で議論ができない、今、そういっ

た状況にあります。規程と条例の大きな違いは

そこでありまして、ぜひこういったものを議会

で、我々県民の代表として参っているわけでご

ざいますので、この県民の知的財産がどういう

取扱をされているのか、活用されているのか、

保存されているのか、しっかりと議論する、そ

のための条例制定を求めているわけですので、

ぜひ、それに向けてのご検討をお願いしたいと

いうふうに思います。 

 7、ユニバーサルツーリズムについて。 

 (1) ユニバーサルツーリズムの構築について。 

 高齢者や障害をお持ちの方、幼いお子様がい

らっしゃるご家族の方々が訪れやすい観光地を

つくる、これがユニバーサルツーリズムでござ

います。 

 2020年度までの「長崎県観光振興基本計画」

においては、「受入体制の整備と情報発信と誘

客対策」とのテーマで、ユニバーサルツーリズ

ムの推進をうたっています。あと2年、これま

でどう取り組んでこられたのか、残念ながら、

成果を実感できないところでございます。国際

観光都市として、空港や駅など、主要な観光客

の入り込み口には、貸し出し用車いすやベビー

カーを常備し、加えて介護を必要とする方々に

対応できるスタッフの配置など、受入体制を早

急に整備すべきです。県の姿勢を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 県は、これ

まで、バリアフリー情報の発信や、相談窓口の

運営、車いす貸し出しなど、ユニバーサルツー

リズムに取り組む団体への支援を通じた受け入

れ体制の整備を進めてまいりました。 

 一方、高齢者や障害者の方々が旅行する際は、

家族同伴や介護タクシーの手配など、特別な移

送サービスが必要となるなど、付加価値の高い

サービスが伴い、一定の需要もあることから、

今後、新たなビジネスとして成り立つ可能性が

あるのではと考えているところでございます。 

 このため、ユニバーサルツーリズムを継続性

のあるビジネスとするに当たっての課題を洗い

出し、改善に結びつけていくため、県内の介護

事業者や宿泊施設、旅行会社などと連携したモ

ニターツアーの実施についても検討していると

ころでございます。 

 検討に当たりましては、県内にはユニバーサ

ルツーリズムに意欲的に取り組む団体、さまざ

まな推進団体がございますので、これらの団体

の方ともよく相談して、今後、連携もしてまい

りたいと考えているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 何万、何十万、何百万
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という方がお越しいただける、そういった観光

施策を検討し、推し進める県にあって、なかな

かまだ需要が少ないというところがあるのかも

わかりませんが、私はまだスタートについたば

かりだというふうに思っておりまして、既に、

一生懸命頑張っておられる皆様方がいらっしゃ

いますので、しっかりと連携を取っていただい

て育てていただくということ、そして、私はこ

のユニバーサルツーリズムが推進、普及するに

当たって、例えば、いろんな坂、階段、そうい

ったものが魅力の長崎なのかもわかりませんが、

一定のバリアフリーが進む、また、公共交通の

バリアフリー化が進む、そういったこともきっ

かけといいますか、そういったことにつながっ

ていくんではないかというふうに思いますので、

ユニバーサルツーリズムの推進、ご支援を何と

ぞよろしくお願いをいたします。 

 8、水産業の振興について。 

 (1) 事業継続について。 

 生産量、産出額とも、全国2位の本県の水産

業は、本県経済の屋台骨であり、いつ、いかな

る時も生産活動をストップすることがあっては

なりません。東日本大震災から、はや8年を迎

えようとしておりますが、大規模災害のため、

いまだ被災地は復興を成し遂げていません。本

県も、自然災害に強い水産業のあり方を求める

必要があります。 

 そこで、災害に対する備えとして、主要漁港

の事業継続計画、いわゆるＢＣＰは策定をされ

ているのか、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君) 漁港における事業継

続計画、いわゆるＢＣＰは、大規模災害時に漁

業地域が一体となって水産物の生産・流通を早

期に再開するための事前対策を定めた計画であ

り、水産庁において、東日本大震災の被害状況

を踏まえた「ＢＣＰ策定ガイドライン」が示さ

れております。 

 県といたしましては、県内の流通拠点である

4つの漁港におきまして、本ガイドラインに沿

って、平成32年度までにＢＣＰを作成すること

としており、まずは長崎漁港及び奥浦漁港にお

きまして、平成30年度末をめどにＢＣＰを策定

することとしております。 

 今後とも、災害時において、水産物の生産・

流通に与える影響を最小限に抑えられるよう、

流通の拠点化を進めながら、必要なＢＣＰの策

定に努めてまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 具体的に、主要漁港は

策定を推進されるということを確認いたしまし

た。 

 水産業におきまして、生産から、流通、加工

まで、最も優先すべき対策は鮮度保持というふ

うに考えています。さまざまなこと、一つでも

確かにそれは損害が起こると大変なことであり

ますが、この鮮度というのは、もう何よりも優

先すべきものというふうに思っています。 

 よって、氷の安定供給は不可欠であり、その

ための水の確保は重要です。本議会でもたびた

び議論をされておりますが、長崎漁港の水産加

工団地における給水問題については、当該設備

が老朽化をし、更新が必要なものの、民間の事

業だとのことで、「県は、支援できない」とし

ていました。とはいえ、最も重要とされる水や

氷の供給を維持し、本県の主要産業を守るため

には、早期に解決すべき課題と考えます。対応

に当たり、県の姿勢を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君) 加工用水の確保につ
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きましては、新長崎漁港の加工団地に立地する

水産関係企業にとって必要不可欠であり、漁港

全体の活性化のためにも重要であると認識して

おります。（発言する者あり） 

 現在、この給水施設を所有する長崎漁港水産

加工団地協同組合と施設の具体的な改修内容や

その他の関連する事業構想も含めて協議を実施

しており、引き続き、団地協と連携を図りなが

ら、当該施設の改修に向けて、水産庁と協議し

てまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 今、水産庁と協議をし

てまいりますということでした。これまでは、

たしか有利な起債でしょうか、そういったもの

をご紹介するというようなこと、起債ですかね、

有利な融資のご紹介というようなことが答弁で

あったかと思いますが、水産庁と協議をされて

いるということであれば、一定何がし方向性が

見えてのことだというふうに思っております。 

 そういった意味では、一歩踏み込んだ支援と

いうか、県の関わりを持っておられるというふ

うに認識をいたしました。どうか、この重要で

ある水や氷の供給確保に努めていただきたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 9、性の多様性を認め合う社会の構築につい

て。 

 (1) 課題に向き合う姿勢について。 

 時に性的少数者と称され、県事業もそう表現

をしていますが、幾つかの調査結果を見ても、

7から8％、実に13名に一人の方が性について悩

みを持っていらっしゃるとされています。 

 本県に置き換えれば約10万人になります。よ

って、私は全く少数者とは思っておりません。

よって、「多様な性」と申し上げているところ

でございます。 

 本年、県も力を注ぎ、理解醸成に取り組んで

こられ、先月21日に開催された「ＬＧＢＴフォ

ーラム」も各層の多くの方が参加をされていま

した。当事者が歩んでこられた壮絶な人生を目

の当たりにし、驚愕するとともに、理解し、認

め合える社会構築を急がなければいけないと感

じたところです。 

 前々回、同僚の宮本議員から、県内における

当事者の声をしっかりと吸い上げ、施策を講じ

るべきだとの提案がありました。大事な視点で

す。当事者の皆様に、この長崎がどう映ってい

るのかは最も知りたいところです。 

 そこで、施策の構築に当たっては、現状把握

と分析は不可欠であり、県内当事者の実態調査

は早期に着手すべきです。県の決意を伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 県内の性的少

数者にかかります実態調査につきましては、調

査に答えていただける方をどのようにしてリス

トアップしていくのかという難しい点があるた

め、その調査方法について、当事者団体のご意

見もお聞きしながら、研究を進めているところ

でございます。 

 そのような中、県内の当事者団体においては、

定期的に交流会などを開催されておりますので、

まずは、こうした活動に参加されている方や、

理解を示されている方などを対象といたしまし

て、日常生活の中で困難と感じていること、地

域社会に対して望んでいることなどについてア

ンケート調査を行い、実態の把握に努めてまい

りたいと考えております。 

 今後、その具体的な実施方法について、関係

機関とも協議しながら、検討を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 
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〇１７番(川崎祥司君) 研究していくというこ

とが半年前の答弁でありましたが、今は、交流

会に参加される方にアンケート、こういったこ

とをきっかけに前に進めているということでご

ざいましたので、前に進んでいるというふうに

認識をいたしました。早期に掌握をしていただ

いて、次の施策を講じていただきたいと思いま

す。 

 この認め合う社会づくりに向けて理解を促進

するためには、一過性のイベントなどに加え、

パンフレットの作成やＳＮＳを通じた情報発信

など、継続して取り組むべきと考えます。いか

がでしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 性的少数者の

人権につきましては、女性や子ども、高齢者、

障害のある方などの人権と同様、県の「人権教

育・啓発基本計画」の重要課題と位置づけてお

りまして、これまでも研修会を開催するととも

に、本年度は新たにＬＧＢＴフォーラムやロゴ

マーク募集を実施するなど、教育啓発に努めて

いるところでございます。 

 こうした中、先般行われました県政世論調査

においては、性的少数者の認知度は約5割にと

どまり、また、差別をなくすための取組として

周知・啓発を選んだ方が最も多かったことから、

引き続き、効果的な啓発事業を進める必要があ

るというふうに考えてございます。 

 そのために、来年度は、性の多様性について、

わかりやすく解説したパンフレットを専門家や

関係者の意見を踏まえながら作成することとし、

各種研修会をはじめ学校や職場など、さまざま

な場面で活用することにより、広く理解促進を

図ってまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 加えまして、議員からご指摘がありました

ＳＮＳの活用につきましても、県民の皆様がス

マートフォン等で迅速に情報を得ることができ

るよう、ツイッターやフェイスブックでの情報

発信を行うなど、しっかりと周知・広報に努め

てまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) ありがとうございます。 

 本年は、先ほどのフォーラム、そして相談デ

ーの設定、さらには、啓発のロゴマーク、先般

発表がありましたけれども、ロゴマーク、こう

いったものを本年の事業として取り組まれまし

た。来年は、さらに継続的にということでパン

フレット、ＳＮＳへの活用、そういったことも

今お話をいただきました。具体的に前に進めて

いただいて、当事者に寄り添った形で施策を進

めていただきたいと思います。 

 先月のフォーラムで、当事者の皆様が共通し

て語られた中に、自身の性自認の時期が学生の

頃だったということがありました。先生や友人

たちの何気ない一言で心に大きな傷を負ったと

も打ち明けられました。よって、性自認する学

生の時期において、多様性を認め合う風土の構

築が重要と考えます。 

 本県は、学校現場において、課題にどう向き

合っておられるのか、また、人権教育は授業で

取り組まれているのか、お尋ねをいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 県教育委員

会におきましては、ＬＧＢＴ等性的少数者の児

童生徒にかかる相談や、学校の配慮等の把握を

目的に、県内の市町教育委員会及び県立学校に

対して、平成29年度中における状況調査を本年

5月に実施をいたしました。 

 その結果から、学校の対応として、更衣室、
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トイレ、服装、呼称、呼び方ですね、水泳の授

業、運動部活動、修学旅行時の部屋割りや入浴

等について配慮がなされておりました。 

 現在、この調査結果等を活用し、各種研修会

を通じて、教職員が性的少数者についての認識

をより深める取組を行っており、今後も、児童

生徒及び保護者に対して、きめ細やかな対応が

できるよう資質向上を図ってまいります。 

 なお、人権教育につきましては、これまでも

啓発資料「人権教育をすすめるために」を活用

し、性的少数者の理解や対応について指導する

とともに、中学校の「道徳の時間」や高等学校

の「家庭」等において、性のあり方の理解を深

める授業を行っているところです。 

 今後、さらにスクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカー等とも連携を強化しなが

ら、各学校における支援体制の充実を図るとと

もに、性の多様性についての正しい理解と認識

を深め、人権が尊重される学校づくりに努めて

まいります。 

〇副議長(徳永達也君) 川崎議員－17番。 

〇１７番(川崎祥司君) 一定取り組んでおられ

ることは確認をいたしました。 

 私も、幾らか先生にお話を聞いたこともある

んですが、やはり満遍なく皆様そういった研修

会に出る、とにかくお忙しいので、出られない

状況もあろうかというふうには思いますが、や

はり基本的な知識を持って接していただけると

いうことは、極めて大事なことかなというふう

に思います。ぜひそういったことも進めていた

だきたいと考えています。 

 岡山県倉敷市の教育委員会だったと記憶して

おりますが、また、北九州市の教育委員会、こ

れも先生方に理解を深めていくための本当に特

化したパンフレットもつくって、もうどんどん

進めておられました。こういったことを読むだ

けでも、随分と接し方、考え方、こういったも

のが認識が改まってくるというふうに感じまし

た。ぜひパンフレットも一定つくっておられる

ことも承知をしておりますが、より充実したも

のを、新しい知識も入れ込みながら進めていた

だきたいと思います。 

 以上で、終了いたします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(徳永達也君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君)（拍手）〔登壇〕 日本

共産党の堀江ひとみです。 

 本日は、遠くから議場まで傍聴においでいた

だき、ありがとうございます。 

 県議会ホームページ、インターネットで視聴

いただいている皆さん、時間をとっていただき、

ありがとうございます。 

 県民から寄せられたご意見をもとに、以下、

質問いたします。 

 1、知事の政治姿勢について。 

 (1) カジノ誘致による県民生活への影響につ

いての見解。 

 鳥畑与一静岡大学教授は、カジノ推進者は、

カジノはあくまで集客のための一つのコンテン

ツと言うが、ラスベガスでは、ギャンブルに初

めての客は1％だが、滞在中にギャンブルを行

った客は74％。さまざまな訪問者をカジノに誘
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導し金を落とさせ、リピーターにしていく仕組

みがラスベガスというまちだ。施設全体で集客

し、カジノで集中的に利益を上げる仕組みがＩ

Ｒである。ラスベガスでさえ海外の訪問は16％。

スロットマシン中心で、少額でこつこつ永遠と

かけ続ける老人、女性が多い。ハウステンボス

の海外入場者は約7％。カジノは、佐世保市民、

長崎県民が対象となると指摘しています。 

 カジノ誘致は「長崎県民をギャンブル依存症

の危険にさらす」ということから、カジノ誘致

反対の市民運動、県民運動が広がっています。

カジノ誘致による県民生活への影響をどのよう

に認識しておられるのか、知事の見解を求めま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 堀江議員のご質

問にお答えいたします。 

 カジノ誘致に伴うギャンブル依存症について

のお尋ねでございます。 

 「特定複合観光施設区域整備法」、いわゆる

ＩＲ整備法による日本型ＩＲは、カジノ施設の

みならず、国際会議場、展示場、宿泊施設をは

じめとする、さまざまな誘客施設が一体となっ

た総合的なリゾート施設であり、交流人口の拡

大、雇用の創出、ひいては定住人口の拡大が期

待できることから、誘致を推進しているもので

あります。 

 ギャンブル依存症の問題がありますことは十

分承知しているところでありますが、その対策

をしっかりと講じることが重要であると考えて

おります。 

 国は、一連の法整備の中で、ＩＲに起因する

依存症防止対策として、マイナンバーカードに

よる厳格な本人確認や入場回数制限、本人、家

族からの申告による利用制限措置及び相談窓口

設置など、重層的、多段階的な制度を講じるこ

ととされているところであります。 

 また、国がモデルとしておりますシンガポー

ルでは、ＩＲ開業に向けて、依存症の実態調査、

予防教育、支援サービス等を担う組織を立ち上

げて対策を講じた結果、国民のギャンブル依存

症有病率は、ＩＲ開業前に比べて減少している

というお話をお聞きしております。 

 県といたしましても、国が行う依存症対策と

連携しながら、先進事例を参考に対策を講じ、

本県の活性化につながるＩＲを実現してまいり

たいと考えているところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 県民生活への影響が

あるのかという私の質問なんですけれども、そ

れは知事、ＩＲはどういう施設であるかという

お話がありましたが、県民生活への影響はない

という見解ですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほどもお答え申し上げ

ましたように、ギャンブル依存症の側面から考

えた場合に、十分な対応策を講じることによっ

て、いわゆるギャンブル依存症有病率等は減ら

すことができるという実績も示されているわけ

でありますので、要は、日本においては、その

ほかの要因もあって、依存症の割合が比較的高

いと、こう言われているわけでありますけれど

も、そういった面を含めて、しっかりとした対

策を講じることによって、そういった状況を克

服できるものと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) カジノ誘致による県

民生活への影響は、私はあると思う。それは県
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民が依存症の危険にさらされるからですね。知

事は、ないと言う。それは依存症を十分に対策

をとるからだということですよね。言い換えれ

ば、依存症対策は必ずとらなくてはなりません。 

 カジノを誘致すれば、ギャンブル依存症がも

れなくついてくる。カジノ誘致とギャンブル依

存症対策はセットで考える。この点は、私も知

事も同じ認識と理解していいですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほど申し上げましたよ

うに、さまざまなご懸念をお持ちの方々も数多

くいらっしゃるわけでありますので、そういう

ことにならないように十分な対応策を準備し、

講じていく必要があるものと考えているところ

であります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) カジノを誘致すれば

ギャンブル依存症がもれなくついてくるんです

よ。だったら、ギャンブル依存症防止策は、発

生原因となるカジノを誘致しない、このことで

はありませんか。 

 ギャンブル依存症の危険にさらされるのは県

民です。県民を犠牲にしてまでカジノ誘致は進

めるべきのものなのですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほどもお話をさせてい

ただきましたように、ギャンブル依存症の有病

率等については、諸対策を講じることによって、

これを減らすことができるという実績が示され

ているわけでありますので、そういった施策を

講じることによって、克服できるものと考えて

いるわけであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) カジノを誘致すれば

ギャンブル依存症がついてくるんですよ。ギャ

ンブル依存症は、もちろんいろいろあります。

ですが、このカジノを誘致することによっての

依存症というのは発生するわけですね。ですが、

知事は、それは対策をとれば減らすことができ

る、そういう見解ですね。しかし、ゼロではな

いんでしょう。依存症が発生するんでしょう。

そうであれば、それは県民を犠牲にすることで

はないかというふうに思うんですよ。 

 地方自治は、私が申し上げるまでもなく、住

民の福祉の増進を図ることを基本とします。だ

からこそ、県民を犠牲にしてまで、このカジノ

は進めるべきものなのかと疑問に思うんですが、

再度お答えいただけますか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) カジノを導入するに伴っ

て、一人もギャンブル依存症が生じないという

ことまでは考えておりませんけれども、対応策

を講じることによって、そういった課題につい

ては克服できるものと考えております。 

 それに対して、そういったマイナス要因もあ

るかもしれませんけれども、冒頭申し上げまし

たように、大変厳しい状況にある本県の経済状

況等を考えた場合に、それに加えて、さまざま

なプラス要因が期待できるわけでありますので、

そういったことを総合的に考えた場合に、やは

りこのプロジェクトは進めていく意義があるも

のと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) カジノを誘致したら、

ギャンブル依存症、県民発症ということについ

ては、一人も生じないとは考えていない。けれ

ども、知事は、それ以上に経済効果なり、いろ

んな意味があるんだということを言いたいんだ

と思うんですが、私は、逆に、住民の福祉の増

進を図るというのが地方自治体の仕事であれば、
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一人も生じないとは考えていない、県民がギャ

ンブル依存症の発生になるんでしょう、危険に

さらされるんでしょう。そうであれば、私は、

そっちの方を優先して、カジノは、県民を犠牲

にしてまで誘致をするべきではないというふう

に思いますが、見解を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほども申し上げました

ように、既存のギャンブル依存症の方々を含め

て十分な対策を講じる、そういうことによって、

シンガポールの事例でも示されておりますよう

に、ＩＲ開業の前よりも減少するような効果が

得られているということでありますので、そう

いった対策をあわせて十分に講じていくことが

重要ではなかろうかと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 私は、県民を犠牲に

するという言葉を使いましたが、知事は、あく

までもカジノを推進する。 

 しかし、知事、報道によれば、ハウステンボ

スの沢田社長は、一昨日開いた決算発表会見で、

カジノを含む統合型リゾート構想について慎重

姿勢を示されました。ＩＲは全世界にある。国

内にもでき、競争原理が働く。よっぽど差別化

されたものをつくらないと競争に負ける。せっ

かくハウステンボスは黒字で安定経営をしてい

るのだから、もし我々が参加するのだったら、

慎重にやりたいと会見で述べておられますが、

これは長崎県の姿勢は前のめりと言えるのでは

ありませんか。 

 ハウステンボスにつくるというんでしょう。

でも、ハウステンボスの社長が慎重にと言って

いるじゃないですか。どうなんですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) ご指摘の報道に

つきましては、このＩＲについては、大きな投

資を伴う事業であるということ、それから他の

地域との競争の中で区域の指定を受けていかな

いといけないということ、そういったことを含

めての慎重に、それから特色のあるＩＲを実現

していかなければいけないという、そういうご

意見であったものと私どもは受け止めておりま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) カジノは、窓のない

部屋で24時間眠ることなく続けるギャンブルで

す。偶然性へのかけであり、かつ快感、負ける

喪失感が繰り返し脳内にすり込まれていきます。

滅びるまで遊ぶ、あり金なくなるまでかけるの

です。依存症対策の最たるものは、依存症の原

因となるカジノを導入しないことです。 

 外国観光客の増加を過去10年間で見てみると、

シンガポールが169％増に対して、日本は461％

増と、カジノがなくても外国観光客は増えてい

ます。 

 カジノに頼らない地域振興策、観光振興策を

求めて、次に移ります。 

 2、県民のくらしを下支えする土木工事のあ

り方について。 

 (1) 壱岐市における街路改良工事について。 

 壱岐市で、15年の歳月をかけて既に終了した

工事です。壱岐の方から、私に訴えがありまし

た。市や県に対し、道路や公共施設のために土

地を提供してきた。街路工事の被害に対して、

長崎県の対応は不誠実で、不信、不満であると

いうのです。 

 この街路改良工事に隣接する個人所有地で、

母屋や隠居、アパートが傾斜、傾きました。特

に、隠居の壁は落ちて、住める状況ではなくな

りました。また、家も基礎にひびが入るなどの
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被害が発生しました。 

 さまざまな経緯を経て、長崎県と所有地個人

との間で補償契約が取り交わされました。しか

し、所有地個人にとっては納得いく説明や話し

合いの場もない中での補償契約を交わすことに

なったために、納得がいかない状況が今も続い

ています。 

 そこで、質問します。 

 工事では、岩盤を砕く大型削岩機が建物と隣

接したところで使われたり、非火薬、低振動の

「ガンサイザー」での工事が行われました。

「長崎県は建物などの事前調査をしていない」

との指摘があります。見解を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 平成20年度の切土及

び大型ブロック工事における岩盤掘削では、岩

盤が非常に硬く、また家屋が近接する状況であ

ったため、大型削岩機よりも破砕力は高いもの

の、振動、騒音の発生時間を短縮できる非火薬

系の破砕工法「ガンサイザー」を採用しました。 

 周囲の建物に影響が生じる可能性を考慮し、

工事箇所に近接する範囲で事前調査を実施しま

したが、実際には、想定よりも広い範囲まで建

物等に被害が生じており、結果的に、調査を行

っていない建物がありました。 

 これらの事前調査を行っていない建物も含め、

工事完了後に事後調査を実施し、被害状況を確

認のうえ、補償額算定に反映しているところで

ございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 隣接する範囲、近く

の範囲まではしたんだけれども、結果としては、

それ以外に被害が及んだということですね。だ

から、私が指摘をした、長崎県は建物などの事

前調査をしていないでしょうということについ

ては、これは当たっているということでもある

んですね。 

 1、2、3、4、5、ここの5棟については事前調

査を行った。しかし、工事の結果、この5棟に

加えて、1、2、3、4、5、6、7、8、さらに8棟

被害が発生するという場所が出たんですよね。

だから、この8棟については調査をしていなか

ったんですよということを言ったんですね。確

認のため、再度答弁を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 事前調査の調査範囲

の基準は特にございませんが、現場ごとに検討

して範囲を決定しており、当該箇所では、道路

沿いの建物を基本的な調査対象とし、念のため、

その隣の建物も追加し、5棟としておりました

が、当該者の方が主張されるように、工事後に

被害が生じたということでしたので、改めて追

加調査を行っておりまして、追加で8棟の事後

調査を行いました。また、その後、2棟も追加

調査を行って、補償額の積算を実施していると

ころでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 事後調査の話をして

いるんじゃないんですよ。事前調査をしていな

いんでしょう、長崎県はという指摘に対して、

どうなんですかという質問に対して、5棟は、

建物の5つについては事前調査をしましたと。

しかし、8棟はしていなかった。そうすると、

今の答弁だと、さらに2棟、つまり10棟は事前

調査をしていなかったということを言ったので

すか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 事前調査をしたのは

5棟だけでございます。その他については、事

後の調査になります。 
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〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 事後の調査というこ

とは、事前調査を10棟はしていなかったという

ことですね。 

 そこで、質問します。 

 部長がよく言われるでしょう、県民の暮らし

を下支えする土木工事。その土木工事の結果、

県民のこれまでの生活が大きく変わり、むしろ

生活環境が悪くなってはならないですよね。し

かし、この事例は悪くなった。借家がある、ア

パートがある、それも貸せなくなった。10棟で

は事前調査していなかったのだから。 

 そうしますと、今回の街路改良工事から、教

訓とすべきことはないのか、見解を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 事前調査は、工事着

手前の建物等の状況を把握し、工事後の損失補

償費を算定する際の基礎資料とするものであり、

工事の方法や地盤の状況、建物の近接度合い等

を踏まえながら調査範囲を決定しているところ

でございますが、今後は、他の施工事例なども

参考にしながら、より慎重に事前調査の範囲を

判断してまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 工事による影響を今

後は広く考えるようになったというふうに理解

いたします。 

 壱岐の方は、長崎県の対応は、被害者に対す

るきちんとした説明に欠け、親切丁寧な対応と

は言えない。上司への報告も不正確だったり、

報告もなされなかったりしている。さらに、担

当者の転勤に伴う引き継ぎも不十分なために、

問題の解決を引き延ばすことになっていると訴

えています。 

 私は、壱岐まで行って、その方にいろいろお

話を聞いて、現場を見せていただきましたけれ

ども、その方の理解、それから納得を得られる

よう長崎県が対処したかという点では、私は疑

問を持っています。だから、この質問を取り上

げたのですが、現在も続く問題の解決に長崎県

は誠意を持って対応すべきと考えますが、見解

を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 工事による家屋の被

害については、平成26年10月に、当事者と合意

の上で契約を締結し、適正な補償金を支払って

おります。 

 その後も、当事者からの質問等については、

随時、説明と対応をしているところでございま

す。 

 また、職員の対応については、万全を期すよ

うに心がけておりますが、今後も、当事者のお

気持ちにも配慮して、丁寧に対応するよう努め

てまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 今後、その方につい

て、丁寧に対応するという用意があるというこ

とですか。少なくとも、お話を聞くなりすると

いうことができるということですか、今の答弁

は、傍聴に来られていますから、明確に答えて

ください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 平成26年10月に当事

者と契約を締結しておりますが、その後の当事

者からの質問等に対して、現在まで、これは延

べでございますけれども、24回本人と面談する

など、適宜対応しております。ただ、今後も質

問などがあった場合は、丁寧に対応してまいり

たいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 
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〇１６番(堀江ひとみ君) 今後も質問があった

場合は対応していただくということで理解をし

て、次の質問にいきたいと思います。 

 (2) 諫早市・個人所有地における工作物（擁

壁）工事について。 

 諫早の方から、私に訴えがありました。長崎

県が許可した建設業者が、自宅に隣接して、2

カ月間の工事期間で、厚さ46センチメートルの

擁壁を完成させたが、竣工後わずか2週間もた

たないのに倒壊した。その後、再度の工事が行

われたが、その工事で自宅に土砂が流れ込み、

井戸水が減少するなどの甚大な被害が起きた。

工事を施工したのは、長崎県がＡランクと格付

している建設業者だった。業者を許可した長崎

県は、業者への対処は何もないのかとの内容で

す。 

 そこで、質問します。 

 2カ月を要して完成した擁壁が、わずか2週間

もたたないうちに倒壊した原因は何か、把握し

ておられますか。（発言する者あり） 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 本事案は、公共事業

ではなく、宅地に隣接した擁壁に関する民間同

士の問題であると理解しております。 

 損壊した当初の擁壁は、建築基準法による確

認申請が必要な擁壁に該当していないので、県

においては、築造された時点で、その情報を把

握しておりません。 

 なお、その後、当該擁壁を施工した建設業者

に聴取したところ、1時間当たり50ミリメート

ル、1日当たり170ミリメートルを超える大雨が

降ったことが影響したのではないかと聞いてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 最初は把握していな

かったけれども、その後、把握をしているとい

うことですよね。何で倒れたかというのは、推

測ということの答弁だったと思うんです。 

 その後、2度目の工事が行われるのですが、

その際に、今、部長が言われたように、建設業

者が防護柵をしなかった、そのために個人所有

地に土砂が流れ込み、井戸水が減少するなどの

甚大な被害が起きています。 

 長崎県が許可したＡランク業者の仕事として、

お粗末ではないかという指摘がありますけれど

も、この県民の声にどう答えますか。見解を求

めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 長崎県発注の公共工

事の入札参加資格、いわゆる格付については、

建設業者の経営規模、経営の健全性、技術的能

力等について、国が定めるルールで計算して求

めた数値によって評価する客観的事項の審査に

加え、本県が独自に設定した技術的評価項目及

び地域貢献的評価項目の数値によって評価する

主観的事項の審査によって算定された「総合数

値」によって行われます。 

 議員ご指摘の建設業者については、総合数値

810点以上、完成工事高2億円以上、有資格技術

者5名以上という基準を満たし、土木一式工事

において「Ａ」の格付を取得しております。 

 民間工事については、県が仕様を定めている

わけではございませんが、一般的には、施工業

者の責任において、周囲に影響を与えないよう

に安全に配慮して工事を行うべきものであり、

問題が発生した場合は、民間同士で解決が図ら

れるべきであると考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 民間で解決が図られ

る問題なんですよ。もちろん、部長が言う民民
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の問題。ただ、県民の疑問としては、今、部長

が言ったように、Ａランクの業者でしょうと。

何でこういうお粗末な仕事をするんですかと。

雨が降って、土砂が流れ込むと。素人でもわか

るじゃないかと。その時に、何で防護柵をしな

いのかと。そういう業者がＡランクの業者なの

かというふうに逆に県に不信を持っているわけ

ですよ。 

 だから、そういう意味で、Ａランクの業者が

こういう仕事をして、お粗末ではないかという

ことについては、今の部長の答弁は、あずかり

知らないということですか。それは民民の問題

だから、あずかり知らない、Ａランクの格付は

別のことで判断されるから、あずかり知らない

というふうに言っているの。もう一度、教えて

ください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 公共工事の入札参加

資格のＡランクというのは、先ほど申し上げた

とおりの評価をしているわけでございますが、

ただ、民間工事においても、先ほど申し上げま

したように、施工業者の責任において、周囲に

影響を与えないように安全に配慮して工事を行

うべきであって、これについては施工業者が、

きちっとそこは責任を持つべきだというふうに

県としても考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) つまり、県民の思い

としては、Ａランクという格付された業者がや

った工事としては、お粗末じゃないかというふ

うに県民は思っているんですよね。言われると

おりに、この業者はＡランクの業者で、過去

2年8カ月で長崎県との契約工事を13件実施して

います。しかし、部長の答弁は、そのことと、

今回、諫早のこの方の自宅のそばで崖が崩れた、

そういう工事をしたことは別なんだよと、そう

いうふうに言っているわけですね。県民の、Ａ

ランクの業者がこういう仕事をするのかという

疑問については、それは勝手に思ってください

よということなんですか。 

 少なくとも、私は、県民から寄せられた疑問

には丁寧に対応すべきだと思うんですが、この

問題については、先ほども同じですけれども、

疑問があれば、担当課のところに伺って、これ

はお話できますか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 県としましては、平

成29年11月に、当事者の方から申し立てをいた

だいたものですから、ご本人と面談をさせてい

ただきまして、また関係する方々へ複数回の聴

取や現地調査も行い、平成30年1月及び4月に、

ご本人へ、県として文書にて回答を行っており

ます。 

 この申し立ての内容は、個人の所有地におけ

る民間工事の施工に関して、施工業者に対する

行政処分を求める内容でありましたので、関係

法令等に照らして慎重に検討したところ、本件

は、明確な法令違反が認められなかったことか

ら、その根拠を示したうえで、行政処分に該当

しない旨を回答したものでございます。 

 先ほど申し上げましたように、民間工事の施

工に関する近隣とのトラブルについては、施工

業者を含めた当事者間で解決を図っていただけ

ればと考えておりますが、県の文書による回答

について疑問点や不明点があるというのでござ

いましたら、県としては、説明を当事者にした

いと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) この方は、疑問があ

るということですので、では、後日改めて担当
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課の方に伺いたいと思います。 

 3、長崎県教育委員会のセクシャルハラスメ

ントに対する見解について。 

 海外に居住する女性の訴えが、さまざまな経

緯を経て私に届きました。 

 この方は、長崎県招致外国語指導助手（ＡＬＴ）

として県立高校に任用されていた時期がありま

した。女性の訴えは、ＡＬＴ数人が集まって学

習の準備をしていたところ、帰り際に一人の

ＡＬＴから襲われ、性的暴行で脅されました。

それに対して、長崎県教育委員会の処分は、所

属長による厳重注意処分、いわゆる口頭注意で

した。しかしながら、私の体に触ったことは暴

行であると認めるようお願いしたいという内容

です。 

 弁護士は、一人のＡＬＴの行ったセクシュア

ルハラスメント行為は、拒否の態度を示してい

る女性に対して身体接触を無理強いするもので

あり、その行為、様態自体、決して軽微なもの

ではありません。後日、警察に相談したのは、

当人が性犯罪の被害に遭ったと感じたからにほ

かなりません。このような重大なセクシュアル

ハラスメント事案について、警告よりもさらに

軽微な厳重注意処分にとどめるのは、被害者で

ある女性の心情を軽視した、不当に軽微な処分

と言わざるを得ませんと指摘をしています。 

 そこで、質問します。 

 長崎県教育委員会がセクシュアルハラスメン

トの加害者に口頭で注意した程度にとどまった

理由は何ですか、見解を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 外国語指導

助手、いわゆるＡＬＴの任用規則では、他の教

職員同様に処分ができることとしております。

そのため、ＡＬＴについても教職員の懲戒処分

基準に基づいて、慎重に検討し、処分を下すこ

とになります。 

 この事案については、被害者と加害者から直

接聴取した内容をもとに、加害者の行為が結果

として相手を不快にさせる行為であったという

点で、セクシュアルハラスメントに当たると認

定し、その処分量定については、本県の懲戒処

分基準や過去の裁判で示された違法性に係る基

準等を参考にしました。 

 具体的には、その行為の態様、加害者の職務

上の地位、両者のそれまでの関係、行為の場所、

反復・継続性などを総合的に判断し、戒告処分

以上の行為であるとまでは認定できない状況で

あったため、所属長による口頭厳重注意処分が

妥当であると判断をいたしました。 

 なお、当処分に加え、被害者への謝罪、さら

に被害者からの要望に基づき、被害者が参加す

る可能性のある活動には、加害者を参加させな

いような処置を講じるとともに、あわせてそれ

ぞれの所属校に対して、出張等で互いに顔を合

わせることがないよう緊密な連絡と配慮を行う

よう対応もしておったところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) セクシュアルハラス

メントの加害者に口頭で注意した程度にとどま

った理由は何ですかという私の質問に、教育委

員会教育長は、総合的に慎重に検討を行って口

頭注意にしたと、理由がわかりません。 

 そこで、再度お尋ねいたします。 

 加害者への口頭注意処分後、被害女性より陳

述書が届けられています。私に対する性的暴行

を含む彼の行為の結果として、彼の契約を終了

することが、より適切な罰則であります。どの

ようにして私が攻撃されたか、もっと慎重な考

慮が払われるべきですと訴えています。 
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 被害女性から、こうした陳述書を受けて、県

教育委員会は協議を行いましたか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 先ほど、処

分の考慮すべき事項を申し上げましたけれども、

今事案については、先ほど議員の方からでは、

ＡＬＴ数名というお話でしたけれども、例えば、

今回の行為は、加害者の部屋に被害者女性二人

きりの場所での事案でございます。 

 そのような被害が起こった場所、それから申

し上げたとおり、どのような行為をしたかとい

うようなことを総合的に判断したということで、

ご答弁を申し上げました。 

 なお、今、ご質問がございました被害者から

の陳述書、いわゆる弁護士を通じて提出された

陳述書につきましては、教育委員会事務局で内

容を精査し、十分に協議を重ねてまいりました。 

 いずれにおいても、当処分は妥当であると判

断をしたところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 私が言ったのは、

ＡＬＴの方数人が集まったところで、その帰り

際に一人のＡＬＴが、教育委員会教育長が言わ

れましたけれども、部屋に連れて行かれたとい

うことで、密室だったということを言いたかっ

たわけですね。それは彼女が合意をしたという

認識に立っているということですか。 

 まず、問題を整理して、教育委員会の協議は

行ったかと。一応協議はしたということですね。 

 被害女性は、次のようにも訴えています。 

 県教育委員会と最初に面談した時、罰則の可

能性として、1、解雇、2、給与を減らすこと、

3、言われたように、関係する事業というか、

活動に参加させないということを言われた。言

葉による罰則は出されなかったと彼女は言って

います。 

 だから、最初、県教育委員会が被害女性から

話を聞いて、口頭注意という罰則の可能性は示

していなかったのに、結果として、口頭注意と

なったという理由は何ですか。同じようなこと

を聞いているかもしれませんが、再度、答弁を

求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、事案

が起こった場所のお話でございましたので、私

どもが両者から聞いた話で、これは一致してお

りますので申し上げますが、いわゆるイングリ

ッシュキャンプというイベントのために、その

出し物の練習を行うために市内で待ち合わせ、

レストランで食事をした後、被害者、加害者が

加害者の家へ向かったと。二人で出し物を練習

した後、帰り際に、先ほど申し上げましたセク

ハラに当たる行為があったということが、我々

が両者から聞き取った事実として把握をしてい

るところでございます。 

 なお、口頭注意の罰則の説明がなかったとい

うことでございますが、被害者から事情聴取を

する際、口頭厳重注意の可能性について触れな

かったということにつきましては、県教育委員

会のＡＬＴの担当者が、被害者の加害者に対す

る処罰感情を確認する意味で、加害者が何も処

分を受けない可能性も含め、任用規則に記載さ

れている処分の幾つかを例として示したもので

あり、処分に関する具体的な説明を行ったもの

ではありません。 

 なお、先ほど申し上げたとおり、処分の量定

については、事案の内容を踏まえ、県教育委員

会事務局で総合的に判断し、結果として、厳重

注意処分としたというところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 
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〇１６番(堀江ひとみ君) 帰り際にＡＬＴに襲

われたという、そのＡＬＴを任用していると彼

女は訴えているわけですけれども、そうします

と、それはＡＬＴの二人だけの密室で行われた

ことだったので、つまり、この被害女性が合意

をしているとでもこれは認識したと、判断をし

たということですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 先ほど申し

上げたとおり、県教育委員会は、セクハラ行為

であるということは認定をしております。セク

ハラ行為ということは、相手が同意をしていな

いということが前提であります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) セクハラ行為として

は認定をしている。しかし、それが口頭注意が

納得できないというのが、この被害女性の言い

分です。 

 それで、質問しますが、加害者は現在もＡＬＴ

で任用されていますか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 厳重注意処

分を行い、その後の勤務態度も注視してきたと

ころでありますが、十分な反省が見られ、言動

にも問題が見られないことから、現在もＡＬＴ

として任用をしております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 被害者の女性が、な

ぜ、このことを教育委員会に訴えたか。私の抗

議は、私の安全のためだけでなく、加害者の近

くにいるほかのＡＬＴや生徒たちの安全を考え

てのことです。だから、だからやめてほしいと。

だから、彼がこのまま任用されているのはいい

のかと、私だけの問題じゃないでしょうという

ことを彼女は訴えたわけです。 

 加害者が現在もＡＬＴとして任用されている

のであれば、これは同じことが起きませんか。

再び被害女性を生むことになりませんか。そう

いう判断、そういう認識、そういう見解はなか

ったのですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) そういう認

識はなかったからこそ、厳重注意処分でとどめ

たということであります。 

 仮に、その事案がひどい態様であれば、当然、

懲戒処分になっていたわけであって、我々は、

先ほど申し上げたとおり、行為が行われた場所、

それから経過、その後の反省の状況等々を総合

的に判断して、懲戒処分までには至らないとい

う判断をしたわけでありまして、そしてその後、

本人の反省の度合い、また日頃の勤務状況を見

て、任用することについて、取りやめる必要は

ないという判断をしたと。それはつまり、習っ

ている子どもたちに悪影響を与えることはない

という判断をしたということであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 私は、県教育委員会

の感覚、認識を改めて問いたいと思いまして、

この問題を一般質問として取り上げました。 

 ひどいことではないというふうな言葉を使わ

れましたね。でも、ひどいことでしょう。セク

ハラと認めたんでしょう。いやだと言っている

のに体に触ったんでしょう。セクハラと認めた

のだったら、それ以上の何がひどいことなんで

すか。そうであるなら、何でそのセクハラとい

う加害者の人を同じように任用するんですか。

そこがわからない。そこの認識が、被害の方の

認識と長崎県教育委員会の認識とは違う。私の

認識とも違います。世界の流れからも違います。 

 要は、防止しなければいけないんですよ。再
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発をしてはいけない。ましてや、加害者がＡＬＴ

でそのまま仕事をして、被害の女性だけがどう

して母国に帰らなきゃいけないんですか。それ

がおかしいと思っているんですけれども、そこ

にはそういうおかしいと思う感覚はないのです

か。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、被害

女性が帰国をしたのは、この事案が起こる前に、

その後、任用を継続するかどうかと本人の意向

を聞いた時点で、既に帰国の意思を固めており

ましたので、この事案があったことによって帰

国したわけではないということについては、つ

け加えさせていただきたいと思います。 

 それと、セクハラについては、県教委として

は、被害者の人格を否定するような、あるまじ

き行為だという認定をしております。ただ、セ

クハラについても、先ほど申し上げたとおり、

処分をする際には、その態様等々について総合

的に判断をすると。それと、最終的に、いろん

な勘違いの中で体に触ったというような経過の

中で、女性が拒絶をした段階で、その行為をや

めたということについても、我々としては判断

材料の一つにしておりますので、いろんなわい

せつ行為まで至っていないというのが先ほど申

し上げた、ひどい行為というふうな単純な表現

をさせていただきましたけれども、セクハラに

ついても、いわゆるそういうふうに重い処分を

科すべきセクハラ等々あるということは、実態

として、裁判等においても、いろんな総合的に

判断をする際に、現実問題としてはあり得ると

いうふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) わいせつ行為に至っ

ていないので口頭注意処分にしたということで

すね、平たく言えば。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) セクハラ行

為の中でも、どのような処分を科すかについて

は、先ほど申し上げたとおり、いろんな要素を

判断して処分を科すと。ですから、その要素の

中で、例えば、過去の裁判の判例とか、過去の

処分例を参考にした時に、懲戒処分を科すまで

の行為ではなかった。ただ、やはり今後起こら

ないように厳重に注意をしたということであり

ますので、何度も申し上げますが、被害者の方

が、このセクハラ行為によってショックを受け

たということについては、我々も当然同情とい

いますか、非常に申しわけないような行為をそ

の加害者がやったということは認識をしており

ますが、処分については、先ほど申し上げたと

おり、起こった事実等々を総合的に判断して処

分を科したということでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 今回のこの問題は、

わいせつ行為に至っていない、あるいはいろん

な判例をもとにというふうに言われましたけれ

ども、そういう別のところに処分の基準を求め

るんじゃなくて、長崎県教育委員会として、子

どもの教育に当たるという、そういう立場の教

育委員会として、よりセクハラということでき

ちんと認めたのであれば、被害女性が拒否をし

ているという中で行為におよぼうとしたという

ことであれば、県教育委員会の中で、きちんと

こういう処分についても、被害者の女性が望む

ような任用を続けてほしくないと、そのことが、

私の安全のためでなくて、加害者の近くにいる

ほかのＡＬＴや生徒たちの安全を考えることに

なるんだと、いわゆる防止をするんだと、再発

を防ぐんだと、そういう観点でしてほしいとい
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う彼女の訴え、被害者の訴えは、私はもっとも

だと思うので、この質問をしたんですけれども、

私は、ぜひそういう観点を持ってほしいという

ふうに思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 当然、子ど

もを指導する教職員は、これはＡＬＴも含めて

ですが、通常の例えば公務員以上に倫理観を持

っておく必要があるということについては、当

然そうだというふうに思っております。ですか

ら、先ほど申し上げたとおり、この加害者が行

った行為は確かにセクシュアルハラスメントで

あり、被害女性に心理的ショックを与えたとい

うことについては、県教委も認定をし、ですか

ら厳重注意処分という処分をしたわけでありま

す。 

 被害者の女性の方がやめさせるべきだとおっ

しゃる心情については、よく理解いたしますけ

れども、懲戒処分というのは、いわゆる職員の

身分に関与する処分でありますので、それをす

るためには、やっぱり事実を積み上げていって、

過去の裁判例、長崎県の過去の処分例を参考に

してやる必要があるというふうに思っておりま

す。 

 被害者の女性の方の心情はよくわかりますけ

れども、我々は、そういう中立、冷静に処分を

したということでありますし、先ほど申し上げ

たとおり、子どもの安全を守るということにつ

いては、県教委、当然本来の使命でありますの

で、今回、任用を継続した判断は、そこに影響

を与えることはないという判断をしたというこ

とであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 教育委員会教育長は、

この加害者、ＡＬＴの方は、今後、再びいわゆ

る被害女性を生むことはないんだと判断をした

という見解を述べておられますが、それは私は

大きな間違いだというふうに思っています。 

 このセクシュアルハラスメントの問題は、そ

ういう意味で、どういう状況だったかとあわせ

て、二度と、二度と被害女性を生まないように

する、そういう防止策といいますか、そういう

ことも含めて判断をするべきだということを強

く申し上げておきたいというふうに思っており

ます。 

 4、環境部・環境技術交流事業支援業務委託

について。 

 県内在住の海外の方から、私に訴えがありま

した。 

 自らの語学力を活かして母国と日本の交流の

手助けをしたいと、環境技術交流事業支援業務

を引き受けたいと入札に応募した。しかし、入

札のあり方は、中立、公平とは思えないものだ

ったというのです。 

 この事業は、今年6年目になります。環境技

術交流に関わって海外から派遣された2名の交

流員の生活支援及び通訳、翻訳等の仕事です。 

 一般競争入札が行われ、入札に参加できる業

者は、近年は2者で競争されて、落札は6年間同

じ業者です。 

 そこで、質問します。 

 昨年、「資格審査結果通知書」、あなたは入札

に参加できますよという通知を持参しなかった

にもかかわらず、入札に参加させています。そ

の理由は、本人であると確認できたと説明して

います。いわゆる顔パスがよしとする理由をお

示しください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君) この業務は、「長崎

県と福建省の環境技術交流に関する協定」に基
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づきまして、福建省から長崎県に派遣されます

交流員の滞在期間中について、通訳、翻訳、視

察案内、滞在費用の支払い等の事務を委託する

ものでございます。 

 ご指摘の昨年の入札において、「資格審査結

果通知書」を提示しなかった者につきましては、

入札参加資格申請書の提出時に、法人の代表者

本人が県の担当窓口を訪れて申請しており、ま

た入札も同一人が来られたことから、入札に参

加できるものと判断したところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) この環境技術交流事

業支援業務委託というのは、いわゆる会社組織

とかでなくても、語学力がある方ですと、いろ

んな生活指導、生活支援含めて、通訳の力があ

ればできるということで、この方も、自分の語

学力を活かしたいということで入札に参加しよ

うと思って、はじめて参加したんです。入札に

参加する時に、あなたは入札に参加できますと

いう「資格審査結果通知書」というのを持って

来なさいと言うから持って来た。でも、別の人

は持って来なかった。でも、その持って来なか

った理由、おかしいと彼女は思ったんですけれ

ども、持って来なかったのに許可をしたのは、

あなたは知っているから、いいよということで、

いわば担当、入札執行者というんですか、担当

者が、あなたは入札に参加できますという通知

書を持っていなくても、知っている人だったか

ら、いいよということは、なあなあの関係じゃ

ないですか。 

 知っているからいいよと、それでいいんです

かと。提示するべきだと、入札に参加する者は、

入札の執行に先立ち、「資格審査結果通知書」

の写しを入札執行者に提示すること。提示する

こととあれば、提示させるべきではないですか。

提示させなくても顔パスでするということ自体、

なあなあじゃないか、本当に公平、中立なのか

という疑問があるわけなんですけれども、その

点はどうですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君) ご指摘のとおり、入

札説明書には、「入札に参加する者は、入札の

執行に先立ち、資格審査結果通知書の写しを入

札執行者に提示すること」と記載しております

けれども、これは入札しようとする者が、入札

に参加できるか否かを入札に先立ち確認するも

のでございます。 

 ですので、これを持参しなかったことのみを

もって、入札に参加させないというものではな

く、別の方法で入札参加資格者であることが確

認できれば、入札に参加させております。 

 なお、今後は、「資格審査結果通知書」の提

示も含め、入札説明書の記載内容について、取

扱いが明確になるように、見直しを行ってまい

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 私が質問しないこと

も、今、答弁しているんですけれども、要は、

はじめて入札に参加した県民から見ると、私は

入札に参加できますと。だから、この「資格審

査結果通知書」というのを持って行ったんでし

ょう。でも、その人は持って来なかった。だけ

れども、知っているから、いいよということで

入札に参加させた。その理由が、持って来ない

ということだけをもって入札に参加させないと

する規定はない。それは解釈でしょう。そうし

たら、そういうふうに書きなさいよ、説明書に。

そうしたら、はじめての人は納得しますよ。書

いてないでしょう。提示することと、これだけ

しか書いてないでしょう。でも、結果として、
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そのことをもって入札に参加させないとの規定

はない、だから、入札させました。これが公平、

中立ですかと県民の疑問ですよ。私もそう思い

ます。一般競争入札でしょう。はじめて入札に

参加した人がわかるような仕方をしてください

よ。この人、6年目ですよね、この時、5年目で

したけれどもね。 

 もう一つですけれども、今回はいろいろ遅れ

ましたね、資料が。いわゆる、あなたは入札に

参加できますよという「資格審査結果通知書」

であったりとか、それから入札参加のこういう

ものを出しなさいという提出がわかるような

「競争入札参加者心得」とか、本来であれば、

昨年は一緒にだったんだけれども、今回は別々。

だから、こういうのはどうなんですか。同じよ

うにすべきじゃないんですか。なぜ、今年は発

送手順が昨年と違い、時間を要したのか、再度、

見解を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君) 「競争入札参加者心

得」は、入札参加資格者に対しまして、（発言

する者あり）入札当日の注意事項や提出書類等

の入札手続に関する説明を記載したものでござ

います。 

 そのため、「資格審査結果通知書」と「競争

入札参加者心得」は、一連のものとして、これ

まで同時に送付してきたところでございます。 

 しかし、本年は、事務手続上、それぞれ別の

日に郵送したため、「競争入札参加者心得」の

送付が遅れる結果となっております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 遅れましたというこ

とですね。 

 そのうえで、先ほど答弁をしましたね、私が

聞いていないことを。何か見直すことがあった

んですか。あるということを先ほど答弁したん

ですか。もう一度、答弁してください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君) 入札手続等に関しま

しては、今後、入札希望者に説明する資料の内

容や提供時期も含めまして、丁寧でわかりやす

い入札となるように改善に努めてまいりたいと

考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 確認しますけれども、

「資格審査結果通知書」、あなたは入札に参加

できますよという通知をもらう段階で、あるい

はその前になるんですか、入札にこういうふう

に出しなさいと、入札参加の提出がわかりやす

いように書いた、これは「競争入札参加者心

得」というふうに言うんですけれども、それを

結果が出る前の最初の説明の時に一緒に渡すと

いうことを言っているんですか。そういうふう

に丁寧に説明すると言っているんですか。丁寧

に説明する内容を、さらに聞いておりますので、

わかりやすく説明してください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮﨑浩善君) 丁寧でわかりやすい

入札と申しますのは、例えば、「競争入札参加

者心得」に記載されております内容や様式等、

これらにつきまして、現在、別途配布をしてお

ります「入札説明書」というものがございます

けれども、これと一体化して、わかりやすくし

たいというふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君) 長崎県は国際都市、

いろんな海外の方がおられます。言われるよう

に、自分の語学力を活かしてスキルアップとい

いますか、さらに母国と長崎県との交流、日本

の交流をしたいというその思いで、この入札に
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昨年と今年も参加をいたしました。しかし、今

年は結果として、さまざまな書類の行き違いが

あって、彼女の心はぽきんと折れてしまいまし

た。（発言する者あり） 

 そして、私は落札業者に尋ねました。今年は

書類の発送が例年と違い遅かったのではありま

せんか。私の質問に、うちは大丈夫です、もう

6年目ですから。 

 だから、片や、何年もやっているからわかる

んですよ。片や、はじめてでわからない。これ

は一般競争入札でしょう。それだったら、はじ

めてした人がわかるようにすべきです。（発言

する者あり）今、来年から、いろんな手順につ

いては、あっちこっち見るんじゃなくて、一つ

のことを見て、こういうふうに書いて、こうい

うふうに出しなさいということまでわかるよう

に説明をするというふうに言われましたけれど

も、当事者しかわかりませんよ、入札に参加し

た人じゃないと。その人が私に、一般競争入札

であれば、公平、中立とはとても言えません、

私が自分の語学力を活用して母国と日本の架け

橋になりたいと思っていたその気持ちを、こん

なにぽきんと折ってしまってと。（発言する者

あり）そういう思いをさせたことを反省してほ

しいというふうに私は思っておりますし、（発

言する者あり）今後見直していただくというこ

とですので、その方向でやっていただきたいと

いうことを強く申し上げておきたいというふう

に思います。 

 以上で、終わります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 以上で、県政一般に対

する質問を終了いたします。 

 次に、さきに上程いたしました第121号議案

乃至第146号議案につきましては、お手元の議

案付託表のとおり、それぞれの委員会に付託い

たします。 

 次に、第3号請願「教育費負担の公私間格差

をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求

める私学助成請願」ほか2件が提出されており

ますので、これを一括して上程いたします。 

 ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、総務委員会

及び文教厚生委員会に付託いたします。 

 次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。 

 以上で、本日の会議を終了いたします。 

 明日より、12月19日までは、委員会開催等の

ため本会議は休会、12月20日は、定刻より本会

議を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４５分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 まず、発議第192号「長崎県議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例案」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第192号は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 発議第192号は、原案のとおり可決すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、発議第192号は、原案のとおり可決

されました。 

 これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。 

 まず、総務委員長の報告を求めます。 

 大場委員長－11番。 

〇総務委員長(大場博文君)（拍手）〔登壇〕 お

はようございます。 

 総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、第130号

議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例のうち関係部分」ほか5件及び請願1件

であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。 

 また、第5号請願「国に対し『消費税10％へ

の引き上げ中止を求める意見書』の提出を求め

る請願書」につきましては、起立採決の結果、

不採択とすべきものと決定されました。 
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 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、第131号議案「風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を

改正する条例」に関し、今回の改正は、飲食店

の営業延長許容地域を5市6地区指定していると

ころであるが、具体的にどの地区を指定してい

るのかとの質問に対し、昨年9月、県議会に対

し、バー、スナック等の営業者から営業時間緩

和地域の広域化に関する要望書が提出されたこ

とを受け、「長崎市・浜口地区」、「諫早市・諫

早駅前地区及び本町地区」、「島原市・高島・中

堀地区」、「大村市・本町地区」、「五島市・福江

地区」を新たに追加しているとの答弁がありま

した。 

 これに対し、既に指定されている「長崎市思

案橋・銅座地区」と「佐世保市京町・山県地

区」において、風俗営業店の営業時間を延長し

たことによる治安悪化等の環境への影響は出て

いないのかとの質問に対し、「長崎市思案橋・

銅座地区」を管轄する丸山交番、「佐世保市京

町・山県地区」を管轄する京町交番における刑

法犯認知件数については、許容地域に指定され

る前と後を比較すると、指定後は、いずれの地

区も件数は減少しており、治安上の問題はない

と認識しているとの答弁がありました。 

 次に、第145号議案「長崎県総合計画チャレ

ンジ2020の変更について」のうち関係部分に関

し、「日本橋 長崎館」における情報発信拠点の

来館者数について、数値目標を26万人から71万

人へと上方修正しているが、この目標達成に向

けた具体的な取組について、どのように考えて

いるのかとの質問に対し、アンテナショップに

おけるイベントコーナーの稼働率やメディアへ

の露出による認知度の向上、そのほかホームペ

ージやＳＮＳでの情報発信の強化を考えている。

また、日本橋は再開発が進み注目度の高いエリ

アとなっていることから、ショップの立地を活

かした集客などにより目標達成に向けて取り組

んでいきたいとの答弁がありました。 

 これに関連し、情報発信拠点の数値目標につ

いては、来館者数だけではなく、県産品のブラ

ンド化や販路拡大による観光客の誘客なども目

標値に設定すべきではないのかとの質問に対し、

アンテナショップの設置により、販路拡大の実

績も出てきている。今後はそのような実績を分

析し、施策につなげていきたいとの答弁があり

ました。 

 次に、議案外の所管事項で論議がありました

主なものについて、ご報告いたします。 

 警察本部の所管事項について、サイバー犯罪

に対する取組に関し、県内の高校生等をサイバ

ーセキュリティボランティアに委嘱し、小・中

学生に対し、サイバー犯罪防止の講演を行って

いるということだが、現在の活動状況はどのよ

うになっているのかとの質問に対し、サイバー

セキュリティボランティアについては、4つの

高校等を指定して、情報技術を学んでいる学生

に対して委嘱しているものであり、現在、佐世

保工業高等専門学校が3校、諫早商業高校が2校

の計5校の小・中学校において実施している。

また、今後も数校に対する教養を実施する予定

としており、今年度中には10数校に行われる予

定であるとの答弁がありました。 

 これに対し、高校生から講演を受けるという

ことは、子ども目線でわかりやすく関心も高い

と思われる。今後もサイバー犯罪に限らず、こ

のような特徴のある取組を行い、犯罪の少ない

長崎県にしてもらいたいとの意見がありました。 

 次に、企画振興部の所管事項について、ＩＲ
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事業に関し、大阪府が年明けから事業者選定の

手続に入り、夏までには事業者を選定すると表

明しているが、長崎県の動きはどのようになっ

ているのかとの質問に対し、長崎県としては、

来年の夏ごろに区域認定に関する基本的な事項

を規定する基本方針が国から示された後、県が

ＩＲ事業者を選定する基準となる実施方針を示

し、事業者の公募・選定に入るよう考えている

との答弁がありました。 

 これに対し、ＩＲについては、国内3カ所し

か認められず、このチャンスを逃すと次は7年

後となる。ＩＲは、長崎県の経済効果において

起爆剤となる事業である。スピード感を持って

取り組んでもらいたいとの意見がありました。 

 次に、県庁舎跡地活用に関し、県として、こ

れまで議会に対して、どのように説明してきた

のかとの質問に対し、平成28年2月に3つの方向

性で検討を進めることとや、平成29年には先行

して検討することとした広場や交流・おもてな

しの空間に対する具体的な検討状況を示してき

たところであり、今回初めて、この3つの方向

性について整備したいという県の考え方を示し

たところであるとの答弁がありました。 

 これに対し、県が検討している3つの主要機

能については賛成である。今後は、スケジュー

ルやどれくらいの予算を伴うのか、2月定例会

において責任ある内容を示してもらいたい。ま

た、県有地の長崎市への貸し付けに関しては、

十分に注意を払い、慎重にタイミングを図りな

がら取り組んでもらいたいとの意見がありまし

た。 

 次に、総務部の所管事項について、障害者雇

用に関し、来年度、県において知的障害者を非

常勤職員として採用し、ワークサポートオフィ

スを設置するとあるが、この取組内容と採用人

数はどのように計画しているのかとの質問に対

し、ワークサポートオフィスについては、県庁

内各課から集約された業務を知的障害者の方を

対象として行っていただくこととしている。 

 また、一定期間就労した後、民間企業等への

ステップアップにつながるようなスキルアップ

を図りたいと考えている。人数としては、知事

部局と教育庁も含めて5名程度を想定している

との答弁がありました。 

 最後に、本委員会から、別途「防災・減災対

策の充実・強化について」の意見書提出方の動

議を提出しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上のほか、一、県内における飲酒運転とあ

おり運転の現状について、一、朝鮮通信使企画

展について、一、離島航路の確保・維持に向け

た取組について、一、平成31年度当初予算要求

状況についてなど、総務行政全般にわたり活発

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。 

 以上で、総務委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) この際、念のため申し

上げます。 

 本委員会と文教厚生委員会に分割して付託い

たしておりました第130号議案「職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例」につきま

しては、文教厚生委員長の報告終了後に、本委

員会と文教厚生委員会及び環境生活委員会並び

に農水経済委員会に分割して付託いたしており

ました第145号議案「長崎県総合計画チャレン

ジ2020の変更について」につきましては、農水

経済委員長の報告終了後に、本委員会と文教厚

生委員会及び環境生活委員会に分割して付託い

－ 205 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第２４日目（１２月２０日） 

－ － 206 

たしておりました第146号議案「第三期長崎県

教育振興基本計画について」につきましては、

環境生活委員長の報告終了後に、一括して審議

することにいたします。 

 お諮りいたします。 

 各案件は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第5号請願「国に対し『消費税率10％

への引き上げ中止を求める意見書』の提出を求

める請願書」について、採決いたします。 

 本請願は、委員長報告のとおり不採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第5号請願は、不採択とすることに

決定されました。 

 次に、各議案について、一括して採決いたし

ます。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 近藤委員長－7番。 

〇文教厚生委員長(近藤智昭君)（拍手）〔登

壇〕 文教厚生委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第130号

議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例」のうち関係部分のほか5件及び請願2

件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、第146号議案

「第三期長崎県教育振興基本計画について」の

うち関係部分につきましては、起立採決の結果、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 その他の議案につきましては、異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 また、第3号請願「教育費負担の公私間格差

をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求

める私学助成請願」及び第4号請願「ゆきとど

いた教育を求める請願」につきましては、起立

採決の結果、不採択とすべきものと決定されま

した。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第136号議案の「公の施設の指定管理

者の指定」について、長崎県難病相談・支援セ

ンターについて、現在の指定管理者である団体

を引き続き指定するとのことだが、責任者であ

るセンター長が一時不在であったとの話がある。

その実績を選定ではどのように検討したのかと

の質問に対し、平成28年9月から約4カ月間不在

となっていたが、平成29年以降は解消されてい

る。また、指定管理業務については、実績報告

等により指導監督を行っており、これらを踏ま

え審査したところであるとの答弁がありました。 

 次に、第137号議案の「長崎県立長崎図書館

と大村市立図書館との合築により整備する図書

館の事務の委託に関する協議」について、業務

の一部を大村市へ委託するとのことだが、平成

26年7月に策定した整備基本計画に基づき実施

するのか。また、委託する業務はどのような内

容かとの質問に対し、整備基本計画には、施設

の維持管理業務を外部へ委託する旨、明記して

－ 206 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第２４日目（１２月２０日） 

－ － 207 

いる。 

 なお、貸出等の図書館サービスの根幹に係る

業務は、県と市が連携・協力しながら共同で実

施することとしており、今回の委託内容は、施

設の維持管理等に限定した業務であるとの答弁

がありました。 

 次に、各部局の議案外の所管事項で論議のあ

りました主な事項について、ご報告申し上げま

す。 

 まず、総務部関係について、私立学校におい

て不登校等となった児童生徒の行き場所につい

て、県ではどのような対応を行っているのかと

の質問に対し、義務教育課程の小学生、中学生

については、市町教育委員会と連携した公立学

校での受入等を支援している。また、中途退学

した高校生について、関係機関と連携し、就労

支援や、ひきこもりに対する支援に取り組んで

いるとの答弁がありました。 

 次に、教育委員会関係について、運動部活動

指導員の配置に関し、今後どのような配置を想

定しているのかとの質問に対し、県立学校につ

いては、配置による効果検証を行いながら、段

階的な増員を図りたいと考えている。公立中学

校については、設置者である市町が判断するこ

ととなるが、教員の負担軽減にもつながること

から、配置に向け働きかけを行っていきたいと

の答弁がありました。 

 次に、福祉保健部関係について、歯科衛生士

及び歯科技工士の確保に関し、歯科衛生士につ

いて、将来的な人材不足を懸念しているが、県

として現状をどのように認識しているか。また、

人材不足の状況について周知の必要があると考

えるが、見解はとの質問に対し、歯科衛生士は、

求人数に対して求職者が少ない状況が続いてい

る。県内における不足数等の状況が調査できて

いないため、関係団体等と連携し、現状の把握

に努めたい。また、県内での就職を含め、学生

に対する情報発信についても協議したいとの答

弁がありました。 

 さらに、歯科技工士について、県内の状況を

把握しているかとの質問に対し、歯科技工士に

ついても、県内の状況を詳しく把握できていな

いため、調査の実施等を検討したいとの答弁が

ありました。 

 次に、こども政策局関係について、「ココロ

ねっこ運動」に関し、意識高揚を図るため、浜

町アーケードで「ココロねっこパレード」を実

施したとのことであるが、具体的な実践項目等

について、県民に対し、どのような普及啓発を

図っているのかとの質問に対し、「ココロねっ

こ運動」を推進する指導員や推進員を各地域に

配置しており、地域の方々に対して講和会を開

催する等の活動を行っているとの答弁がありま

した。 

 さらに、県民の参画を推進するため、普及啓

発等の見直しが必要と考えるが、見解はとの質

問に対し、関係団体等とも連携し、定期的な見

直しを図りながら、より効果的となるよう取り

組んでいきたいとの答弁がありました。 

 また、別途、本委員会から、「認知症施策の

推進について」の意見書提出方の動議を提出し

ておりますので、あわせてよろしくお願いいた

します。 

 以上のほか、一、長崎県教育大綱の策定につ

いて、一、不祥事防止に向けた取組について、

一、小中学校の適正な学級規模について、一、

健康長寿日本一の長崎県づくりについて、一、

医療的ケア児の在宅医療体制について、一、ス

テップハウスについてなど、教育及び福祉保健

行政全般にわたり熱心な論議が交わされました

－ 207 －



平成３０年長崎県議会・１１月定例会・第２４日目（１２月２０日） 

－ － 208 

が、その詳細については、この際、省略させて

いただきます。 

 以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第130号議案を含め、各案件は、

質疑・討論を省略し、直ちに採決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第130号議案「職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」について、採決い

たします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第130号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、第3号請願「教育費負担の公私間格差

をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求

める私学助成請願」について、採決いたします。 

 本請願は、委員長報告のとおり不採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第3号請願は、不採択とすることに

決定されました。 

 次に、第4号請願「ゆきとどいた教育を求め

る請願」について、採決いたします。 

 本請願は、委員長報告のとおり不採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第4号請願は、不採択とすることに

決定されました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、環境生活委員長の報告を求めます。 

 山本由夫副委員長－13番。 

〇環境生活副委員長(山本由夫君)（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。 

 委員長が欠席のため、議長の許可をいただき

まして、私の方から、環境生活委員会の審査の

結果並びに経過の概要について、ご報告いたし

ます。 

 本委員会に付託されました議案は、第138号

議案「契約の締結について」ほか8件でありま

す。 

 各議案を慎重に審査いたしました結果、いず

れも異議なく、原案のとおり可決すべきものと

決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、第139号議案「契約の締結の一部変更

について」に関し、一般県道諫早外環状線道路

改良工事（〔仮称〕4号トンネル）について、工

期を2年間延長しているとのことだが、島原道

路の長野インターから栗面インターまでの長野

栗面工区の完成時期はいつごろになるかとの質

問に対し、長野栗面工区について、当初の完成
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目標は、平成30年度としていたが、トンネル工

事の遅延等により、現時点においては、平成32

年度以降を完成目標としている。 

 しかしながら、昨今の財政状況等を踏まえる

と、地域高規格道路の補助事業に対する予算の

内示が非常に厳しい状況にあるため、国の内示

額によって工期が大きく左右されることが考え

られる。既に用地買収等も完了していることか

ら、県としては、今後、必要とする予算を確保

できるよう、国に対しての要望等にしっかりと

取り組んでいきたいと考えているとの答弁があ

りました。 

 次に、第142号及び第143号議案「公の施設の

指定管理者の指定について」に関し、県立都市

公園等の指定管理者に、公的機関が構成員とな

っている一般社団法人が応募することについて、

法的、条例的に問題はないのかとの質問に対し、

指定管理者を指定するという行為は行政処分に

当たり、工事等の請負契約とは違って取り引き

に当たらないことから、地方自治法第142条で

禁止している「請負人等となることの禁止」に

は該当せず、法的に問題はないとの答弁があり

ました。 

 これに対し、民間も広く応募ができるよう、

競争性を高めることが必要と思うが、今後、方

針の見直し等の考えはないかとの質問に対し、

指定管理者制度は、経費縮減やサービス向上の

ために導入されたものであり、公共も民間もあ

くまで対等の立場で競争させているところであ

る。応募が1者でも適正に審査・選定するとし

ているが、競争性を高めるためにも多くの応募

者があることが望ましいため、今後どのような

取り組みができるか課題として考えていきたい

との答弁がありました。 

 次に、第145号議案「長崎県総合計画チャレ

ンジ2020の変更について」のうち関係部分につ

いて、「ウーマンズジョブほっとステーショ

ン」における年間就職者数の目標値を変更して

いるが、これまでの年間就職者数と、そのうち

巡回相談で就職された人数はどれくらいあるか。

また、巡回相談の回数と就職者数は比例関係に

あるのかとの質問に対し、年間就職者数は、平

成27年度が414名、平成28年度が481名、平成29

年度が422名となっている。そのうち平成28年

度から実施している巡回相談での就職者数は、

平成28年度が17名、平成29年度が22名となって

いる。巡回相談は年間60回実施しているが、必

ずしも、その回数と就職者数は比例しているわ

けではない。巡回相談は、日時が指定されてお

り、様々な事情を抱えている利用者にとって、

決められた日程に合わせて相談に出向くことは

難しい傾向にあると推察するとの答弁がありま

した。 

 これに対し、今後、目標達成に向けて巡回相

談以外の取組は検討しているのかとの質問に対

し、県としては、利用者の利便性の向上を視点

に持ちつつ、かつ、費用対効果も勘案して、来

年度からは、時間や場所に制約されることなく、

利用者が相談したいときに相談できるよう、

ＩＣＴを活用したスカイプによる相談を県下全

域で実施することを検討しているとの答弁があ

りました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、土木部の所管事項について、「長崎・

幸町工場跡地活用事業に向けた要望」に関し、

株式会社ジャパネットホールディングスからの

要望のうち、長崎市幸町の工場跡地周辺の交通

関係及び周辺を含む土地活用についてはどのよ

うに対応を考えているかとの質問に対し、工場
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跡地周辺の交通関係については、周辺の駅など

から再開発予定地までの歩行者動線の整備や周

辺道路における渋滞緩和を求めるものであるが、

県では、本年6月以降、長崎市及びジャパネッ

トホールディングスグループとの3者間で、月

に1回程度の意見交換を継続的に実施し、どの

ような交通アクセスの方法を確保するかについ

て検討中である。 

 また、周辺の土地活用については、再開発予

定地に隣接する高架下を利用できないかという

内容と思われるが、高架部分については、現在

実施している連続立体交差事業で整備した後、

基本的にはＪＲ九州の財産となるものの、高架

下の一部を、県及び市で活用できるというルー

ルがあるため、まずは先方が望む利用方法を確

認した上で、具体的な対応を検討していきたい

との答弁がありました。 

 次に、環境部の所管事項について、廃プラス

チックごみの処理状況に関し、平成29年12月末

からの中国の輸入規制に伴い、国内の廃プラス

チックのため込みが懸念されているが、県内に

おいて、廃プラスチックの滞留は確認されてい

ないかとの質問に対し、平成30年8月に、国の

調査の一環で、県内の状況を調査したが、県内

で処理が滞留している事態は確認されていない

との答弁がありました。 

 これに関し、県内においても、積極的に環境

問題に取り組んでいくべきと思うが、レジ袋削

減など、身近にできる環境への取組については

どのような状況であるかとの質問に対し、新上

五島町の8事業者及びイオン九州は、県及びな

がさき環境県民会議等と協定を結び、レジ袋の

有料化に取り組んでいるところであるとの答弁

がありました。 

 次に、県民生活部の所管事項について、学校

での消費者教育に関し、成年年齢の引き下げに

伴い、公立高校で悪質商法対策の出前授業を実

施するということは、消費者教育の本格化を図

る上でも、よい取り組みと思われるが、私立高

校や中学校での実施についても展望はあるかと

の質問に対し、私立高校に対しても、授業支援

の案内をしており、本年度は3校で実施し、今

後も広げていく見込みである。 

 また、公立中学校については、各市町立であ

るため、県の方から市町及び市町の教育委員会

に対して消費者教育に関する働きかけを行って

いるところである。 

 平成28年度は、4市8校が、平成29年度は、8

市町16校が実施し、今年度は10市町以上を目標

として、現在取り組んでいるとの答弁がありま

した。 

 次に、交通局の所管事項について、ハイブリ

ッド車の導入に関し、大型ノンステップバス3

両の購入契約に関して、環境への取組としてハ

イブリッド車の購入等についての考えはどうか

との質問に対し、今回購入した3両の車両につ

いては、従来型の軽油で運行する車両である。 

 昨今の環境問題を考慮し、ハイブリッド等の

バスの導入が求められていることは認識してい

るが、以前、ハイブリッドバスを導入した実績

もあり、車両価格及びランニングコスト等を勘

案し、現段階では軽油で運行する車両を購入し

ている。 

 ハイブリッドバスの導入に当たっては、車両

価格やランニングコストの低減とともに、長崎

市内は非常に坂道が多いことから、運行の安全

性等も考慮しながら検討することになるとの答

弁がありました。 

 以上のほか、一、西彼杵道路の今後の取組に

ついて、一、公共用地取得状況について、一、
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ＰＣＢ廃棄物の適正処理について、一、民泊の

県内の状況について、一、ユニバーサルツーリ

ズムについてなど、環境生活行政全般にわたり

活発な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際、省略させていただきます。 

 以上で、環境生活委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) この際、念のため申し

上げます。 

 本委員会と農水経済委員会に分割して付託い

たしておりました第142号議案「公の施設の指

定管理者の指定について」につきましては、農

水経済委員長の報告終了後に、一括して審議す

ることにいたします。 

 お諮りいたします。 

 本委員会と総務委員会及び文教厚生委員会に

分割して付託いたしておりました第146号議案

を含め、各議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第146号議案「第三期長崎県教育振興

基本計画」について、採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第146号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、農水経済委員長の報告を求めます。 

 山口委員長－12番。 

〇農水経済委員長(山口経正君)（拍手）〔登

壇〕 農水経済委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第133号

議案「長崎県中小企業融資制度の損失補償に係

る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条

例の一部を改正する条例」のほか2件でありま

す。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第142号議案「公の施設の指定管理者

の指定について」のうち関係部分に関し、今回

の応募者は1者とのことだが、応募者を増やす

ための取り組みは行っているのかとの質問に対

し、これまで3回指定管理者を公募したところ、

全て複数の応募があり、今回も公募条件は過去

と変わらなかったが、1者のみの応募であった。 

 県のホームページに募集案内等を掲載するほ

か、新聞の「県からのお知らせ」欄等を活用し、

広く応募者を募っているとの答弁がありました。 

 次に、第145号議案「長崎県総合計画チャレ

ンジ2020の変更について」のうち関係部分に関

し、同計画の数値目標のうち「長崎県の魚愛用

店の認定店舗数」を「長崎県の魚愛用店の利用

率」に変更するとのことだが、その数値目標、

設定理由及び目標数値の根拠はどのようになっ
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ているのかとの質問に対し、変更前の数値目標

である「認定店舗数」については、既に目標を

達成したことから、今後は愛用店の認識度向上

に努めて、実際の利用を増やすため、目標を

「利用率」に変更することとした。 

 また、目標数値については、平成26年度から

の県民アンケートによると、魚愛用店の利用者

が毎年10名ずつ増えていることから、この1.5

倍である15名を毎年増やすこととして、基準値

から割り戻した数値を設定したものであるとの

答弁がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、産業労働部関係について、新たな基幹

産業の創出に向けたロードマップに関し、成長

目標として、今後10年間で売上高を3.8倍、雇

用者数を2.7倍としているが、その設定根拠は

どのようになっているのかとの質問に対し、海

洋エネルギー、ロボット・ＩｏＴ、航空機、そ

れぞれの関連産業ごとに算出した成長目標を合

算したものである。 

 海洋エネルギー関連産業については、県外プ

ロジェクトの取り込みにより、後半は年30％で

伸びていくことを想定し、ロボット・ＩoＴ関

連産業については、ロボット分野は過去、年

3％の伸びを示していること、ＩｏＴ分野は、

年15％伸びる試算結果をもとにして、これらを

超える伸びを想定し、航空機関連産業について

は、市場の成長見込みや、九州における航空機

関連協議会での議論等を踏まえて、それぞれ算

出しているとの答弁がありました。 

 次に、外国人労働者の受け入れに関し、でき

るだけ多くの外国人労働者が長崎県に来てもら

えるよう、他の部局と協議しながら対応すべき

と考えるが、どう検討しているのか。 

 また、相談窓口については、県としてどのよ

うに考えているのかとの質問に対し、外国人労

働者の受け入れに当たっては、地域との関わり

や労働条件などについて、庁内関係部局や市町

等と十分連携しながら、今後も取り組んでまい

りたい。 

 相談窓口については、生活の面では市町、労

働の面では労働局など、分野ごとに一定の対応

がなされていると考えているとの答弁がありま

した。 

 次に、水産部関係について、大村湾の漁協合

併に関し、大村湾漁協、川棚漁協、多良見町漁

協が合併することにより、組合員数は何名にな

るのか。 

 また、合併後も水揚げ確保にしっかり取り組

んでもらうため、水揚げ施設の整備等が必要と

思うが、どのように考えているのかとの質問に

対し、合併後は、正組合員が275名、準組合員

が321名で、合計596名の規模となる。 

 今後、水揚げ向上のための具体的な対策が検

討されると思うので、関係者と協議し、現行制

度で何が適用できるのか、丁寧に対応していき

たいとの答弁がありました。 

 次に、水産改革に関し、水産改革の概要はど

のようなものか。また、県として、今後どう対

応する予定なのかとの質問に対し、水産改革と

は、資源管理の強化や、漁場のさらなる有効利

用、成長産業化のための輸出拡大等の制度見直

しであり、水産庁の予算は、平成30年度1,770

億円から、平成31年度は3,000億円の要求とな

っている。 

 県としては、国の予算の動向を踏まえ、その

流れを捉えた予算編成とすることや、国への要

望をしっかりと行うことにより、予算の確保に

努めていきたいとの答弁がありました。 
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 次に、農林部関係について、農業分野におけ

る外国人労働者の受け入れに関し、今後のスケ

ジュールをどう考えているのか。また、特区の

区域指定の状況はどうなっているのかとの質問

に対し、平成31年1月から2月をめどに、株式会

社としてサービス事業体の設立を予定しており、

労働者派遣法の許可の手続などを経て、繁忙期

のピークである5月には派遣が開始できるよう、

関係者と調整を行っているところである。 

 外国人労働者の受け入れについては、特区の

活用を念頭に考えていたが、国の指定手続が遅

れているため、引き続き内閣府からの情報収集

に努めるとともに、並行して平成31年4月に施

行される改正出入国管理法の特定技能制度の活

用も検討していきたいとの答弁がありました。 

 以上のほか、一、中小企業の海外展開につい

て、一、サービス産業の振興について、一、有

明漁協の状況について、一、持続可能な水産業

について、一、長崎県林業公社の経営改善につ

いて、一、諫早湾干拓の調整池の水質保全と利

活用についてなど、農水経済行政全般にわたり

熱心な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際、省略させていただきます。 

 以上で、農水経済委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、本委員会と

総務委員会及び文教厚生委員会並びに環境生活

委員会に分割して付託いたしておりました第

145号議案「長崎県総合計画チャレンジ2020の

変更について」、質疑・討論に入ります。 

 堀江議員－16番。 

〇１６番(堀江ひとみ君)〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。 

 ただいま、議題となりました第145号議案

「長崎県総合計画チャレンジ2020の変更につい

て」は、以下の理由で反対いたします。 

 本計画については、3年前、「実現可能な計画

なのか、身の丈に合った計画なのか」と指摘し、

「一部の特定企業や特定地域は潤っても、県民

だれもが幸せにとはならない」と反対しました。 

 この計画を、変更理由の一つが、統合型リゾ

ート（ＩＲ）の導入について、さらに推進する

立場から、県内での統合型リゾート（ＩＲ）の

開業を、より正確に、「国による特定複合観光

施設（ＩＲ）区域の認定」と文言を変更する内

容です。 

 今議会、私の「カジノ誘致に伴う県民生活へ

の影響があるか」の質問に、知事は、「ギャン

ブル依存症は、開業前に比べて減少したとのシ

ンガポールの例にもあるように、依存症対策を

十分にとれば、県民への影響は最小限に抑えら

れる」と答弁しました。 

 私と知事とのやりとりを聞かれたある専門家

は、「推進派が盛んに主張するように、シンガ

ポールの依存症率は確かに減少しています。問

題は、では、なぜ減ったのか。その対策は日本

で可能か」と言うのです。 

 シンガポール政府は、市民に、カジノに行か

せない政策を徹底して推進しました。自己排除

制度の登録者数の増大の結果、カジノ参加率は

大きく減少しています。アメリカでも自己排除

制度はありますが、企業任せで、実効性があり

ません。これに対してシンガポールは、対策機

関をつくって、強力に進めました。入場回数を

チェックして、多い市民は呼び出して、預金等

の金融資産を調べて、場合によっては立入禁止

措置をとっています。貧困層は機械的に禁止で

す。 

 こうした対策が可能なのは、シンガポールの
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カジノが、海外客依存だからです。それに対し

て日本は、国内客中心であり、シンガポールの

ような政策はとれません。 

 シンガポールが証明したのは、依存症対策は、

カジノをさせないことが一番の効果があるとい

うことです。カジノ客の自己管理がうまくいっ

ったということではないのです。 

 カジノ誘致によって、開業前よりも依存症率

が減少するというのは、希望的観測に過ぎませ

ん。 

 カジノ誘致によって、多くの県民が、依存症

の危険にさらされます。そのリスク以上に経済

効果があると言いたいのでしょうが、「県民を

犠牲にしてまで、カジノを誘致すべきではな

い」、これもまた、県民の声であります。 

 カジノに頼らない地域振興策、観光政策を求

めて、反対討論といたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 浅田議員－28番。 

〇２８番(浅田眞澄美君)（拍手）〔登壇〕 自由

民主党・県民会議の浅田眞澄美でございます。 

 会派を代表いたしまして、第145号議案「長

崎県総合計画チャレンジ2020の変更について」、

賛成の立場で意見を申し述べます。 

 本県は、人口減少や少子・高齢化が全国に先

行して進んでいる中、県民所得の低迷、地域活

力の低下など、構造的な課題を抱えております。 

 中村知事におかれましては、こうした課題に

正面から向きあい、3年前の平成27年に「長崎

県総合計画チャレンジ2020」を策定され、「人、

産業、地域が輝く たくましい長崎県づくり」

を基本理念とし、「交流でにぎわう長崎県」、

「地域のみんなが支え合う長崎県」、「次代を担

う『人財』豊かな長崎県」、「力強い産業を創造

する長崎県」、「安心快適な暮らし広がる長崎

県」、この5つの将来像を掲げ、その実現に向け

て、日々邁進しておられます。 

 その結果、企業誘致等による雇用創出数や県

外からの移住者数、農林水産業の産出額、県産

品の輸出額など、県政の各分野で着実に成果が

あらわれております。 

 平成29年度における総合計画の進捗状況は、

43の施策のうち約7割となる29の施策において

目標達成、もしくは90％以上達成となるなど、

中村知事のリーダーシップのもと、一定の進捗

が図られているのではないかと考えております。 

 今後、さらなる進捗を期待するとともに、私

たち県議会も、県と両輪となって、県勢発展の

ために、しっかりと自らの役割を果たしていか

なければならないと考えております。 

 今回提案されております総合計画の変更案は、

計画で定められている数値目標について、既に

最終目標を上回ったものや、国の政策の動向の

変化があったものなどに対し、目標値の上方修

正や指標本体の見直しを行おうとするものであ

ります。 

 これは、計画の中間年に当たり、進捗状況を

適切に評価し、より高い目標達成に向けて、さ

らに尽力しようとする県の積極的な姿勢のあら

われであり、その点は大いに評価するものであ

ります。 

 また、特定複合観光施設（ＩＲ）に係る目標

については、平成32年度までの開業としていた

ものを、現時点で想定される日本型ＩＲの導入

スケジュールに沿うよう、2020年度までの認定

へと目標を改め、引き続き、本県へのＩＲ誘致

を推進していこうとするものであり、目標値の

変更は妥当と認められるものであります。 

 中村知事におかれましては、今後とも、県民

が安心して、生きがいを持って暮らすことがで

きるよう、また、本県が厳しい地域間競争を勝
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ち抜き、明るい未来を切り拓いていくことがで

きるよう、「人に生きがいを」、「産業に活力

を」、「暮らしに潤いを」を与えられるよう、施

策の推進に全力を尽くしていただきますよう期

待するものであります。 

 以上、第145号議案に対する賛成意見を申し

述べ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い

申し上げ、賛成の討論とさせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第145号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会と環境生活委員会に分割して付託い

たしておりました第142号議案を含め、各議案

は、質疑・討論を省略し、直ちに採決すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、予算決算委員長の報告を求めます。 

 髙比良委員長－30番。 

〇予算決算委員長(髙比良 元君)（拍手）〔登

壇〕 予算決算委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託された案件は、第121号議案

「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第3

号）」ほか8件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、第127号議案

につきましては、起立採決の結果、原案のとお

り可決すべきものと決定されました。 

 また、その他の議案につきましては、いずれ

も異議なく、原案のとおり、可決すべきものと

決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、総務分科会では、航空対策費に関し、

香港路線の新規就航を支援し、国際定期航空路

線を活用した交流人口の拡大を図る取組とある

が、具体的にどのようなものなのかとの質問に

対し、今回、計上している予算は、新規路線に

対する着陸料や航空援助施設使用料の支援が主

なものであり、航空会社の安定的な運航を促す

ことを目的としているものであるとの答弁があ

りました。 

 これに対し、航空路線を維持するためには、

いかに安定的な運航ができるようにサポートし

ていけるかが課題だと考える。今後は、新規航

空会社とも協力し、知恵を出しあい、安定的な

運航を目指してもらいたいとの要望がありまし

た。 

 次に、文教厚生分科会では、特別支援学校施

設整備費に関し、空調整備工事については、全

額繰越明許費を設定し、執行は来年度になると

のことだが、夏までに空調を設置できるのかと

の質問に対し、設計業務を今年度中に終え、来

年度に入り入札を行う予定としており、早期に

工事が完了できるよう進めているところである

との答弁がありました。 
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 これに対し、関係団体や企業等と調整を図り、

設置が遅れることがないよう取り組んでいただ

きたいとの意見がありました。 

 次に、環境生活分科会では、公の施設の指定

管理者の指定に伴う債務負担行為の設定に関し、

今回、指定管理者の公募及び選定を行った港湾

課所管の4施設のうち、指定管理負担金がない

ものが3施設あるが、その理由は何かとの質問

に対し、長崎港常盤・出島地区及び松が枝地区

については、水辺の森にある県営駐車場の収入

を指定管理者の収入とすることで、収入額が負

担金額と均衡するため、長崎港元船地区につい

ては、駐車場収入が施設の管理・運営にかかる

経費より大きいため、逆に納付金という形で県

に納めてもらうので、それぞれ負担金は「な

し」としている。 

 次に、早岐港ハウステンボスマリーナ及びハ

ウステンボスハーバーについては、過去の収支

実績より黒字が見込まれることから、今回の公

募より負担金は「なし」としている。 

 また、負担金がある長崎港福田マリーナ及び

長崎出島ハーバーについては、今回、負担金額

の見直しを図り、減額して計上しているところ

であるとの答弁がありました。 

 次に、農水経済分科会では、食品加工センタ

ー施設整備費に関し、大村市に整備が予定され

る同センターの利用者及び開設に当たっての目

標をどのように考えているのか。 

 また、開設に向けて、食品加工センターの機

能を十分発揮できるよう、市場リサーチや流通

などの専門家の知見も踏まえていくべきではな

いかとの質問に対し、生産者、食料品製造業者

等、幅広い活用を考えており、利用件数年間

700件、そのうち試作件数年間50件を目標とし

ている。より食品産業の振興につながるセンタ

ーとなるよう、今後とも、専門家などの意見を

聞いていきたいとの答弁がありました。 

 これに対し、効果的な支援で加工品の付加価

値を上げ、地元企業の業績を伸ばしてほしいと

の意見がありました。 

 以上のほか、予算全般に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第127号議案「平成30年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」について、採決いたし

ます。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第127号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました 

 次に、お手元に配付いたしております「動議
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件名一覧表」のとおり、各委員会から、政府・

国会あて、意見書提出の動議が提出されており

ますので、これを一括して議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 各動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、動議は、それぞれ可決されました。 

 次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 以上をもちまして、本定例会の審議は終了い

たしました。 

 この際、知事より、ご挨拶があります－知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 11月定例県議会

の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたびの議会は、去る11月27日から本日ま

での24日間にわたり開かれましたが、議員の皆

様方には、本会議及び委員会を通して終始熱心

にご審議いただくとともに、それぞれ適正なご

決定を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。 

 「下村 脩博士お別れの会」の開催。 

 去る12月2日、長崎県名誉県民「故下村 脩

博士 長崎県・佐世保市・長崎大学合同お別れ

の会」を執り行いました。 

 当日は、在りし日の下村博士を偲び、ご功績

をたたえ、哀悼の誠を捧げました。本県選出国

会議員の皆様並びに県議会をはじめ、県民の皆

様には多数ご参列を賜り、厚くお礼を申し上げ

ます。改めて、博士のご冥福を衷心よりお祈り

申し上げます。 

 九州新幹線西九州ルートの整備促進。 

 去る11月28日、建設費増加への対応について

検討するため、「与党整備新幹線建設推進プロ

ジェクトチーム」が開催され、本県を含む関係

4県等への意見聴取が行われました。 

 当日、本県としては、武雄温泉～長崎間の

2022年度までの確実な開業を実現するために、

必要な財源の確保とあわせ、地方負担の軽減を

図っていただくとともに、新鳥栖～武雄温泉間

の整備方針にかかる議論を早急に進め、方針を

決定していただくよう要請いたしました。 

 これらを踏まえ、去る12月11日に開催された

与党ＰＴにおいて、国に対し、政府与党申し合

わせにおける完成開業目標時期に合わせ、確実

に開業させるための安定的な財源の見通しをつ

けることや、地方負担増加への配慮を図ること

等について申し入れが行われたところでありま

す。 

 こうした中、同月18日の与党ＰＴにおいて、

国から建設費の増加に対応した財源確保案とし

て、国費や地方負担のほか、前倒し活用による

貸付料財源が含まれる全体の財源見通しが示さ

れたところであり、地方負担を軽減しつつ、

2022年度までの開業に一定のめどが立ったもの

と考えております。 

 これまでの本県選出国会議員の皆様方のご尽

力に感謝申し上げますとともに、引き続き、残
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された課題の解決に向け、国会議員や県議会議

員の皆様、関係自治体等とも連携を図りながら、

全力で取り組んでまいります。 

 海上自衛隊による救急患者の搬送。 

 海上自衛隊第22航空群による離島からの救急

患者のヘリ搬送が、通算5,000回の活動実績と

なったことから、長年のご功績に感謝の意を表

し、去る12月10日、県庁1階エントランスホー

ルにおいて、感謝状贈呈式を開催いたしました。

県議会からも、溝口議長をはじめ、多数ご参加

いただき、感謝申し上げます。 

 海上自衛隊第22航空群の存在は、離島地域に

おける住民の安全で安心な暮らしの実現のため

に必要不可欠なものとなっており、悪天候や夜

間など大変厳しい環境の中、人命救助のために

献身的なご尽力をいただいておりますことに、

改めて、深く敬意を表し、感謝を申し上げる次

第であります。 

 今後とも、離島地域住民の安全・安心を確保

するため、海上自衛隊や市町、消防本部、医療

機関と連携し、万全を期してまいります。 

 持続可能な地域航空のあり方。 

 国や関係航空会社で構成される「地域航空の

担い手のあり方に係る実務者協議会」から、去

る12月18日、持続可能な地域航空の実現に係る

検討結果が公表されました。 

 当該検討結果においては、組織のあり方につ

いて、九州地域における系列を超えた航空会社

間の協業をより一層促進するため、平成31年度

中に大手航空2社及び本県離島航空路線を運航

するオリエンタルエアブリッジ（ＯＲＣ）を含

む地域航空3社を構成員とする有限責任事業組

合（ＬＬＰ）を設立することを目指して、経営

改善効果の試算や運営ルールづくりを開始する

こととされております。 

 県としては，ＯＲＣと連携しながら、このよ

うな取組等を通して、引き続き、本県の離島航

空路線の維持・確保に、しっかりと努めてまい

りたいと考えております。 

 ローマ法王の長崎訪問。 

 今般、フランシスコ・ローマ法王が、来年の

終わりごろにも長崎を訪問されるご意向がある

との報道に接しました。 

 私も、これまで機会あるたびに長崎へのご来

訪や、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連

遺産」の世界文化遺産登録へのお力添えをお願

いしてきたところであり、大きな喜びをもって、

受け止めております。 

 法王におかれては、原爆投下後に撮影された

「焼き場に立つ少年」の写真を印刷したカード

を配布いただくなど、被爆地長崎に心をお寄せ

いただき、核なき世界の実現を訴え続けていた

だいております。 

 ご来県の際には、キリシタンの歴史にお触れ

いただくとともに、被爆者を含め、幅広い県民

の皆様と交流を深めていただきたいと願ってい

るところであり、法王のご来訪を県民の皆様と

ともに、心よりお待ち申し上げたいと存じます。 

 幹線道路の整備。 

 今月15日、西九州自動車道の伊万里松浦道路

の調川インターから松浦インターまでの間が完

成し、県選出国会議員や県議会議員の皆様、地

元関係者等のご参加のもと、開通式が開催され

ました。 

 今回の開通により、伊万里松浦道路の県内区

間の全てが完成することとなり、交流人口の拡

大や地域経済のさらなる活性化が期待されると

ころであります。 

 今後も、産業の振興や地域の活性化に資する

幹線道路の整備を推進してまいります。 
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 企業誘致の推進。 

 去る12月17日、東京都に本社を置く株式会社

ニーズウェルが長崎市への立地を決定されまし

た。 

 同社は、金融系の業務ソフトウェア開発等を

行う企業であり、2021年4月の事業所開設を目

指して、県内の大学新卒者を中心に採用すると

ともに、将来的に100名体制で業務を行うこと

とされております。 

 また、12月19日には、静岡県に本社を置く株

式会社小出製作所が長崎市への立地を決定され

ました。 

 同社は、自動車エンジンの金型設計・製造を

行っており、来年2月ごろから業務を開始し、5

年間で19名を雇用する予定とされております。 

今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化につ

ながるよう、地元自治体や関係機関と連携を図

りながら、企業誘致の推進に力を注いでまいり

ます。 

 このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。 

 本年も残すところ、あとわずかとなりました。

日々寒さが厳しくなる中、皆様方には何かとご

多忙のことと存じますが、どうかくれぐれもご

自愛の上、ご健勝にて、輝かしい新年をお迎え

になり、ますますご活躍いただきますよう心か

らお祈り申し上げます。 

 終わりに、報道関係の方々には、会期中、終

始県議会の広報について、ご協力を賜りました

ことにお礼を申し上げますとともに、県民の皆

様には、希望に満ちた新年を迎えられますよう

心からお祈り申し上げまして、閉会のご挨拶と

いたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 平成30年11月定例会の

閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 去る11月27日に開会いたしました本定例会も、

全ての案件の審議を終了し、本日、閉会の運び

となりました。 

 この定例会中は、人口減少対策をはじめ、複

合観光施設（ＩＲ）の推進、県庁舎跡地の活用、

健康長寿への取組、県内就職促進、九州新幹線

西九州ルートの整備促進、観光振興対策、農林

水産業振興策、教育行政、土木行政、離島・半

島振興対策等、当面する県政の重要課題につい

て、終始熱心に、ご議論をいただきました。 

 この間の議員各位のご努力と、知事をはじめ

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 さて、県政全般にわたり、この1年を振り返

りますと、まず、思い起こされますのが、「長

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世

界文化遺産登録決定であります。本県から、

「明治日本の産業革命遺産」に続く、世界文化

遺産登録であり、まことに喜ばしい限りであり

ます。 

 この貴重な世界遺産を適正に保全管理し、後

世に確実に引き継ぐとともに、その価値を積極

的に発信することにより、地域活性化に大きく

寄与することが期待されるものであり、今後も

引き続き関係団体等と連携を密にして、取組を

進めていくことが必要と存じます。 

 次に、九州新幹線西九州ルートの整備につい

ては、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチ

ームにおいて、新鳥栖～武雄温泉間の整備のあ

り方等が検討されておりますが、整備方針の決

定には至っていない状況にあります。 

 そのような中、与党プロジェクトチームや政
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府等に対し、西九州ルートのフル規格化による

整備、事業費増加に対する十分な財政措置等に

ついて要望活動を行ったところでありますが、

引き続き、議会・理事者一体となって関係自治

体と連携を図りながら、国に対して強く求めて

まいりたいと存じます。 

 次に、本県とベトナム社会主義共和国クァン

ナム省とは、「友好交流関係に関する同意書」

を締結するなど、かねてより友好交流関係を深

めてまいりましたが、両県省議会間においても、

友好交流に関する取組を進めてまいり、去る8

月17日、ベトナム・クァンナム省において、

「両県省議会による友好交流に関する同意書」

を締結いたしました。 

 同意書では、両県省が協力して行う経済交流、

人材育成、文化等交流などの取組について積極

的に支援していくことなどを明記しており、今

後、長崎県議会といたしましても、両県省の交

流がさらに進展するよう、後押しをしてまいり

たいと存じます。 

 さて、本年もいよいよ残すところ2週間足ら

ずとなりました。 

 年の瀬を迎え、何かとご多忙のことと存じま

すが、皆様方には、引き続き、ご協力、ご支援

をお願いいたしますとともに、くれぐれもご自

愛のうえ、ご健勝にて輝かしい新年をお迎えに

なりますよう心からお祈り申し上げ、閉会に当

たってのご挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

 これをもちまして、平成30年11月定例会を閉

会いたします。 

― 午前１１時１３分 閉会 ― 
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長
崎
県
議
会
議

員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

案
）

 

 長
崎

県
議

会
議

員
の

議
員

報
酬

及
び

費
用

弁
償

等
に

関
す

る
条
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（

昭
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1
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長
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県
条

例
第
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号
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の
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部
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す
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。
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の
表
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掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下
線
の
部
分
で
あ

る
。

 

改
正
後
 

改
正

前
 

 （
公
務
旅
費
）

 

第
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条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
公
務
旅
費
は

、
議
員
が
住
所
地
と
し
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議
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に
届

け
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住
所
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す
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在
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滞
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滞

在
地

か
ら

旅

行
す

る
場

合
は

、
そ

の
地

を
起

点
と

し
て

計
算

す

る
。
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長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第１条 長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年長崎県条例第60号）の一部を次のように改正する。  
 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 略 第７条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては 100 分の 157.5、12 月に支給する場合においては

100 分の 177.5 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては 100 分の 157.5、12 月に支給する場合においては

100 分の 172.5 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
第２条 長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  
 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 略 第７条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段の規定の適用を

受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては 100 分の 167.5、12 月に支給する場合においては

100 分の 167.5 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

散による任期終了の日現在）において議員が受けるべき議員報酬月額及

びその議員報酬月額に 100 分の 45 を乗じて得た額の合計額に、６月に支

給する場合においては 100 分の 157.5、12 月に支給する場合においては

100 分の 177.5 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
附 則 

 （施行期日等） 
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、平成 30 年 12 月１日か

ら適用する。 
（期末手当の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて

支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
 
（提案理由） 

国家公務員の給与の取扱いの状況等を踏まえ、議員の期末手当について所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理

由である。 
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度
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）
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1
3
2
号
議
案
 
長

崎
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立
長
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図

書
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置
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例
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一

部
を

改
正
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1
3
3
号
議
案
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損
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収
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す
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損
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案
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長
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図
書
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に

関
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い

て
 

第
1
3
8
号
議
案
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約
の

締
結

に
つ

い
て

 

第
1
3
9
号
議
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契
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の

締
結

の
一

部
変

更
に

つ
い

て
 

第
1
4
0
号
議
案
 
契
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の

締
結

の
一

部
変

更
に
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い

て
 

第
1
4
1
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議
案
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の

締
結
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一

部
変

更
に
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い
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公
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長
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命
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と
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定
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年
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長
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例
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水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

1
2
月

1
8
日

⽕
１

１
：

０
０

予
算

決
算

委
員

会
（

分
科

会
長

報
告

、
採

決
）

議
場

⾦
１

０
：

０
０

1
2
月

1
0
日

⽉
１

０
：

０
０

1
2
月

1
1
日

⽕

1
2
月

1
4
日

(
予

備
日

)

委
員

会
名

場
所

委
員

会
開

催
日

程
表

1
2
月

1
3
日

１
０

：
０

０

1
2
月

1
2
日

⽔
１

０
：

０
０

⽊
１

０
：

０
０

委
員
会
名

請
願
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
　
　
　
出
　
　
　
　
者

紹
介
議
員

文
教

厚
生

委
 
員

 
会

第
３
号

教
育

費
負

担
の
公

私
間

格
差

を
な
く
し
、
子

ど
も

た
ち
に
ゆ
き
と
ど
い
た
教

育
を
求

め
る
私

学
助

成
請

願

長
崎

の
私

学
助

成
を
す

す
め
る
会

会
長

　
鳥

巣
　
安

則
堀

江
　
ひ

と
み

文
教

厚
生

委
 
員

 
会

第
４
号

ゆ
き
と
ど
い
た
教

育
を
求

め
る
請

願
長

崎
の
ゆ
た
か
な
高

校
教

育
を
め
ざ
す

会
会

長
　
大

橋
　
由

紀
子

堀
江

　
ひ

と
み

総
　

　
務

委
 
員

 
会

第
５
号

国
に
対

し
「
消

費
税

率
1
0
％

へ
の
引

き
上

げ
中

止
を
求

め
る
意

見
書

」
の
提

出
を
求

め
る
請

願
書

消
費

税
廃

止
長

崎
県

各
界

連
絡

会
会

長
　
徳

永
　
隆

行
堀

江
　
ひ

と
み

（
計

3
件

）

平
成

３
０

年
１

１
月

定
例

会

請
　

願
　

付
　

託
　

表
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平
成
３
０
年
９
月
定
例
会

総
務
委
員
会
委
員
長
　
　
大
場
　
博
文

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
関
係

分
）

原
案
可
決

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て

原
案
可
決

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

長
崎
県
総
合
計
画
チ
ャ
レ
ン
ジ
２
０
２
０
の
変
更
に
つ
い
て
（
関
係

分
）

原
案
可
決

第
三
期
長
崎
県
教
育
振
興
基
本
計
画
に
つ
い
て
（
関
係
分
）

原
案
可
決

計
　
　
６
件
（
原
案
可
決
　
６
件
）

２
　
請
　
　
願

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

第
5

号
国
に
対
し
「
消
費
税
率
1
0
％
へ
の
引
き
上
げ
中
止
を
求
め
る
意
見

書
」
の
提
出
を
求
め
る
請
願
書

不
採

択

計
　
　
 
１
件
（
不
採
択
　
　
１
件
）

審
査

報
告

書

番
　
　
　
号
 

番
　
　
　
号
 

記

総
務

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
1
2
月
1
3
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
1
3
0
号

議
案

第
1
3
1
号

議
案

第
1
3
4
号

議
案

第
1
3
5
号

議
案

第
1
4
5
号

議
案

第
1
4
6
号

議
案

文
教
厚
生
委
員
会
委
員
長
　
　
近
藤
　
智
昭

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
関
係

分
）

原
案
可
決

長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
と
大
村
市
立
図
書
館
と
の
合
築
に
よ
り
整
備

す
る
図
書
館
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

原
案
可
決

長
崎
県
総
合
計
画
チ
ャ
レ
ン
ジ
２
０
２
０
の
変
更
に
つ
い
て
（
関
係

分
）

原
案
可
決

第
三
期
長
崎
県
教
育
振
興
基
本
計
画
に
つ
い
て
（
関
係
分
）

原
案
可
決

計
　
６
件
（
原
案
可
決
　
６
件
）

２
　
請
　
　
願

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

第
3

号
教
育
費
負
担
の
公
私
間
格
差
を
な
く
し
、
子
ど
も
た
ち
に
ゆ
き
と
ど

い
た
教
育
を
求
め
る
私
学
助
成
請
願

不
採

択

第
4

号
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を
求
め
る
請
願

不
採

択

計
　
　
２
件
（
不
採
択
　
　
２
件
）

番
　
　
号
 

番
　
　
　
号
 

記

文
教

厚
生

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
1
2
月
1
2
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
1
3
0
号

議
案

第
1
3
7
号

議
案

第
1
4
5
号

議
案

第
1
4
6
号

議
案

第
1
3
2
号

議
案

第
1
3
6
号

議
案
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環
境
生
活
委
員
会
委
員
長
　
　
里
脇
　
清
隆

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

原
案
可
決

契
約
の
締
結
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

原
案
可
決

契
約
の
締
結
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

原
案
可
決

契
約
の
締
結
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

原
案
可
決

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
（
関
係
分
）

原
案
可
決

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

長
崎
県
総
合
計
画
チ
ャ
レ
ン
ジ
２
０
２
０
の
変
更
に
つ
い
て
（
関
係

分
）

原
案
可
決

第
三
期
長
崎
県
教
育
振
興
基
本
計
画
に
つ
い
て
（
関
係
分
）

原
案
可
決

計
　
　
９
件
（
原
案
可
決
　
９
件
）

番
　
　
号
 

記

環
境

生
活

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
1
2
月
1
2
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
1
3
8
号

議
案

第
1
4
4
号

議
案

第
1
4
6
号

議
案

第
1
4
5
号

議
案

第
1
3
9
号

議
案

第
1
4
3
号

議
案

第
1
4
0
号

議
案

第
1
4
1
号

議
案

第
1
4
2
号

議
案

農
水
経
済
委
員
会
委
員
長
　
　
山
口
　
経
正

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
中
小
企
業
融
資
制
度
の
損
失
補
償
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受

け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
（
関
係
分
）

原
案
可
決

長
崎
県
総
合
計
画
チ
ャ
レ
ン
ジ
２
０
２
０
の
変
更
に
つ
い
て
（
関
係

分
）

原
案
可
決

計
　
　
３
件
（
原
案
可
決
　
３
件
）

第
1
4
2
号

議
案

第
1
4
5
号

議
案

番
　
　
号
 

記

農
水

経
済

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
1
2
月
1
2
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
1
3
3
号

議
案
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予
算
決
算
委
員
会
委
員
長
　
　
髙
比
良
　
元

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
県
営
林
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
港
湾
施
設
整
備
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
港
湾
整
備
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
交
通
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

原
案
可
決

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
港
湾
整
備
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

原
案
可
決

計
　
　
９
件
（
原
案
可
決
　
９
件
）

番
　
　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
1
2
月
1
8
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
1
2
1
号

議
案

第
1
2
2
号

議
案

第
1
2
3
号

議
案

第
1
2
4
号

議
案

第
1
2
5
号

議
案

第
1
2
6
号

議
案

第
1
2
7
号

議
案

第
1
2
8
号

議
案

第
1
2
9
号

議
案

平
成

３
０

年
１

１
月
定
例
会
 

 

動
 議

 件
 
名

 一
 覧

 表
（

参
考

）
 

  
１

 
委

員
会

等
提
出
 

 

区
 
分

 
提
出
先
 

件
 
 
 
 
 
名

 
提

 
出

 
者

 
可

否
 

掲
載
ペ
ー
ジ
 

意
見

書
 

政
 
府
 

国
 
会
 

防
災
・
減

災
対

策
の
充

実
・

強
化
に

つ

い
て
 

総
務

委
員

会
 
可
決
 
付
録
 

 
1
2
ペ
ー
ジ
 

意
見

書
 

政
 
府
 

国
 
会
 
認

知
症
施

策
の

推
進
に

つ
い

て
 

文
教

厚
生

委
員

会
 
可

決
 
付
録
 

 
 
1
2
ペ
ー
ジ
 

  ２
 
会

派
等

提
出
 

 

区
 
分

 
提
出
先
 

件
 
 
 
 
 
名

 
提

 
出

 
者

 
可

否
 

掲
載
ペ
ー
ジ
 

発
議

 

第
1
9
1
号
 

 

長
崎
県
議

会
議

員
の
議

員
報

酬
及
び

費

用
弁
償
等

に
関

す
る
条

例
の

一
部
を

改

正
す
る
条

例
 

議
会

運
営

委
員

会
 
可

決
 
付
録
 

 
 
4
ペ
ー
ジ
 

発
議

 

第
1
9
2
号
 

 

長
崎
県
議

会
議

員
の
議

員
報

酬
及
び

費

用
弁
償
等

に
関

す
る
条

例
の

一
部
を

改

正
す
る
条

例
 

議
会

運
営

委
員

会
 
可

決
 
付
録
 

 
 
5
ペ
ー
ジ
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動
 

 
 

 
 
 

 
議

 

 
 

 
 

 
 
提

 
 

 
出

 
 

 
者

 
 

 
 

 
総

務
委

員
会
 

 
 

 
 

 
 
提

 
出

 
年

 
月

 
日

 
 

 
 

 
平

成
３

０
年
１
２
月
１
３
日
 

種
 

 
類

 
 
意

見
書

 

件
 

 
名

 
防

災
・

減
災

対
策

の
充

実
・

強
化

に
つ

い
て
 

要
 

 
旨

 

  
近

年
、
大

規
模

な
地

震
や

記
録

的
な

集
中

豪
雨
等
が
相
次
い
で
発
生
し
て
お
り
、
本
年

も
、
大

阪
府

北
部

地
震

、
西

日
本

を
中

心
と

し
た
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
、
北
海
道
胆
振

東
部

地
震

な
ど

に
よ

り
、
多

く
の

国
民

が
犠

牲
と
な
る
甚
大
な
被
害
が
生
じ
、
い
ま
だ
多

く
の

被
災

者
が

困
窮

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
台

風
の

常
襲

地
帯

に
位

置
し

て
い

る
本
県
に
お
い
て
も
、
頻
繁
に
洪
水
・
浸

水

被
害

や
土

砂
災

害
が

生
じ

て
お

り
、
近

年
、
災
害
の
発
生
件
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
県

民
生

活
に

多
大

な
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

。
 

激
甚

化
・
頻

発
化

す
る

自
然

災
害

か
ら

国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
り
、
安
全
・
安
心
を

確
保

す
る

た
め

に
は

、
防

災
・
減

災
対

策
の

強
化
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
特
に
本
県
は
、

人
口

と
資

産
の

ほ
と

ん
ど

が
海

岸
近

く
に

集
中

し
て

い
る

た
め

高
潮

被
害

等
を

受
け

や

す
く

、
ま

た
、
地

す
べ

り
危

険
箇

所
や

急
傾

斜
地
崩
壊
の
危
険
箇
所
も
多
く
、
災
害
が
発

生
し

や
す

い
環

境
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
防

災
・
減
災
対
策
の
充
実
・
強
化
は
喫
緊
の
課
題

と
な

っ
て

い
る

。
 

よ
っ

て
、
国

に
対

し
て

、
大

規
模
・
激
甚

化
す
る
風
水
害
・
土
砂
災
害
・
地
震
災
害
か

ら
国

民
の

生
命
・
財

産
を

守
り

、
災

害
に

強
く
安
全
・
安
心
で
強
靭
な
国
土
づ
く
り
に
必

要
な

予
算

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、
施

策
拡

大
を
図
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
も
の
で

あ
る

。
 

 

 な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

           

提
 
出

 
先

 
 
政

 
府

 
・

 
国

 
会

 

 

動
議

 

提
 
 
 
出
 
 
 
者

提
 
出
 
年
 
月
 
日

文
教

厚
生

委
員

会
 

平
成
３
０
年
１
２
月
１
２
日
 

種
 

類
 

意
見

書
 

件
 

名
 

認
知
症
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
 

世
界

に
類

例
を

見
な

い
ス

ピ
ー

ド
で

高
齢

化
が

進
む

我
が

国
に

お
い

て
、

認
知

症
の

人

は
年

々
増

え
続

け
て

い
る

。
２

０
１

２
年

に
推

計
で

約
４

６
２

万
人

で
あ

っ
た

も
の

が
、

２
０
２
５
年
に
は
推
計
で
約
７
０
０
万
人
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
 

認
知

症
は

、
今

や
誰

で
も

発
症

す
る

可
能

性
が

あ
り

、
認

知
症

の
人

が
住

み
慣

れ
た

地

域
の

よ
い

環
境

で
自

分
ら

し
く

暮
ら

し
続

け
る

た
め

に
、

認
知

症
施

策
の

推
進

は
極

め
て

重
要
で
あ
る
。
 

ま
た

、
認

知
症

施
策

の
推

進
に

当
た

っ
て

は
、

認
知

症
と

診
断

さ
れ

て
も

、
尊

厳
を

も

っ
て

生
き

る
こ

と
が

で
き

る
社

会
の

実
現

を
め

ざ
し

、
当

事
者

の
意

思
を

大
切

に
し

寄
り

添
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
若
年
性
認
知
症
」
な
ど
、
こ
れ
ま
で
十
分

に
取

り
組

ま
れ

て
こ

な
か

っ
た

分
野

に
も

踏
み

込
ん

で
行

く
必

要
が

あ
る

。
さ

ら
に

、
認

知
症

施
策

に
関

す
る

課
題

は
、

今
や

医
療

・
介

護
だ

け
で

な
く

、
地

域
づ

く
り

か
ら

生
活

支
援
、
教
育
に
至
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

認
知

症
施

策
の

さ
ら

な
る

充
実

、
加

速
化

を
目

指
し

、
基

本

法
の

制
定

も
視

野
に

入
れ

た
、

下
記

の
事

項
に

取
り

組
む

こ
と

を
強

く
要

望
す

る
も

の
で

あ
る
。
 

記
 

国
や

自
治

体
を

は
じ

め
企

業
や

地
域

が
力

を
合

わ
せ

、
認

知
症

の
人

や
そ

の
家

族
を

支
え

る
社

会
を

構
築

す
る

た
め

、
認

知
症

施
策

を
総

合
的

か
つ

計
画

的
に

推
進

す
る

基

本
法
を
制
定
す
る
こ
と
。
 
 

要
 

旨
 

１
 

２
 

認
知

症
診

断
直

後
は

、
相

談
で

き
る

人
が

い
な

い
と

い
っ

た
人

が
多

く
存

在
し

て
お

り
、

診
断

直
後

の
空

白
期

間
が

生
じ

て
い

る
。

こ
の

空
白

期
間

に
つ

い
て

は
、

本
人

が

必
要

と
す

る
支

援
や

情
報

に
つ

な
が

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

の

活
用
や
居
場
所
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
る
支
援
体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
。
 

３
 

若
年

性
認

知
症

の
支

援
に

つ
い

て
は

、
若

年
性

認
知

症
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

効
果

的
・

効
率

的
な

活
動

を
推

進
す

る
た

め
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

に
対

す
る

研
修

な

ど
支

援
体

制
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
本

人
の

状
態

に
応

じ
た

就
労

継
続

や
社

会
参

加

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
。
 

４
 

認
知

症
の

全
国

規
模

の
疫

学
調

査
と

疾
患

登
録

に
基

づ
く

ビ
ッ

ク
デ

ー
タ

の
活

用
を

通
し

、
有

効
な

予
防

法
や

行
動

・
心

理
症

状
に

対
す

る
適

切
な

対
応

な
ど

認
知

症
施

策

の
推

進
に

取
り

組
む

こ
と

。
ま

た
、

次
世

代
認

知
症

治
療

薬
の

開
発

・
早

期
実

用
化

や

最
先

端
の

技
術

を
活

用
し

た
早

期
診

断
法

の
研

究
開

発
を

進
め

る
と

と
も

に
、

認
知

症

の
人

の
心

身
の

特
性

に
応

じ
た

リ
ハ

ビ
リ

や
介

護
方

法
に

関
す

る
研

究
を

進
め

る
こ

と
。
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な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

提
 
出

 
先

 
政

 
府

 
・

 
国

 
会

 

平
成
３
０
年
１
１
月
定
例
会
議
会
閉
会
中

 委
員
会
付
託
申
出
一
覧
表

 
№

１
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

総
務

 
○

委
員

会
、

現
地

調
査

及
び

要
望

活
動

 
 
 
・

危
機

管
理

、
防

災
、

消
防

、
危

険
物

の
規

制
等

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

職
員

の
人

事
、

勤
務

条
件

、
給

与
、

福
利

厚
生

等
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

行
政

改
革

、
情

報
公

開
等

県
の

行
政

一
般

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

県
の

予
算

、
財

政
、

県
税

そ
の

他
の

財
務

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

政
策

評
価

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

公
有

財
産

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

秘
書

、
広

報
及

び
広

聴
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

地
域

・
行

政
情

報
化

そ
の

他
他

部
の

主
管

に
属

し
な

い
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

重
要

施
策

の
企

画
及

び
総

合
調

整
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

離
島

・
半

島
及

び
地

域
の

振
興

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

ス
ポ

ー
ツ

振
興

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

県
内

市
町

の
行

政
、

財
政

、
選

挙
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

土
地

対
策

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
・

交
通

運
輸

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
・

県
庁

舎
の

跡
地

活
用

に
関

す
る

こ
と

 
 
 
 
・

文
化

振
興

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
・

世
界

遺
産

登
録

の
推

進
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

・
観

光
振

興
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

物
産

流
通

振
興

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

国
際

関
連

施
策

の
推

進
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

・
出

納
及

び
物

品
調

達
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

議
会

事
務

局
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

監
査

事
務

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

人
事

委
員

会
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

労
働

委
員

会
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

警
察

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

交
通

安
全

、
防

犯
対

策
の

推
進

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 
 
 
・

公
安

委
員

会
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

文
教

厚
生

 
○

委
員

会
、

現
地

調
査

及
び

要
望

活
動

 
  

  
  
・

私
立

学
校

及
び

県
立

大
学

（
公

立
大

学
法

人
）

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

福
祉

保
健

行
政

の
企

画
及

び
総

合
調

整
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

  
 
 
・

社
会

福
祉

法
人

及
び

社
会

福
祉

施
設

等
の

指
導

監
査

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

医
療

政
策

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

医
療

人
材

の
確

保
等

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

薬
務

行
政

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

国
民

健
康

保
険

等
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

  
 
 
・

高
齢

者
施

策
の

推
進

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

障
害

者
施

策
の

推
進

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

原
爆

被
爆

者
対

策
等

の
推

進
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
・

子
ど

も
に

関
す

る
総

合
的

な
施

策
及

び
調

整
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

・
教

育
委

員
会

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
・

教
職

員
の

定
数

、
勤

務
条

件
及

び
福

利
厚

生
等

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

県
立

学
校

の
施

設
及

び
設

備
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

  
 
 
・

義
務

教
育

及
び

高
校

教
育

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 
 
・

特
別

支
援

教
育

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

・
生

涯
学

習
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

  
  
 
・

学
芸

文
化

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
・

保
健

体
育

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
・

競
技

力
の

向
上

に
関

す
る

こ
と
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№
２

 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

環
境

生
活

 
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 

 
・
県
民
生
活
に
関
す
る
施
策
の
企

画
及

び
総

合
調

整
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

・
県
民
と
の
協
働
推
進
等
に
関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

  
 

 
・
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る
事
項

に
つ

い
て

 
  
 

 
・
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項
に

つ
い

て
 

  
 

 
・
交
通
安
全
の
企
画
、
交
通
安
全
運

動
等

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
  
 

 
・
統
計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
生
活
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 
 

 
 

・
食
の
安
全
・
安
心
及
び
消
費
者

行
政

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
 

 
 

・
環
境
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及

び
総

合
調

整
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

・
環
境
保
全
等
に
関
す
る
事
項
に

つ
い

て
 

  
 

 
・
生
活
排
水
対
策
及
び
水
資
源
政
策

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 
  
 

 
・
廃
棄
物
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 
  
 

 
・
自
然
環
境
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

  
 

 
・
道
路
及
び
河
川
に
関
す
る
事
項
に

つ
い

て
 

  
 

 
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 
  
 

 
・
土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
事
項
に

つ
い

て
 

・
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項
に

つ
い

て
 

  
  

  
・
県
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 

 
・
県
住
宅
供
給
公
社
に
関
す
る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 

 
・
県
道
路
公
社
に
関
す
る
事
項
に

つ
い

て
 

  
 

 
・
港
湾
、
空
港
そ
の
他
土
木
に
関
す

る
事

項
に

つ
い

て
 

 
 
 
 
 
 
・
県
営
交
通
事
業
に
関
す
る
事
項

に
つ

い
て

 

農
水

経
済

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 

 
 

 
・
労
働
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

  
 

 
・
産
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
項

に
つ

い
て

 

・
水
産
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

  
 

 
・
漁
業
取
締
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

  
 

 
・
漁
港
漁
場
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

 
 

  
・
農
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
林
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

予
算

決
算

 
○
委
員
会
、
要
望
活
動

 
・
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
企

業
会

計
予

算
等

に
つ

い
て

 
議

会
運

営
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 

 
 

 
・
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に

関
す

る
条

例
等

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

 

  
 

 
・
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 

離
島
・
半
島
地
域

振
興

 
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
・
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策
 

 
 

 
・
有
人
国
境
離
島
法
対
策
 

観
光

振
興

等
対

策
 

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

観
光
振
興
対
策

 
・
国
際
戦
略
（
東
南
ア
ジ
ア
）

 
・
Ｉ
Ｒ
対
策

 
 

 
 

・
長
崎
空
港
対
策
 

総
合

交
通

対
策

 
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  
 

・
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策

 
・
地
域
・
２
次
交
通
対
策

 
・
医
療
・
福
祉
・
高
齢
者
等
交
通

弱
者

対
策

 
九

州
新

幹
線

 
西

九
州

ル
ー

ト
整

備
 

特
 

 
 

 
 

 
別

 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  
 

 
・
九
州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
整

備
対

策
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